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平 成 ２ ６ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

１１・２７ 木 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、討

論、一部表決、一部委員会付託 

１１・２８ 金 休 会   

１１・２９ 土 〃   

１１・３０ 日 〃   

１２・ １ 月 〃  （質問通告期限：正午） 

１２・ ２ 火 〃   

１２・ ３ 水 〃   

１２・ ４ 木 〃   

１２・ ５ 金 〃   

１２・ ６ 土 〃   

１２・ ７ 日 〃   

１２・ ８ 月 〃   

１２・ ９ 火 本会議  一般質問 

１２・１０ 水 本会議  一般質問 

１２・１１ 木 休 会   

１２・１２ 金 〃 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

１２・１３ 土 〃   

１２・１４ 日 〃   

１２・１５ 月 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

１２・１６ 火 〃   

１２・１７ 水 〃   

１２・１８ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

１２・１９ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 ３号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

報告第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度垂水市一般会計補正予算（第

４号）） 
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議案第68号 平成25年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第69号 平成25年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第70号 平成25年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第71号 平成25年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第72号 平成25年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第73号 平成25年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第74号 平成25年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第75号 平成25年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第76号 平成25年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第77号 垂水市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例 案 

議案第78号 垂水市いじめ問題調査委員会設置条例 案 

議案第79号 垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第80号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第81号 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第82号 垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第83号 垂水市企業等立地促進条例の一部を改正する条例 案 

議案第84号 垂水市税条例の一部を改正する条例 案 

議案第85号 垂水市国民健康保険条例の一部を改正する条例 案 

議案第86号 垂水市消防団条例の一部を改正する条例 案 

議案第87号 垂水市手数料条例の一部を改正する条例 案 

議案第88号 垂水市過疎地域自立促進計画の変更について 

議案第89号 垂水市立医療センター垂水中央病院の指定管理者の指定について 

議案第90号 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑の指定管理者の指定について 

議案第91号 垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定について 

議案第92号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の共

同処理する事務の変更並びに同組合規約の変更について 

議案第93号 平成26年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 

議案第94号 平成26年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第95号 平成26年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第96号 平成26年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第97号 平成26年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号） 案 

意見書案第23号 「手話言語法」制定を求める意見書 案 

意見書案第24号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 案 

意見書案第25号 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書 案 
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請願・陳情 

陳情第26号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書 

陳情第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情書 

陳情第28号 国民健康保険に対する国庫負担の見直し・増額を求める意見書提出の陳情書 

請願第７号 「手話言語法」の制定を求める請願書 
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 平成26年11月27日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから平成26年第４回垂水市議会定例会を開会

します。 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（森 正勝）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において田平輝也議員、持留良一議

員を指名します。 

   △会期の決定 

○議長（森 正勝）  日程第２、会期の決定を

議題とします。 

 11月25日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から12月19日までの23

日間とすることに意見の一致を見ております。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、会期は、本日から12月19日までの23日間

と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（森 正勝）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成26年８月分、９月分及び

10月分の出納検査結果報告があり、写しをお手

元に配付しておきましたので御了承願います。 

 次に、去る10月17日、東京都の麹町会館にお

いて、川畑三郎議員が議員在職35年以上の長き

にわたり、地方自治の振興発展に顕著な功労が

あったとして、総務大臣から感謝状が贈呈され

ましたので、ここに御報告し、お喜びを申し上

げます。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 ９月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について報告いたします。 

 まず初めに、11月10日、俳優の高倉健さんが

お亡くなりになられました。高倉さんは平成13

年１月に、本市、海潟や知覧を舞台にした映画

「ホタル」に主演し、ロケを通じて多くの市民

と交流いただき、数々のエピソードを残してく

ださいました。慎んで哀悼の意を表したいと思

います。 

 では、９月議会後から本日までの台風接近等

に関する災害警戒対策及び結果を報告いたしま

す。 

 まず、台風18号につきましては、10月５日午

前９時30分に災害警戒本部を設置し、同10時30

分に３カ所の自主避難所を開設いたしました。

最大時で３カ所の避難所において、８世帯、９

名の方が避難されましたが、同日午後６時をも

って３カ所の自主避難所を閉鎖し、同時刻に災

害警戒本部を廃止いたしました。幸いにして大

きな被害等はありませんでした。 

 続きまして、台風19号につきましては、10月

12日正午に災害警戒本部を設置し、13時に10カ

所の避難所を開設いたしました。最大時で７カ

所の避難所において、89世帯、138名の方が避

難されましたが、翌13日正午をもって10カ所の

自主避難所を閉鎖し、13時に災害警戒本部を廃

止いたしました。 
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 台風19号につきましては、大型で非常に強い

台風で、鹿児島県本土へ上陸との予想でしたの

で、影響を大変心配し、私を初め、関係課長が

泊まり込んで対策に備えましたが、13日の午前

８時半ごろ枕崎市付近に上陸した後は、速度を

増して次第に勢力を弱めながら本市付近を通過

していきましたので、大きな被害はありません

でした。 

 災害警戒本部の設置や避難所開設及び避難者

数などの各情報につきましては、ホームページ

やＭＢＣテレビのデータ放送で、素早く更新し

て情報発信を行いました。 

 本年度、これまで大きな災害は発生していま

せんが、過去の災害を教訓としまして早目の避

難を心がけ、人災ゼロを継続するよう、危機管

理対策室を中心に、さらなる防災体制の整備に

努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、企画課所管事項について報告いたしま

す。 

 初めに、９月議会におきまして、本年度での

実施を報告いたしました２地区の地域振興計画

の策定及び４地区の過疎集落等自立再生対策事

業のその後の経過報告をいたします。 

 地域振興計画は、本年４月より境地区と協和

地区で計画策定作業が行われてまいりましたが、

ともに11月初旬に地区の委員会において承認決

定をされました。今後、よりよい協和、またよ

りよい境づくりに向け、各計画が実行に移され

ていくことになっております。 

 過疎集落等自立再生対策事業では、牛根、松

ヶ崎、水之上、新城の４地区で、それぞれの実

施計画が進行されております。 

 主なものとして、９月議会で報告しました水

之上地区での災害時の避難場所である三和セン

ターの駐車場の舗装工事、また牛根地区の岳野

自治公民館の改修工事は、ともに９月に完成し、

その他の事業についても順次完了していく予定

でございます。 

 ９月15日に開催されました岳野自治公民館改

修工事の完工式では、同工事が過疎地域におけ

る有事の際の電力確保対策、また集落避難所と

しての防災機能充実を目的としたものであるこ

とから、過疎地域対策に強い関心を持たれる森

山衆議院議員も御出席になり、本事業が国内で

の増加が著しい過疎地域対策のモデル事業にな

ることについて、御講話をいただきました。 

 企業誘致につきましては、６月議会時に企業

立地協定の報告をいたしました社会福祉法人岳

風会のパンの販売及びカフェの店舗であるティ

ンカーベルが、10月１日に錦町にオープンいた

しました。当日の式典には私もまいりましたが、

店内は市民の皆さんの笑顔があふれ、企業の誘

致が市民生活に大きく寄与することを再認識し

たところでございます。 

 また、同じく誘致企業である合同会社桜島の

高峠メガソーラー発電所の起工式が、10月28日

に多数の関係者出席のもととり行われました。 

 なお、同事業は、来年９月の営業運転開始に

向け、今後、工事が進んでいく予定でございま

す。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

本年度は現在までに本市の直接寄附分で、件数

が193件から479件と約2.48倍、寄附額も547万

円から1,640万5,000円と約３倍となるなど、昨

年度の同時期よりも大きく増加しております。 

 寄附金額の増加につきましては、100万円以

上の高額寄附者が９件、計1,000万円となって

いることが大きな要因でございます。 

 なお、ふるさと応援寄附金は、地方自治体が

みずから確保できる貴重な財源であり、本市で

はこれらを基金へ積み立て、元気なまちづくり

の推進を図るための諸事業を実施しております。 

 次に、行政が保有する各種の電子データは、

市民の財産であるとの認識のもと、庁舎火災や

桜島の大爆発的噴火による災害に備えるために、
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自治体間相互バックアップに関する協定をいち

き串木野市と交わしました。東日本大震災を教

訓に、広域でのデータバックアップを模索する

動きに対応するものでございます。 

 次に、水産商工観光関係について報告をいた

します。 

 ９月20日に、台風により延期しておりました

「たるみずふれあいフェスタ2014夏祭り」を実

施いたしました。当日もあいにくの天候ではあ

りましたが、約２万人の方々の来場があり、季

節外れとなりましたが、すばらしい音楽花火の

打ち上げに感動しておられました。御寄附をい

ただきました関係者と実行委員会の皆様の頑張

りに、深く感謝申し上げたいと思います。 

 11月２日には、「垂水のすごいが集まる秋」

をテーマに「たるみずふれあいフェスタ2014秋

の産業祭」を開催をいたしました。抽選会、地

元の農水産物等の販売、イベントでは垂水市公

式イメキャラの発表、垂水幹部派出所の皆様に

よるオレオレ詐欺の寸劇が行われるなど、昨年

度より多い約7,000人の市民の方々に御来場い

ただき、にぎやかな一日となりました。 

 この産業祭から垂水市商工会が販売を開始し

ましたプレミアムつきの「こもんそ商品券」に

つきましては、今年度は10％のプレミアムつき

で１億1,000万円が売り出されましたが、販売

開始から２週間を経過いたしました11月17日に

は完売となったようであります。消費税増税に

よる消費の落ち込みがある中で、地元商工業者

の皆様方の活性化につながる施策として取り組

んでいるものでありますことから、お買い上げ

いただいた皆様に感謝を申し上げたいと思って

おります。 

 あいにく天候不順による本年度２回目の「カ

ンパチ祭り」は中止となりましたが、本年度の

教育旅行、民泊も春と秋で多くの中学生、高校

生を迎えまして、14校で2,000人を超えており

ます。垂水市漁協が実施する餌やり体験も、

1,000人を超えた生徒を受け入れており、大変

にぎわっているとの報告を受けております。 

 また、民泊家庭のおもてなしにも、非常に喜

んでおられ、生徒と民泊家庭の方々の元気な声

が聞こえております。新たに、インドネシア、

台湾からの生徒の教育旅行の受け入れも行って

おります。 

 季節的には、現在、千本イチョウまつりを開

催しておりまして、市内、県内はもとより、県

外からの来場や旅行会社のツアーの計画もある

ことから、非常に大きなにぎわいとなっており

まして、短期間での多くの入り込み客があると

思われます。 

 引き続き垂水市の活性化のため、観光振興を

図ってまいります。 

 次に、農林関係について報告をいたします。 

 11月22日、森林と人が共生する緑豊かな郷土

づくりを推進することを目的に、平成26年度お

おすみ植樹祭が、本市ほかの共催で開催されま

した。植樹祭は垂水小学校体育館及び垂水市中

ノ平さくら公園で行われ、市内外から400名の

参加がありました。 

 次に、教育関係について報告をいたします。 

 ９月２日開会の平成26年第３回市議会定例会

で、教育委員の同意をいただきました中谷いつ

みさんに、10月２日、辞令の交付を行い、２期

目の職務に就任していただきました。 

 10月10日に開催されました教育委員会定例会

では、野村繼治委員が委員長に再選されました。 

 11月８日、垂水市文化会館において、肝属地

区教育振興大会を開催いたしました。教育関係

者や垂水市民700余名の参加のもと、教育功労

者の表彰や垂水市の教育活動実践発表、また

「命の大切さと教育のあり方」と題して、赤ち

ゃんポストの設置者である蓮田太二先生の講演

が行われました。垂水市の教育行政を多くの

方々に紹介するよい機会となりました。 

 次に、教育施設整備でございますが、９月29
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日、中央中学校の屋外トイレほか新築工事に伴

う完成検査を実施いたしました。 

 この施設は、災害に備える機能を持たせたも

ので、平常時は体育倉庫や部活動の部室として

有効活用されます。これにより、中学校統合に

伴う垂水中央中学校の施設整備は全て終了し、

本市の義務教育の拠点施設が完成をいたしまし

た。 

 10月９日には、境小学校と牛根小学校の外壁、

手すり改修工事完了に伴う完成検査を実施しま

した。この事業は、６月に開催された平成26年

第２回市議会定例会で報告しました平成25年度

繰越事業です。これにより児童の安全安心を確

保できる教育環境の充実が図られました。 

 また、垂水小学校運動場整備工事と垂水小学

校体育館周辺整備工事については、順調に進め

られております。 

 次に、学校教育関係について報告いたします。 

 11月６日に、柊原振興会防犯パトロール隊が、

学校安全ボランティア活動団体として文部科学

大臣から表彰されました。これは同パトロール

隊が長年にわたり、児童の登下校の時間帯に各

隊員が分担して、通学路の巡回パトロールを行

ってきたことが高く評価されたものです。 

 また、10月14日から16日まで、肝属地区中学

校新人総合体育大会が開催され、女子ソフトテ

ニス部及び剣道部が団体戦で優勝し、また野球

部も優勝いたしました。さらに、各種目の個人

戦においても、１位、２位、３位を独占するな

ど好成績をおさめました。 

 次に、社会教育関係について報告をいたしま

す。 

 10月18日、来年、開催される第30回国民文化

祭において、県内外からの来場者の皆様に対し、

ふるさと垂水のよさを自信を持って語れる人材

の育成を目的に、「垂水おもてなし少女・少年

隊」を結成し、小学４年生から高校生、53名の

参加がありました。今後はおもてなしに必要な

知識を身につけ、ふるさと垂水を愛する心の醸

成を図ってまいります。 

 11月１日・２日の両日、第38回垂水市民文化

祭が開催されました。展示部門では、１日から

２日にわたり市体育館で14団体の作品展示に加

え、市内小中学校及び垂水高等学校の児童生徒

による作品の展示もありました。舞台部門では、

２日に文化会館において開催され、17団体の発

表と若草文学賞の朗読に加え、今年度は鹿屋農

業高校和太鼓部の特別演奏などが行われ、昨年

を上回る来場者がありました。 

 11月24日には、第２回和田英作・和田香苗絵

画記念コンクールの表彰式と開場式が行われま

した。本年度は幼稚園から一般まで573点の作

品応募があり、和田英作賞を初め優秀作品は、

森の駅たるみず及び垂水市文化会館で12月７日

まで展示を行っております。 

 翌日、11月25日には、海上自衛隊佐世保音楽

隊の御好意により千本イチョウコンサートを開

催いたしました。多くの来場者に秋の夜長を彩

る音楽の調べを御堪能いただきました。 

 次に、交通事故の発生状況について報告いた

します。 

 10月末日現在、交通事故発生件数は77件、死

亡者数２名、負傷者数106名となっております。

前年度同時期と比較しますと発生件数が15件、

死亡者数は同数ですが、負傷者数につきまして

は26名減少しております。今後も引き続き交通

事故発生件数の減少を図るために、鹿屋警察署

並びに垂水地区交通安全協会や振興会、関係団

体と協力して交通安全運動の周知徹底に努めて

まいります。 

 次に、消防関係について報告いたします。 

 ９月６日、地域づくりなどに貢献しているな

ど、特定の要件を満たした新城地区に、一般社

団法人全国消防機器協会より、住宅用火災警報

器100個と住宅用消火器25本が贈呈されました。 

 次に、火災発生状況と特異な救急事案及びに
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ついて報告をいたします。 

 まず、火災発生状況ですが、建物火災１件が

発生しております。この火災は９月７日、大野

地区の駒ケ丘で溶接の火災により、豚舎１棟が

全焼する火災でございます。 

 次に、救急事案でございますが、11月９日16

時25分ごろ、牛根麓地区において車両同士の衝

突事故で４名の重傷者が発生し、その際、県ド

クターヘリ及び米盛病院の補完ヘリ２機を要請

し、鹿児島市内へ２名、鹿屋市に２名搬送した

ところでございます。 

 次に、主な出張用務について報告いたします。 

 県外出張でございますが、10月４日、来年度、

開催される国民文化祭の参考とするために、秋

田県で開催中の国民文化祭を関係職員と視察し

てまいりました。 

 10月15日から17日は、佐賀県唐津市で行われ

た九州市長会の理事会及び総会に出席してまい

りました。 

 17日は大阪市に出張し、スポーツキャンプ誘

致活動に関係職員と参加いたしました。 

 10月22日は上京いたしまして、経済と暮らし

を支える港づくり全国大会に出席をいたしまし

た。 

 11月８日から関西垂水会及び「たるみず大使

意見交換会」に出席いたしました。関西垂水会

は昨年度を上回る約200人の参加があり、大い

に盛り上がりました。 

 また、関西垂水会に先立ち行われた「たるみ

ず大使意見交換会」は、関東垂水会の和泉会長

以下５人と、関西垂水会の岩崎会長以下７名、

計12名の皆様とふるさと納税や本市のまちづく

り全般に関して意見交換を行いました。 

 11月12日からは、全国市長会主催の市長フ

ォーラム、九州国道整備促進総決起大会、全国

過疎地域自立促進連盟理事会及び総会に出席し

てまいりました。 

 11月19日からは、東京都で開催された県企業

立地懇話会に担当職員と出席してまいりました。 

 翌20日には、地域包括ケアに関する視察に、

議員の皆様とともに串間市の総合保健福祉セン

ターを訪問いたしました。 

 次に、県内の主な出張用務ですが、11月１日

に鹿児島市制125周年記念式典への出席を初め、

霧島市で開催された錦江湾奥会議や市町村政研

修会及び市町村長防災研修会に出席して、さま

ざまな行政課題に対する見識を深めてまいりま

した。 

 そのほか、委員を務めます地域経済委員会、

大隅肝属広域事務組合議会、後期高齢広域連合

運営委員会に出席いたしまして、議案等の審議

を行ってまいりました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、総務文教委員会委

員長から所管事項調査の報告の申し出がありま

すのでこれを許可します。 

 総務文教委員長川畑議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る10月14日

から16日にかけて、総務文教委員会委員８名と

随行１名により、全国に先駆けて公契約条例を

施行した千葉県野田市と１年前の台風26号によ

り甚大な被害を受け、36名のとうとい犠牲が発

生し、現在でも３名の方が行方不明となってお

り、懸命な捜索と復興に努力されている東京都

大島町において、所管事項調査を実施いたしま

したので御報告申し上げます。 

 最初に伺いました野田市でございますが、平

成15年に関宿町を編入合併してできた人口約15

万6,000人、総面積約103.54平方キロメートル

と、東に利根川、西は江戸川に挟まれた狭隘な

低湿地で、周辺等の河川流通網により、しょう

ゆ醸造業が発達しております。 

 今回は低入札価格工事件数が増加し、ワーキ

ングプアという言葉が象徴される下請業者への

しわ寄せを回避するため、野田市が発注する一
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部の事業において、請負業者等に雇用者の最低

賃金額を保障させ、それを守れない業者とは事

業契約を結ばないとして制定した条例を研修し

てまいりました。 

 全国に先駆けてのことでありますので、憲法

上や地方自治法、労働法並びに独禁法に抵触し

ないか、きちんと整理の上、条例化したもので

ございましたが、条例の対象が予定価格4,000

万円以上の工事または製造の請負や同じく

1,000万円以上の業務委託契約の相手方事業所

に限定して、市が定める賃金以上の支払義務を

定めており、ただ単に住民の福祉の増進を図る

ためとの見解でした。 

 本来なら、国により法制化すべき最低賃金保

障を、国が動かないからということで条例制定

したものでありますが、今後は全国の全ての自

治体へ条例化の働きを行っていきたいというこ

とでありました。 

 本市の事業発注状況等を思慮した場合、性急

な条例化は難しいとは思いますが、全国自治体

の流れとしては、検討は必要だと研修を通じて

感じたところであります。 

 次に、東京都大島町でございますが、人口約

8,200名、総面積91.06平方キロメートルと、東

京都から120キロメートルの太平洋上に浮かぶ

伊豆諸島最大の島です。 

 観光産業の安定化を図り、農林漁業との結び

つきによる特色ある産業形態をつくり出されて

います。三原山の噴火により、昭和61年には全

島民が伊豆や東京に避難されたこともあります。 

 研修当日は災害発生から丸一年の前日であり、

各マスメディアの取材の対応などでお忙しい中、

私どもの研修に川島大島町長や中村町議会議長

が同席され、当日の状況と現在の捜索、復興の

状況について説明をいただきました。 

 川島町長は、「安全神話に陥っていた」の反

省の言葉を口にされ、警戒体制もいつもどおり

の対応で土砂災害は予想だにしていなかった。

警報や土砂災害情報を軽視していた。情報分析

により災害が起こり得るかのイメージをすべき

であったと、担当者も土砂災害に対する対応が

甘かったとの認識でありました。 

 大島町は、改めて被災を繰り返さないまちづ

くりを推進するために、被災者生活再建支援、

地域基盤インフラの復旧、産業観光復興計画、

防災まちづくりの強化の４項目を復興計画の柱

として、日々復興に向けた取り組みをされてお

り、この復興計画には復興町民会議を設置し、

住民同士で話し合いを行い、行政は助言という

位置づけで復興に邁進されております。 

 やはり私ども垂水市と同様に、災害を経験し

た町の防災の基本は空振りを恐れず、一人の犠

牲者も出さないための避難活動はぜひにも必要

だと思います。 

 今後も復興に向けた大きな取り組みが進めら

れていくとは思いますが、今まさに行方不明に

なっておられる方々のいち早い発見、犠牲とな

られた方々や家族を亡くされた皆様の心の安寧、

さらには自宅を離れ、現在も仮設住宅などに住

まわれている皆様の心が癒されますことを切に

お祈り申し上げて、総務文教委員会の所管事項

調査の報告とさせていただきたいと思います。 

○議長（森 正勝）  これで諸般の報告を終わ

ります。 

   △報告第３号上程 

○議長（森 正勝）  日程第４、報告第３号損

害賠償の額を定めることについての専決処分の

報告についてを議題とします。 

 報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。 

 地方自治法第180条第１項の規定及び市長専

決処分事項の規定によりまして、損害賠償の額

を定めることについて専決処分いたしましたの

で、同条第２項の規定により御報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、平成26年８

月28日に学校教育課臨時職員が運転する給食配
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送車が、牛根小学校専用駐車場で方向転換する

際に、駐車中の相手方車両の後部に接触し、損

傷させたものでございます。幸いに、相手方車

両に乗車していた方はおらず、双方にけがはあ

りませんでした。 

 市は、責任割合100％を負担し、相手方へ損

害賠償額６万7,749円を支払うことで示談いた

しました。 

 なお、損害賠償額は、全額、市で加入してお

ります全国市有物件災害共済会の保険金で賄わ

れます。 

 当事者には、車の運転に慎重を期すよう指示

したところでございます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  以上で、報告第３号損害

賠償の額を定めることについての専決処分の報

告についての報告を終わります。 

   △報告第４号上程 

○議長（森 正勝）  日程第５、報告第４号専

決処分の承認を求めることについて（平成26年

度垂水市一般会計補正予算（第４号））を議題

とします。 

 報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  報告第４号専決処分

の承認を求めることにつきまして、御説明申し

上げます。 

 衆議院の解散に伴いまして、衆議院議員総選

挙費の関連経費の執行に急施を要しましたので、

平成26年11月21日に、平成26年度垂水市一般会

計補正予算（第４号）を、地方自治法第179条

第１項の規定により専決処分し、同条第３項の

規定により御報告を申し上げ、承認を求めよう

とするものでございます。 

 補正の理由でございますが、12月14日に実施

されます衆議院議員選挙の関連経費について、

予算措置をしたものでございます。 

 今回、歳入歳出とも1,132万1,000円を増額い

たしましたので、これによります補正後の歳入

歳出予算額は102億7,490万1,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。 

 事項別明細でございますが、まず歳出から御

説明申し上げます。 

 ５ページをお開きください。 

 ３目衆議院議員選挙費は、投・開票立会人や

選挙事務従事者等の報酬、選挙事務に要する消

耗品等の物件費、ポスター掲示板設置の工事請

負費等を計上しております。 

 また、４目の衆議院議員選挙啓発費は啓発に

関する事務費でございます。 

 これらに対する歳入は、３ページの歳入明細

にお示ししてありますように、県支出金の特定

財源を充てて収支の均衡を図っております。 

 以上で説明を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りします。報告第４号を承認することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、報告第４号は承認することに決定しまし

た。 

   △議案第68号～議案第76号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第６、議案第68号か
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ら日程第14、議案第76号までの議案９件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第68号 平成25年度垂水市一般会計歳入

歳出決算認定について 

議案第69号 平成25年度垂水市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第70号 平成25年度垂水市交通災害共済

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第71号 平成25年度垂水市地方卸売市場

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第72号 平成25年度垂水市老人保健施設

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第73号 平成25年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

議案第74号 平成25年度垂水市介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について 

議案第75号 平成25年度垂水市簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第76号 平成25年度垂水市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  ここで決算特別委員会委

員長の審査報告を求めます。 

 決算特別委員長堀添國尚議員。 

   ［決算特別委員長堀添國尚議員登壇］ 

○決算特別委員会委員長（堀添國尚）  おはよ

うございます。 

 決算特別委員会審査結果報告を行いたいと思

います。 

 去る９月26日、平成26年第３回定例会におい

て決算特別委員会に付託となり、閉会中の継続

審査となっておりました平成25年度垂水市一般

会計、地方卸売市場特別会計、国民健康保険特

別会計、後期高齢者医療特別会計、交通災害共

済特別会計、老人保健施設特別会計、介護保険

特別会計、漁業集落排水処理施設特別会計及び

簡易水道事業特別会計の各歳入歳出決算につい

て、11月６日及び７日の２日間にわたり、決算

特別委員会を開き、審査いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。 

 まず、審査に当たっては決算の性質に鑑み、

予算が議決した趣旨や目的に沿って適正に、か

つ効率的に執行され、問題点はなかったか、さ

らにどのように行政効果に反映されたか、今後

の行政運営においてどのような改善、工夫が必

要かなどを重点的に審査いたしました。 

 なお、示された計数については、監査委員の

審査等を十分に尊重し、決算報告書、決算意見

書に基づいて審査を進め、各関係課長の説明を

受けながら、予算執行の実績、効果等を確認し、

その適否について慎重に審査いたしました。 

 まず、議案第68号平成25年度垂水市一般会計

歳入歳出決算認定について申し上げます。 

 平成25年度決算の評価について、歳入におい

ては、自主財源である市民税及び固定資産税の

調定額は前年度より減少したものの、逆に滞納

対策等の強化により、前年度徴収率から1.6ポ

イント、133万円の増の91.0％になっておりま

す。 

 また、多くの歳入が減少する中、本市の主要

財源である地方交付税や国庫支出金等が増加し

ており、歳入総額で、前年度比で10.4％、９億

7,520万円の増となっております。 

 さらに、市債発行額にあっては、財政改革プ

ログラムにおいて、６億円以内としております

が、臨時財政対策債や災害復旧事業債を除いて

６億950万円の発行で推移し、ほぼ計画どおり

抑制されております。 

 本市の財政構造は、依存財源の占める割合が

高いわけですが、微増でありますが、自主財源

確保のために懸命に職務を遂行した職員の皆さ

んに、まずは敬意を表したいと思います。 

 歳出にあっては、前年度比9.9％、９億440万
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の増で、活動火山周辺地域防災営農対策事業や

種子島周辺漁業対策事業費等の農林水産業費、

地域の元気臨時交付金事業や社会資本整備交付

金事業による土木費、国民健康保険特別会計へ

の赤字補填のための法定外繰出金の増額が顕著

でありました。減額した費目は、起債残高の削

減効果により公債費と、議会費のみで、他の費

目については、微増もしくは、ほぼ横ばいで推

移しております。 

 厳しい財政運営の中にあって、結果、歳入総

額103億8,968万円に対して歳出総額100億7,569

万円で、差し引き３億1,399万円で、翌年度へ

繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、３

億542万5,000円の黒字が計上されました。 

 財政状況から、市としての積極的・意欲的な

財政運営は困難でありましたが、国庫補助金等

をうまく活用した運営をされたものと評価して

おります。 

 監査委員の意見にも、歳入歳出決算額は、

100億円を超えたのは平成14年度以来でありな

がら、本市最大の課題である健全性の維持と将

来にわたる安定化への運営姿勢がうかがえる決

算と評価されております。 

 さらに、地方債残高も２億4,000万円減債さ

れ、93億6,000万円となっており、引き続き投

資的経費の慎重な選択や起債の有効活用を図ら

れたいとされています。 

 一方、歳出不用額の増加傾向が続いているこ

とや国の経済対策等に起因する繰越明許につい

て、24年度からの繰り越しでしわ寄せを受けた

と思われる事業もあることから、会計年度独立

の原則を遵守し、年度内に終了することを促し

たいと指摘されております。 

 また、他会計への繰出金や扶助費など、執行

見込みの困難な費目で、全般的に増加要因を検

証し、適性で効率のよい予算執行に留意された

いと結んでおられます。委員会としても強く同

意するものです。 

 それでは、一般会計決算を各課ごとに説明い

たします。 

 まず、農林課所管において、青年就農給付交

付金の制度や効果について質疑がありました。

14名が対象となっているとのことで、改めてそ

の方々以外の後継者の掘り起こしについて依頼

しております。 

 また、防災営農対策事業で、国、県補助の

75％以外の市単独での補助金の創設について要

請いたしております。 

 次に、総務課所管において、厚生会への公費

支出の件について、時間を詰めて協議していく

べき課題だと認識しているとのことでした。 

 次に、市民相談サービス課所管において、振

り込め詐欺被害額が全国で500億円を超してい

るが、本市の状況について確認したところ、本

市においては被害の届け出が１件もないとのこ

とでした。 

 次に、財政課所管において、公共入札事項の

公表について質疑がありました。 

 本市においては、公共入札の格付について、

工事成績評定を非公表としており、結果として

算出式及び総合評価も非公表となっていること

について議論があり、県内でも半数ほどの自治

体が公表しており、本市もそれを参考に公表す

べきであると要望しております。 

 次に、企画課所管については、まちづくり交

付金の制度として、各地区で毎年度100万円を

限度として交付できるとの説明で、25年度にあ

っては600万円の予算に対し、210万円の支出で

あったということでした。 

 次に、税務課所管については、固定資産税に

おいての時点修正率算定業務は、市内10カ所の

不動産鑑定評価を委託し、また鑑定評価業務に

おいては標準宅地35カ所と基準地32カ所を調査

し、平成27年度の固定資産税評価がえのための

不動産鑑定評価を委託したものだとの説明でし

た。その結果、本市の土地の値段は下降傾向に
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あり、あわせて評価も下がる傾向にあるとの説

明でした。 

 さらに、空き家、空き地を対象とした納税通

知書の発送のことや死亡者課税についても、納

税義務者への相続登記を促し、税の未納を解消

するように努めるとの回答でした。 

 徴収率については、市民税、個人・法人合わ

せて92.5％、固定資産税88.3％で、滞納者件数

は、市民税で2,383件、固定資産税で6,770件で

あるとのことでした。 

 また、共有名義での持ち分ごとの納付書発送

については、現状ではできないとの回答でした。 

 次に、市民課所管については、新城、牛根、

両支所の体制と業務について、業務内容によっ

てはコンビニなどの証明書が発行などができる

ようである。それらを含めた支所体制を検討し

たらどうかとの質問に、支所は本市各課の出先

機関としての役割を担っており、また牛根方面

にあってはコンビニがないため、本来は組織再

編部会や行革部会で検討すべきことですが、市

民課としては支所は存続すべきものと思ってい

るとの回答でした。 

 次に、保健福祉課所管については、社会福祉

協議会の運営が厳しい状況なのかの質問に対し、

毎年500万円ほどの赤字となっているようであ

るとの答弁があり、さらに本市に限ったことで

あるかの質問に対し、介護保険分野において昨

年あたりから介護保険の単価が下がったことな

どから、どこも厳しい状況であるとの回答でし

た。 

 社協に対して単に運営補助金を出すことに限

定せず、本市社協はもとより、他の社協の厳し

い運営の何が原因なのか、また本市社協の個別

事業の精査や経営状況等について調査するとの

回答を得ました。 

 ほかに民生委員１名に対し、年間６万円しか

活動費を支給していない現状について、支給額

の改定を考える時期になっているとのことでし

た。そのほか、おむつ給付や生活保護者の振興

会費等についての質疑がありました。 

 次に、生活環境課所管については、前年度決

算委員会で潮彩町排水処理施設使用料の見直し

が要望として上がっておりましたが、施設の老

朽化に備え、大規模修繕等に多額の費用が見込

まれることから、当面は料金の改定は行わず、

積み立てていきたいとの回答でした。 

 また、漁業集落排水処理施設特別会計への繰

出金について、加入率の増加は見込めないかと

の質問に対し、国道拡幅に伴う転居など、加入

促進努力しているが、なかなかふえない状況で

あるとの回答でありました。 

 さらに、大隅肝属広域事務組合負担金額と搬

出するごみの量の数年間の動きについて質問し

たところ、25年度までは若干減っていたものの、

26年度からは増加傾向にあるとの回答でした。 

 また、市営墓地の管理運営について問うと、

最初、借りる際に１万円を払えば半永久的に使

用することができるようになっており、年間

400円の墓地水道代を払うだけで済む。その中

には相当量の空墓があり、本来なら更地にして

返していただかないといけないが、更地にする

費用がかさむため、放置されている状況であり、

管理組合的な組織の設置を該当する振興会に相

談している状況であるとのことでした。 

 次に、水産商工観光課所管について、垂水漁

協のカンパチの台湾へのトップセールスについ

ての質問に、非常に好評を得、また市長プレゼ

ンは大変効果があった。しかしながら、現状に

おいてカンパチのみでコンテナをいっぱいにす

ることは採算性の面で厳しく、経済連と、野菜

と組み合わせて大々的な輸出が可能か、計画を

進めているところであるとのことで、この活動

の是非についても、決してトップセールスが無

駄だったということはないとのことでした。 

 さらに、道の駅の指定管理者については、来

年４月からの指定管理者は12月議会で示すこと
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ができるとし、３月までは現在の２企業による

合同会社であるが、４月からは１企業のみが指

定管理者となる予定であるため、これまで以上

に密に、かつ綿密なチェックができるものと考

えているとのことでした。 

 次に、教育委員会教育総務課所管について、

垂水高校振興対策協議会補助金の検定試験など、

受験費補助についての質問に、検定試験など受

験費補助に延べ636名分補助し、合格率が

55.03％であり、通学費補助は30名が対象とな

り、通学費用の３分の２を補助しているとのこ

とでした。 

 教育委員会学校教育課所管については、今後

の幼稚園児数の推移についての質問に、今後５

年間は100名前後で推移し、大幅な増減はない

とのことでした。 

 また、カトリック幼稚園が来年から認定こど

も園に移行することとなり、本市における幼稚

園は江ノ島幼稚園のみとなるとの報告がありま

した。 

 ほかに奨学金について、返還期間を過ぎた部

分は、滞納者26名で648万4,500円の滞納額があ

り、対象者のみでなく、連帯保証人が高齢とな

って払えなくなっているケースがふえており、

個々のケースに応じた対策を講じているとの説

明でした。 

 次に、消防本部所管については、消防団員の

消防学校への入校数が少ないとの指摘に、県下

各自治体の消防団員数に応じた割当であり、増

員するように常に要望は出してあるとのことで

した。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 税務課所管において、市税の状況について市

税収入済額の総計は13億3,901万6,000円であり、

前年度比133万円の増額となっております。 

 景気の低迷等による現年度課税分の個人、法

人市民税ともに減額となり、さらに固定資産税

にかかる地下下落など、市税全体としては前年

度を下回る結果となったようですが、悪質対象

者に対する差し押さえや捜索の実施により、滞

納対策を強化した結果であるとのことです。 

 不納欠損については、滞納処分の執行停止に

よる処分が32名の145件、366万4,480円、地方

税の消滅時効による処分が432名、1,317件で

1,001万9,907円、合計1,462件、1,368万4,387

円で、前年度と比較すると件数で10件増加し、

金額で13万3,800円増加しているとのことでし

た。 

 次に、財政課所管においては、歳入合計が

103億8,967万8,239円で、前年度に比べて国庫

支出金や県支出金の大幅な増額により、９億

7,519万7,763円、10.4％増となったとのことで

した。 

 委員から、一般会計から特別会計への法定繰

り出しが、25年度決算で総額11億1,400万円余

りあるということで、一般会計は市民皆が平等

公平に使えるお金である。いたし方ないことで

はあるが、特別会計内で収支が保てるよう繰出

金を抑える政策をとの要望がありました。 

 以上、審査の結果、議案第68号平成25年度垂

水市一般会計歳入歳出決算については、認定す

ることと決定しました。 

 次に、議案第69号平成25年度垂水市国民健康

保険特別会計歳入歳出決定認定について申し上

げます。 

 歳入総額は27億2,992万3,000円、歳出総額27

億2,665万2,000円で、実質収支は327万1,000円

の黒字となっておりますが、25年度にあっては

一般会計から9,800万円の法定外繰り入れを行

っており、実質的に9,500万円の赤字となって

おります。 

 委員から、一般会計からの繰り入れに関して

の質問では、現状の制度の中では今後もずっと

繰り入れを続けないと維持できないとの回答で、

今後、国保制度の基盤強化改革により、平成29

年度をめどに保険者を県へ統合するなどの方向
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性が示されてはいるが、国が負担や制度の抜本

的な改革を行わない限り、知事会でも了承され

ないことから、それまでの間は法定外繰り入れ

をお願いせざるを得ないとの回答でありました。 

 また、前年度要望事項である保険税負担の公

平と財源確保からも、収納率の向上に努められ

たいにつきましては、滞納処分のあり方やその

ノウハウの習得に努め、延滞金は必ず徴収する。

財産調査をし、財産があれば差し押さえを行う

などの徴収方法の抜本的な見直しにより、対前

年度比で前年度収納率0.29％、滞納繰越分収納

率10.84％上昇しており、今後も同様の体制を

堅持するとの説明でした。 

 以上、審査の結果、議案第69号平成25年度国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

は、認定することと決定しました。 

 次に、議案第76号平成25年度垂水市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決定認定について申し

上げます。 

 歳入総額は２億1,119万1,000円で、歳出総額

２億1,090万6,000円、実質収支は28万5,000円

の黒字となっております。 

 以上、審査の結果、議案第76号平成25年度垂

水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決定認定

については、認定することと決定しました。 

 次に、議案第70号平成25年度垂水市交通災害

共済特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額は562万6,000円で、歳出総額260万

2,000円、実質収支は302万4,000円の黒字とな

っております。交通災害共済基金保有額は

3,177万6,000円となっているとのことです。 

 以上、審査の結果、議案第70号平成25年度垂

水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第71号平成25年度垂水市地方卸売

市場特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額は495万5,000円で、歳出総額205万

7,000円、実質収支は289万8,000円の黒字とな

っております。垂水市公設地方卸売市場施設整

備基金保有額は、2,751万7,000円となっている

とのことです。 

 以上、審査の結果、議案第71号平成25年度垂

水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第72号平成25年度垂水市老人保健

施設特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額は５億8,126万5,000円で、歳出総額

５億8,068万2,000円、実質収支は58万3,000円

の黒字となっております。 

 介護老人保健施設基金保有額は、25年度に

4,000万円の繰り入れをしたことで3,033万

5,000円となっており、コンサル等も入れ、経

営分析も行ってはいるが、今年度、26年度は一

般会計からの繰り出しの可能性が高いとのこと

でした。 

 以上、審査の結果、議案第72号平成25年度垂

水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第74号平成25年度垂水市介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について申し上げま

す。 

 歳入総額は19億9,360万1,000円で、歳出総額

19億5,865万9,000円、実質収支は3,494万2,000

円の黒字となっております。 

 以上、審査の結果、議案第74号平成25年度垂

水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、認定することと決定しました。 

 次に、議案第73号平成25年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。 

 歳入総額3,312万3,000円で、歳出総額3,073

万7,000円、実質収支は238万6,000円の黒字と

なっております。 
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 しかしながら、2,690万円の一般会計からの

繰り入れがあることから、実質2,450万円ほど

の赤字となっております。 

 以上、審査の結果、議案第73号平成25年度垂

水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算認定については、認定することと決定しまし

た。 

 次に、議案第75号平成25年度垂水市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

 歳入総額は3,649万6,000円で、歳出総額

3,495万5,000円、実質収支は154万1,000円の黒

字となっております。 

 以上、審査の結果、議案第75号平成25年度垂

水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することと決定しました。 

 以上のような審議を行った結果、本委員会と

しては一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳

入歳出決算ともに適正であると認め、次の要望

を付すことに意見の一致を見ました。 

 要望・意見を申し上げます。 

 一つ、農業経営基盤の安定及び後継者育成、

確保の観点からも、防災営農対策事業による国、

県の農業用施設整備のための補助金に加え、市

も助成の上乗せを検討されたい。 

 一つ、入札にかかる市のランクづけに関し、

非開示としている主観的な査定ポイントについ

ても県や先進他市に準じて公表するなどして、

透明性、公平性を図られたい。 

 一つ、特別会計の事業運営に関し、繰入金等

によらず会計内で収支の均衡を図るよう特段の

努力をされたい。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告があり

ますので発言を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、議案68号、議案74

号、議案76号について、不認定という立場で反

対の討論をしていきたいと思います。 

 議案68号平成25年度一般会計歳入歳出決算認

定についてを、不認定という立場で反対討論を

いたします。 

 １点目は、歳入の繰越金の問題です。対前年

度比では2,400万円ほど減額になっていますが、

２億4,300万円が繰り越されています。これら

の数字からも財源の見通しを持って市民の要望

に応えられる施策を実施することが求められて

いたと考えます。 

 施策を提言し、その実証を求めて、多くが財

源がないということで、その方向すら示せなか

ったことも多かったのではないでしょうか。 

 実質収支は３億円との黒字で、実質単年度収

支は１億5,000万円の黒字であることからも、

市民の暮らしを支援する施策が可能ではなかっ

たかというふうに考えます。 

 次に、歳出です。大きな点は、先ほど決算委

員長の報告にもあったとおり、監査委員の結び

に指摘しているように不用額の問題です。 

 監査委員の指摘は、前年度も指摘をした歳出

不用額の増加傾向が続いている。他会計への繰

り出しや扶助費等、執行見込みの困難な費目で

あるが、全般的に増加要因を検証し、適正で効

率のよい予算執行に留意されたいと記していま

す。このことは以前からさまざまな形で監査委

員の報告として出てきていました。 

 各款を通じて不用額は生じていますが、特に

民生費は突出しています。介護保険制度の改定

による給付削減など、福祉の後退の指摘ができ

ますが、不用額が生じるのであれば他の費目に

振り向けて、福祉の充実に努めるべきではなか
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ったかと考えます。 

 監査委員の指摘もここに私はあると思います。

本年度も指摘されたことは、重大だというふう

な考え方であります。 

 他にも指摘すべき事項はありますが、以上の

理由により、本決算については不認定とすべき

であると申し述べたいと思います。 

 議案第74号介護保険特別会計歳入歳出決算認

定については、不認定という立場で反対討論を

いたします。 

 介護保険改定法と新たな介護保険報酬が施行

されたもとで、利用者は生活援助の時間削減、

新たな利用制限で日常生活が脅かされました。 

 保険料の収納状況からは、金額は県平均と比

較して低くても、支出に占める割合は高く、そ

のことは普通徴収の収納率にもあらわれていま

す。収納率の低下は、年金の削減などによる生

活困窮で、低所得者ほど負担割合が高く、納入

するのに大変苦労されていることが伺えます。 

 また、このことはサービス利用率にもあらわ

れています。この利用率は平均で５割であると

いう状況があることから見ても、これらの負担

に伴う問題点や、またこれらのサービスのそれ

らを増すことできない、ある一面での要因があ

るのではないでしょうか。 

 高齢者が、必要なときに安心して介護サービ

スが受けれるためにも、保険料や利用料などの

独自の施策が求められていたと考えます。 

 このような施策の必要な施策が取り組まれな

かったことは、市長が公約である福祉の充実か

ら考えても対策が必要だったと考えます。 

 以上のような理由により、本決算については

不認定とすべきであると思います。 

 次に、議案76号後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、不認定という立場で反

対いたします。 

 後期高齢者医療制度のもともとの狙いは、公

的医療費の抑制、圧縮ではなかったでしょうか。

高齢者を他の年齢層から切り離し、結果として

高い負担と安上がりの差別医療を押しつけたこ

とでした。 

 このことは、平成25年度の決算にも見られる

ように、保険料の値上がりが保険料対象者の増

加や短期保険証の交付数が増加ということで、

一層鮮明になってきているというふうに考えま

す。 

 今回の決算でも、高齢者を年齢で差別し、公

負担と滞納制裁が強化され、制度や仕組みの矛

盾がますます広がってきていることが、一層証

明されたものと思います。 

 また、後期高齢者人口がふえ、医療費給付が

増加すれば否応なく保険料が上がり、受診抑制、

負担増加かを強制する制度矛盾がある以上、さ

らに決算から見ても決して制度が安定している

と、制度が安定して運営されているとは言えな

いと思います。 

 改めて、後期高齢者医療制度廃止で、安心で

きる医療制度の道が開ける老人保健制度を持つ

ことを、改めて強く求めたいというふうに思い

ます。 

 以上のような理由により、本決算については

不認定とすべきであることを申し述べて、この

３点について反対の討論を終わります。 

○議長（森 正勝）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りします。御異議がありますので、議案

第68号、議案第74号及び議案第76号を除き、各

議案を委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第68号、議案第74号及び議案第76号

を除き、各議案は委員長の報告のとおり決定し
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ました。 

 次に、議案第68号は起立により採決をいたし

ます。委員長の報告は認定であります。委員長

の報告のとおり決することに賛成の方は起立を

願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第68号は委員長の報告のとおり決定しまし

た。 

 次に、議案第74号は起立により採決をいたし

ます。委員長の報告は認定であります。委員長

の報告のとおり決することに賛成の方は起立を

願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第74号は委員長の報告のとおり決定しまし

た。 

 次に、議案第76号は起立により採決をいたし

ます。委員長の報告は認定であります。委員長

の報告のとおり決することに賛成の方は起立を

願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第76号は委員長の報告のとおり決定しまし

た。 

   △議案第77号・議案第78号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第15、議案第77号及

び日程第16、議案第78号の議案２件を一括議題

とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第77号 垂水市消防長及び消防署長の資

格の基準を定める条例案 

議案第78号 垂水市いじめ問題調査委員会設

置条例案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○消防長（迫田八州夕起）  垂水市消防長及び

消防署長の資格の基準を定める条例案について、

御説明いたします。 

 現在、消防長及び消防署長については、これ

らの職務の重要性に鑑み、消防組織法（昭和22

年法律第226号）第15条第３項により、政令で

定める資格を有する者でなければならないとさ

れており、その資格は市町村の消防長及び消防

署長の任命資格を定める政令で昭和34年政令第

201号で定められています。 

 しかし、現行政令制定時に比べ、消防技術の

向上や災害対応事例の蓄積、教育訓練の充実等、

消防職員として練成できる機会がふえていると

ともに、その機会は各市町村において異なるた

め、国で一律資格要件を定める必要性が低くな

っていると考えられます。 

 このような背景のもと、地方分権改革推進委

員会の勧告を踏まえ、地域の自主性及び自立性

を高めるため、改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（平成25年法律第44号）

により消防組織法15条が改正されることになり

ました。 

 この改正により消防長及び消防署長の資格が、

平成26年４月１日以降、政令で定める基準を参

酌して各市町村で定めることとなり、１年の経

過措置がございましたので、今回条例を制定す

ることといたしました。 

 第１条は消防長の資格の基準を、第２条は消

防署長の資格の基準を定めようとするものでご

ざいます。 

 附則といたしまして、この条例は平成27年４

月１日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどを

よろしくお願いいたします。 

○学校教育課長（牧 浩寿）  議案第78号につ

きまして、御説明をいたします。 

 本議案は、平成25年９月に、いじめ防止対策

推進法が施行されたことを受けまして、本市の

小中学校において、万が一いじめによる重大事
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態が発生した場合に対処するための附属機関と

して、垂水市いじめ問題調査委員会を設置いた

したく、提案するものでございます。 

 それでは、設置条例につきまして御説明いた

します。 

 まず、「設置」につきましては、第１条にご

ざいますように本市の小中学校におきまして、

いじめによる重大事態が発生した場合に、その

事態に対処し、垂水市教育委員会がとるべき措

置、その他の事項について調査・審議するため、

法の規定に基づき、垂水市いじめ問題調査委員

会を置くものでございます。 

 次に、第２条の「所掌事務」につきましては、

調査委員会が調査・審議する事項について４項

目定めております。 

 次に、第３条の「組織」につきましては、調

査委員会の委員は５人以内とし、弁護士や医師

などに委嘱するものでございます。 

 「任期」につきましては、第４条にございま

すように２年以内とします。ただし、再任は妨

げないものでございます。 

 次に、第６条は「会議」のあり方について、

第７条は委員の「守秘義務」について定めるも

のでございます。 

 最後に、この垂水市いじめ問題調査委員会の

設置にかかる条例につきましては、公布の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○池之上誠議員  77号について、少しだけお聞

きいたします。委員会が違いますのでよろしく

お願いします。 

 25年度の法律改正によりまして、地域で条例

で定めなさいと、地方自治体で定めなさいとい

うことで、今回こういうことをされたと思いま

すが、それまでの組織法の中では、結構、条項

というか、結構あるんですね。国とか県とか、

そういうところの消防事務とか、そういうのが

文言が載ってるんだけれども、今回はその参酌

をしなさいという、新しい新政令のもとで参酌

をしなさいということなんですけれども、その

辺のやつは全部抜けていると、新政令の中でで

すね。 

 それを条例として垂水市はもってきてるんだ

けれども、この旧政令の中のそういう国とか、

国であったり県であったり、そういう消防の事

務をつかさどる、にいた人たちのことについて

は、今回は垂水市の消防の中には入ってくる余

地はないのか。あくまでも、垂水市だけのそう

いう消防長とか、そういう人事の案件なのか、

その辺はどうですか。 

 いえば、前のやつは国とか県とかいろいろ載

ってるんだけども、その辺についての考え方は

どうなんでしょうか。 

○消防長（迫田八州夕起）  今回は議員がおっ

しゃるとおり、垂水市だけの条例を制定するも

のです。 

○池之上誠議員  垂水市だけなんだけれども、

要は国とか県とか、そういう消防の事務をつか

さどった人たちも、前のやつでは消防長になれ

ますよということを酌み取れるんだけれども、

今回はもうそういう人たちはもう関係なしで、

垂水市の人だけが消防長になるということなん

ですか。 

 それとも、やっぱり人材がもしいなかった場

合、もし人材がいなかった場合は、こういう消

防とか、国とか県でそういう消防に職責を担っ

てきた方々も、垂水市の消防長になれるのかど

うか、そこ辺についてはどうなんですか。 

○消防長（迫田八州夕起）  議員のおっしゃる

とおり、国とか県とか、そういう職責も含めた

方々もなれます。それでよろしいでしょうか。 

○池之上誠議員  その辺は、また委員会の中で
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きちんと説明していただければいいと思います

けれども、その辺がちょっと曖昧かなと思った

もんですから質問いたしました。済みません。 

 以上で終わります。 

○議長（森 正勝）  ほかに質問はありません

か。質疑はありませんか。 

○宮迫泰倫議員  議案第78号、この裏のほうの

３、３条の３に「教育委員会は云々」と書いて

あります。この中で（２）の理解の仕方を教え

ていただけますか。 

 職務上の義務違反その他委員たるに適しない

非行があるのかどうか。 

 それとも、この読み方を「業務上の違反、そ

の他、委員たるに」、委員たるにというのが２

つあると思うんですけど、どっちなんですか。 

○学校教育課長（牧 浩寿）  それでは、お答

えをさせていただきます。 

 読み上げます。「職務上の義務違反、その委

員におきまして、職務上の義務違反、そのほか

委員たるに適しない非行等があると認められた

とき」というような読みとりをしていただけれ

ばありがたいです。 

○宮迫泰倫議員  わかりました。こうな、わか

りました。ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  よろしいですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案77号及び議案

第78号は、いずれも総務文教委員会に付託の上、

審査したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第77号及び議案第78号は、いずれも

総務文教委員会に付託の上、審査することに決

定しました。 

   △議案第79号～議案第82号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第17、議案第79号か

ら日程第20、議案第82号までの議案４件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第79号 垂水市教育委員会教育長の給与

に関する条例の一部を改正する条例案 

議案第80号 垂水市長等の給与に関する条例

の一部を改正する条例案 

議案第81号 垂水市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例案 

議案第82号 垂水市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  議案第79号垂水市教

育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改

正する条例案について、御説明申し上げます。 

 ７年振りのプラス改定となる国家公務員の人

事院勧告が、ことし８月７日に出され、10月７

日に閣議決定されたところでございます。 

 本議案は、国家公務員の給与改定により、国

の特別職の期末手当の支給月数が改定されたこ

とに伴い、本市教育長の期末手当の支給月数を

現在の2.95月から3.10月へ、0.15月分引き上げ

ようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第１条は、本年12月分の期末手当の支

給月数の改定について定めたものです。期末手

当につきましては、先ほど御説明しましたとお

り、支給月数の引き上げ改定となりますが、こ

とし６月分の期末手当は既に支給済みであるこ

とから、年間0.15月分の増加分を12月支給分で

引き上げようとするもので、第２条第５項中

「100分の155」を「100分の170」に改正しよう
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とするものでございます。 

 次に、第２条ですが、こちらは平成27年度以

降の期末手当の支給月数の改定について定めた

ものでございます。内容は、第１条において、

年間0.15月分の増加分を平成26年12月分で引き

上げたものを、６月分・12月分で振り分けよう

とするものでございます。このことにより、第

２条第５項中、６月分については「100分の

140」を、「100分の147.5」に、12月分は「100

分の170」を「100分の162.5」に改正しようと

するものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。ただ

し、第２条の規定は、平成27年４月１日から施

行しようとするものでございます。 

 引き続き、議案第80号垂水市長等の給与に関

する条例の一部を改正する条例案について、御

説明申し上げます。 

 改正の趣旨は、議案第79号と同様、閣議決定

により国の特別職の期末手当の支給月数が改定

されたことに伴い、市長及び副市長の期末手当

の支給月数を現在の2.95月から3.10月へ、0.15

月分引き上げようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第１条は、ことし12月分の期末手当の

支給月数の改定について定めたものです。改定

内容につきましては、議案第79号と同様、期末

手当の支給月数の引き上げとなり、年間0.15月

の増加分を12月支給分で引き上げようとするも

ので、第２条第５項中「100分の155」を「100

分の170」に改正しようとするものでございま

す。 

 次に、第２条ですが、平成27年度以降の期末

手当の支給月数の改定について定めたものでご

ざいます。内容は、第１条において年間0.15月

分の増加分を平成26年12月分で引き上げたもの

を６月分・12月分で振り分けようとするもので、

第２条第５項中「100分の140」を「100分の

147.5」に、12月分は「100分の170」を「100分

の162.5」に改正しようとするものでございま

す。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。ただ

し、第２条の規定は、平成27年４月１日から施

行しようとするものでございます。 

 続きまして、議案第81号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。 

 国家公務員の人事院勧告が８月７日に出され、

10月７日に閣議決定されましたが、その内容は

平成26年度給与水準の改定と平成27年度以降の

総合的な給与の見直しの２本立てで示されたと

ころです。 

 このうち平成26年度の給与水準の改定につき

まして、７年振りのプラス勧告となりましたが、

一方、平成27年度からの総合的な給与の見直し

については、平均２％の引き下げが示されてお

ります。 

 本議案は、この２本立てで示されたことのう

ち、平成26年度の給与水準の改定について、国、

県の勧告に基づき、垂水市職員の給与に関する

条例を改正しようとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第17条は、勤勉手当の支給について規定した

ものですが、人事院勧告に基づき、勤勉手当の

支給月数を引き上げようとするものでございま

す。 

 支給月数の引き上げは、再任用以外の職員に

ついては0.15月分引き上げとなることから、第

17条第２項第１号中「100分の67.5」を「100分

の82.5」に、再任用職員については0.05月分引

き上げとなることから、第17条第２項第２号中

「100分の32.5」を「100分の37.5」に改正する

ものでございます。 
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 次に、別表第１の給料表の改正でございます

が、これは民間給与との格差を埋めるために、

若年層に重点を置いた給与水準の引き上げとな

っております。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。ただ

し、改正後の別表第１の規定は、平成26年４月

１日から適用しようとするものでございます。 

 続きまして、議案第82号垂水市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例案について、御説明申し上げます。 

 改正の趣旨は、議案第79号及び第80号と同様、

閣議決定により国の特別職の期末手当の支給月

数が改定されたことに伴い、特別職と均衡を図

るために、本市議員の期末手当の支給月数を現

在の2.95月分から3.10月へ、0.15月分引き上げ

ようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第１条は、ことし12月分の期末手当の

支給月数の改定について定めたものです。改定

内容につきましては、期末手当の支給月数の引

き上げとなり、年間0.15月の増加分を12月支給

分で引き上げようとするもので、第５条第２項

中「100分の155」を、「100分の170」に改正し

ようとするものでございます。 

 次に、第２条ですが、平成27年度以降の期末

手当の支給月数の改定について定めたものでご

ざいます。内容は、第１条において、年間0.15

月分の増加分を平成26年12月分で引き上げたも

のを、６月分・12月分で振り分けようとするも

ので、第５条第２項中「100分の140」を「100

分の147.5」に、12月分は「100分の170」を

「100分の162.5」に改正しようとするものでご

ざいます。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。ただ

し、第２条の規定は、平成27年４月１日から施

行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午前11時28分休憩 

 

     午前11時40分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  １点だけお聞きをしたいと思

いますけれども、先ほど人事院勧告等の関係で

今回引き上げたということですけれども、その

やはり判断する中身があろうかと思うんです。 

 今までもそうだったかというふうに思うんで

すが、そういう点についてどういう判断を、市

長を含めてなされたのか、そのあたりについて

お聞きをしたいと思います。 

○総務課長（中谷大潤）  今回の人事院による

勧告につきましては、人事院総裁の談話の中で

もありましたけれども、本年度の賃金改定にお

いてベースアップを実施した事業所の割合が昨

年より増加したこと、それから賃金の引き上げ

を図る動きが図られていることや特別給いわゆ

るボーナスについても、民間事業所における好

調な支給状況を反映して、民間が公務を上回っ

たことから、引き上げを行うことになったもの

とあります。 

 このことは一般職ではなく、特別職、議員職

にも該当すると判断しまして、今回、提案した

ところでございます。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 
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   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告があり

ますので発言を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、私は議案第79号、

第80号、82号に、この３本について反対の立場

で討論をしたいと思います。 

 これら議案は、いずれも市民生活を考えると、

引き上げる環境にはないという理由からの反対

であります。 

 ７月から９月期の国内総生産は、予想を超え

た景気悪化の深刻さを浮き彫りにするものとな

りました。４月からの消費増税が消費を冷やし、

暮らしと経済を悪化させているのは明らかでは

ないでしょうか。 

 雇用者報酬は、１年前に比べて名目で2.6％

の増になっていますが、実質では0.6％の減少

で、ことしになって３期連続の減少です。賃金

の伸びが物価の上昇に追いつかず、実質賃金が

落ち込んでいることは明らかです。 

 このようなことから、市民生活は厳しい中に

あり、これらを考慮すれば引き上げる環境には

ないというふうに考えます。 

 職員については、生計費という観点や給与構

造改革や高齢者層の減給等で減少していること

を考えれば、妥当だというふうに思います。 

 以上のような理由で、議案79、80、82号、い

ずれの議案も市民生活を考えると引き上げる環

境にない、こういう理由で反対をいたします。 

○議長（森 正勝）  以上で通告による討論は

終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  私は、今回のこの議案に関し

ては、賛成の立場で討論いたします。 

 今、景気が云々と言われていますけれども、

国のほうから７年振りに上げるというふうな方

針が出されました。 

 今まで下げて下げてきて、ようやく上がった

わけです。そして、私たちはこの上がった分を

地元に消費し、このいただいたものを呼び水と

して、もらった以上、我が垂水で消費するよう

な、そういうするのを私たち議員の務めじゃな

いかと思います。 

 堂々とこれはいただて、地元の景気浮揚に役

立てたいと思います。よって、賛成いたします。 

○議長（森 正勝）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りします。御異議がありますので、議案

第79号、議案第80号及び議案第82号を除き、議

案第81号を原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第79号、議案第80号及び議案第82号

を除き、議案第81号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第79号は起立により採決をいたし

ます。議案第79号を原案のとおり決することに

賛成の方は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第79号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第80号は起立により採決をいたし

ます。議案第80号を原案のとおり決することに

賛成の方は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第80号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第82号は起立により採決をいたし

ます。議案第82号を原案のとおり決することに
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賛成の方は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。よって、

議案第82号は原案のとおり可決されました。 

   △議案第83号～議案第87号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第21、議案第83号か

ら日程第25、議案第87号までの議案５件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第83号 垂水市企業等立地促進条例の一

部を改正する条例案 

議案第84号 垂水市税条例の一部を改正する

条例案 

議案第85号 垂水市国民健康保険条例の一部

を改正する条例案 

議案第86号 垂水市消防団条例の一部を改正

する条例案 

議案第87号 垂水市手数料条例の一部を改正

する条例案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○企画課長（角野 毅）  議案第83号垂水市企

業等立地促進条例の一部を改正する条例案につ

いて、御説明を申し上げます。 

 垂水市企業等立地促進条例は、本市に一定数

以上の地元雇用を伴う事業所を設置し、操業を

開始した者に対して補助金を交付し、本市経済

の振興及び雇用の増大を図ることを目的として

制定した条例でございます。 

 本条例の一部改正につきましては、平成26年

３月に条例改正を実施し、補助金交付要件でご

ざいます新規地元雇用者数を、最低「10人以

上」から「５人以上」に緩和し、企業が立地し

やすい環境整備を進めているところでございま

す。 

 今回の条例の一部改正は、事業所設置に対す

る補助の増額を行うことにより、市、市外企業

の誘致を促進し、あわせて地元企業の活性化を

図り、本市経済の振興及び雇用の増大につなげ

ようとするものでございます。 

 条例の改正内容につきましては、新旧対照表

で御説明をいたします。 

 まず、第４条につきましては、アンダーライ

ンが付してある補助金の額及び交付欄と限度額

欄を改正しようとするものでございます。 

 事業所設置に対する補助につきましては、土

地、建物、機械等の取得に対しまして、これま

で「５年分割」で交付をしていたものを「３年

分割」に改めるものでございます。 

 また、増加する新規地元雇用者ごとの限度額

につきましては、これまで10人以上を一律

2,000万円といたしておりましたものを、改正

後は（２）10人以上20人未満を2,000万円と改

めるとともに、新たに（３）20人以上30人未満

を3,000万円、（４）30人以上40人未満を4,000

万円、（５）40人以上を5,000万円を設定いた

すものでございます。 

 また、雇用に対する補助金につきましても、

これまで「５年分割」で交付をいたしていたも

のを「３年分割」に改めるとともに、これまで

増加する新規の地元雇用者数に対しまして「３

万円」を乗じていたものを「５万円」に増額す

るものでございます。 

 次に、第６条につきましては、これまで補助

金の交付申請について１回限りといたしていた

ものを、補助要件を満たす事業所につきまして

は、複数回の申請をすることができるよう改正

するものでございます。 

 なお、附則として、この条例は公布の日から

施行することとしております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○税務課長（前木場強也）  議案第84号垂水市

税条例の一部を改正する条例案について、御説

明申し上げます。 
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 入湯税につきましては、地方税法第701条の

規定に基づき、入湯税の課税について定める必

要があることから、昭和44年12月20日に公布し、

昭和44年度の市税から適用しております。 

 その主な内容は、入湯税の税率は入湯客１人

１日につき150円とすること、入湯税は特別徴

収の方法により徴収しますが、その特別徴収義

務者は鉱泉浴場の経営者とすること、入湯税は

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税を

するものでございますが、12歳未満の者、共同

浴場または一般公衆浴場に入湯する者、長期療

養を目的とする者、芸術文化及び学習に関する

行事等、修学旅行、競技会等に参加する児童及

び生徒並びに引率者、これらに対しましては入

湯税を課税しないという課税免除の規定等を定

めております。 

 改正といたしましては、お手元の新旧対照表

にて御説明申し上げます。 

 改正する箇所をアンダーラインでお示しして

ありますとおり、課税免税条項に「日帰りで鉱

泉浴場に入湯する者」を加えるものでございま

す。 

 本市では、昭和53年に旧自治省により出され

た運用通知、「おおむね1,000円程度に満たな

い低額の施設については課税免除の対象とな

る」に基づいて、日帰り客に対して課税してお

りませんが、市税条例において明確化するため

に今回改正するものでございます。 

 なお、この通知につきましては平成12年に廃

止となり、課税免除については各自治体の裁量

部分が拡大されております。 

 以上で、議案第84号垂水市税条例の一部を改

正する条例案の説明を終わりますが、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○市民課長（白木修文）  議案第85号垂水市国

民健康保険条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、出産育児一時金の支給に

ついて、健康保険法第101条の政令で定める金

額として、健康保険法施行令第36条に規定する

出産育児一時金の改正に伴い、本条例の所要の

改正を行うものでございます。 

 それでは、改正内容について、新旧対照表に

より御説明いたします。 

 条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。 

 第６条第１項中「属する」の次に、「世帯

の」を加え、「39万円」を「40万4,000円」に

改めるものでございます。 

 附則としまして、この条例は平成27年１月１

日から施行するものでございます。 

 また、経過措置としまして第２項に規定をし

ております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○消防長（迫田八州夕起）  垂水市消防団条例

の一部改正について、御説明いたします。 

 平成25年12月、消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に関する法律（平成25年法律第

110号）、消防団等充実強化法が成立し、国及

び地方公共団体は消防団の加入促進、消防団員

の処遇の改善、消防団の装備の改善、消防団員

の教育訓練の改善等に関して、必要な措置を講

ずることが義務づけられました。 

 これを踏まえ、総務省、消防庁は、７月３日

に消防団を中核とした地域防災力の充実強化の

あり方に関する中間答申が出され、消防法組織

法37条の規定に基づく助言として発出されまし

た。 

 そこで、消防団の処遇について、垂水市消防

団条例第９条、団員が水火災、警戒訓練等の職

務に従事する場合においては、別表２に定める

費用弁償を支給すると定めてあります。 

 今回、中間答申が発出された背景には、平成

25年４月１日現在、全国で27団体が無報酬であ

りますが、平成27年度中には解消する見込みと
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なっておりますが、報酬が極端に少ない団体も

あります。消防団の活動の実情に応じた報酬等

を支給する必要があります。 

 県内の出動手当の平均額が4,783円であり、

当市はやや低いため、他の市町村の出動手当の

額を参考に、垂水市消防団条例の一部を改正し

ようとするものでございますが、お手元の新旧

対照表の改正案、アンダーラインにて御説明申

し上げます。 

 第１章の前に、新たに目次を設けようとする

ものでございます。 

 第４条から第17条の改正につきましては、文

言の整理を行おうとするものでございます。 

 別表１中、「別表１」を「別表第１」に改め、

別表２中、「別表２」を「別表第２」に、同表

出動の項、警戒の項及び訓練の項「4,500円」

を「5,000円」に改め、同様に「会議等の項」

として、費用弁償の額を１回4,500円を加える

ものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成27年４

月１日から施行しようとするものでございます。 

 以上で終わりますが、御審議のほどをよろし

くお願いします。 

○農業委員会事務局長（池松 烈）  議案第87

号垂水市手数料条例の一部を改正する条例案に

ついて、御説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、農業委員会におきまして

所管いたします農地台帳につきまして、平成26

年４月に施行されました改正農地法によりまし

て、農業委員会が１筆ごとに農地に関する事項

を記録した農地台帳及び地図を作成し、平成27

年４月１日から公表しなければならなくなった

ことに伴うものと、そのほか文言整理のために

当該条例の改正をしようとするものでございま

す。 

 それでは、改正内容につきまして、新旧対照

表により御説明申し上げます。 

 条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。 

 まず、別表第１中、事務の種類の欄、一番左

の欄になりますが、今まで無記載であったもの

に農地法（昭和27年法律第229号。以下この項

において「法」という。）の施行に関する事務

を挿入するものでございます。 

 次に、手数料を徴収する事項の欄、左から２

番目の欄になりますが、今まで無記載であった

ものに、法第52条に基づく農地に関する情報の

証明書交付を挿入し、手数料の名称の欄、左か

ら３番目の欄になりますが、農地台帳記録事項

要約書証明手数料を挿入し、手数料の金額の欄、

左から４番目の欄になりますが、１件につき

450円を挿入し、手数料の名称の欄、左から３

番目の欄になりますが、「証明手数料」を「耕

作証明手数料」に改めるものでございます。 

 次に、手数料を徴収する事項の欄、左から２

番目の欄になりますが、その他の掲載箇所を改

め、先の説明のとおり手数料の名称、手数料の

金額の対象が改められることになるものでござ

います。 

 なお、農地台帳記録事項要約書証明手数料を

１件につき450円にいたしますのは、手数料に

つきましては、各市町条例で定めることになる

のですが、法務局が登記事項証明の手数料とし

て450円を徴収しておりますので、横並びが妥

当ではないかとの国の意向によるものでござい

ます。 

 附則としまして、この条例は平成27年４月１

日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○大薗藤幸議員  議案第84号、この中で改正案

の中に「日帰りで鉱泉浴場に入湯する者」、垂

水市での鉱泉浴場というのは何箇所設置がござ
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いますか。それ教えていただきたい。 

○税務課長（前木場強也）  現在、これに、日

帰りの方に該当する納税義務者といいますのは、

江洋館、それと江洋館別館、海潟荘、アザレア、

薩摩明治村です。 

 それと、あとは一般公衆浴場という形で、課

税免税になっている施設はあるんですが、それ

につきましては、道の駅たるみず、テイエム温

泉センター、高隈ラジウム猿ヶ城温泉、テイエ

ム牧場温泉が、そこはもうもともと課税免除と

いう形になっております。 

 以上です。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池之上誠議員  済みません、83号、企画の説

明だったんですけれども、限度額を上げられた

ということで、これはこれでいいのかなと思い

ますが、その上げた根拠というのがどの辺にあ

るのかなと。 

 いえば、とりあえず来てもらって、後はまた

そういう順調に事業をしていただければ、そう

いう事業費とかいろんなものが市のほうに入っ

てくるということを計算しながら、こういうの

をやられたと思いますけれども、その辺のわか

っていれば少し教えていただきたいと。 

○企画課長（角野 毅）  池之上議員の御質問

にお答えいたします。 

 企業立地誘致に対する補助金につきましては、

県下で19市のうちに、補助限度額が5,000万円

以上の自治体が既に10市ございます。 

 本市は他市と比較をいたしますと、非常に企

業誘致に対する補助が低いと言わざるを得ない

状況が現状でございました。 

 今回の補助事業の増額で、補助金の増額でご

ざいますけれども、この増額につきましては、

固定資産税の税法上の収入、法人市民税の収入

を初め、給与等の支払いによる経済効果等の拡

大が期待できますので、補助金につきましては、

ほぼ分割年度数で回収ができるのではないかと

いう試算のもとで設定をした金額でございます。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第83号から議案第87

号までの議案５件については、いずれも所管の

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第83号から議案第87号までの議案５

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 ここで暫時休憩します。 

 次は、１時15分から再開します。 

     午後０時２分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第88号～議案第91号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第26、議案第88号か

ら日程第29、議案第91号までの議案４件につい

てを一括議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第88号 垂水市過疎地域自立促進計画の

変更について 

議案第89号 垂水市医療センター垂水中央病

院の指定管理者の指定について 

議案第90号 垂水市介護老人保健施設コスモ

ス苑の指定管理者の指定について 

議案第91号 垂水市道の駅交流施設の指定管

理者の指定について 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○企画課長（角野 毅）  議案第88号垂水市過

疎地域自立促進計画の変更について、御説明申

し上げます。 

 その前に、申しわけございません、お手元の

資料、過疎地域自立促進市町村計画（変更）に

ついて、訂正がございます。 

 １ページ目の区分１、「産業の振興」の番号

を「１」から「２」に変更をお願いいたします。 

 また、区分２の「交通体系の整備、情報化及

び地域間の交流」の番号を「２」から「３」へ

修正をお願いいたします。申しわけございませ

ん。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 今回の議案は、平成22年９月22日付で当初計

画の議決を得ております垂水市過疎地域自立促

進計画について、その一部を別紙のとおり変更

するに当たり、過疎地域自立促進特別措置法第

９条第７項の規定に基づきまして、議会の議決

を求めようとするものでございます。 

 それでは、変更内容につきまして、新旧対照

表で御説明をいたします。 

 お手元の過疎地域自立促進市町村計画（変

更）をごらんください。 

 まず、区分２、「産業の振興」につきまして

は、31ページ表中の事業内容が「農地・水・環

境保全向上活動支援事業」と「農地・水・保全

管理支払交付金」から「多面的機能支払交付

金」の「農地維持及び資源向上共同」と「資源

向上長寿命化」に名称変更となるものでござい

ます。 

 次に、区分３、「交通通信体系の整備、情報

化及び地区間交流の促進」につきましては、38

ページ中の（４）過疎地域自立促進特別事業に、

下のほうにございます米印部分のＷｅｂリニ

ューアル事業を追加いたします。 

 この事業は情報更新をＷｅｂシステムへ移行

いたしまして、効率的かつ迅速的な情報発信を

行うものでございます。 

 なお、Ｗｅｂリニューアル事業につきまして

は、同じく区分３、「交通通信体系の整備、情

報化及び地域間交流の促進」の40ページ表中の

事業内容及び次ページの区分「添付資料」の事

業内容に追記しております。よろしくお願いい

たします。 

 次に、39ページ表中で事業事案に垂水市コミ

ュニティＦＭ設備の整備事業（緊急告知放送対

応）を追加いたします。この事業は、市民へ確

実な防災情報伝達手段の構築のために、戸別受

信機を市民へ配付し、コミュニティＦＭ放送機

器の整備を実施するものでございます。 

 次に、区分４、「生活環境の整備」につきま

しては、44ページ中で（６）の「過疎地域自立

促進特別事業」に「人口減少対策事業」を追加

いたします。人口減少対策事業につきましては、

住宅取得費の助成事業となります。 

 なお、人口減少対策事業につきましては、48

ページ表中の事業内容及び区分「添付資料」の

事業内容に追記をいたしております。 

 また、48ページ中、表下の「現在」の後ろの

ほうにございます「在宅福祉サービス事業とし

て」という文言が重複しておりますので、片方

を削除するものでございます。 

 次に、事業費の変更につきまして御説明を申

し上げます。 

 お手元の過疎地域自立促進市町村計画参考資

料（変更）をごらんいただきたいと思います。 

 平成22年度から平成27年度までの垂水市過疎

地域自立促進計画については、毎年度、事業実

績及び事業計画の変更に伴い、事業費の見直し

を行っておりますが、平成25年度実績報告、平

成26年度事業計画につきましては、農村災害対

策整備事業費、ほか109件の事業内容に事業費

変更がございました。 

 ここに先ほど説明をいたしました新規の３事
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業を加えますと、平成22年から平成27年度まで

の概算事業費総額の見込みが136億3,030万

1,000円となります。前年度計画変更時と比較

いたしまして、6,794万2,000円の増額となりま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほうよ

ろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  議案第89号垂水

市立医療センター垂水中央病院の指定管理者の

指定及び議案第90号垂水市立介護老人保健施設

コスモス苑の指定管理者の指定につきまして、

一括して御説明を申し上げます。 

 この両施設は、いずれも開設時から公設民営

型として公益社団法人肝属郡医師会に管理運営

を委託、平成18年４月からは指定管理者制度を

導入し、現在に至っております。 

 両施設とも、現在の指定期間が平成27年３月

31日をもって終了いたしますが、管理の方法を

これまでどおり指定管理者制度によるものとし、

垂水市公の施設にかかる指定管理者の指定手続

等に関する条例及び条例施行規則にのっとり、

指定管理者の候補者選定委員会を開催し、候補

者として公益社団法人肝属郡医師会を選定した

ところでございます。 

 議案第89号は、垂水市病院事業の設置等に関

する条例第14条の規定に基づき、垂水市立医療

センター垂水中央病院の管理を行わせる指定管

理者を指定するに当たりまして、地方自治法第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 また、議案第90号は、垂水市立介護老人保健

施設設置条例第10条の規定に基づき、垂水市立

介護老人保健施設コスモス苑の管理を行わせる

指定管理者を指定するに当たりまして、地方自

治法第244条の２第６項の規定により議会の議

決を求めるものでございます。 

 なお、指定期間につきましては、平成27年４

月１日から平成30年３月31日までの３年間とし

ております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  議案第91号

につきまして、御説明申し上げます。 

 平成23年10月１日から平成27年３月31日まで

の現在の指定管理期間が終了しますことから、

新たな指定管理者の選定につきまして、地方自

治法第244条の２第６項により、議会の議決を

経なければならないと規定されておりますこと

から、議案として上程させていただきました。 

 これまでの経過につきまして、御説明させて

いただきます。 

 本年７月１日より、垂水市公の施設にかかる

指定管理者の指定手続等に関する条例第２条に

基づき、垂水市ホームページ、広報誌、掲示板

におきまして、垂水市公の施設の指定管理者制

度に関する運用指針に規定された審査基準に基

づき、募集要項を提示しまして公募を開始し、

７月18日には道の駅現地にて説明会及び施設見

学会を実施しましたところ、３社の参加がござ

いました。 

 ７月31日の応募期限内に、同じく３社から応

募申請が提出されましたことから、垂水市公の

施設にかかる指定管理者の指定手続に関する条

例施行規則第６条に基づき、選定委員会を設置

し、第８条により10名の方々を委員として委嘱

いたしました。 

 ９月24日には、第１回目の選定委員会を開催

しまして審査基準等を初め、次回、第２回の選

定委員会における応募３社のプレゼンテーショ

ン時の質疑内容について御審議いただき、第２

回目の選定委員会を10月９日に開催し、応募３

社によるプレゼンテーションと９名の委員から

の質疑応答による審査を行いました。 

 その結果、株式会社芙蓉商事を、平成27年４

月から３カ年の新たな指定管理者の候補として

選定いたしましたことから、地方自治法第244



－32－ 

条の２第６項に規定されておりますとおり、議

会に議決をいただきたく、上程をさせていただ

いたところでございます。 

 それでは、議案第91号について御提案させて

いただきます。 

 垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定に

ついて、指定管理者に管理を行わせる施設、垂

水市道の駅交流施設、指定管理者の指定する団

体、株式会社芙蓉商事、指定する期間、平成27

年４月１日から平成30年３月31日まで、提案理

由としまして垂水市公の施設にかかる指定管理

者の指定手続に関する条例（平成17年条例第16

号）第４条の規定により、垂水市道の駅交流施

設の管理を行わせる指定管理者を指定するに当

たり、地方自治法第244条の２第６項の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、御提案申し上げます。御審議方よろし

くお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  89、90、91号と分けてしたい

と思いますが、89、90号、これは公募なしで、

引き続き指定管理者にするということで提案を

されてきたというふうに思います。 

 私が聞きたいのは、その選定の中でのこの３

年間、どんなふうに総括されたのか、問題ない

のか、当然その間の動きとして、例えば中央病

院にしても介護保険センター、コスモス苑にし

ても、いろいろと報酬の見直しとか、それから

医療報酬の単価の引き下げとかいろいろあって、

中央病院も１対７から10対１というような形で

看護師体制も変わってくると、非常に経営的な

面で大変、今後、困難も予想されるんですけれ

ども、この両方との関係で協定書があるかと思

うんですが、当然、中央病院と老人保健施設の

最終的なネットのところでの対応というのは違

ったかと思うんです。 

 コスモス苑のほうは、本市でそのあたりにつ

いてはきちっと対応していくと、赤字にならな

いために対応していくというような、たしか、

ことがあったかというふうに思いますけれども、

そういうことを踏まえて、この総括と今度のそ

ういう協定書の中で、そういう問題点はどのよ

うに対応をされていくのか、その点をお聞きし

たいというふうに思います。 

 それから、議案第91号です。基本的には、規

則や条例に基づいて手続をされているというふ

うに思います。その点については尊重をしなけ

ればならないというふうに思うんですが、ただ

私たちがこの問題を、じゃあ、どういう観点で

ある意味審査していくのかとなったときに、非

常に内容がわからないと、その分についての判

断材料がないんですけど、例えば今回出されま

した募集要項というのがありますよね、この中

にまず１つは資格基準の問題があります。資格

基準をどうだったのかということで、いろいろ

されたかというふうに思います。ここのところ

の問題があります。 

 ２点目は、審査基準というのがあります。私

たちも聞きたい、どういう回答をされたのか。

ここ、聞きたいのは山ほどあるんですけれども、

そういうのが私たちにはないんです、実態とし

て。結果としてしか、私たちのところにはこの

問題は出てきてない中で、じゃあ、どう形でこ

れを判断するのか、それはもう追認するのかと、

そうなってくると私たち議会の役割はないんで、

そうではないだろうと、やっぱりそれに必要な

部分がないと、やはり私たちは判断できないぞ

ということになるんですが、このあたりについ

て、まずお聞きをしたいというふうに思います。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  議案第89号と90

号につきましてのお尋ねでございますが、まず

垂水中央病院につきましては、昭和62年の開設

以来27年間、公設民営型病院ということで、市

の地域の中核病院ということで、管理運営を医
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師会のほうに委託しながら現在に至っていると

ころであります。 

 これにつきましては、開設当初から垂水市、

それから医師会、それから鹿児島大学の医学部、

そういった三位一体の関係のもとで、円滑な医

師派遣等に支えられて、これまで運営をしてき

ているところでございます。 

 ただ、現在、本年の４月１日から診療報酬の

改定によりまして、非常に今、厳しい状況にな

っております。 

 先ほど議員がおっしゃいました、看護師と患

者のそういった７対１体制から、ことしの10月

から10対１体制に変わらざるを得なくなったと

いうことで、非常に条件が厳しくなりまして、

その分、収益がまた減少していくというような

ことになってきております。 

 また、老健施設につきましては、同じく中央

病院の開設におくれること10年経過をしてきて

おりまして、病院と家庭を結ぶ中間施設という

ことで、病院に隣接する形で開設をされてきて

おります。 

 当初から管理運営におきましては、病院と同

じく肝属郡医師会に委託をすることを想定しま

して、公設民営型の老人保健施設ということで

誕生をしております。 

 また、施設職員、病院職員、これにつきまし

ても、同じ医師会職員であることから、定期的

な人事交流が行われておりまして、施設と病院

が一体的に運営をされてきているというところ

でございます。 

 コスモス苑におきましても、これまでそれぞ

れの地域で介護保険施設等が出てきておりまし

て、この影響等も受け、また介護保険の報酬も

今は下がってきているというような状況であり

まして、収益についてもなかなか厳しい状況と

いうことでございます。これに、そういったこ

とがちょっと総括というようなことであります。 

 それから、協定書の問題点といいますか、そ

れにつきましては、協定書につきましては、当

初からその協定の内容については、病院につい

てはほとんど変わっておりませんが、いろいろ

医師会のほうからもこの協定書の内容を変えて

くれというような要望等もございまして、それ

に基づきまして、今年度、各外部の専門家を入

れて経営分析を行ってきてもらっているところ

でありまして、その結果、やはり収益が減って

いく中で人件費等が、職員の配置とか、そうい

ったもので人件費等が高騰をしてきているとい

うような状況で、これにつきましては適正な人

員の配置とか人件費、そういったほかの経費削

減をお願いしますということで、今、文書を出

しましてお願いをしているというところでござ

います。 

 コスモス苑についても同様でございまして、

その形でとにかく経費削減をお願いしたいとい

うようなことで、コスモス苑についても同じ医

師会でございますので、そういったお願いをし

てきているというような状況でございます。 

○議長（森 正勝）  課長の皆さんにお願いし

ます。 

 答弁はもう少し大きな声でお願いいたします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、資格

基準についてですが、７月に現地で説明したと

きもきちっと説明しておりますが、今、お持ち

の要項の中に資格要件というのが、資格要件が

９項目ほどうたっております。これに基づきま

して、これに適しているか、適してないかとい

うことも判断しまして、３社から申請書をいた

だきました。 

 ただ、収支については、なかなか委員の中で

もわからない部分もありましたので、委員の中

に会計士さんがいらっしゃいましたので、会計

士さんからもチェックをしていただきまして、

今回は、かねては委員の方々は１回しかプレゼ

ン出ませんけど、そのあたりもしっかり出され

た申請書を見ていただこうということで、プレ
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ゼンの前にしっかり委員で、委員の方、お集ま

りいただきまして、そのあたりの資格審査から

あわせまして審査の基準もしっかりみんなで協

議をしました。 

 そうした中で、審査表について、少し審査を

する項目を上げておりますから、読み上げてみ

たいと思います。 

 まず、点数をつける中で市民の平等利用が確

保できるか、それから市民の声が反映される管

理が行われるか、地域活動やかかわりや地域に

対する貢献について施設の目的が達成できるか、

事業計画に沿った管理を安定して行う物的・人

的能力があるか、障害者の雇用など福祉対策に

取り組んで経営を行っているか、それから施設

の効果を最大限に発揮できるとともに経費の削

減が図られるか、緊急対応時など個人情報保護

の措置、環境に配慮した経営、それから提案金

額の比較というような形で、審査員には協議を

していただく審査表をお渡ししました。 

 ただし、今回は３社でしたので、委員の方々

と１回目の協議をする中で、やはり３社に平等

に審査を行いたいということで、各委員の方々

は同じ質問をプレゼンの中でしていただきまし

て、非常に助かっております。 

 その中で独自的な質問としましては、営利や

ら防災の施設としての考え、どのような考えか

と、それから当初の運転資金の、いえば収支に

関する質問、それから出荷者協議会、漁協との

連携についてと地元の特産をどのようにＰＲさ

れるかと、また出荷者組合の手数料が15％、

20％の見直しは検討はしませんかとか、道の駅

利用者を増加させるためにはどのような手段を

取り組まれるかと、これが交流人口ですね。 

 一番は地元雇用について、それから雇用の体

系についてどのように思われるかというような

質問を各委員が３社にしていただきまして、そ

の中で先ほど審査表に基づきまして点数つけて

いただきました。 

 なかなか、今回、初めてこうして皆様に、議

会の中には御提案するんですが、そのような厳

重な審査をさせていただきまして、今回、結果

としまして一番点数の高かった方を、株式会社

芙蓉商事でありますが、その方を、今回、議会

に指定管理者として上程しているところであり

ます。 

 以上であります。 

○持留良一議員  89、90については、やっぱり

この間の病院との信頼関係も含めて、今日に至

ってるんだろうなというふうに思うんですが、

問題はどういう変更してくれということがあっ

たのかというのは、非常に協定書の中、今後の

経営もなったとき、例えばコスモス苑だったら

それを補痾しましょうと、ところが病院はそう

いうのはなかったというふうに認識をしている

んですけれども、そうなってくるとやっぱり相

当の努力をしないと、今後、介護の問題は対象

者が減ったり、今度は報酬が改定されて減額に

なる、施設としても運用が厳しくなると、そう

いう側面を持つ中で、やっぱりこの協定書の中

身が非常に重要になってくると思うんです。 

 そうすると、今後、３年後も含めて、そうい

う関係が成り立たなくなってきたら大変だろう

と、そうするとやっぱり市としてそこにどうい

う対応をしていくのか、ある意味、やっぱりそ

のあたりのことも踏まえながらやっていく協定

書になっていくのか、そのあたりがどんな形で、

ここにそういう変更してほしいという病院側の

要望等の関係の中で、ここをきちっと互いのそ

ういう協定が結ばれていくのかというのが、非

常に私には不安なんです。 

 そうなってきたときに、やっぱりそこの部分

をしっかりどんな形でもっていくのかきちっと

議論をして、その結果を出していただきたいと

思うんですが、その点について再度お聞きをし

たいと思います。 

 それから、道の駅の問題です。今いろいろる
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る言われて、確かにそういう部分はあって、そ

ういう形で審査基準をされていくんだろうなと

思います。 

 例えば、こういう中で問題が起きたと、例え

ば資格要件の中で⑨垂水市、県、国から、営業

停止の措置を受けたことはないかとか、こうい

うことも含めてある可能性もなきにしもあらず

と思うんです。 

 というのは、そこの部分の、さっき調査され

たのかどうか、ただ申請書だけでそれをチェッ

クされたか、それともそれを含めていろんな客

観的な情報も集めて、そのことをきちっと精査

されたのか、それが１点あります。 

 そして２点目は、そういう中で当然のごとく

問題が出てきたときには、当然もう一回見直し

を対応していくということになろうかというふ

うに思うんですが、そういう考え方が当然あっ

てしかるべきだと思うんです。 

 資格要件の問題のところもありますので、他

にもいろいろそういう瑕疵があった場合に、他

にもですよ、瑕疵があった場合に、その点につ

いてはどう対応されるのか。ただ、資格要件だ

けでそのことを排除していくのか、それともや

っぱりそういう瑕疵があった場合は、きちっと

それに必要な対応をとっていくのか、極端なこ

とを言えば指定管理者の、もう一回選定の見直

しということもあり得るのかどうなのか、その

点についてお聞きをしたいと思います。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  病院につきまし

ては、先ほどちょっと言葉足らずだったのかも

わかりませんが、病院のほうからも、赤字にな

った場合は補痾をしてくれという要望が出てき

ております。 

 そういった中で、やはり赤字がもし出た場合

どうするかということでございますが、それに

つきましては、今後、病院のほうとも詰めまし

て、いろんなどういう形でやっていけばいいの

か、そこら辺を十分詰めて、協定書の内容もど

ういう形でやっていくのかも、そこら辺も十分、

今後、詰めていきたいというふうに思っており

ます。 

 コスモス苑につきましても同様でございます

が、コスモス苑につきましては、協定書は赤字

になったら補痾をするというようなことで、契

約で最初でうたわれております。 

 それにつきましても、やはり補痾をする以上

は、やはり貴重な税金を使うということでござ

いますので、それについても十分協議をしてい

きながら、対応していきたいというふうに考え

ております。 

○水産商工観光課長（山口親志）  資格審査に

ついても、今、言われましたそのような問題が

ありますと、資格審査に適していないというこ

とで問題がありますと、その時点でやはり、再

度、委員会の中で協議をしていかないといけな

いと思います。 

 また、重要な瑕疵があった場合も、指定管理

者と、その場で市と指定管理者と契約を結ぶわ

けですので、そこはそのあたりで重要な瑕疵が

あった場合は、適していないという判断をした

場合は、再度、指定管理者を破棄しまして、ま

た再度、指定管理を行うということになると思

います。 

 ケース、ケースで、そのあたりは対応してい

かないといけないんじゃないかと思っておりま

す。 

○持留良一議員  最後になりますけど、特に病

院との関係というのは、病院もそうですけど、

協定書というのはある意味は契約ですので、私

たち自身は見ることも、どんな結果になったの

かというのはわからないわけですよね。 

 本市の条例としては、これを公開とか、議会

が議決をするとかとなってないもんだから、な

かなかその結果としてどういうものがあったか

というのは、わかりにくいわけなんですけれど

も、ぜひ今言われたようなことで、互いにやっ
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ぱり病院との関係というのは、非常に重要な関

係でありますので、そのあたりはぜひそういう

問題については、きちっと詰めて作業をしてい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、道の駅の問題は、これはまた改め

て一般質問でもいろんな角度からやらせていた

だきたいというふうに思いますけれども、最後

にちょっと聞きしたいのは、この実績問題とい

うことで、今までは芙蓉商事と薩摩おごじょが

２つでやってましたよね。 

 そうなってくると、これはある意味、どこで

実績を見るのかというのがあると思うんです。

じゃあ、今までの２社の共同の関係で、合同会

社の関係で見ていくのか、それとも他の、今、

芙蓉商事がやっているいろんなところの実績を

見るのか、ここのところが私ちょっと判断が迷

ったんです。 

 というのは、２社の、これは実績なのか、こ

れ２社による実績ですよね、今は、３年間とい

うのは。そうなってくると、今度は新たなやっ

ぱりそういう角度から、その実績を見るという

ふうになってくると思うんです、公募という形

になったとしたときに、じゃあ、そこのところ

の実績というのは、どこを見るんだというのが

１点あったんです。 

 だから、そこのところをどんなふうに判断さ

れるか、その点についてお聞きしたいと思いま

す。これについてはまた、その点について、ほ

かの点についてはまた一般質問でやっていきた

いと思います。 

○水産商工観光課長（山口親志）  申し上げて

おきますけど、今、芙蓉商事とおごじょは３月

31日までですので、３月31日までの実績は決算

やらいろんな中で納付金等もいただいておりま

す。 

 ただ、今回は３社がプレゼンに参加をされま

して、資格基準とそれから審査に基づきまして、

一番３社の中で道の駅の指定管理をさせる段階

で、一番点数的にもいいという判断を委員の中

でされた結果であります。 

 ただ、芙蓉商事の実績については、南大隅と

かいろんなところでされております。そのあた

りも加味すればいいんですが、そのあたりを加

味するとプレゼンに悪い影響があると思いまし

たので、今回はプレゼンの中で、道の駅を管理

させるのに、新たに管理させるのに芙蓉商事が

一番いいという判断をされたんだというふうに

理解しております。 

○持留良一議員  わかりました。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

○大薗藤幸議員  前回は、私も選考委員の一員

でありましたけれども、過去にあの委員会等で

質問した経緯がございまして、要するにプレゼ

ン、提案の内容を後ほどといいますか、事後に

公表できるのかということをお聞きした経緯が

ございます。 

 というのは、過去の今までの、今までと申し

ますか、３月いっぱいには芙蓉商事さんと薩摩

おごじょグループのその合同会社で運営をされ

るわけですけれども、この検証は前回のプレゼ

ンの内容と合致しているのかという、まず検証

があったのかということを１点お聞きしたいん

です。 

 それと、今回はまた新たに芙蓉商事さん単独

で応募されて、プレゼンされて、選考委員の中

で評価が一番高かったということでございます

ので、それはそれで十分だと思っております。 

 ただ、過去の検証はやはりしてからというの

が、普通の姿であろうと思っておりますので、

そこをされたかどうか、それだけ１点だけお聞

かせください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  もちろんプ

レゼンの中で、いろいろ質問の中で、今現在２

社でされている、そのあたりの質問もありまし

た。 



－37－ 

 今回は１社の提案になっておりますので、２

社の提案とは少し変わってきておりますが、３

年間されてきた薩摩おごじょさんと、それから

芙蓉商事さんですので、市とは２社でされてお

りましても、芙蓉商事が、収支等に関するのは

芙蓉商事がということになっておりますので、

その中で点数やらいろんな中で出てくる中では、

今の実績は委員の中では加味されていたんじゃ

ないかとは思いますが、ただ委員の方々から御

意見をいただいた後に無記名で点数つけており

ますので、この３年間の芙蓉商事さんとおごじ

ょの実績、特に芙蓉商事さんの実績というのは、

その委員の中から実績はどうですかというよう

な意見は出なかったと思います。 

 そうしたプレゼンを受けた中で点数をつけて

いただきましたので、この３年間の芙蓉商事と

おごじょの検証という部分は、行われていなか

ったというふうに思っております。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

○堀内貴志議員  先ほどから質問出ておる91号

に関して、道の駅の関係です。 

 委員会が違うもんですから、質問する機会は

一般質問かこの場しかないのでちょっと質問し

たいんですが、選定委員が10名ということでし

たけれども、選考委員のメンバーについて教え

ていただくことはできないかということと、あ

と10月にやった第２回のプレゼンの中で、私の

聞き間違いかもしれませんけど、10名中９名が

参加して質問されたということですけど、１名

の方はどういう理由で参加しなかったのか。 

 それと、審査の項目で点数をつけられて、選

考委員の方が一生懸命、点数つけられたという

ことですけど、信頼おける点数だと思いますけ

れども、３社のうちこの点数差は僅差だったの

か大差だったのか、できればその点数を教えて

いただけるんであれば、その点数をちょっと教

えていただきたいと思います。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、委員

の10名の方を役職で報告させてください。 

 振興連の会長、それから会計士、議会から２

名、鹿児島大学の教授、委員長として副市長、

財政、企画、水産商工観光、総務課長、以上で

す。 

 １名の欠席は、体調が思わしくなくて欠席が

ありましたので、９名でいたしました。 

 結果の点数を報告いたします。450点満点で

株式会社芙蓉商事418.7点、次のＢの会社374.7

点、もう一つのＣの会社254.9点であります。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第88号から議案第91号ま

での議案４件については、いずれも所管の各常

任委員会にそれぞれ付託の上、審査したいと思

います。御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第88号から議案第91号までの議案４

件については、いずれも所管の各常任委員会付

託の上、審査することに決定しました。 

   △議案第92号上程 

○議長（森 正勝）  日程第30、議案第92号鹿

児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び同組合の共同処理する事務

の変更並びに同組合規約の変更についてを議題

とします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  議案第92号鹿児島県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び同組合の共同処理する事務の変更

並びに同組合規約の変更について、御説明申し

上げます。 

 このことは、本市が加入している鹿児島県市
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町村総合事務組合からの協議依賴に基づき、上

程するものでございます。 

 鹿児島県市町村総合事務組合の規約の変更内

容につきましては、肝付東部衛生処理組合の解

散に伴い、同組合を組織する地方公共団体から

肝付東部衛生処理組合が平成27年４月１日から

脱退すること、及び同組合が共同処理する事務

のうち、常勤の職員の退職手当の支給に関する

事務に、新たに西之表市、枕崎市を平成27年４

月１日から加えるものです。 

 鹿児島県市町村総合事務組合規約の改正には、

同組合を組織する全部の自治体と総合事務組合

との協議が必要となることから、本市において

もほかの自治体同様に議会の議決を求めるもの

でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午後１時56分休憩 

 

     午後２時20分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りします。議案第92号については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第92号は原案のとおり可決されまし

た。 

   △議案第93号上程 

○議長（森 正勝）  日程第31、議案第93号平

成26年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

についてを議題とします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第93号平成26年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんください。 

 今回の主な補正としては、人事院勧告に伴う

職員給料等の改定や市有施設整備基金への積み

立てがございますが、そのほか状況の変化等、

やむを得ないと判断したものを追加措置しよう

とするものでございます。 

 今回、歳入歳出とも771万4,000円を増額しま

すので、これによる補正後の歳入歳出予算総額

は102億8,261万5,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、５ページ

から６ページまでの第２表地方債の補正をごら

んください。 

 追加でございますが、農業基盤整備事業は、

農村災害対策整備事業にかかわる県営事業負担

金の増額負担にかかわるもので、過疎債を充当

予定としておりましたが、過疎債が増額不可の

ため、公共事業等債を充当するものでございま

す。 

 ６ページの変更でございますが、農業基盤整

備事業は、先に説明しました県営事業負担金に
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かかわるもので、公共事業等債を充当すること

としたため、当初予定していた過疎債を減額補

正するものでございます。 

 高等学校振興対策事業は、垂水高校の振興対

策にかかわるもので、通学費助成に不足が見込

まれることから、過疎債のソフト分を増額補正

するものでございます。 

 地方債の変更につきましては、それぞれの事

業に伴う起債額を右の欄に示しております限度

額に変更し、本年度の借入総額を、繰越分を除

いて合計額11億6,677万2,000円にしようとする

ものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。 

 12ページをお開きください。 

 一番下の２款総務費の８目財産管理費ですが、

市有施設整備基金へ積み立てるものでございま

す。 

 13ページをごらんください。 

 ２款総務費の10目企画費ですが、まちづくり

交付金にかかわるもので、５地区の地域振興計

画に基づく各事業への交付金でございます。 

 同じく、18目ふるさと納税制度事業費は、ふ

るさと応援寄附者の増による寄附者へのお礼の

特産品や寄附金の増による基金積立額の補正で

ございます。 

 16ページをごらんください。 

 ３款民生費１目児童福祉総務費の19節負担金、

補助及び交付金ですが、保育所等緊急整備事業

補助金は、水之上保育園とカトリック幼稚園の

改修工事等にかかわるもので、保育士等処遇改

善臨時特例事業費補助金は、認可保育所の職員

を対象とした処遇改善にかかわるものです。 

 同じく下の２目児童措置費は、保育所に第３

子以降の子供を入園させる多子世帯の経済的負

担軽減のため、補助金を交付するもので、県の

２分の１補助となっています。 

 次の17ページの一番下をごらんください。 

 ４款衛生費３目塵芥処理場費ですが、台風に

より清掃センターの管理棟屋根の防水シートが

剥離したため、修繕するものでございます。 

 19ページをごらんください。 

 一番上の６款農林水産業費11目農地費の負担

金、補助及び交付金ですが、県営事業の農村災

害対策整備事業負担金の増額変更に伴うもので

す。 

 同じく、農林水産業費２項林業費２目林業振

興費の備品購入費は、地区を取り囲むように防

護柵を設置し、鳥獣被害を防止するもので、現

在６地区を対象としておりますが、今回、深港

地区を追加するものです。国の100％補助でご

ざいます。 

 20ページをごらんください。 

 ７款商工費２目商工業振興費は、企業支援型

地域雇用創造事業の終了に伴い、事業費が確定

したことによる減額です。 

 同じく４目観光施設整備費の工事請負費です

が、県の100％事業であります魅力ある観光地

づくり事業推進のため、旧キャンプ場のバンガ

ロー施設を解体するものです。 

 22ページをごらんください。 

 ８款土木費６項住宅費の１目住宅管理費です

が、市営住宅の入退去等に伴う室内の修繕など

に要する費用です。 

 24ページをごらんください。 

 一番下の10款教育費１目幼稚園費の就園奨励

費ですが、１人当たりの補助金の額や受給対象

者がふえたことに伴う増額補正です。国の３分

の１補助です。 

 最後の25ページをごらんください。 

 10款教育費６項保健体育費２目体育施設費の

委託料ですが、都市公園整備に伴う事業計画図

書作成と費用対効果分析にかかわる業務委託で

ございます。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は前に戻っていただきまして、
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７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国、県支出金、基金

繰入金及び市債などを充てて収支の均衡を図る

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  ２点、それぞれ担当の課にお

聞きをしたいんですけれども、１点は、16ペー

ジの、去年もあったかと思うんですが、保育福

祉総務費の中で保育士等処遇改善臨時特例事業

費補助金というのがありますよね。これ、いろ

んな問題も出てくるんで、例えば介護なんかで

も自治体からで事務職員の処遇に回らなかった

とか、いろいろ問題もあったんですが、この部

分について国等も含めてその追跡というか、そ

ういうある意味での監査というのですか、そう

いうのはないのかどうなのかが１点。 

 それから、あと19ページの農地費の先ほど出

た事業負担の関係、これは当初よりもふえてき

ているのか、当初の負担金はどのくらいだった

のか、なぜこんなにまた新たにふえていくのか、

いろんな農地関係の事業の中でよくこのあたり

が出てくるもんですから、市の負担というのは

大変になってくるなというのがあるんですけれ

ども、そのあたりについて質疑したいと思いま

す。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  16ページの保育

士等処遇改善臨時特例事業費の補助金のことで

ございますが、これは毎年度、12月補正で計上

しているところであります。 

 これにつきましては、保育士の処遇改善いわ

ゆる報酬というよりも、ボーナスに近い一時金

という形で出しているというところでありまし

て、これにつきましては実績報告が上がってき

まして、それを精査して一応補助金を出してい

るということでございまして、特に監査とかそ

ういったものはございません。 

○農林課長（池松 烈）  農地費の19節負担金、

補助及び交付金の農村災害対策整備事業負担金

が300万円増加していることについてでござい

ますが、事業費の増額に伴い増額をしようとす

るものでございます。 

 これらの対象地区につきましては、宮脇のほ

うの南中ののり面工の２工区、３工区というと

ころでございます。国道を走っていくと左手の

ほうに見えているかと思います。 

 当初計画では残土処分場での計画を立ててお

りましたが、桜島のほうの処分場を変更になっ

たこと等も含めて、運搬費の増額になったとい

うことで、これにつきましては、５％の負担に

なりますので、6,000万円の掛ける0.05という

ことで300万円増額ということになります。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案は所管の各常任委員会に

付託の上、審査したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第93号は所管の各常任委員会に付託

の上、審査することに決定しました。 

   △議案第94号～議案第97号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第32号、議案第94号

から日程第35号、議案第97号までの議案４件を

一括議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第94号 平成26年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）案 

議案第95号 平成26年度垂水市介護保険特別会
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計補正予算（第３号）案 

議案第96号 平成26年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）案 

議案第97号 平成26年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号）案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○市民課長（白木修文）  議案第94号平成26年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）案について、御説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。 

 ここに記載しておりますように、今回の補正

額は歳入歳出とも13万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を27億4,367万2,000円とするものでご

ざいます。 

 主な補正の理由でございますが、保険税収納

率向上対策にかかる経費の補正などでございま

す。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので省略さ

せていただきます。 

 歳出から御説明いたします。４ページをお願

いします。 

 １款総務費ですが、３項１目の保険税収納率

向上特別対策事業費は、国保税の納付にかかる

口座振替推進のための通信運搬費でございます。 

 11款諸支出金ですが、１項３目の一般被保険

者還付加算金と４目退職被保険者等還付加算金

は、平成26年度中に新たに発生する還付加算金

に不足が見込まれたために補正するものでござ

います。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 同じ４ページの上段をごらんください。 

 12款諸収入ですが、１項１目一般被保険者延

滞金は、実績による増額補正でございます。 

 以上で議案第94号平成26年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案の説明を終

わりますが、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  議案第95号平成

26年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３

号）案について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、予算額の増減はなく、全体予

算の範囲内で過不足を生じることが見込まれる

費目につきまして、組み替えをするものでござ

います。 

 歳出について御説明いたします。３ページを

お開きください。 

 ２款保険給付費１項サービス等諸費１目サー

ビス給付費の19節負担金、補助及び交付金を減

額し、３目地域密着型介護サービス給付費及び

２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サー

ビス給付費、２目介護予防サービス計画給付費、

３目地域密着型介護予防サービス給付費及び３

項高額介護サービス等費１目高額サービス費並

びに５項特定入所者介護サービス等費１目特定

入所者介護サービス費の19節負担金、補助及び

交付金を増額する組み替えを行うものでござい

ます。 

 以上で歳出の説明を終わりますが、歳入につ

きましては、今回の補正が予算の範囲内の歳出

の組み替えのみでございますので、ございませ

ん。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水道課長（塚田光春）  議案96号と議案97号

につきましては、水道課所管でございますので

一括して御説明申し上げます。 

 まず、議案第96号平成26年度垂水市簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）案について、

御説明申し上げます。 

 １ページに記載してありますように、今回の

補正額は歳入歳出それぞれ９万8,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,551万

3,000円にするものでございます。今回の補正
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の主な理由は、人件費の減額補正でございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。 

 歳出から御説明しますので、４ページをお開

きください。 

 １款総務費１項１目一般管理費の２節給料と

４節共済費は、人事院勧告による給料引き上げ

に伴う増額で、３節職員手当等は人事異動に伴

い減額するものでございます。 

 次に、歳入でございますが、上段をごらんく

ださい。 

 ２款繰入金１項１目１節一般会計繰入金は、

一般会計からの繰入金を減額補正しまして、収

支の均衡を図っております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、議案第97号平成26年度垂水市水道事業

会計補正予算（第２号）案につきまして、御説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、人件費の増額と資

産減耗費の増額補正でございます。 

 それでは、参考資料により支出から説明しま

すので、５ページをお開きください。 

 １款１項２目配水及び給水費の節の給料と３

目総係費の節の給料は、人事院勧告による給料

引き上げと人事異動に伴い増額するものでござ

います。節の手当も同様の理由で減額するもの

でございます。 

 目の資産減耗費の節のたな卸資産減耗費は、

石綿水道管の継手類でございますが、石綿水道

管については、今後、使用見込みがないため、

その継手類を廃棄処分するものでございます。

つきましては、１ページに記載してありますよ

うに、第２条の収益的支出の水道事業費用を

142万6,000円増額し、２億7,352万5,000円にす

るものでございます。 

 また、第３条の職員給料費は24万6,000円増

額し、5,075万4,000円にするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○池山節夫議員  水道課長、97号、直接関係な

いんですけど、今、石綿管のあちこちで破裂が

起こってるんですけど、垂水、もう全然ないん

ですよね。 

○水道課長（塚田光春）  もう石綿管は全て昨

年度で布設がえをして、もうないです。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

○池山節夫議員  いいです。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案４件について

は、いずれも所管の各常任委員会に付託の上、

審査したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、議案第94号から議案第97号までの議案４

件については、いずれも所管の各常任委員会に

付託の上、審査することに決定しました。 

△陳情第26号～陳情第28号、請願第７号

一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第36、陳情第26号か

ら日程第38、陳情第28号までの陳情３件及び日

程第39、請願第７号の請願１件を一括議題とし

ます。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

陳情第26号 手話言語法制定を求める意見書の

提出を求める陳情書 

陳情第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療
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費助成の拡大に関する陳情書 

陳情書28号 国民健康保険に対する国庫負担の

見直し・増額を求める意見書提出の陳情

書 

請願第７号 「手話言語条例」の制定を求める

請願書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  お諮りします。ただいま

の陳情３件及び請願１件については、いずれも

所管の各常任委員会に付託の上、審査したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、陳情第26号から陳情第28号までの陳情３

件及び請願第７号の請願１件については、いず

れも所管の各常任委員会に付託の上、審査する

ことに決定しました。 

 本日の日程は以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  明28日から12月８日まで

は、議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は、12月９日及び10日の午前９時

半から開き、一般質問を行います。 

 質問者は会議規則第62条第２項の規定により、

12月１日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日はこれをもちまして

散会します。 

     午後２時41分散会 
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平成26年12月9日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（森 正勝）  日程第１、これより一般

質問を行います。 

 質問者は１回目は登壇をして行い、再質問は

質問席からお願いします。質問回数については

４回までとしますが、一問一答方式を選択した

場合は、１回目は一括で行い、２回目の質問か

ら１項目につき３回までとします。 

 なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。また、いずれも初回の発

言時間を20分以内に制限しますので、御協力を

お願いいたします。 

 それでは、通告に従って、順次質問を許可し

ます。 

 最初に、１番、川越信男議員の質問を許可し

ます。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。12月に

入りました。１年を振り返りますとさまざまな

出来事が起こり、挙げるだけでも時間が足りな

い感じがいたします。私もあっという間の１年

を回想し、いったい何をし、何ができたのか、

自問自答の日々であります。ちまたでは衆議院

の解散による選挙が行われ、我が国の行く末を

決定する重要な選挙であると認識し、１票を託

したいと思います。 

 また、賑わった千本イチョウも落葉を始めて

いる中、大野原いきいき祭り、とんとこ祭りな

どの開催で賑わう中、師走の風景に元気もいた

だいており、迎える年に期待もいたしておりま

す。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

通告書に従って質問をいたします。トップバッ

ターが重要な流れをつくります。明確な答弁を

しっかりお願いいたします。 

 まず、市長の政治姿勢についてでありますが、

尾脇市長は、平成23年１月の就任からもうすぐ

４年経過し、市政のトップを努めてこられまし

た。確か４年前の選挙の際、安心安全なまちづ

くりの継続、垂水ブランド販路拡大への挑戦、

医療、介護、福祉、教育充実への挑戦、行財政

改革談合の継続、桜島道路実現への挑戦の５つ

の公約を掲げておられました。 

 さらに、平成26年度は、安心安全な垂水のま

ちづくり、６次産業化と観光振興、子育て支援、

高齢者対策、人口減少対策の４つの挑戦を掲げ

て、各種の政策を進めておられます。これらの

４つの挑戦以外にも、行財政改革や教育の充実

などにも取り組まれておられますが、４年間の

市政運営を総括する主な実績について市長に伺

います。 

 次に、安心安全対策として、垂水市の水道事

業における現状の課題等は何か、水道課長に伺

います。 

 最後に、公共事業について、元垂水原田線の

道路整備について伺います。 

 私は、平成24年６月議会でも質問をいたしま

した。平成23年度から27年度までの辺地対策事

業として、上市木までの延長2,800メートルを

整備するとのことでしたが、平成27年度はすぐ

目の前に来ているんです。来年度で終わるんで

すか。どう見ても終わりそうにないと思います

が、終わらないのであれば、遅れた理由はどこ

にあるのか、土木課長に伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  皆様おはようございます。
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それでは、お答えをいたします。 

 私は、平成23年１月27日に垂水市長に就任を

して以来、垂水市発展、市民の幸福のため、住

んでよかったと思えるまちづくり、元気なまち

づくりを進めるために、できる限り、現場に足

を運び現状を把握し、市民の皆様の声に耳を傾

け、各種施策をスピーディーに推進をして、垂

水市の発展に向けて市政を運営してまいりまし

た。 

 この間、今話がありました５つの公約と具体

策として掲げた４つの挑戦を実現をすべく、一

貫して市民の視点に立った垂水市の目指すべき

特性を生かした独自性のある政策実現に向けて

努力してまいったつもりでございます。 

 １つ目の、安心安全なまちづくりにつきまし

ては、市民への防災情報を的確に伝達するため

の防災ラジオの全戸配付が年度内には完了する

予定となっております。そのほかにも消防救急

無線デジタル化を国の補助をいただきまして、

年度内完成を目指して詰めているところでござ

います。 

 消防本部や消防団の施設整備、ポンプ車など

の配備につきましても、第８分団詰所を初め、

順調に進められておりますけれども、何よりの

成果は在任中の人的な被害がなかったことであ

るというふうに思っております。 

 ６次産業化と観光振興につきましては、水産

関連会社との企業立地協定を締結をし、それぞ

れの企業において声を拡大して取り組みを進め

ていただいているところです。また、観光振興

につきましては、教育旅行やスポーツ合宿の受

け入れについて、それぞれ受入数が伸びてきて

おります。 

 子育て支援と高齢者対策につきましては、子

育て支援センターをリニューアルオープンをし

て、利用者数も約２倍程度に増加をし、子育て

中のお母さん方から大変喜ばれております。高

齢者対策につきましては、地域包括ケア体制に

向けた垂水市健やかなまちづくり協議会を設立

するとともに、地域包括ケアセンター構想を策

定をして、鋭意取り組みを進めているところで

ございます。 

 人口減少対策につきましては、昨年度人口減

少対策プログラムを策定するとともに、どうプ

ログラムに基づく住宅取得など助成事業や、子

供医療費助成事業を平成26年度からスタートさ

せております。 

 教育の充実につきましては、垂水中央中学校

の校舎の改修や武道館やプールなどの施設整備

に約11億6,000万円かけて完了することができ

ました。 

 また、各小学校の普通教室の空調設備の設置

も終え、外壁改修などの施設整備についても順

次進めているところでございます。 

 そのほか、子供たちの夢を育む総合プランを

スタートさせ、「あつまれわんぱく！夏の勉強

会」や「わくわく！どきどき夢教室」など実施

をして、子供たちの学力向上並びに健全育成に

努めているところでございます。 

 垂水高校支援につきましても、平成24年度か

ら広報、部活動、検定試験への補助、さらには

平成25年度から通学費補助を行い、おかげさま

で平成24年度43人の入学者数が平成26年度には

54人ということで持ち直し傾向になっていると

ころであります。 

 全体を通じて、特によかったと思いますのは、

地域振興計画事業でございます。大野地区を皮

切りに市内８地区の振興計画を策定をいたしま

した。大野地区のつらさげ芋貯蔵庫、牛根の岳

野集落公民館の改修、新城のグランドゴルフ場

整備など、それぞれのまちづくりの計画に基づ

いた事業が進められ、地域の活性化につなげら

れております。 

 以上、１期４年間の主な実績について述べさ

せていただきましたが、これも職員の皆さんに

は定員適正化計画を初め、行財政改革の厳しい
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背景のもと、昼夜、土日祝日も問わずに頑張っ

ていただいたこと、そして市民の皆さんには地

域振興計画の策定を初め、共生協働の精神で協

力をいただいたこと、そして何より議員の皆様

方の御理解をいただきながら頑張ってこれまし

て、それ相応の実績を上げることができたので

はないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○水道課長（塚田光春）  現在、水道事業で抱

えている現状の課題について、上水道事業と簡

易水道事業に分けてお答えいたします。 

 まず、上水道の事業収益問題でございますが、

年々給水人口の減少によりまして、給水収益が

減少し、厳しい状況にございます。平成24年度

決算では、2,780万1,965円の純利益があり、平

成25年度決算では4,809万1,506円の純利益にな

っておりますが、25年度の純利益が多くなった

のは、特別利益として退職引当金を戻し入れた

ことや、職員が１名減になったため生じたもの

で、これらを省くと減少傾向にあり、平成26年

度の純利益も予算ベースで算定しますと、平成

24年度より低下するものと予想されます。 

 ただし、この給水人口の減少による事業収益

の低下は、全国の水道事業者が掲げている共通

する課題でございます。 

 一方、資本的収支では、平成25年度決算でも

１億4,051万2,628円の不足がありましたが、こ

の不足額においては、過年度分損益勘定留保資

金や減債積立金で補痾しております。しかしな

がら、国県からも指導されている今後の水道施

設の耐震化事業等を考慮した場合、投資的経費

がふえることで企業債の借り入れにつながりま

して、企業債の償還が増加し、上水道事業経営

を圧迫する恐れがあります。 

 次に、簡易水道事業の統合問題でございます

が、本市には、公営の簡易水道２地区と集落の

水道組合が運営している集落水道が22地区ござ

いますが、集落水道を簡易水道として整備した

場合、公的水道料金が義務化されることから、

住民の理解が得られないことと、莫大な事業費

がかかり、一般会計からの繰り出しが多くなる

ことから、現在、市が管理している牛根境地区

と段・小谷地区の２地区を上水道へ統合するよ

うに計画しているところでございます。 

 しかしながら、簡易水道は一般会計からの繰

り入れで成り立っている会計ですので、統合す

ることで、この繰入金分が上水道に大きな負担

を与えることになります。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。

市道元垂水原田線の整備状況についてお答えい

たします。 

 この計画は、平成23年度に野久妻辺地に係る

総合整備計画を策定し、平成23年度から平成27

年度までの５年間で2,800メートルを整備する

計画で、平成25年度からは社会資本整備総合交

付金も活用しているところでございます。 

 この平成23年度の計画時点では、まだ実施設

計はしていませんでしたので、土木課としまし

ては、舗装面だけの改良工事をする考えで、概

算事業費を算出していたところでございます。 

 平成23年度に国道から2,800メートルの全体

計画の測量設計業務の委託を発注しまして、地

元説明会をしながら地元の要望を取り入れて実

施設計を作成したところでございます。 

 この地元説明会の中で、道路側溝や農業用排

水路の流れが悪いということで、改良の要望が

強くあったため、全体的に排水計画の見直しを

し、既設の水路断面が不足する箇所や放水箇所

の変更など改良計画の中に組み込んだところで

ございます。 

 特に、平成24年度から25年度に設置した水路

は断面も大きかったため、工事費がかさむこと

になりました。さらに、現在の道路の路床の支

持力を調査しましたところ、路床の状態が悪く、

シラスの置きかえをしなければならなくなった
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ため、１メートル当たりの工事費が増加し、施

工延長が伸びなくなったところでございます。 

 平成26年度予定を含めまして、施工延長は約

750メートルで26％の完了で、残りが2,050メー

トルとなっております。このようなことから、

完了年度は先送りとなりますが、今後の交付金

の割当額にもよりますので、今のところ、いつ

まで完了できるかは公表できないところでござ

います。 

 市木地区の住民の方々には大変御迷惑をおか

けしますが、長年の要望でございました改良計

画であり、住民の皆様方の要望を反映した整備

を図ってまいりたいと考えておりますので、皆

様方の御理解と御協力をよろしくお願いしたい

と思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。そ

れでは、一問一答方式でお願いいたします。 

 ２回目ですが、市長の政治姿勢についての１

期４年間の実績についてお答えをいただきまし

た。11月20日に議員を中心に、串間市の総合保

険福祉センターの視察研修を行ってまいりまし

た。本市の地域包括ケアの構築は、市長の熱弁

からいきますと、すぐに体制整備がなされる勢

いだったと思いましたが、まだ取り掛かったば

かりであると思われます。私にはまだほかにも

やり残したことがあるのではと思いますが、４

年間でやり残したことと、４年間の先ほどの実

績も含めて、どのような自己評価をされている

か伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  それでは、２回目の質問

にお答えをいたします。 

 まず、６次産業化につきましては、水産加工

会社の６次産業化の動きが今まさに始まったと

ころでございまして、農業分野についてもいく

つかの取り組みのスタートというのはあるんで

すけれども、確固してもうかる仕組みをつくる

ということに、今後も取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 

 観光振興につきましては、南の拠点施設整備

について今後検討を進めてまいりたいというふ

うに考えております。市民の健康増進やスポー

ツキャンプの誘致のために、垂水中央運動公園

の計画的な整備、このこともスピードアップを

していきたいというふうに考えております。 

 子育て支援と高齢者対策につきましては、今

ありましたけれども、いつまでも住み慣れた家

や地域で暮らし続けられるような地域包括ケア

体制を確立するために、この間、施設していた

だきました。まず拠点がうちは必要であります。

かなりソフト面、中身をどうするかということ

に関しては検討が進んでいるんですけれども、

拠点になる場所がありませんので、それにはや

っぱり数億円というふうにかかりますので、し

っかりとそのことを前向きに取り組みたいとい

うふうに考えております。 

 そして、人口減少対策につきましては、今い

ろんな施策を講じ始めているんですけれども、

日本全体で大変人口が減っていくという背景の

中で、すぐ改善というふうにはなりません。民

間活力を導入するなどの創意工夫を凝らして、

人口減少対策に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

 今、いくつか申し上げました、やり残したこ

と、今後やるべきことにつきましては、先ほど

申し上げました主な実績とあわせて、まだまだ

これからやらなければいけないことはあるんで

すけれども、総じて、最初申し上げましたけれ

ども、１期４年間、大過なく相応の成果は出す

ことができたのではないかなというふうに感じ

ているところです。 

 しかし、自分で評価するということはできな

い分野でありますので、今後、また来るべき選

挙で、市民の付託をいただいて頑張っていけれ

ばというふうに考えているところであります。 

○川越信男議員  １期４年間の実績とやり残し
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たことについてお答えをいただきましたが、そ

の中で、南の拠点整備についてもやり残した施

策の一つであるとの答弁がありました。私は、

９月議会において、浜平地区への海水浴場整備

の質問、提案を行いましたが、執行部も市内の

海水浴場適地の現地調査をしているようですが、

浜平地区は近年、国道沿いに賑わいも出てきて

おり、市有地などもあることから、南の拠点と

して海水浴場や物販施設などを整備すれば、ま

ちづくりの上でも相乗効果が出てくるのではな

いかと思っております。 

 市長は、南の拠点については諦めたわけでは

ないとお答えされておりますが、再選に向けて

浜平地区へ南の拠点として海水浴場を整備する

考えを打ち出すつもりはないか、伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  ３回目の御質問にお答え

をいたします。 

 今、お話をいただきましたように、私は、本

市に３つの観光拠点をつくりたいというふうに

考えております。北の拠点は道の駅たるみず周

辺であります。中央の拠点は森の駅周辺であり

ます。そして、南の拠点として、当初は旧垂水

南中学校の跡地周辺を見込んでおりました。け

れども、皆さん御承知のとおり、皆様の御了解

をいただいて、株式会社財宝様へ譲渡すること

となりました。その際にも、南の拠点について

の御質問がありまして、まだあきらめたわけで

はなくて、検討を続けるということを説明をし

ております。 

 このような中、９月議会において、議員から

まさかり海水浴場の代替の海水浴場として浜平

海岸の御提案がございました。議員の御提案を

受けまして、早速庁内にプロジェクトチームを

立ち上げまして、市内のおける海水浴場の候補

地の現地調査及び比較検討を実施させておりま

す。 

 議員から提案をいただきました浜平海岸につ

きましても、水質検査を実施しましたところ、

基準値の範囲内であり、水質上の問題はござい

ませんでした。この浜平海岸を含む一帯には市

有地もございますし、いわゆる南の拠点の候補

地として、まちづくりの観点からも賑わいを創

出できる場所ではなかろうかと感じております。 

 しかしながら、浜平海岸の隣接地には、個人

所有地も含まれておりますことから、地域の皆

さんの御意見をお聞きしながら、今後とも多面

的な観点から総合的に調査、研究を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○川越信男議員  最後ですが、浜平地区への海

水浴場の整備については、本市の均衡ある発展

につながるものであると認識しており、浜平地

域の住民も協力する体制がありますので、再選

されましたらぜひ前向きに進めていただきたい

と思います。 

 それでは、最後の質問ですが、市長は既に２

期目に向け、立候補の意思を示しており任期も

間近です。次期市政運営に向けた抱負について

自身の思いを伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  私は、市長に就任をして

以来、この４年間、先ほど来いろいろお話をさ

せていただきましたけれども、住んでよかった

と思えるまちづくり、元気なまちづくりを進め

るために、できる限り、現地に足を運びまして、

現状を把握して、市民の皆様の声に耳を傾け、

各種施策をスピーディーに推進するとともに、

情報発信に努め、垂水市の発展に向けて市政を

運営してまいったつもりであります。 

 この間、５つの公約と具体策等として掲げた

４つの挑戦を実現すべく、一貫して市民の視点

に立った垂水市の目指すべき特性を生かした独

自性のある政策実現に向けて努力をしてまいり

ました。 

 この４年間を振り返り、市民の幸福を追求す

るために、初心に返り、今後、まちづくりに努

めてまいる所存でございます。 

 今後は、基本的な考え方として４つの挑戦を
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継続をして、姿勢の運営に努めてまいりたいと

考えております。１期目は種をまき水を与えて

まいりました。一部においては花が咲き、果実

が実りつつありますけれども、いまだつぼみの

状態の分野もございます。もし来年の１月の市

長選においてふたたび市民の皆様の付託をいた

だけるのであれば、この４つの柱を中心に今後

とも市民の皆様との対話を大切にして、市民の

皆様の声を真摯に受けとめ、垂水市のまちづく

りに積極的に生かしていただきたいというふう

に思っています。 

 冒頭申し上げましたけれども、一番の心にあ

りますのは、政治家として志した原点は垂水市

の発展、垂水市民の幸福ということであります

ので、その思いは変わりません。ですので、し

っかりと原点を忘れないで、次へ向けて、まず

は任期しっかりと頑張り抜いて、また次の戦い

にしっかりと挑戦をして、まちづくりを進めて

まいりたいというふうに思っております。全力

で頑張りたいというふうに思っております。 

○川越信男議員  ありがとうございました。次

期市政への想いを伺いました。今後、市民の審

判を仰がなければなりませんが、実績などをお

聞きしましても、教育旅行の誘致等一定の評価

をしております。しかし、南の拠点整備、地域

包括ケアセンターを初め、人口減少などの課題

もありますので、再選されましたら、我々全市

議会議員との十分な意思疎通を図りながら、市

政運営に臨んでいただけますことをお願いいた

しまして、市長の政治姿勢についての質問を終

わります。 

 次に、水道事業の２回目の質問に入ります。

水道事業における現状の課題をお聞きいたしま

した。私は、垂水の水は非常においしい水であ

ると思っております。そこで、安心でおいしい

水の供給のために普段からどのような措置、対

策をとっているのか伺います。 

○水道課長（塚田光春）  川越議員仰せのとお

り、私も市外から来られた水道利用者に垂水の

水はおいしいと言われたことがあり、水道事業

の担当課として大変嬉しく思っております。そ

こで、おいしい水を供給するための対策でござ

いますが、その主な取り組みについて３点ほど

お答えいたします。 

 まず１点目は、職員が365日、土曜日曜祝日

欠かさず毎日水質検査等を実施しており、その

検査内容は気温、水温の計測、水圧は正常にあ

るか、水の色に変化はないか、濁りはないか、

在留塩素は水質基準の0.1ppm以上あるか、塩素

臭による異臭味はないのかの検査を行います。

また、庁舎内にある浄水場５カ所の監視システ

ムモニターでポンプ等の機器は正常に稼働して

いるかの確認をいたします。 

 ２点目は、水質検査計画に基づき、水質の分

析業務を年間を通して専門業者へ委託しており

まして、その業務内容は、水質10項目を８回、

水質26項目を３回、水質51項目を１回の割合で

検査をしております。 

 ３点目は、市内各浄水場の牛根境地区、海潟

地区、中央地区、新城地区、小谷地区の５地区

におきまして、毎週現地で水道施設の機器の点

検と各浄水場から配水した末端家屋での残留塩

素等の水質検査を行っていきます。 

 このように、職員が常に安全で安心して飲め

る水道水を供給するために、日々努力している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  長いこと災害等もなく安心し

ているのですが、万が一、災害等も含めて、異

常事態が発生した場合の危機管理体制や市民へ

の緊急連絡体制はどのようになっているか伺い

ます。 

○水道課長（塚田光春）  災害等の異常事態が

発生した場合の危機管理体制や市民への連絡体

制についてお答えいたします。 

 水道施設の直近な大きな災害では、平成17年
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９月に、市道内ノ野２号線に埋設してある井川

配水池への送水管200ミリと新光寺からの配水

管250ミリが本城川の右岸の護岸決壊により破

損し、９月６日から10日までの５日間断水した

経緯があります。 

 そこで、今後の台風等による災害が発生した

場合の危機管理体制につきましては、垂水市地

域防災計画及び垂水市水道危機管理計画と給水

活動計画により実施いたします。その計画とは、

上水道の水道本管等が破損した場合の復旧作業

についてにつきましては、水道課で断水の原因

となった被害調査を行い、その原因や場所が特

定できましたら、排水系統が４カ所ありますの

で、断水区域の縮小をするためのバルブの開閉

の実施、また断水時間を少なくするための応急

的な復旧作業を行い、その後、全面復旧作業を

するようにしております。 

 その復旧作業につきましては、垂水市管工事

組合の応援をもらえるように、平成19年７月３

日に協定締結をしております。 

 また、被害が甚大で復旧作業が困難な場合は、

肝属地区水道協議会の会員である１市４町の応

援をもらえるように、平成18年９月１日に応援

協定書の締結もしております。 

 次に、断水した場合の市民への給水計画でご

ざいますが、給水活動計画で定められている市

内給水場所50カ所で給水する日時等を防災無線、

広報車、各戸配付文書等で事前に広報を行い、

市職員等の協力を得て給水確保に努めますが、

断水が長引く場合は自衛隊による災害派遣等を

要請し、給水の確保に進めるようにしておりま

す。 

 また、断水による市民の不安を軽減するため

に、24時間体制で各種問い合わせの対応に進め

るようにしています。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  最後ですが、１回目にお聞き

しました現状の課題に対する取り組みは今後ど

うするのかお聞きします。 

○水道課長（塚田光春）  信頼される水道事業

推進のために、１回目の御質問の現状の課題の

取り組みについてお答えいたします。 

 まず、給水人口の減少に伴う事業収益の低下

における対策としましては、現在、市で進めて

おります人口減少対策プログラムの推進や今年

度実施しています水道管漏水調査により、有収

率の向上を行い、無駄な経費を減らし、給水原

価を少しでも落とす努力や維持管理経費のコス

ト削減に努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 また、資本的支出の水道施設の耐震化につき

ましては、水道事業収益や減災積立金等の収支

のバランスを見ながら、赤字が発生しないよう

な耐震化整備計画を立てる必要があります。そ

こで本市の場合、給水人口の80％以上を賄う内

ノ野浄水場は、平成21年度耐震化し、配水池に

おいても井川の配水池も耐震化済みで残りの配

水池はＰＣ製配水池とステンレス製配水池のた

め早急な耐震化は必要でないことから、今年度

は配水管等の基幹管路を150ミリ以上ですが、

の耐震診断業務を委託したところでございます。 

 診断内容は、各種の各管種の調査、継ぎ手の

調査、地盤調査、埋設年度の調査等を行いまし

て、耐震性能の診断評価を行い、最終的には耐

震化が必要な箇所の選定や整備事業費の算定を

行い、水道事業経営に無理のない耐震化整備計

画を立ててまいりたいというふうに思っており

ます。 

 次に、簡易水道の統合につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、牛根境地区と段・小

谷地区の２地区統合は上水道事業への負担が大

きいことから、今回の統合は段・小谷地区の１

地区のみとし、牛根境地区については次の段階

で統合を検討していきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 
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○川越信男議員  ありがとうございました。最

後の質問の公共事業について、１回目で市道元

垂水原田線の整備状況をお聞きしましたが、平

成24年度、25年度で整備されておられますが、

どの田んぼも畑への乗り入れ口も急斜面で幅が

狭く、長さも短く、車は駐車できない状態であ

ることから、反対駐車や両側駐車で一般車両の

通行に支障を来たしているようです。せっかく

整備されても何もならないのではないでしょう

か。 

 平成25年度の委員会の現地視察や同僚議員の

北方議員もこの件で質問をして危惧されておら

れます。どうにか駐車できるように検討してみ

ますとのことでしたが、何らかの検討が見えま

せん。できないのであれば、駐車禁止はできな

いのか、見解を伺います。 

○土木課長（宮迫章二）  元垂水原田線の路上

駐車についてお答えいたします。 

 この問題につきましては、平成25年第３回定

例会で北方議員からも御質問がございました。

そのときの答弁では、この道路整備計画は路面

の老朽化もですが、一番の地元の要望としまし

ては、ハウス団地付近の市道に農耕車両が駐車

していることにより、一般車両の通行に支障を

来たし、交通安全上も危険であるため、それを

解消する目的もございまして、地元説明会の中

でも農作業をされるときには、自分の圃場に車

を駐車していただきたいと説明をしているとお

答えをしたところでございます。 

 しかし、工事が完了した区間でもいまだに路

上駐車されて作業されているのが見受けられて

いるようです。土木課としては、請負業者とと

もに地元受益者に乗り入れの設置位置の要望を

確認し、その乗り入れに車をとめるようにと引

き続き説明をし、協力を得られるようにお願い

をしているところでございます。 

 しかし、現状のように、地元の方々がそれを

駐車スペースとして利用されないのであれば、

関係課と協議し、最終的には道路交通法の規制

をしなければならないのではないかと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  次に、指名委員長の副市長に

２点ほど伺います。 

 まず１つ目は、当然のことですが、事業執行

のための予算は４月からスタートできるはずで

あるのに、事業の発注がやはり遅いと思われま

す。元垂水原田線道路改良工事や中洲橋橋梁整

備工事など、金額の大きい工事がこのごろ発注

され、３月までに間に合うんですか。早期発注

のための取り組み、対策について伺います。 

○副市長（松下 正）  公共工事の早期発注の

ための取り組みについてお答えいたします。 

 公共工事の発注は年度当初に執行計画書を作

成し、それに基づいて発注しているところでご

ざいますが、議員から指摘されました工区を担

当課に確認しましたところ、元垂水原田線につ

きましては、市道の中ほどに水田があり、稲刈

りが済み次第発注したとのことであり、中洲橋

等の橋梁改修工事なども台風シーズン等の出水

期を過ぎてから発注をかけたと聞いております。 

 このような理由から、工区ごとの条件により

計画的に発注しているところでございますが、

特に橋梁寿命化の工事は今年度初めて取り組む

特殊な工事であることから準備に手間がかかり、

若干遅れたと聞いております。 

 いずれにしましても工事が遅れることは関係

者に御迷惑をおかけしますことから、今後は早

期発注及び年度内完成に努めるよう、担当課に

指示してまいりたいと考えております。 

 なお、詳細な点については土木課長に答弁を

させます。 

○土木課長（宮迫章二）  この中洲橋の橋梁長

寿命化に係る補修工事の工期につきましては、

設計委託で見積もった工期を採用しておりまし

て、年度内には完成する予定となっております。 
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 ただし、この中洲橋の補修工法は基礎杭や仮

設用の矢板の杭打機が特殊でありまして、機械

の手配ができるのか心配をしておりましたが、

請負業者の努力によりまして、九州管内の専門

業者に手配していただきまして、現場搬入が可

能であるとの協議を行ったところでございまし

て、それに伴い何とか工期内には終わる予定で

工程を組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ことし最後の質問になりまし

た。平成27年度は業者の評価がえの年でもあり

ます。また、年度当初は指名願いの受付もス

タートするでしょうが、ここで非常に重要なこ

とが、企業の客観的、主観的評価、及び技術力

は本当に公平に審査されているのか、また建設

業法がことし10月に改正されたとお聞きします

が、改正されたのはどんな内容か、それに伴い、

審査基準の見直し等の検討を行う予定はないの

か伺います。また、来年度以降も公共工事の予

算の獲得に努めていただきたいとの要望も添え

ておきます。 

○副市長（松下 正）  今、10月と申しました

けれども、本年度６月４日にようやく契約適正

化法が改正されまして、10月に公共工事の入札

及び契約の適正化の推進についての通達があり

ました。その中の緊急に措置に努めるべき事項

の中で、本市にかかわる主な事項としましては、

社会保険等未加入業者の排除と施工体制の把握

の徹底がございます。まず、社会保険等未加入

業者の排除については、法令に違反して社会保

険等に加入していない建設業者について公共工

事の元請け業者から排除するため、定期の競争

入札参加資格審査等で社会保険等未加入業者を

有資格者名簿に登録しないなど、必要な措置を

講ずることとなっております。 

 また、施工体制の把握の徹底については、こ

れまでは公共工事について3,000万円以上の下

請け工事契約を締結した場合に、施工体制台帳

の作成及び提出を求めておりましたが、近年工

事１件あたりの規模が小さい維持修繕工事の割

合が増加していることから、下請金額を問わず、

施工体制台帳の作成、提出を求めることとされ

ており、平成27年４月１日から施行される予定

となっております。 

 いずれにしましても、このような通知の内容

等も踏まえた上で、企業の技術力の評価基準に

ついて指名委員会において協議するとともに、

昨年度から建設業組合に対して指名方法など全

般について改善点の要望がありましたら、組合

員の総意を要望書として提出するようお願いし

ておりましたので、建設業組合の意見も聞きな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○川越信男議員  ありがとうございました。以

上で終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、13番、宮迫泰倫議

員の質問を許可します。 

   ［宮迫泰倫議員登壇］ 

○宮迫泰倫議員  おはようございます。この席

に立つのは非常に緊張しております。皆さんも

そうでしょうか、私だけでしょうか。もう手の

平に汗がびっちゃたまって、どうすることもあ

りません。頑張ってまいりたいと思います。 

 市民の目線に立った市政の推進についてをお

伺いいたします。 

 23年の３月議会で、言葉は方向性、心は意思

表示、つまり主義主張のことです。この主義主

張がないと舟はぼろでも風が吹けば舟は進む、

世論の風が吹いたので凧は舞い上がった、風が

やんだらすぐ落ちるという例えで、頑張れコー

ルを市長さんにお送りしました。 

 これらを踏まえて、最善を尽くし元気なまち

づくりをされております。しかし、元気なまち

づくりで本市はどのように変化したのか、そん

なまちづくりの中で、夢や目標が見えなくなっ

たときとか、緊張感が薄れたときとか、泥にま
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みれたときとか、汗にまみれたとき傍観的なと

き等とあったと考えます。元気なまちづくりで

本市はどのように変化したのか。また４年間の

言葉と心の変化はあったのか、その対処の仕方

はどのようにされたのかお伺いいたします。 

 これを１回目といたします。よろしくお願い

申し上げます。 

○市長（尾脇雅弥）  宮迫議員の質問にお答え

をいたします。 

 先ほどの川越議員と重複する部分があると思

いますけれども、まず全体的なことを申し上げ

て、私の想いを申し述べたいと思います。 

 社会情勢というのが常に変化をする中で、変

わらないものとしては、「住んで良かったと思

える町づくり」、「元気な垂水づくり」に挑戦

ということで、おおむね前水迫市長の志を継続

をしながら具現化できつつあるというふうに考

えているところであります。 

 しかしながら、先ほどもありましたが、最大

にして最難関の課題であります人口減少対策、

やり残している懸案事項等もございますので、

それらの成果を求めていくためには１期ごとの

交代ではなくて継続をして国、県と連携をして

取り組む必要があるものではないかというふう

に考えております。 

 実際に平成23年１月27日に就任をさせていた

だきましたけれども、直後の３月11日に東日本

大震災が発生をして、いろんなことが社会情勢

を含めて変わってまいりました。ただ、その中

で、繰り返しになりますけれども、垂水市の発

展、市民の幸福という物差しを持って、例えば

福祉分野はどうすべきか、安心安全はどうすべ

きかと、産業はどうすべきかということで自分

なりにその物差しを持って、その場に応じた、

適した対策を講じてきたつもりであります。 

 ただ、なかなか先ほどありましたとおり、ど

んなに努力をしてもなかなか逆風のときもあり

ますし、反対に順風に進むときもあります。垂

水市のホームページ、市長の動きの中で見てい

ただければわかるんですが、私の政治の原点と

いうのは、５歳のときに交通事故に遭って友達

２人を亡くして、そこから頑張ろうというのが

原点でありまして、理念としては、世のため人

のため、地域や世界が平和であるために役立つ

人間、政治家になりたいということを思いなが

らやってまいりましたので、苦しいとき、厳し

いときにはそういうことを考えながらやってき

たつもりであります。 

 繰り返しになりますけれども、おおむね大き

な災害とかトラブルもなく借金を減らし貯金を

ふやしながら比較的順調な市政運営ができたの

ではないかなと思います。 

 しかしながら、まだまだやらなきゃいけない

ことというのはいくつもございますので、しっ

かりと継続の中で頑張りたいというふうに思っ

ているところであります。 

○宮迫泰倫議員  今の中でちょっとばかり、

セーブをしてストックをふやしたと言われまし

た。それは元気なまちづくりになるのかどうか。

わかりましたか、今の、セーブってわかる。出

すのを控えて貯金をしたということでしょう、

今言われたことは、お金は。私はそういう今理

解をしましたが、答えてください、２回目のと

き。 

 元気なまちづくりはどういうものかと、これ

は相手が、市民がいらっしゃるんですよ。お金

がありゃできるんです。それをできないのをや

るのが市長の力だと、望んでいらっしゃいます。 

 その元気なまちづくり、必要なことは、敬う

心、尊重する気持ち、思いやりが一番だと思う

んです。それがないと何をやっても、方向性も

言葉も何もないと思うんです。これが一番の必

須条件ではないかと思うんですよ。 

 例えば、平成24年の11月、県庁でメガソーラ

の立地協定がなされました。垂水からこういう

何かいろんなのを持って行って、私も参加をし
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ました。その後、全員協議会とか市長の諸般の

報告等で来年度に完成、営業できるところです

が、この元気なまちづくりには、当初から４年

もかかっております。元気なまちづくりをされ

るんですけども、それは元気が出そうな気配が

あるのかどうか。お伺いします。 

 スピード感が必要だと思うんですよ。相手も

いらっしゃることです。それをどう対処したら

早くできるかということなんです。 

 それから、今人口減対策と言われましたけど、

それを人口増対策とかえればまた違うんじゃな

いかと思います。 

 例えば、今市長は人口をふやしたいと、しか

し、ある課では、水道課なんかはもう人口は減

る一方だから減らしますと、給水人口ですね。

そこら辺の一貫性もないし、それから、例えば

浦谷集落があります、中俣に。汽車の線路の後

からずっと上っていけば、途中で川を渡ります。

その川を渡る上下、上と下がガードレールがな

いんですよ、途中は。それからこうして道路に

やっぱり草が生えております。私は10月に通っ

たんですけど、きのうも行ってみたらやっぱり

そういう状態なんですよ。 

 それを、例えば限界、集落の人口が少ないか

ら、お金がないからそういうのをできるのか、

それをやるのかやらないのか。やっぱり、元気

なまちづくりはそれがいいところです。そうい

うことは住んでよかったと思えるまちづくり、

今まではだれも住みたくはないと思うんです。

それも垂水ではもう実例があります。大野原、

あそこはどうですか、今素晴らしいでしょう。

つらさげ芋とかお祭りがあったり、ああいうと

ころの様に持っていったほうが、私は今後いい

んではないかと思いますけれども、とにかく人

間が少なくなるからこれはできないとか、そう

いうことを本当にお考えなのか。 

 だから、貯金だけして出すのは控えて貯金だ

けふやしたとか、そういうのが本当の垂水の元

気なまちづくりなのか。２回目をお聞きをしま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  いくつかありましたので、

足りないところはまた教えていただければと思

いますけれども、客観的事実として、借金を減

らして貯金をふやしながらということは申し上

げました。ただ、出さないということではござ

いません。垂水市自体が約10年前に合併ができ

ずに行財政改革をやりながらまちづくりを進め

るという背景がございました。その中でそのよ

うな状況であったと。ことしは皆さんの御協力

をいただいて、約186億円ということで、近年

最大規模の予算を組むことができました。 

 ただ、その中で、一方で税収というのは13億

円余りでありますので、なかなか、言葉は適切

かどうかわかりませんけれども、やっぱり国や

県とかによる部分は大きいと、しっかりと体制

を立て直しながら、出すべきは出したつもりで

あります。 

 先ほど、大野地区の話、浦谷の話もありまし

たけれども、地域振興計画という中で、垂水に

は小学校単位で非常に大変縦長のまちでありま

す。こういうまとまったというか、地形的にま

とまったところでありませんので、それぞれの

小学校区単位で10年後の未来をどう描くのかと

いうことで、地域振興計画を今策定が終わった

ところもありますし、策定をしているところが

あります。 

 その地域振興計画が大変全国的にも高い評価

をいただいて、それぞれの事業、過疎集落対策

で1,000万円近くの事業をいただいて、そのパ

イオニアというのが大野地区だろうと思います。

約３年前に10年後の大野地区をどうしようかと

いうことで話し合いから始まりました。 

 紆余曲折ありましたけれども、その中で、人

をふやしたいというのが一番の思いでありまし

たので、そのために産業を興して云々かんぬん

ということでやってまいりまして、宝としては
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つらさげ芋なんだと、その貯蔵施設をつくって、

６次化という形の取り組みができるようになり

ましたし、大野の祭りも大変賑わったものにな

っていると思います。 

 そのことは評価をいただいておりますので、

そういうことをいろんな今それぞれの校区単位

で進めておりますので、それも４年間の間にま

だできないことがあるのもよくわかっておりま

すけれども、なかなかきょうあしたできるもの

ではありませんので、それもいい流れの中の途

中だというふうに、私自身は認識をしておりま

すので、その校区単位のもの、最終的には垂水

地区が残っておりますけれども、しっかりと協

議を重ねていってやらなきゃいかんというふう

に思っております。 

 人口減を人口増という言葉で使ったらどうか

ということであります。我々もそのことも検討

をいたしました。ただ、今社会現象として2040

年までに約30万人でしたかね、鹿児島県で亡く

なっていって、人が減っていって、垂水市とし

ても１年間やっぱり300人ぐらいのペースで減

っていきますので、まずはこの300のペースを

減らしていきたいと、200とか100という段階と

いうことでありまして、そういう意味で人口減

対策というふうに言葉としてはさせていただい

ているところであります。 

 それから、メガソーラの件がございました。

まずは担当課にちょっと経緯を説明をさせた上

で、私の見解というのを述べさせていただきた

いというふうに思います。 

○企画課長（角野 毅）  宮迫議員のメガソー

ラの進捗遅延につきましての御質問にお答えを

いたします。 

 高峠のメガソーラにつきましては、スケジ

ュールが遅れた原因と現在までの経過というこ

とで、工事が遅れた原因としましては、投資会

社の決定及び工事請負会社との請負契約の遅れ

が原因であると聞いております。10月28日の起

工以来、第３工区より作業が進められ、平成27

年９月の完成に向けて建設が進められておりま

す。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  今、経緯に関しては担当

課のほうで説明をいたしました。このメガソー

ラプロジェクトに関しても、震災直後の御縁を

いただいて進めてきて、詳細の経緯は皆様にも

説明をしているとおりでございます。 

 前議会でも池之上議員の質問がありましたの

で、詳細の経緯については御説明をさせていた

だきました。 

 宮迫議員がおっしゃっておられるのは、議長

時代に県庁に行っていただいて、調印式をして、

それから大分時間がたつのではないかというよ

うなことだと思います。経緯に関しては、今担

当課が説明をしたとおりでございます。なかな

かその予定どおりいかないことというのもござ

いまして、しかしながら、いろいろ厳しい状況

の中で、時間の経過という形はありますものの、

それ以外の部分は順調にいっていると思います

ので、今後もその辺のところが間違いのないよ

うに、しっかりと申し上げた、計画どおり実現

できるように努力をしてまいります。 

 そのことが新たな歳入確保につながるという

ことにつながっていくと思いますので、そうい

った視点からもいろんな分野で歳入確保の努力

というのはしていかなければいけないというふ

うに思っております。 

○宮迫泰倫議員  さっき市長は社会情勢を見な

いかんと言われたですけど、そのメガソーラで

も相手が、投資会社が云々、関係ないんですよ、

実は。努力してもらえばできるんですよ。やら

なければこれでやめてくださいと言えば済むん

です。お金を大分積んだでしょ。垂水市も。 

 だから、運動公園とかあそこにあった駐車場

とか、それから運動場とか、それはもう議会で

報告しているんですけど、それの結局は目的、
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使用外というのはもう手続きは済んだのかどう

か。そこを進まんと大変なことになりますよ。

ただ議会報告だけですから、そこら辺をしっか

りせんな大変なことになると思うんです。そこ

もお答えください。 

 それから、やっぱりお金は使わんな皆さんに

反映していないんです。それはもう十年一昔が

合併のどうのこうのじゃないんです。それはも

う済んだことですから、これからどうするかと

いうことなんですよ。もう十年一昔、十年前合

併できなかったかと、それはもう済んだことじ

ゃないですか。済んだことを言ってもらったら

困るんです。 

 最後に聞きます。今それと一緒に答えてくだ

さい。次回の選挙は市長になりたいのか、なっ

たらという気持ちはあるかどっちか。市長にな

りたい、なったらと、２つあると思うんです。

そこら辺を市長、どちらを主張されるのか。な

りたいのか、なったらとか。これ違うんです、

ニュアンスが。そして、元気なまちづくりの言

葉とこの方向性をお伺いいたします。これで終

わりと思うんです。 

○市長（尾脇雅弥）  いくつかありましたので、

漏れていたらまた教えていただければというふ

うに思います。 

 さっき数字の話がありましたけれども、合併

しないという選択でしたけれども、ある面、財

政的なものも指摘されたことも事実であります。

そのときに数億円の貯金しかなくて数百億円の

借金があってということでありましたので、家

庭に例えるならば、いろんなことをやらなきゃ

いけないというのはもちろん十分わかっており

ますけれども、財政状況はしっかりと、ある程

度のめどが立たないとそのこともできません。 

 当時の私の記憶の中でありますのが、経常収

支比率というのが100.2か３かだったと思いま

すけれども、当時まだ96市町村で笠沙町に次い

で悪いという状況がありましたので、そういっ

たものを改善しながら、でないとやりたいこと

というのはいっぱいありますし、要望というの

もいっぱいあります。ただ、一定の、ある程度、

財政の安定ということがなければ、次に向かっ

ての投資というのはできないわけでありますの

で、そういった意味で、借金を減らし、貯金を

ふやしながらも、できるだけ国、県の予算をい

ただきながら、先ほどお話いただきました大野

の事業とかいろんなものを取り込みながら、形

にしてこれたのではないかなというふうには思

っているところであります。 

 そして、なりたいのか、それともなったらな

のかと、意味合いとしてちょっと勘違いになる

かもしれませんけれども、なることが目的では

ありません。さっき言いました、私５歳のとき

に交通事故に遭って２人の友だちを亡くしまし

たから、その人たちの分までというのが私の生

き方であり、また父、あるいは祖父の背中を見

てまいりましたので、ほかのことはできません

が、この分野においては、少しそういういろん

な勉強をしながらやってきたつもりであります。 

 最終的な目標は、私は今、垂水市長という職

につかせていただいておりますので、垂水市の

発展、垂水市民の幸福のためにしっかりとやり

たいと、そのためのポジションとして垂水市長

というのがあるのでありますので、しっかりと

その目的のために、２期目に向けて頑張ってい

きたいという気持ちであります。 

○宮迫泰倫議員  最後の質問です。もう一回あ

ります。答弁がちょっと抜けているんですけど、

もうしょうがないです。元気がないと思います。 

 やっぱり元気なまちづくりの基本は何かとい

うことなんです。友人２人が亡くなったからあ

なたは今市長なんですよ。しかし、それを友人

２人じゃなくて住民の皆さんのために本当の市

民の目線に立って、今まではその友人２人だっ

たかもしれません。そこを変えてもらわんにゃ、

もうこれしかないと思うんです。だから、そこ
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をとっては次の市民の皆さんのために、本当に

敬う、尊重する、思いやりがあれば、本当に住

んでよかった元気なまちづくりだと思うんです。

この点は、次の人も当選されることを思って送

りしますんで、答弁も何も要りません。 

 終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。 

 次は10時50分から再開します。 

午前10時34分休憩 

 

午前10時50分再開 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ３番、大薗藤幸議員の質問を許可します。 

   ［大薗藤幸議員登壇］ 

○大薗藤幸議員  おはようございます。先週は

非常に寒うございましたけれども、今週に入っ

てふだんの12月の初旬に戻っているのではない

かと思っております。天候もよくて皆さんも気

分爽快でこの議会を迎えていらっしゃることと

思っております。議長の許可をいただいており

ますので、早速質問に入らせていただきます。 

 きょうは、所管の課長さんに１、２回目は現

状をお伺いいたします。しかしながら、その質

問のほとんどが政策に関する問題でございます

ので、後半は市長と議論をしてみたいと思って

おります。よろしく御答弁のほどお願いいたし

ます。 

 まず、市道、農道の管理を問うと、この質問

は、私もつい最近まで市道、農道の除草、伐木

を、そして側溝の整備を、舗装をという質問を

しておりませんでした。しかしながら、ニーズ

に耐えられなくなり、このような質問が再三続

いております。同僚、先輩議員も同じような質

問が続いておりますが、いわゆる農道、市道に

関して、これはだれが管理をすべきなものであ

ろうかと、農道に関しましては、皆さんも御承

知のとおり、十分行政も認識がされていらっし

ゃると思いますけれども、受益者が高齢化し、

受益者の人数も減っております。垂水の基幹産

業は第１次産業であると、常に訴えをされてい

らっしゃいます。 

 そこで、この市道、農道に関して、現在まで

はそれなりの管理を受益者がされていらっしゃ

いますが、特に農道に関しては、耕作放棄地が

ふえ、手の届かないところが多数見受けられま

す。最近では、潮彩町の公園の管理も住民が善

意を持って管理をしていただいているというお

話もお聞きいたしました。果たしてその住民の

善意だけに頼っていいものか、これらのことを、

基本的にどうするのか、私も住民からの要望に

応じて所管の課へお願いをすることがございま

す。実際見ておりますと、所管の係の方は予算

がない、マンパワーも不足している、苦労なさ

れている、要望に対して返事のしようがない。

予算がないものだからというお答えしか返って

きていないのが現実でございます。 

 所管の課には、この例えば農道に関しまして

は、総延長いかほどのものがあるのか、それに

管理するための予算措置はどの程度あるのか、

ここのことをお伺いいたします。 

 次に、市街地整備の排水対策を問う、これは、

錦江町近辺の話でございますが、平成16年でし

たかね、行財政改革のもとに都市下水路の進行

を、私の記憶では休止と、中止ではございませ

ん、休止ということはどういうことかと、当分

見合わせる、予算措置をしない、事業を継続し

ない、そういう意味だと私は理解しております。

ならば、この10年間、そのことにいかなる対策

が、検討がなされてきたのか。 

 つい先般、11月に100ミリ程度の大雨が垂水

市を襲いました。私は、梅雨時期とか台風時に

この10年間課題になっている雨水対策について、

錦江町近辺を自分なりに見ております。今回、

先月の大雨の時点では、Ａコープの前、中央病

院、ポイントショップ、あの近辺が非常に水か
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さが多くて、とても歩行できる状態じゃなかっ

た。そのことを10年どのように対策をされ、考

えてこられたのか。一部は県営住宅とポイント

ショップの交差点から華厳園、アザレアさんの

前を通って本城川への排水を計画され、実行さ

れました。一部でもいいからという意味で、私

は賛成を当時いたしました。このことは記憶に

新しいのでございますが、過去のこの10年間の

検討結果をお伺いいたします。 

 ３番目に、河川の管理を問う、大型の河川で

は通用しない問題でもありましょうが、これは

場所を特定して私が感じたことを申し上げます。 

 中俣の迫田川、これは所管の方は御存じでし

ょうが、重機を入れる場所もございません。排

出する場所もございません。多分あの河川を維

持していくためには土砂の搬出等、伐採等、維

持していくためには年間100万円は間違いなく

必要です。しかしながら、そのような現状じゃ

ないです。車を入れる場所がない、重機が進入

できる場所がない。私は地元から再三にわたっ

て提案をいただいておりますが、最上流に、河

川の上流に１カ所で流入する土砂を搬出する構

造にしたら、搬出のための予算も半分以下で済

むのではないかと。なぜそういう方法がとられ

ないんだろうかという苦情も、そして提案もい

ただいております。このことを所管の課にお伺

いいたします。 

 次に、環境整備班の待遇を問うという課題で

ございますが、現在、環境整備班の日給をお伺

いをするものでございます。大体アベノミクス

で公共工事がたくさん発注されておりまして、

建設業者にも日給を、月給を上げるようにとい

う催促も聞いております。しかしながら、この

環境整備班の日給待遇、このことを現場にお聞

きしますと、そのような数字ではない。 

 これは、なぜ今ここで話をするかと申し上げ

ますと、開会当日に人勧に基づいて職員の給与、

三役の期末手当、勤勉手当、議員の期末手当等

が議案として提出され、可決いたしました。 

 これでいいのかなと、環境整備班の日当は。

このような思いから質問をいたしておりますの

で、何とぞわかりやすく御答弁いただきますこ

とと検討中でございます。今後、調査研究を重

ねてまいりますという御答弁だけはぜひお控え

願いまして、ていねいに御答弁いただくことを

お願い申し上げます。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○農林課長（池松 烈）  それでは、農道の管

理の現状を報告させていただきたいと思います。 

 市の管理しております農道でございますが、

農道延長が市内で約170キロメートルございま

す。管理につきましては、予算の枠内、予算の

範囲内がありますことから、委託料、それから

重機借り上げ料、原材料費等において対応をし

ているところでございます。 

 対応につきましては、利用頻度や公共性の高

いところ、また事業効果や緊急性を考慮しなが

ら進めておりますとともに、状況に応じまして

は、農林課職員によります作業、土木課環境整

備班によります作業等で対応しているところで

ございます。 

 また、農家の皆様の御理解をいただきながら、

中山間地域直接支払い制度や多面的機能支払い

制度を活用し、地元農家等の御協力をいただき

ながら行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  ２番目の市街地整備

の雨水対策についてお答えいたします。 

 中央地区の排水対策問題につきましては、池

山議員が平成12年９月議会、平成16年３月議会、

平成19年６月議会、及び平成20年９月議会で、

また平成19年６月議会では宮迫議員も質問をさ

れております。 

 この中央地区の排水対策は、平成８年度に計

画、決定され、平成９年度に都市下水道事業と

して事業認可を受け、平成８年度から平成15年



－61－ 

度まで事業を実施したところでございます。 

 この事業計画は、中央地区の雨水対策でござ

いますが、地形的に水路の勾配がとれないこと

や、海抜が低く、海岸への放水口の高さと海面

の高低差がないため、ポンプによる強制排水を

する方法でないと、根本的な解決方法ができな

いようでございます。 

 そのため、非常に多額の予算を必要とするわ

けでございますが、国の補助率が低いため、市

の一般財源の持ち出しが大きくなることや、事

業の進捗も進まなかったことから、平成16年度

に休止をしているところでございます。 

 しかしながら、地域住民にとりましては、大

雨のたびに日常生活に影響を及ぼしていますの

で、土木課としてのできる対策としまして、平

成20年度に垂水９号線に排水路を敷設したとこ

ろでございます。 

 また、県のほうには、県道垂水南之郷線のマ

イロードの上側が大雨のために冠水をしており

ましたので、平成20年度から平成23年度にかけ

てロータリー付近の排水路の整備と県道のマイ

ロードを挟んで上側と下側の歩道にある側溝の

ふたをグレーチングにかえて、水が早く側溝に

流れるようにしていただいたところでございま

す。 

 その工事の後は、大雨のたびに現地を確認し

ておりますが、効果があらわれており、浸水の

被害は現在までございません。 

 この対策工事をしたことによりまして、もと

もと垂水９号線の水も県道の水も一部は農協葬

祭の横の排水口に流れておりましたので、垂水

９号線の水を本城川に、県道の水を垂水港に流

れるように分水したことによりまして、他の地

区の浸水の回数も減少したのではないかと思っ

ているところでございます。 

 先ほども申し上げましたように、地形的に勾

配がなく、海抜も低いことから、大潮の満潮時

と大雨が重なった場合には、浸水する箇所もあ

るということは認識しております。先日も大雨

のとき、たまたま大潮の満潮と重なったため、

一時的に道路が冠水した箇所もありました。し

かし、雨がやめば水が引くのも以前からすると

早くなったのではないかと思われます。 

 住民の方々には本当に御不便をおかけします

が、土木課としてもできるだけの対策を心がけ

て実施しておりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。今後も少しでも浸水の影

響を減らす対策について努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（池松 烈）  河川管理費につきま

してお答えさせていただきます。 

 迫田川の堆積土砂の除去につきましては、現

在まで重機借り上げ等で対応してきております

が、河川水路が長く、耕作地と隣接しているた

め、重機が河川内に入る箇所が少なく、また最

近土砂を上げるために重機を置いていた箇所に

倉庫等が建ち、今後の作業は一層難しくなるこ

とが予想されます。 

 このようなことから、議員が指摘されますよ

うに、迫田川に通ずる上流にため升等を設け、

土砂を受けとめることも一つの考え方、方法で

あると考えますが、流域周辺の降灰の影響も考

えあわせていく必要があるのではないかと考え

ますし、あわせて治山、もしくは砂防事業等で

対応できないかも含め、検討の上、県にお願い

をしていくのも必要ではないかと考えます。 

 このようなことから、機会を見つけて、県の

担当の方々にも御相談し、現地を確認、調査し

ていただくなどの対応を図っていきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  環境整備班の待遇に

つきまして、土木課で現在の状況についてお答

えいたします。 

 現在、環境整備班の作業員は６名で、市道管
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理を基本に集落道や農道、林道、並びに文化会

館や学校等、公共物の除草や降灰除去など、維

持管理作業を指示しているところでございます。 

 作業の内容でございますが、作業員自らパト

ロールをして気付いた穴ぼこ補修や土木課に各

振興会から要望されてきた側溝清掃や除草作業、

さらに各課の管理する公共物の草木や降灰の除

去など、作業範囲は多岐にわたっているところ

でございます。 

 作業員の勤務でございますが、土曜日曜祭日

を除いて毎日の勤務で、休日につきましては、

年休が１年に10日間、夏季休暇が７月から９月

までの期間内に３日間、その他に特休、忌引き

等が設けてございます。賃金は１日当たり

7,100円で、社会保険や失業保険の加入もして

あるところでございます。 

 以上でございます。 

○大薗藤幸議員  一問一答でお願いいたします。

市道、農道の管理を問うということで、先ほど

も先輩議員から25年度の決算内容について、歳

出を抑え、貯蓄もふえているというような指摘

がございました。これは、両面あろうかと思い

ますが、確かに直近の広報誌で公表がされてお

ります。前年度３億円強の黒字だったと。いろ

んな指標がございますが、農道、市道の管理に

関しまして、本当にこれでいいのかと、これが

財政指数が上がるということは、わかりやすく

話をさせていただきますと、市長を初め全職員

の、全市民の努力の結果ではありますが、わか

りやすく言わせていただきますと、垂水市に10

万円収入があったと、10万円の中から８万円を

市民のために、市民サービスと申しますか、そ

のようなふうに歳出をしていく。２万円の中で

借金を返済し、貯蓄もしていくと。これがわか

りやすい状況だと思います。 

 ただ、先ほど来申していますように、限られ

た財源の中で、限られた予算の中で、農道、市

道の管理もしていかざるを得ない、市民のニー

ズに本当に答えているのか、満足に答えるには

潤沢な予算が必要でございます。そこまでは無

理だということは、私も重々承知をしておりま

す。しかしながら、市長もかねてから借金は減

り、基金はふえましたよと、いろんな場で垂水

市の状況を説明をされていらっしゃいます。非

常にいいことなんです。しかしながら、本当に

市民ニーズは前回、前々回でしたかね、議会で

も振興会等の要望に関して八十数％の対策はと

られていると。ほぼ市民ニーズには応えている

というような答弁がございました。 

 事実そうなんでしょうか。農道に関してはほ

ぼ上がってきていないと思います。要望そのも

のがですね。私がなぜこの農道、市道の管理の

話をするかと言いますと、１回目の質問で申し

上げましたように、本当に所管の課が、所管の

係が一番苦労しているんです。あっちからもこ

っちからも同じような要望が上がってくる、要

望も先ほど答弁の中にもございましたけれども、

急を要するもの、絶対的に確保しなければなら

ないものを優先的にされていきます。当然なこ

とでございます。よくわかります。しかし、過

去の答弁にあったように、本当に90％近い要望

の達成が成されている、このような答弁を全て

であると満足するのにはいかがかなと、私はこ

う思っております。 

 そこで、なぜこの財政の状況の公表のことに

ついて話をするかと申しますと、本当にそれな

りの基金も災害等も発生しますと大きな財源が

必要になります。わかっております。しかし、

財政指数を伸ばすためにだけに行政はあるのか。

みんなが、職員さんみんなが困るんです。基本

方針を決めないと私はだめだと、議会から、議

会で雑草の除去をなぜお願いしなければならん

のか、大事な時間を、大事な公費を使って。そ

のような議論は振興会、もしくは行政連絡会等

で解決していかなければならない。 

 先輩議員もたびたびそのような質問をされま
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す。あそこの林道をあそこの農道を、それも必

要でしょう。しかし、現実に要望が市民のため

にくみ取られていないから、いたし方なく議会

で話をせざるを得ない、そのこともわかってい

ただきたい。 

 １回目の質問で申し上げましたが、本当に受

益者も耕作者も減っております。年齢も高齢化

しております。年もいっております。そこで、

私は19年に質問をした経緯がございます、この

件に関して、再度。市長もそのとき同席でござ

いますので、記憶にとめていらっしゃると思い

ますが、16年の行財政改革のもとに補助金を全

て、できるものは全てまず戻そうということで、

田地明から垂桜集落に向けての市道管理に対す

る補助金を、そのとき補助金を撤廃しておりま

すね。垂桜の集落の当時の振興会の総会の中で

の予算書、決算書等に目を通した経緯がござい

まして、草払い代金、もしくは伐採代金という

名目で３万円なり５万円なりが市から支出され

ております。 

 16年の行財政改革のもとにまず補助金からと

いうことで撤廃されておりますが、その後、そ

の市道に関する管理に毎年数十万円の公費が使

われておりますね。これは正しいんだろうか。

それが本当に正しかったのであろうか。当時は

それでよかったと思います。しかし、撤廃した

以上は検討を重ねて再度お願いをするなりのこ

とが必要であったのではないか、私はそのとき

になぜ撤廃したのが悪いという表現はしており

ません。過疎集落において限界集落とも呼ばれ

るような地域において、皆さんが自立意識を持

って自分の集落は自分たちで守るんだという意

識でそのような振興会で結束があったにもかか

わらず、撤廃したがゆえに結束力も弱まってい

くのではないか。健康志向のためにみんなで午

前中、朝早くから除草作業をして、終わったね

って、よかったねって、燃料代、もしくはお茶

菓子１個ずつでもつまめるような補助金を出す

のが地域起こしの、地域を存続させるための方

策じゃないのでしょうかと、私は質問をしてお

ります。 

 ですから、過去にも私はほかに質問をしたこ

とがございますが、振興会単位の集落道、もし

くは農道もそれができればよろしいんですけど、

振興会に関しては、自分たちの住んでいる集落

がきれいに環境のいい状況で生活できるように

手を挙げる振興会には、委託費等で賄う考えは

ございませんかという質問もしております。 

 しかし、そのときの答弁で、私の記憶では、

集落も高齢化してなかなか難しいという答弁が

ございました。果たしてそうなんでしょうか。

そういう打診をされましたでしょうか。方策を

さらさずに自分たちの感覚の中でそのような答

弁がなされているものだと思います。 

 ですから、集落もしくは振興会単位に今後は

そのような制度を公表して手を挙げる振興会に

お願いをするという方針でいかれるのか、全て

市が管理をしていくのか、受益者に対してもお

願いはされるのか、耕作放棄地に関してはどう

されるのか、この基本方針をもう限界でしょう、

今の時点で、結論を出さなければ。そのような

意味で質問をしておりますので、市長いかがで

すか。どうぞ。 

○市長（尾脇雅弥）  今いろいろ大薗議員の想

いを承りました。人間いろんな考え方、視点が

ございますので、大薗議員がいろいろ議会活動

の中で見聞きされる中で、今思いを述べられた

んだというふうに理解をしております。 

 ですので、そのことに対して、大薗議員の立

場で間違っていない。正解だというふうに思い

ます。 

 いろいろ御指摘がございましたので、冒頭、

検討云々というのはなかなかそういう答えじゃ

ないという答えを期待するということでござい

ましたけれども、いろんなケースがありますの

で、ただ今、先ほど宮迫議員のときにもお伺い
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をしたんですけれども、世界的な背景の変化と

いうのは絶対的にあります。少子高齢化、過疎

化の中で、これまでできたことができなくなっ

てきているというようなところの代弁であろう

と思います。ですので、そこはやっぱり一つ一

つそのケースを見ながらやらなきゃいけないと

いうことは御理解をいただきたいと思います。 

 大野原という地区が、先ほど話がありました

高齢化が進んでおりますけれども、皆さんの協

働の中で、原材料費をくだされば、あとはまち

づくりをやりますよとおっしゃるところもあり

ます。ただ、もうちょと年齢層が若くても一か

ら十までやって欲しいという地域もございます。

地域によってそれぞれですので、その辺のとこ

ろは、そこがあるので、今基本になりますのは、

10年後のそれぞれの校区単位をどうするかとい

う地域振興計画がありますので、この中でもま

ちづくりのいろんな管理云々というのも我々で

やるというところもございますので、そこは本

当になかなか統一的に云々ということは申し上

げられないんですが、少なくとも今おっしゃっ

たような形で、何年か前に方針を決めた、その

ままの継続でいいのかと言えばそうではない時

期に来ていると思いますので、そこは地域振興

計画、それと根本にありますのは、財源確保と

いうのがやっぱり一番ございますので、ある程

度、先ほど申し上げましたように、行革の流れ

の中で借金を減らして貯金はふえつつあります。

ただ、まだ借金のほうが多いのも事実でありま

す。ただ、ためることが目的でありませんから、

市民の幸福のために有効活用するための今一つ

の提案としてしっかりと承りましたので、この

ことはどういう方法が一番いいのか、また担当

課も含めていろんなところで検討をして、いず

れかの機会にこういう方向でやっていくという

話は申し上げたいというふうに思っております。 

○大薗藤幸議員  これは、私が納得いく答弁を

いただくことは非常に困難だったということは

当初からわかっております。しかしながら、ど

うにかしなければならない。私は環境整備班を

再度再編成をし、スタッフをふやし、マンパ

ワーをふやし、市民の要望に応えるのも一つの

手腕であろうという話もさしていただいた経緯

がございます。 

 先般、新城で同僚の感王寺議員から80歳の高

齢者がのり面の高い、長い、高い土手で除草機

をからって除草をしていると、市長は除草機を

からったことはありますかという質問もござい

ました。 

 これ、地域によっては、確かに今市長が言わ

れるように、原材料をいただければ自分たちで

自分たちの集落は守りますよというところもご

ざいます。じゃあ今できることは何なんだと。

大野地区でも大野と垂桜は若干温度差があるよ

うに私は感じております。 

 大野では、市道なんだから市がするのが当た

り前、そのような話も伺ったことがございます。

垂桜は自分たちの住んでいる場所は自分たちで

きれいに環境整備をするんだという感覚も続い

ております。 

 しかし、公平な面から考えますと、やはり一

貫性のあるもの、これは必要であろうと思って

おります。よって、そのような地域によって温

度差もございますので、整備班を倍増してニー

ズに答えるお考えはないのかをお伺いします。 

○市長（尾脇雅弥）  今ありました、基本は自

助、共助、公助の中でそれぞれ自主的にいろい

ろ御検討いただいているわけですけれど、やっ

ぱりそこに手が足りないと。やっぱり感王寺議

員も前回その機械的なものの導入もどうなのか

と。これもう担当でも考えているようでありま

すし、やっぱり検討しているようであります。

今、大薗議員の場合は、その整備班の人員を拡

充してということも一つの御提案だと思います

し、あるいは業者への委託ということだってあ

ると思いますけれども、どの方法が一番いいの
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かと。 

 御承知のとおり、非常に長い市道を有してお

りますので、都会の中の市道のあり方とはまた

全然違う部分があります。農道も同じでありま

す。急峻な道が連なっているということもあり

ますので、その辺も踏まえて、先ほども申し上

げましたけれども、どういう方法がいいのかと

いうのはしっかりと検討したいというふうに思

います。 

○大薗藤幸議員  次の質問にかわります。この

市街地錦江町近辺の話でございますが、確かに

るる土木課で検討され、対策をされ、若干の改

善はこの雨水対策に関しては見られています。

そこで、土木課長に再度質問いたしますが、ポ

ンプによる排水、強制排水しか方法はない過去

の事業ですね、都市下水道の事業は、というよ

うな答弁でございましたが、当初、ポンプ排水、

ポンプを使って排水をする予定ではなかったの

でしょうか、これだけ確認をさせてください。 

○土木課長（宮迫章二）  当初からポンプ排水

をする計画であったようです。 

○大薗藤幸議員  当初からポンプで排水をする、

貯水をしてポンプ排水をする予定で事業はなさ

れていたと、今お答えをいただきましたが、当

然なことですね。 

 １回目の答弁で、ポンプ、海水面より高い低

いというようなことでポンプ排水をせざるを得

ない、事業費がかさむというような質問だった

からこのような質問をしております。その確認

の意味で２回目の質問をしたわけですが、この

事業が補助率が低いということと、休止という

こと、10年間休止になっておりますね。その間、

個々にできるところを整備をし、排水対策を行

ってきたと。 

 しかし、それはそれで認めております。しか

し、これはやらなきゃならん、水がたまってど

うにもならんということでスタートした計画だ

と思うんです。じゃあこの10年、その一部の地

域は解消に向かったんでしょうけれども、抜本

的な対策は10年間何を議論されてきたのかとい

うことを再度お伺いをいたします。 

○土木課長（宮迫章二）  この都市下水道につ

きましては、いろいろ議論されているわけです

が、今言われますように、平成16年で休止をし

ております。その後、県の都市計画課のほうに

もその依頼をしまして、18年には予定地の変更

の協議とか19年の、その前に18年１月に庁内会

議をしております。その後に、19年の５月には

庁内の協議を進めているわけですが、最終的に

は都市計画課、県の都市計画課との協議を19年、

22年、23年とずっと協議をしていたわけなんで

すが、基本的には都市計画の計画そのものが計

画変更をしないとできないということで、その

ままになっているところです。 

○大薗藤幸議員  １回目の質問で土木課長のほ

うから過去に先輩、同僚議員から複数回この件

について質問があったという説明がございまし

た。私も後半のほうは同席いたしておりますの

で、内容について詳しくは記憶がございません

が、抜本的な対策についての答弁はなかったと

記憶をしております。 

 これどういうことかというと、10年間しなけ

ればならないことを難しい事業ではありましょ

うが、具体的に対策はとられていない、将来に

はどうするんだと、10年のうちの10分の４です

か、これは市長の判断になるところでございま

すね。土木課長も10年のうちの２年分、５分の

１はその責務があったと思います。 

 有利な事業を探す手はず、もしくは最終的に

はどうしなければならない、今この対策を初め

て１年間かけて、来年度１年間かけて、今まで

10年間はしかたがないです。私も厳しく追及し

た経緯がございませんので、私に言う権利はご

ざいません。 

 ですから、10年間は、過去の10年間はさてお

いて、再度、来年１年間事業なりを探し、優良
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な事業なりを探しどうやっていくんだというこ

とを市民に説明をする責任、私はこう思います。

そして、来年度は対策検討の年度として２年、

３年後に工事着手できるような、そして７年、

８年先には解決できるような対策を講じるべき

だと思っておりますが、市長どうお考えですか。 

○市長（尾脇雅弥）  今大薗議員のほうから御

指摘がありました。私も就任してすぐこの問題

もどうなっているんだということで、いろいろ

おっしゃるような財源確保、問題解決の方法を

探れということで指示はしてまいりました。た

だ、なかなかルール上の問題もありまして、難

しくて、根本的なところが対応できていないと

いうのは御指摘のとおりです。ただやっぱり安

心安全上の観点から、部分的な対応は少しずつ

形になって、今のところ大きな大雨とか台風災

害の関係もないので、今のところ結果としては

大きなことにはなっていないんですけども、じ

ゃあこのままでいいのかというのは、またそれ

は違うと思いますので、今御提案いただいたよ

うなことも踏まえて、どうしていくのかという

のは、その補助、いろんな市だけの単独の事業

では難しいですので、具現化するとなれば国あ

るいは県のいろんなお手伝いが必要になってき

ます。それがあるのかどうなのかも含めて、検

討していくということが、さらに検討していく

ということが大事だと思いますので、そのよう

な方向で進めていきたいというふうに思います。 

○大薗藤幸議員  次に、河川管理を問うという

こと、これ先ほど具体的に迫田川を上げました

が、市内にも同じように管理をするならば、も

っと効率のいい河川があるやもしれません。私

で存じ上げませんので、そこは所管の課で検討

されて、県のほうにもお願いできるものは県に

お願いをしていかなければならないと、そうい

うふうに努力をしていただきたい。これ迫田川

に関しましては、本当に重機の入る場所もござ

いません。搬出する場所もございません。早急

にやらなければならないことだと思っておりま

す。 

 この件はこれで終わります。 

 次、環境整備班の待遇を問うということでご

ざいますが、環境整備班で働いていただいてい

る方々も、年齢層を見ますと、まだ子育ての方

もいらっしゃいます。ほとんど、一部かな、子

育てが終わっていらっしゃる方は。これはよく

作業されている現場で出会うもんですから、私

は大体その方々の年齢層を把握しているわけで

す。この子育ての時期に教育費もかかる時期に、

本当に7,100円でいいんじゃろうかということ

なんですね。 

 当初、私が申し上げたのは、人勧に基づいて

職員給与、三役、我々議員も収入がアップをい

たします。このような経緯から見ると、自分た

ちだけという表現は当てはまらないと思います

が、整備班の方々の士気を高めるためにも、子

育ての時代であるにも関わらず、現状でよろし

いのかということをお伺いしていくわけです。 

 私は、整備班の方々にお願いをされたわけで

はございません。これは私の直感でございます。

本当に7,100円でいいんだろうか。建設業だっ

て相場で申しますと、技術のない一般作業員で

も8,000以上の日給が払われている。それが普

通の通り相場でございます。通り相場を議会で

話をするのはいささかどんなものなのかなとい

うこともございますが、これは現実です。 

 市長、この日給に対するこの待遇をどのよう

にお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  給与に関しては、もちろ

んその少しでもというのが人情というか、人間

の心理だと思いますけれども、安いより高いほ

うがいいというのが当然のことで、我々の立場

としてもそのようにしたいという思いはありま

すけれども、先ほど人勧というお話がありまし

た。今回人勧によって上がるわけですけど、人

勧によって下がるときもあるんですね。近年も
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7.8％、大きな削減をしました。 

 ただ、そういった場合には、この作業員の方

というのは、それにあわせて、じゃあ下がった

かと、それは下がっていないわけですね。だか

ら、そこはちょっと分けて考えなきゃいけない

というふうに思っておりますので、雇用形態の

問題もあって、例えば、市の職員だったらこう

いう条件のもとでこうと、議員さんの場合はこ

ういう条件のもとでこういうこととかというの

があると思います。 

 この作業員の方々の条件というのも、基本的

にこういう条件のもとでどうですかということ

で、働きたいということで来られているわけで

ありますので、基本的にはそれがベースになる

と思いますので、そのように御理解いただけれ

ばと思います。 

○大薗藤幸議員  そうですね。採用時点でこれ

なりの条件だが働く意思があるかということで

納得して働いてもらっているからというような

今答弁でございました。これはちょっと問題。

その考え方は問題だと思いますよ。だから、世

間がみんな値上げをしなさい、しましょうよと

いう時代に入っているんです、今は。だから、

当初決めたじゃないかという反論だと思います

ね、今ね。 

 それはちょっと違うんじゃないか。当然納得

の上、安定した作業員として雇用をされて、雇

用をお願いした立場であろうかと思いますが、

今、人勧に対して、前回は職員給与も７、８％

下げられましたね。彼らの場合はそういうもの

の対象にならないという表現でございますが、

そんな数字はないでしょう、7,400円という数

字は。私はそれを言っているんですよ。 

 今、垂水の大卒の初任給はいくらですか。17

万4,000円じゃないですか。大卒と環境整備班

の作業員とは何かが違うのかなというふうに思

われますけれども、大体大まかに計算しますと、

手取り十二、三万円ぐらいのものじゃないか、

それで子育てがやっていけますか。 

 だから、一遍に9,000円、１万円という話で

はございません。予算の枠もございますので、

将来的には上げていかなければならないという

お気持ちはないかということをお伺いしておき

ます。再度お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  現在のところは、今申し

上げたような状況でありますけれども、社会情

勢がやっぱり変わってきますから、そのときに

応じて検討する必要というのもあるかもしれま

せんが、現状においてはそのようなルールで決

まったことでありますから、そのような形で対

応したいと思っております。 

○大薗藤幸議員  これで質問を終わりますが、

やはり私は過去にもお話をさせていただいた経

緯がございますけれども、市の正職員、公社職

員、臨時職員、少しでも所得を並べていく必要

があるのではないかと、このような持論もお話

させていただいた経緯がございます。今のこの

環境整備班の処遇に関しても同じような気持ち

で質問をいたしました。将来に向けて市長が、

そして所管が、所管の課長さんがそのような対

策をとられるように心からお願いをいたしまし

て、きょうの質問はこれで終わります。ありが

とうございました。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 

 次は１時５分から再開します。 

午前11時42分休憩 

 

午後１時５分再開 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 10番池山節夫議員の質問を許可します。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきの通告順に質問を

してまいります。市長並びに関係課長の御答弁

をよろしくお願いいたします。 
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 市政について。 

 まず、観光について伺います。安倍総理が衆

議院解散を明言をされました11月18日、我が明

治大学の先輩、名優高倉健さんの訃報が報道を

されました。11月10日に既に亡くなられていた

ということでありますが、健さんの座右の銘

「往く道は精進にして忍びて終わり悔いなし」

の言葉どおりの人生だったのではないかと推察

をし、御冥福をお祈りいたします。 

 平成13年に高倉健さんの主演映画「ホタル」

の撮影が海潟地区で行われてから13年が経過し、

撮影場所も観光で訪れる人も少なくなっており

ましたこの頃、健さん死亡のニュースで桜島を

背景にした海潟漁港からの風景がテレビで何度

も放映をされました。垂水に住んでいる我々で

も、きれいだなあと思う映像であります。あの

景色を見た全国の人々は、一度は行ってみたい

と思うはずです。 

 映画「ホタル」と修学旅行の誘致活動、海

潟・江の島の観光、そして九州オルレのコース

選定など活用できるチャンスと考えますが、見

解を伺います。 

 地方創生について。 

 日本の総人口は、2008年をピークに減少に転

じ、出生率が今の水準のまま推移しますと、１

億2,700万人から8,700万人に落ち込むと推計さ

れています。先月、人口減対策や地域活性化を

図る「地方創生関連法」が成立し、今後５年間

の総合戦略が近く策定をされます。地方自治体

向けの自由度の高い交付金の創設が盛り込まれ

ますが、この交付金には自治体の創意と工夫が

要求をされます。地方創生法の成立を受けて取

り組むべき施策について教えてください。 

 地方包括支援センターについては、９月議会

以降の取り組みについて伺います。 

 市民からの意見と疑問について。 

 人権教育・啓発基本計画、ここに私の質問通

告では（案）とありますが、この（案）を消し

てください。よろしくお願いします。人権教

育・啓発基本計画について。 

 １番、子供に関する問題、現状と課題として

子供の社会性の衰退の原因は、子供の自立の遅

れを家庭内の問題に矮小化し、社会的に排除さ

れている子供たち、あるいは若者を見捨ててい

るという意見について。 

 ２番目、女性に関する問題の具体的施策の方

向性や、男女それぞれの役割分担による協力推

進の部分について、垂水市の重要施策である人

口減少対策に反する基軸となっているという意

見について。 

 ３番目、近年、経済の発展についての部分は、

近年という言葉が経済の発展にかかるという間

違った基軸であるということに関しては、間違

った基軸であるという疑問について見解を伺い

ます。 

 人口減少対策プログラムについて。 

 人口減少対策プログラムにおける目標設定が、

減少人口数を正確に反映したものではない。そ

れと交通ネットワークの整備が人口増につなが

るとは言えない。したがって人口減少対策プロ

グラムを変更すべきであるという意見について

見解を伺います。 

 パブリックコメントについて。 

 パブリックコメントは、一人で数件の意見を

出したら、一つの意見を１件とすべきであり、

一人の意見をまとめて１件とするのは改編に当

たる。これは行政と地域住民間のコミュニケー

ションを否定し、行政の意思形成過程の透明性

向上も果たそうとしない行為である、という意

見について見解を伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（山口親志）  池山議員の

質問にお答えいたします。 

 高倉健さんの死亡のニュースが伝わりました

ら、報道関係からの撮影当時の関係者を教えて

ほしいなどの依頼が多くありました。垂水市漁
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港に協力をいただきまして対応をお願いしまし

た。あわせまして撮影案内の看板の前には献花

台を設置していただきまして、多くの方々が献

花されておられます。 

 議員指摘のとおり、「ホタル」の撮影は、平

成13年冬にクランクインしまして、同年初夏に

上映されております。撮影期間中は垂水市漁協

や地域の方々を中心にエキストラ出演、スタッ

フへの食事の炊き出し、漁船総出の大漁祭りの

撮影等の協力が行われ、温かな交流も生まれて

活気があったことを覚えております。 

 市でも平成13年度から15年度まで予算を計上

し、案内所用のプレハブを設置し、案内職員も

置き、案内看板、ロケ場所の整備等を行ってお

ります。また、撮影時の桟橋は漁港整備のため

現在はなく、夫婦テーブルは現在も護岸に設置

してありますが、傷みがひどく県の高潮対策事

業整備後に、再度整備を行っていきたいと思い

ます。 

 就学旅行等の関連ですが、平成23年度から修

学旅行は本格的になり、連携については撮影が

10年ほど経過しておりましたことから、撮影場

所だけでの平和教育の素材として利用されてお

りません。 

 次に、江ノ島の観光ですが、昔は江の島に歩

いて渡れたということですが、現在は護岸整備

のため離岸堤を設置しまして、波のうち返しに

より砂浜と浅瀬がなくなりまして、江ノ島に歩

いて渡ることができないようであります。江ノ

島の管理に関しましては、現在は市の予算とあ

わせまして、養殖業社会の方々に江ノ島の除草

作業を行っていただきまして、幼稚園の遠足等

で江の島を利用されております。その際は、垂

水漁協が船を出されているようであります。 

 また、江ノ島には、映画「ホタル」の公開前

に高倉健、田中裕子、降旗康男監督さんらが、

再度、当地を訪れまして江の島にサザンカを記

念植樹されておりますが、現在もしっかり管理

はされております。 

 次に、オルレでありますが、自然の豊かな中

でゆっくりトレッキングしていただく、トレッ

キングコースの総称でありまして、牛根地区で

も宇喜多秀家潜居跡地から埋没鳥居公園などを

整備していただきましたので、松ヶ崎地区にお

ける地域振興計画で、「道の駅たるみず」を拠

点として、レンタサイクルの事業を展開される

と聞いておりますので、この事業と絡めまして、

オルレのほうも鉄道跡地整備の状況を踏まえま

して、牛根地区のオルレコースの検討を行って

まいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○企画課長（角野 毅）  池山議員の地域創生

について、法案の成立を受けての取り組むべき

施策についての御質問にお答えをいたします。 

 地域創生につきましては、本年９月12日にお

いて人口急減、超高齢化という我が国が直面す

る大きな課題に対し、政府一体となって取り組

み、各地域がそれぞれの特徴を生かした自立的

で持続的な社会を創生できるよう、内閣に「ま

ち・ひと・しごと創生本部」が設置されており

ます。本年11月21日には、「まち・ひと・しご

と創生法案」及び「地域再生法」の一部を改正

する法律案の地域創生関連２法案が可決・成立

したところでございます。 

 今後、政府においては人口の現状と将来の姿

を示し、人口問題に関する国民の危機意識の共

有を図るとともに、50年後１億人程度の人口維

持を目指す長期ビジョンと、人口減少克服に将

来にわたって活力ある日本社会を実現するため

の５カ年の計画を示す総合戦略を策定すること

といたしております。 

 地方自治体においても、「まち・ひと・しご

と創生法」で総合戦略の策定が努力義務として

規定されております。本市におきましては、本

年10月１日に地方創生に関する担当課を企画課

といたしまして、本市の「まち・ひと・しごと
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創生総合戦略」策定に向けた、国及び担当各課

からの情報収集に努め、素案の骨子づくりに着

手をいたしております。 

 今後、国が示す長期ビジョンや総合戦略に基

づき、人口減少、少子高齢化などによる課題解

決、地域振興計画や地域包括ケア体制の整備に

よるまちづくり、６次産業化の推進による農水

産業の振興、道の駅たるみず、高峠、千本イチ

ョウ、猿ヶ城渓谷を活用した観光振興を施策の

柱とした、垂水市版「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の策定に向けて取り組んでまいりま

す。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ９月議会以降の

本市の地域包括ケアセンターについての進捗状

況についてということでございますが、まずは

先般、宮崎県串間市総合保健福祉センターの議

員視察につきましては、御参加をいただきまし

てありがとうございました。 

 地域包括ケアセンターにつきましては、これ

までも答弁させていただいたところであります

が、この問題を協議するため設けられた「健や

かなまちづくり協議会」の中間報告にあります

８つの機能を持つ施設で大きく分けて、３つの

エリアからなっております。 

 １つ目が、市内の医療、介護、福祉の各機関

が相互連携するために在宅療養支援部訪問看護

ステーション、保健福祉課の一部、地域包括支

援センターなどが入るエリアでございます。 

 ２つ目が、市民が実習に利用したり、講演会

や研修会の開催、各種要望事業の場所となるエ

リアでございます。 

 ３つ目が、医療、保健、福祉、介護専門職の

研修を行い、人材確保、人材育成をするための

エリアでございます。 

 以上の３つのエリアを持つ箇所、地域包括ケ

アセンターを垂水中央病院敷地内に設置をする

計画でございますが、この地域包括ケアセン

ターのそこで進捗状況ということでございます

が、運営を含めたソフト面は、健やかなまちづ

くり協議会に設けられた専門部会や、垂水中央

病院事務局との協議を確実に進めておりまして、

ハード面につきましては、現在、基本設計の策

定中でありまして、遅くとも年度内には概算額

を出すこととしております。 

 以上でございます。 

○市民相談サービス課長（北迫一信）  池山議

員の人権教育啓発基本計画についてお答えいた

します。 

 人権教育啓発基本計画の内容でございますが、

子供に関する問題、現状と課題、さまざまな自

由に起因する子供の社会性の衰退については、

子供の数が減ったことにより振興会の子供会等

がなくなり、社会性を養う場が少なくなってい

ることなど、市の現状をもとに記載しておりま

す。 

 女性に関する問題、具体的施策の方向性及び

あらゆる分野への男女共同参画社会の実現、家

庭生活、地域社会での男女共同参画の推進、男

女それぞれの役割分担による協力推進につきま

しては、女性特有の問題として現状と課題とし

て記載しておりますが、具体的施策の方向性で

女性側へ男女共同参画の必要性について言及し

ており、家庭内でも男女それぞれの役割に応じ

た分担を記載しております。 

 近年は、女性自身の考え方、生き方や暮らし

方などにかかるものでありまして、経済の発展

は女性を取り巻く環境変化の要因の一つとして

掲げており、近年経済が発展をしていることを

示す分ではありません。今後、人権教育・啓発

基本計画については、関係する計画等や関係各

課と整合性を取りながら精査しており、パブリ

ックコメントについても参考とさせていただき

ました。 

 次に、人権教育啓発基本計画に対するパブリ

ックコメントですが、本課としましては一人か

らの意見であれば１件のコメントとして捉えて
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おり、本市の考え方として掲載しております。

その後、御意見を寄せられました市民の方より、

公表に不備があるとの指摘が寄せられましたの

で、パブリックコメントに対する考え方の詳細

を追加掲載させていただきました。 

 以上でございます。 

○企画課長（角野 毅）  池山議員の人口減少

対策プログラムに関する疑問についての御質問

にお答えをいたします。 

 初めに、第４次垂水市総合計画と人口減少対

策プログラムの計画年度の整合性についてでご

ざいますが、第４次垂水市総合計画基本構想に

おいて平成29年における将来目標人口を１万

8,000人としております。平成28年度に基本計

画の中で中間見直しを実施し、後期基本計画に

重点プログラムとして人口減少対策プロジェク

トを設定いたしましたが、このプロジェクトに

おきましても、計画年度、将来目標人口の変更

はいたしておりません。 

 しかしながら、人口減少対策プログラムの策

定に当たりましては、将来目標人口は、総合計

画基本構想と同じく１万8,000人といたしまし

たが、計画期間につきましては人口減少の現実

を直視いたしまして、平成35年度までの10年間

としたところでございます。ただし、将来目標

人口につきましては、次期総合計画策定時に見

直しを行い、その際には人口減少対策プログラ

ムにつきましても、あわせて見直しを行う予定

でございます。 

 次に、交通ネットワークの整備と人口減少対

策との関連についてでございます。 

 交通ネットワークの整備と人口減少対策との

関連につきましては、錦江湾横断交通ネット

ワークの整備により、移動が快適になったり、

往復時間が短縮されるなどして、市民の皆様の

市内外での買い物の利便性の向上が図られるこ

とを期待しております。 

 交通ネットワークの整備時期につきましては、

現段階では未定でございます。しかしながら、

本市の魅力を市外、県外へアピールして認知度

を高めるとともに、魅力ある町となるようなま

ちづくりを進めることで、一人でも多くの方に

垂水市を居住地として、交通ネットワークを利

用して通勤するという選択肢をいただけるよう

取り組みを進めていきたいと考えております。 

 人口減少につきましては、即効性、特効性こ

のようなもののある施策ではなく、効果が出る

まである程度の期間が必要であり、長期的に取

り組んでいく必要があると考えております。進

行する少子高齢化、人口減少の中、既存事業の

見直しや、新たな施策等の取り入れを行いなが

ら、限られた財源の中で取り組んでいきたいと

考えております。 

 また、プログラムへの記載の有無にかかわら

ず、本市の全ての施策事業についても市民の皆

様の満足度向上につながるよう取り組みを進め

ていくことで、最終的には人口減少につながる

ものと考えており全庁的に取り組んでまいりま

す。 

○池山節夫議員  では、一問一答で順番にちょ

っとずつ質問します。 

 観光なんですけど、さっきありましたように

江ノ島は我々の小さいころは、歩いて渡れたん

ですよね。江ノ島のあの辺で海水浴をして、そ

のまま歩いて渡ったりちゅうことがあったんで

すよ。まあ、今の若い人はそれを知らないでし

ょうけど。 

 高倉健さんが亡くなって、また再度脚光を浴

びて、非常に絶好のチャンスだと思うんですよ。

私、2001年（平成13年）５月の７日だったと思

うんですけど、高倉健さん、さっきありました

ように田中裕子さん、監督が植樹に来られまし

て、その船が江ノ島からこう帰ってきて、漁港

のあそこに着いて、それでまず田中裕子さんが

降りて来られて、こういっぱいいたんですよ、

縄が張ってあるこっち側に、みんな握手をして
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もらおうと思って。で、田中裕子さんが降りて

来られて、私ちょうどこっち側の正面にいたん

だから、「済みません、お願いします」って手

を出したら、握手してもらえたんですよ。そし

て、ぱたぱた、ぱたと、こっちに漁協の女の人

とかいっぱいいて、次は高倉健さんですよ。さ

あ、もうどうなるかなあと思って、みんな、健

さんが降りて来られて、みんな健さんってみん

な女の人が手を出したんですよ。そしたらやっ

ぱり皆さんも参考にされたらいいと思いますけ

ど、スターちゅうのはすごいぞ。歩いて来られ

て、私はいっぱいいるから一人、二人とちょっ

ちょっとさわって行かれるか、それともまるっ

きり無視して行かれるか、どっちかなあと思っ

たんですけどね、みんな女の人もいっぱい立っ

ているところに正面にパッと来られて、こうさ

れましたよ。本当、女の人みんな黙りましたね、

私にごめんなさいちゅうたって。あんたにごめ

んなさいちゅうたわけじゃないけど、まあ、見

事やったですよね。私は今でもその光景が目に

焼ついていて、すごいなあ、人柄としても本当

すばらしいなあと、今でも思っているんですけ

ど、それほどの名優が垂水で映画を撮ってくれ

たと。 

 この前から、「ホタル」の冒頭のところで桜

島を背景にして、漁船団がいる、それがよく映

るんですよ。本当きれいですもんね。今このチ

ャンスを生かさない手はないと思うんですよ。

その５月の７日にサザンカを植えられたその木

も整備されているちゅうことですから、できれ

ば江ノ島を何とか健さんにちなんだような名前

に、まあ、江ノ島は江ノ島で残していいけど、

この名前を例えば「ホタルの島」とか、なんか

そういうふうに別名ももう一つつけて、この修

学旅行を誘致するとか、そういうことで活用で

きないかというふうに思っているわけです。 

 それと、昔は歩いて渡れてわけだから、これ

は市長が答えられれば答えられて、無理ならい

いです。課長でいいですけど、やっぱり事業費

がいることだから、私もこの質問はどうかなあ

と思うんだけど、協和地区のまちづくりなんか

もありますし、もうできているのかどうかしれ

ませんけど、やっぱりもう一度、歩いて渡れる

ようにできんもんかなあと。今更あそこに石を

並べてというのも、漁船が今通っているわけで

すから、それも無理なんだったら、橋を架けら

れないかなあという思いがあるわけですよ。そ

の辺のことを商工観光課長、できる、できない

は夢でもいいし、答えられる範囲でちょっと答

えてください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  今、池山議

員が言われました昔は海水浴場やら、江ノ島の

キャンプ場で大変にぎわっておりました。一番

は今言われましたとおり歩いて渡れた、時間帯

によって、これが一番江ノ島に大きく手段とし

て、それが江ノ島のほうに海水浴、それから海

水浴の後にキャンプという形で交流をされてい

たと思います。 

 確かに、現在渡れませんので、先ほど１回目

でお答えいたしましたとおり、今は垂水漁協に

お願いしまして、幼稚園の方々が年に二、三回、

地元の幼稚園の方々があそこで一日遠足をされ

るというような感じであります。そうした中で、

やはり江ノ島に対する利活用というのが今上が

ってきておりませんので、現在、江ノ島につい

てはそのような状態であります。 

 ただ、今言われましたとおり大変にぎわって

おりました当時を御存じの方々だと思います。

先ほどもありましたとおり、本年度作成されま

した協和地区の地域振興計画の協和づくりで、

桜公園とそれから江ノ島をつなぐ橋をつくれな

いか検討してほしいという行動計画が示されま

して、意見を求められました。 

 その際、江ノ島は国立公園内であり、江ノ島

を生かした観光地づくりとして協議してまいり

ますという、本当にはっきりとしたお答えがで
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きなかったんですが、そのような答えをしてお

りまして、橋についてはやはり予算もですが、

それから今の利用状況、それから今回初めて要

望も上がりましたので、それとやはり国立公園

内というこのあたりも考慮していかなければな

らないと思っております。 

 ですから、今回御質問いただきましたが、現

在は協和づくりの中でも言いましたとおり、現

在は橋の計画はありませんということで、申し

わけありませんがそのような回答をさせていた

だきたいと思います。 

○池山節夫議員  まあ、そんなもんでいいでし

ょう。せっかくの機会ですから高倉健さんのＤ

ＶＤはもう売れて、在庫もないというくらいで

す。 

 きょうはさっきから大学のことを言いますけ

ど、きょうは大学の先輩の中馬先輩も私のため

に傍聴に来てくださったかどうか知りませんよ、

お見えになっていますから、せっかくですから

江ノ島をもう一遍やり直して、観光の拠点にす

るようにして、先輩が整備されている千本イチ

ョウがありますしね、そういうところでもう一

回、垂水を活性化する点をいっぱいつくってほ

しいと思うんです。その辺について市長、考え

があったら。 

○市長（尾脇雅弥）  今私の政策の中で、６次

産業化と観光振興への挑戦というのが一つの経

済政策の柱になっております。 

 観光に関して主に３つの拠点整備ということ

で、その中の中央の拠点に位置するものが猿ヶ

城森の駅であり千本イチョウであり、またこの

漁港を中心とした修学旅行とかいうようなこと

だと思います。 

 先般、知事が来られたときにも、このいろん

な餌やり体験を含めたこういったものというの

は、国内だけじゃなくて、アジアの富裕層もに

らみながら戦略的にやっていかなければいけな

いというアドバイスもいただいております。桜

島と錦江湾という県にとってシンボルであり、

魅力的なものとつながっている本市であります

ので、ここをどうやって整備を進めていくかと

いうのは非常に大事な視点であると思いますし、

先人たちの努力によって、今多くの方々が10年

前に比べて３倍近い方々が来ていただくような

ところまで来ましたので、さらなる魅力づくり

オプションというのは必要だと思います。 

 その中で江ノ島、あるいはなぎさ荘跡地をど

うやってやっていくのかというのは、地域振興

も含めて大事な視点だと思いますので。ただ、

すぐきょう、あしたできるものではありません

ので、よくいろんな条例、法整備等も検討しな

がら前向きに進めていきたいというふうに思っ

ております。 

○池山節夫議員  では、２番目に移ります。 

 地方創生については、まだこれから先のこと

で、ただ、自由になるような交付金が１兆円程

度ちゅうような予算のあれもありますから。そ

れは、地方の創意工夫によってその予算が来る

金額も違ってくるし、やっぱり地域差がこれか

ら出てくると思うんですよ。そこは、企画課長、

企画の力になると思うんです。先ほどからあり

ましたからね。あんなふうに準備を進めていっ

てもらえばいいんです。 

 南さつま市が婚活の事業も市でやっていて、

その婚活事業の「花嫁・花婿きもいりどん事

業」ちゅう、これで結婚した方が、ことしは累

計で見たけど、もう10組を超えるんではないか

と。そして、今度は結婚して市内に住むと、南

さつま市に住むと今度は新婚の応援基金として

10万円あげると、こんな予算も使ってこんな事

業もやっているということで、やっぱり後で市

民の方から私に質問してくれと言われて、この

３番目の後ろの４番目か、質問をしているんで

すけど、この人口減少対策についても関連して

くるんですけど、やはりある程度予算をつけな

がら、地方創生の交付金をうまく取り込んで、
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こういう事業をやっていかないと人口減をとめ

る策もないだろうという意味で、この辺のこう

いう将来に向けてこういう事業にどんなふうに

考えるか、課長の考え方をちょっとだけ教えて

もらえば。 

○企画課長（角野 毅）  池山議員の地方創生

について「まち・ひと・しごと創生総合戦略作

戦」に向けての人口減少対策に対する施策等に

ついての盛り込む考えというような御質問にお

答えをいたします。 

 現在のところ、国の具体的な政策はまだ示さ

れておりません。ただし「まち・ひと・しごと

創生法」の目的が少子高齢化の進展に的確に対

応し、人口の減少に歯どめをかけるとともに、

東京への人口の過度の集中を是正し、それぞれ

の地域で住みよい環境を確保して、将来にわた

って活力ある日本社会を維持していくためとい

うことで「まち・ひと・しごと創生」に関する

施策が総合的かつ計画的に実施されるというこ

とでございますので、このことからも垂水市に

おけます「まち・ひと・しごと総合戦略」を策

定する際には、人口減少対策といったものを十

分に盛り込んだ施策づくりが必要であるという

ふうには考えております。 

○池山節夫議員  そういう方向で、この地方創

生に関しては、人より先に企画をして、いい案

をつくって交付金を取れるように。それでほか

の町より差をつけて先に行くように頑張ってほ

しいということで、この質問は終わります。 

 ３番目の地域包括ケアセンターについては、

先ほど川越議員のところでも、市長のほうから

ソフトに関しては、もう進んでいるんだと。た

だ、このハードの建物がないから困っているち

ゅうことなんです。 

 我々もだからいろんな意味で、お金が要るこ

とで、何億円ちゅうお金が要ることですから、

先日、串間の福祉センターを視察に行ったりし

て、理解を深めて後押ししようと思っているわ

けです。ぜひ、この前串間のこの担当の方に聞

いたら、あそこは何か国民健康保険病院だとい

うことで、その国民健康保険の病院がその横に

あったものだから、それの補助金でうまく建て

られたちゅうことを言われていて、その後、運

営交付金みたいなのも何千万円か、最初の年は

8,000万円ぐらいかな、今でも2,000万円ぐらい

来ていると。 

 そういうことはうちの中央病院では無理なん

でしょうけど、それでその方に財源として、よ

かったですねえという話はしたんですけどね。

「お宅はよかったですねえ」という話をしたん

ですけど、うちの場合はその辺は無理なんだろ

うけど、前回から質問をしていますけど、補助

金、この医師会のもろもろと、その辺は財源的

にどうなってくるのかなあという思いがあるわ

けですよ。 

その辺に関して９月議会以降だから、そんなに

進みもしないだろうけど、市長、どんなふうに

補助をもらいながらちゅうか、財源の手当てを

めどをつけようと思われるか、ちょっとは先に

進んだか、その辺に関して今の現状でいいです

よ、ちょっと話してもらえば。 

○市長（尾脇雅弥）  地域包括の整備の背景に

あるのは、何でこれをやるのかということは、

１番は市民ニーズなんです。何回も話していま

すけれども、できるだけ住み慣れた家や地域で

暮らし続けたいと、例えば障害とかいろいろあ

ってもという方が８割以上おられると。これを

具現化するために何とかしたいということで始

まっております。 

 ただ、今、池山議員のほうからありましたと

おり拠点の整備という意味では、これまでタイ

ミングよくいろいろ早い段階で手をつけられた

ところは、さっき例にあったようないろんな事

業が補助金ももらえながらできているのもあっ

た。過去において垂水市においても保健セン

ターなりが、できていれば、またそこを拠点に
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しながらある程度大きな補助金が入っていまし

たのでできたということもあるんですが、ただ、

ここに至ってはそういった補助金は全くないと

いう状況であります。 

 その中で、じゃ、どうするのかというのが最

大の課題でありまして、やはり施設を建設する

となりますと、数億円という予算がかかってま

いりますので、これまでもいろんな御質問の中

でも市民ニーズの話もありました。具現化する

ときにお金なんだという話をさせていただいて

いますけれども、そこあたりのところをどうや

っていくのかというのが最大の課題です。 

 最終的には、いろんな積み立てたものを取り

崩してでもやりたいという思いでおります。な

んですけれども、できるだけ県や国の力を借り

て、少しでも手出しがないような形で最大の効

果をという考えでおりますので、現実的には９

月に入りまして、県議とも連携して、また知事

のところに足を運んでおります。 

 国の予算配分の中で、県がいろいろなものを

決めるというルールになっておりますので、県

に足を運んでいろいろ話をさせていただいて、

知事のほうでも担当職員のほうには、その辺の

配慮をして前向きに検討しなさいというような

指示もいただいておりますけれども、いろいろ

ルールがあるみたいで、明確にまだ決まってお

りません。 

 また、医師会に対しても、その実態を訴えて

ほしいというところもありましたので、医師会

長、副会長も含めて垂水の現状、取り組みの中

身を県議やら池田正先生、あるいは安部委員長

らとともに、その辺は訴えております。十分御

理解をいただいておりますし、いい中身だとい

うようなことで御理解をいただいています。 

 そして、やはり大きな力としては国の予算と

いうことが大きいと思います。先ほどいろいろ

ありました地方創生の中で、一つは取り入れて

いただくようにお願いをしなきゃいけないなと

思います。 

 先だっての出発式、この間ありましたけども、

その中でもそのような取り組みを全国モデルに

というようなお話もありましたので、しっかり

と国・県連携をしながら、できるだけ手出しの

少ない中で、よりよいものをつくっていきたい

というふうに思っておりまして、ただ、具体的

にそれに見合う、今、補助金がありませんもん

ですから、その必要性という意味で議員の皆様

に足を運んでいただいて、現地視察をしていた

だいたというのが前回の段階であります。その

辺のところを今後一つずつ積み重ねてやってい

きたいというふうに考えているところでありま

す。 

○池山節夫議員  先日の森山先生のそこでの選

挙の出発式で、森山先生が触れられたんですよ

ね、垂水モデルを全国に広めるようなちゅう感

じで発言されたものですから、私はびっくりし

て、あれ、こりゃ、先生が発言までされるちゅ

うところは、ちょっと具現化がそれこそ近づく

かなあと思って質問しているわけですよ。そこ

まで垂水の地域包括の在宅でというようなこと

に関して言われましたからね。 

 だから、本当に力強いなと思いまして、どの

ぐらいまでちょっとまた進んだのかなあという

ところで質問をしました。先生にもよくお願い

をして、なるべく早くできるように、それとい

ざとなったら基金を取り崩してでもと言われま

したけど、なるべくそういうことがないように、

それでたまったものは市民に還元すると、ほか

のことでまた使うということで、頑張っていた

だきたいと思います。 

 それで、この質問は終わりまして、４番目に

入ります。 

 市民からの意見と疑問についてということで、

ここに質問を上げましたけど、これは私個人の

質問ではなくて、市民の方から「私はこう思う

けど、池山議員ぜひ質問をしてほしい」という
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ことで資料が送って来ました。こっちに関して

は、私が参考にする市の資料ですから、私が読

みました。 

 こっちに関しては、質問、疑問を感じるその

ことを私に訴えられた資料でしたので、これに

関しては担当課にコピーをとって、こういう意

見だから、精読して読んでみてくれと、これに

関して質問をするからということで、コピーを

して読んでいただきました。 

 詳細にわたれば、もっといろんな意見があっ

たわけですけど、私個人としては、大体この３

つぐらいが大きなこの方の主張だなあというこ

とで質問をいたしました。 

 これに関しては先ほどからの答弁で、満足す

るかどうかはその方のあれでどうなるかわかり

ませんけど、そこはやはり一般質問で議員がこ

ういう市民の方の疑問を取り上げて、それをそ

のまま質問として行政にぶつけるということも

必要ではないかということで、質問をいたしま

した。 

 この答弁を、またその方にお送りして、それ

で納得されるかどうかその方のあれですけどや

ってみます。我々も議員として市民の声を届け

るということでいる以上、やはりこういう疑問

を持つとか、垂水の人口減少対策に対しては、

この辺に不備があるんじゃないかとか、そうい

うことを思われるんであれば、私が、いやそれ

は全然問題にならんち思うことなら取り上げな

かったんですけど、まあ、それなりに疑問と思

うところにもあるんじゃないかなあと思いまし

たものですから、質問をいたしました。 

 今回は、特に名優高倉健の死を悼んで、観光

ということで質問を取り上げました。これから

はもう一度、海潟・江ノ島を垂水のまた昔みた

いに華にして、昔我々が小さいころ海潟の温泉

街が本当ににぎわっていた、まあ、今の市長の

年代ではそういうのはわからないでしょうけど、

本当ににぎやかだったですよ。 

 だから、もう一度、あそこをもう一遍活性化

すると、またそういうときもやって来るんじゃ

ないかなと思って質問をいたしました。高倉健

さんの先ほど申し上げました、座右の銘「往く

道は精進にして、忍びて終わり悔いなし」一所

懸命生きて、最後は人知れず死んでそれでも悔

いなしということなんでしょうかね。これを御

披露いたしましたけど、12月議会ですので、最

後に私の座右の銘を御披露いたしまして終わろ

うと思います。メモはよろしいですか。 

 それでは、私の座右の銘は「夢疑わず、断じ

て疲れず、休むことなし、精いっぱいは万策に

勝る」以上です。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（森 正勝）  次に、５番池之上誠議員

の質問を許可します。 

   ［池之上誠議員登壇］ 

○池之上誠議員  皆さん、お疲れさまでござい

ます。しばらくの間おつき合いをよろしくお願

いいたします。 

 師走に入り、予想だにしていなかった衆議院

選挙の真っただ中でございます。政治の世界は

一寸先は闇とよく言いますが、まさにそのとお

りでございます。無風状態だった垂水市長選挙

も、まさにそのとおりの体をなしてきておりま

す。風雲急を告げる状態となり、心中御推察申

し上げます。 

 さて、議長より許可をいただいておりますの

で、早速通告に従い、順次質問してまいります。

簡潔明快な御答弁をよろしくお願いをいたしま

す。 

 まず、組織再編の進捗状況について伺います。 

 このことについては、定員適正化が計画が実

行され、いよいよ27年度の最終年度を迎えるに

当たり、事務分掌の見直し、課の統廃合、分離

などの行革の進展具合を再三質問をしてきた経

緯がございます。平成24年６月議会では、事務

の効率化、平準化という職員の観点から質問を
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し、結果として水産商工観光課が統合新設され

ました。また、平成25年９月議会においては、

事務量の多少、職員の多少など課長の職責の観

点から改めて組織再編について質問をしており

ます。 

 総務課長の答弁では、行政体制部会や行政改

革会議で事務事業の見直し、専門職員の方向性、

公務員制度改革の動向など調査、研究をしてい

く。そしてまた、定員適正化計画が平成27年度

完了予定であり、定数235人を基本とした組織

再編に具体的に取り組んでいく。新庁舎建設に

より、再編も含めた課や係の統廃合も当然考え、

事務事業を整備しながら将来を見据えた形で進

めていくと答えられております。 

 そこで質問いたしますが、現在までの組織再

編に向けた取り組み状況や内容等できる範囲で

具体的にお伺いをいたします。 

 ２番目に、市長の政治姿勢について質問をい

たします。 

 ６月議会は二元代表制のもとに、市政運営の

議会との両輪について市長の考えを聞きました。

９月議会では水迫市政の継続と新たな挑戦につ

いて、これまでを振り返り市長みずからの分析

をお聞きいたしました。 

 今回は、市役所のトップとして垂水市の頭脳

集団である市役所職員との連携はどのような関

係であったかと、分析されているのか単刀直入

にお伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  定員適正化に基づい

た職員数につきましては、平成17年４月１日現

在の285名を10年間で50名削減する計画を順調

に推し進めてまいりましたので、最終の平成27

年４月１日時点での目標数235名は達成できる

予定でございます。 

 しかしながら、職員数は減少していますが、

権限移譲などによる業務量が増加し、また社会

情勢の変化、市民ニーズの多様化に伴い、職員

一人一人が担う責務も重くなってきております。

このような状況から、現在の組織交代制のあり

方を見直し、業務の効率化を図ることを目指し

て、平成27年４月１日実施を見据えた組織機構

再編について本年度作業を進めてきております。 

 行政改革に関しまして、全課長で構成する行

政改革会議の下部組織となる９人の課長職で編

成する行政体制部会がその役割を担っており、

その下に12名の係長級以上で構成する組織再編

作業部会を、ことし５月に設置して精査、検討

を行ってきております。組織再編作業部会は随

時行われ、これまで行政体制部会へ４回の中間

報告を行うなど、再編案の検討を重ねて来てお

ります。 

 現在の進捗状況としましては、平成27年４月

１日実施の再編案を策定し、再編の対処となっ

た課等に対し、組織再編作業部会によるヒアリ

ングが実施され、再編に対する考え方、問題点

の聞き取りなどを終え、意見の集約・整理を行

っているところです。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  池之上議員の御質問にお

答えをいたします。 

 私は市長就任に際しまして、継続と挑戦をス

ローガンに５つの公約を掲げて、このことを具

現化するために先頭に立って取り組んでまいり

ました。就任から今日まで政策の実現に尽力を

してくれた職員には、改めて心から感謝をして

います。 

 国や県など関係機関の制度などに関する知識

については、私よりも職員のほうが精通してお

りますので、関係職員との連携を深めるよう努

めてまいりました。常に市民の皆さんが何を求

めているかを考え、市民目線に立った行政サー

ビスを提供できるように、時間の許す限り私の

市政に対する思いを職員へ直接語ることで、職

員との率直な意見を交換する機会を設定をして、

市の目指すべき方向性を私と職員が共有し、市
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役所が一丸となって地域社会の発展と、市民

サービスの向上に取り組んでいくことを求めて

まいったところであります。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  10分も経っていなくて２回目

ということは、えらい早いですけれども、一問

一答でよろしくお願いいたします。 

 まず、組織再編について、ことしになって作

業部会とかいろいろつくられて、４回ぐらい提

言をされてきているというところであります。

一所懸命に再編ということでもないんだろうけ

ども、事務事業見直し、庁舎内の改革というと

ころで頑張っておられる姿がかいま見られるわ

けですけれども、私が25年の９月議会で特に保

健福祉課のことについて、事務量が多いんじゃ

ないかと、あるいは職員が多過ぎるんじゃない

かということで、課長も大変じゃないかという

意味合いから、その辺はどう考えますかという

ところで質問をしたわけですが、そのときに先

ほど言いましたように、総務課長も、そういう

ところはちゃんと認識をしていますと。 

 また、市長にもそれを踏まえて、後は、先ほ

どの池山議員の話ではないですけれども、在宅

を含めて、そういう地域包括ケアセンターの増

築もあるからというところで、それであればそ

れにちゃんと精通した女性管理職というのはど

うだというところでも提言というか言ったわけ

ですけれども、それにつきましても市長も前向

きに検討しますという答えをいただいたわけで

すが、とりあえず27年の４月からそういうこと

をすると、その関係課の課長さんにはそういう

ヒアリングを行っているというところでござい

ますが。 

 私が去年の９月に言ったこのことについては、

前向きに多分取り組まれてきたんだろうと思い

ますけれども、その辺で、保健福祉課に集中し

てしまうのはいかがかと思いますけれども、私

が知っている限りではそこぐらいしかないもの

ですから、その点について、現在までどういう

状況できているか、お話しができるのであれば

教えていただきたいなあというふうに思います。 

○総務課長（中谷大潤）  保健福祉課の再編案

ということでございますが、前回の議会につき

ましては、今、池之上議員のほうから申された

とおりでございます。 

 その後につきましては、作業部会におきまし

て現在のところ２つの課に分割する方向で、案

が示されております。理由としまして、保健福

祉課は福祉事務所、子育て支援、保健行政、介

護保険、地域包括支援センターなど業務が多岐

にわたっており、職員数も正規職員、臨時職員、

嘱託職員まで含めると約50人の大所帯であるこ

とから、課長職の職員に対する指揮監督及び事

務負担が、他の課と比較して著しく大きくなっ

ていること。分割することで、政策課題などに

対して的確で迅速な意思決定、対応が図られる

ことなどの視点から、福祉事務所の機能を担う

部署と、市民の健康づくりを担う部署の２つの

分割案が検討されているところでございます。 

○池之上誠議員  課長とのヒアリングというか、

その点についてはこれからの問題でしょうから、

無理して聞かなくてもいいんだけれども、ちょ

っと聞いたところによると、ちょっと異論が出

ているような話も小耳にはさみました。 

 そういうところで、根拠というのが聞いた話

ですから、こういう場所で言っていいのかどう

かわかりませんけれども、縦割りの弊害という

ようなことが言われたと。私はその縦割りの弊

害というのを聞いて、何言っているのかなあと

思うわけですね。今、１人の課長のもとでまと

まっていると、だからその課を分割してほしく

ないという、その課の皆さんの思いかもしれな

いけれども。 

 この縦割りの弊害というのは行革を行う中で、

今この課長さん、皆さんに言えることですけれ

ども、縦割りの弊害をなくすために今、職員の
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皆さん頑張っておられるんではないかなという

ふうに思うわけですね。それを縦割りの弊害が

あるから、分割するのはちょっとやめてくれと

か、なんかそういう話をちょこっと聞いたんだ

けど、ちょっとおかしいんじゃないのと私は思

うわけです。 

 今、課長補佐あるいは係長でまとまって、１

人の課長で運営することがベストだと、そうじ

ゃなくてその係長、課長補佐のやつが先ほど言

われましたように、串間でも医療介護課と福祉

事務所が別れて一つのフロアで仕事をしており

ました。そういう中で、そういう両方の課が連

携してやるのが当たり前じゃないの。何でそこ

で縦割りの弊害を理由にするのかなあというこ

とを思って、それはちょっと職員の皆さんが行

政改革というその意識が乏しいんじゃないのと

いうふうに私は言いたいわけです。 

 これは聞いた話ですから、直接その課に行っ

て、課長に答弁を求めればいいかもしれません

けど、もう今回はそれをしませんけれども、そ

の辺を私は思うところでございますから、どう

か課長、その辺はそういうふうに思っている人

もいるんだというところで、縦割りの弊害をな

くすのが行革だと、そういう意識を変えるのも

職員の皆様の、また課長さんの役目だというと

ころで思っていただければいいのかなあという

ふうに思います。 

 今、総務課長がおっしゃいました保健福祉に

ついては分割という方向で、私が去年の９月に

質問した意図は理解していただいているのかな

あというふうに思いまして、安堵をしていると

ころですけれども。 

 もう一つ、そういう作業部会の中で話を聞く

中で、いろいろと再編・統合というところが出

てきております。そういう中で市長部局の皆さ

んと、あるいは行政委員会、教育委員会とか農

業委員会とかそういう独立した行政委員会とい

うのがあります。そしてまたあと監査委員事務

局とか議会事務局とか、また市長部局とは異な

る独立した部局もあるという中で、そういう中

で、あえていろんな仕事が専門性があると思う

んですけれども、それをあえて統合するという

ことはいかがなものかなあと、そういう独立性

というのをどういうふうに市のほうでは考えて

いらっしゃるのか。 

 私、統合して課長職を減らすというのが行革

ではないと、市民サービスにもつながらないと

いうふうに思っているわけですので、その辺に

ついては市長部局と、あるいはほかの委員会、

あるいは事務局その辺についての考え方、その

辺をちょっとお聞かせいただければと思います。 

○総務課長（中谷大潤）  今回の組織の見直し

におきまして、教育委員会を初めとする行政委

員会の組織再編も同時に検討されてきておりま

すが、４月１日、実施の具体的な再編案は今の

ところ示されておりません。 

 ただ、考え方としましては、市長の補助組織

同様、行政委員会におきましてもどこをどう改

善したら、効率的な組織が再編できるかといっ

た考え方のもと検討が進められています。ただ、

再編案については、一方的な押しつけではなく

ヒアリングにより再編案に対する意見も集約し

ております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  ヒアリングで４月にはないと

いうことですけれども、要は監査委員事務局に

しても代表監査は議会で承認し、そして市長が

任命するということで、そこのまた事務職員と

いうのは今度は代表監査が任命するということ

ですよね。議会においては、今度は議長が任命

をするということであって、本当に一緒にでき

るのかなあという思いがあるわけです。 

 県内では志布志がやったり、夕張市もなんか

そういうふうにやっているみたいな感じがしま

すけれども、果たしてそれでいいんだろうかと、

任命権者が一人の人を任命するということもお
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かしな話ではないかと。 

 やはり行革であっても、専門性は担保してや

られた方が市民サービスの面では本当にいいん

ではないかと。組織再編というのも、やはり最

後には市民へのサービスというところが主眼に

なって動かないといけないわけですから、その

辺はゆめゆめ間違わないようにしてほしいなあ

と、４月にはまだ出てこないということですか

ら安心はしておりますけれども、そういう議会

の、この前も議会の両輪のところで言いました

けれども、我々議会が最終的には議決をしない

といけないというところで納得のできる、そう

いう議案を提出していただかないと、３月まで

はここの16名が議決をするわけですので、新年

度はつまずかないように、本当に誰もが納得で

きるような組織再編というか、そういう方向で

頑張っていただきたいというふうに思います。

それは答弁はもういりません。 

 続きまして、市長の政治姿勢のほうに移りた

いと思います。 

 先ほども言いましたけれども、ことし６月、

９月、12月と市長の政治姿勢についてというの

を、ずっと質問をしてまいりました。小分けに

して議会との関係、あるいは公約そういうとこ

ろの自己分析、そしてまた今、職員との連携と

いうところで話を聞いてまいりました。 

 この前提は、冒頭言いましたけども、無風状

態だった垂水市長選挙というところで、再選と

そのままおられるという意識の中で話をしてき

たわけだったんですけれども、今回、市長選も

多分にあるでしょう。そのときに、今からどう

のこうの言ってもちょっと詮ないなあというふ

うに思っております。 

 そのことについては３月議会で、もしそうい

う機会があればもう一回３月議会の中で、この

話をさせていただければいいと思いますので、

そういうところで今回は少々早いですけれども、

宮迫議員の時間を抜いたかもしれませんけれど

も、今回これで終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 

 次は、２時20分から再開します。 

     午後２時８分休憩 

 

     午後２時20分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ９番北方貞明議員の質問を許可します。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入らせ

ていただきます。 

 安心・安全防災ラジオについて。 

 これまでも災害が多発した、我が垂水市は平

成５年から防災無線を設置し、市民に防災情報

を提供してきました。気象条件や地形の問題で

放送が聞こえにくい、情報が正しく伝わらない

ケースがあったようです。尾脇市長はこれを解

消すべく、また災害に強い地域社会を形成して、

今年６月から防災情報の確実な伝達による防

災・減災を目的としたコミュニティＦＭ放送対

応の防災ラジオを、市内の全世帯に配布する事

業を始められました。 

 市長が公約に掲げられました「安心・安全な

垂水のまちづくり」に対して、私は大変評価し

ている一人であります。市民の方が待ち望んで

おられました防災ラジオ配布は、計画どおり各

集落に配布されているようです。私の集落でも

２回にわたり配布説明会を開催しましたが、両

日とも都合がつかず、まだ受け取っておられな

い世帯もありますが、年内には配布できると思

っているところです。 

 私は、今回の配布に対して疑問を感じました

ので、質問いたします。垂水市民の安心・安全

の面から防災ラジオの配布されたことと考えて

います。ところがひとり暮らしのお年寄りで集

落に居住し、集落会費も払い、集落の一員であ
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りながら、子供さんが別の集落に住み、子供さ

んの扶養になっている方には配布はできないこ

とになっております。また、二世帯住宅では、

２台配布されています。安心・安全の面から矛

盾を感じています。 

 このような実例がありますが、市長の考えを

お聞かせください。 

 観光と６次産業について。 

 トップセールスの自己評価について。垂水市

が地域活性化の柱として取り組んでいるのが第

１次産業の６次化と観光振興で、尾脇市長はみ

ずからトップセールスをしていただき、ありが

たく思っているところです。 

 そこでお聞きいたします。市長みずからトッ

プセールスをされた国内、国外での営業先と、

その営業内容をお聞かせください。 

 レンタルサイクル導入について、少し経緯を

話させていただきます。平成23年度垂水新港に

県の魅力ある観光地づくりで、レンタルサイク

ルのための屋根つきのサイクリングステーショ

ンを県下で一番先に整備されていただきました。

いまだかつて観光用のレンタル自転車が配備さ

れていない状況です。 

 私は平成21年の12月の議会で、垂水新港に屋

根つき暴風対策として、駐輪場はできないかと

質問いたしました。そのときの答弁で、県の大

隅地域振興局港湾課のほうの回答といたしまし

て、垂水フェリーの鴨池港や、桜島フェリーな

ど県が管理する港湾施設の中では、駐輪場の施

設は設置されていない。垂水港に限って整備す

るのは大変厳しいとの回答でありました。 

 平成23年の第１回でも同じような質問をいた

しました。県事業の錦江湾潮風街道事業の魅力

ある観光づくりで、再び振興に駐輪場の屋根は

できないかと質問いたしました。そのときの答

弁は、垂水新港へのサイクリングステーション

は潮風街道構想で設置を盛り込んでおり、道の

駅や海潟漁港、宮脇公園にサイクリングステー

ションを設置し、市内の観光施設、文化めぐり

を楽しんでもらう計画で垂水新港に屋根つきサ

イクリングステーションを設置できないか県に

要望していくとの答弁でした。その結果、平成

23年度にサイクリングステーションが完成いた

しました。 

 平成25年第１回でも質問いたしました。レン

タルサイクルのことを質問いたしましたが、そ

のときの答弁は、観光としてのレンタルサイク

ルを置くとの条件で駐輪場を整備されたから、

少しでも早くレンタルサイクルをするよう心掛

けていくと答弁されました。しかし、いまだか

つて実施されていない。なぜ本来の事業目的で

あるレンタルサイクル（貸し出し自転車）がで

きないのか、今後やる気があるのかお聞かせく

ださい。 

 福祉行政について。 

 生活保護への自立についてお尋ねいたします。

生活保護者は、本市では人口の約１％の方が生

活保護を受けられておると聞いております。そ

の中には、景気の低迷で仕事をしたくても働く

場がなく、やむを得ず保護を受けている方もい

らっしゃいます。働く意欲のある方へ自立の指

導、取り組みと実績をお聞かせください。 

 ２番目に、「愛の一円塔」の現状について。

本年も12月に入り歳末助け合い月間です。社会

福祉協議会を中心に募金活動が始まっています。

「愛の一円塔」は、約50年前から人通りの多い

場所に設置され、集まったお金は児童、障害者、

福祉施設などに送られてきました。本市でも人

通りの多いところに設置されていますが、ここ

数年、「愛の一円塔」が開けられていない状況

です。市民の善意がないがしろにされているよ

うな気がいたします。関係機関がどのような対

処をされるのかお聞きいたします。 

 これで、１回目を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  北方議員の防災ラジ

オの質問についてお答えいたします。 



－82－ 

 まずは、北方議員におかれましては安心・安

全への御理解、そしてまた振興会長とされて防

災ラジオの配布につきまして御協力いただきま

したことに感謝申し上げたいと思います。 

 それでは、お答えいたします。まず、防災ラ

ジオの配布につきましては、対象者を１、本市

の住民基本台帳に登録されている世帯。２、本

市内の公共施設。３、市長が防災対策上、特に

必要と認めるもの、または施設の管理者と定め

て本年６月から市木地区を皮切りに、無償貸与

による配布を開始し、年内には市内全世帯へ一

通り配布する予定です。 

 まずは、住民登録されている世帯への配布を

基本としておりますため、議員仰せのように１

軒の家に２世帯登録されていても２個配布して

いる例や、本市に住宅を所有して居住実態はあ

るが、何らかの理由で市外に住民登録されてい

る方、本来の居住地と住民登録地が違う方など

へは、現在配布は行っておりません。 

 現在配布中ということもあり、このほかにも

さまざまな事例が報告されています。また、今

後も問題の発生が予想されます。配布にめどが

つきましたら問題点を洗い出し、それぞれの事

案への対応を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  北方議員のトップセール

スの質問についてお答えをいたします。 

 国内におきましては、東京の大手デパートを

初め、関西ファンデー、あるいは福岡や県内の

各種イベントに参加してＰＲしてきたところで

ございます。海外につきましては、平成24年度

は垂水市漁協関係で要請を受けまして、平成24

年８月18日から８月22日までベトナムと、平成

24年９月20日から９月23日まで香港、マカオに

行ってまいりました。 

 牛根漁協関係では、平成24年９月26日から10

月１日までグローバル・オーシャン・ワークス

の方々も含めましてアメリカに行ってまいりま

した。平成25年度は垂水漁協関係で、平成26年

３月25日から３月28日まで台湾へ行ってまいっ

ております。 

 日本有数の食の宝である水産を初め、１次産

業の宝をしっかりと加工して販路を広げていく

ということが、業界の未来を明るくすることだ

と考えております。そのために必要なことはし

っかりとＰＲをしていくということであります

ので、今申し上げたような形でこれまでの間、

皆さんの御理解をいただいてトップセールスを

行ってきたところであります。 

○水産商工観光課長（山口親志）  北方議員の

垂水新港の駐輪場を活用したレンタサイクル

（自転車貸し出し事業）の導入についてお答え

いたします。 

 導入の経緯については、議員が先ほど言われ

ましたとおり大変知恵を出していただきまして、

整備をしていただきまして、現在は放置自転車

等が少しはありますが、フェリー利用者のため

の駐輪場を整備していただいておりまして、大

変喜ばれているところであります。 

 本来の導入されましたレンタサイクル（自転

車貸し出し事業）についても、私の前任の課長

なんかもいろいろ知恵を出していただきまして、

検討していただきました。なかなか問題もあり

まして、今回もフェリーの関係者の方々、それ

からタクシーの関係者の方々ともいろいろ協議

を進めてまいりました。 

 その中で、今後も県との事業等も連携してい

かないといけませんので、平成27年度から試行

的に取り組んでみたいという結論を見ておりま

す。平成28年度は27年度の試行的な取り組みで

利用状況を踏まえまして、また実施するか検討

してまいりたいと思いますが、27年度から試行

的に実施してまいります。 

 以上です。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  生活保護者への
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自立指導についてでございますが、まず生活保

護世帯の状況について申し上げますと、リーマ

ンショック以降、全国的に生活保護世帯が増加

する傾向にあります。 

 全国の生活保護世帯は、平成20年度が115万

世帯、160万人から平成25年度は160万世帯、

216万人、鹿児島県全体では平成20年度が１万

9,000世帯、２万7,000人から、平成25年度は２

万4,000世帯、３万3,000人と上昇する中、垂水

市の生活保護世帯は平成20年度132世帯、163人

から平成25年度133世帯、165人とほぼ横ばいの

状況にあります。 

 最新の速報値で、全国平均の保護率は1.7％、

鹿児島県の保護率は1.95％、県下19市平均保護

率は1.93％の中、垂水市は1.06％となっており、

県下19市中、下位から６番目となっております。 

 全国的な生活保護世帯増加の要因に上げられ

るものが、高齢者、母子、傷病、障害世帯への

いずれにも属さない、いわゆる稼働年齢層のい

るその他の世帯の増加です。その他の世帯は、

平成15年度８万5,000世帯から平成25年度28万

7,000世帯と、全国的には３倍以上増加をして

おります。 

 これに対して、垂水市のその他の世帯は平成

15年度、17世帯から平成25年度は10世帯と減少

をしております。このような稼働年齢層のいる

その他の世帯に対しましては、本市ではハロー

ワークと連携を取りながら、就労指導や就労の

あっせんを行っております。その結果、平成25

年度１世帯３人、平成26年度２世帯４人が就労

開始により保護から自立をされております。今

後も引き続きハローワークと連携をしながら自

立指導を行ってまいりたいと考えております。 

 それから、「愛の一円塔」の現状についてで

ございますが、本件は９月議会の委員会におい

て御指摘いただきましたが、委員会終了後、早

速社協のほうに連絡を取りまして、しかるべき

措置をお願いし、社協においても現地を確認を

いただいたところであります。その後の対応で

すが、社協としましては今月中旬に開かれる理

事会において補正予算を計上し、撤去の方向で

作業を進めると聞いております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ありがとうございます。２回

目の質問をさせていただきます。 

 防災ラジオが年内に全世帯に配布できる見通

しが立ったといことで、大変順調に進んでいる

なあと私も感じております。そこで私がさっき

質問しましたように、住居しているけども所帯

主でないというところも、安全・安心の面から、

特にお年寄りが、そういう方々が扶養に入って

おられるわけですから、一番必要な方に届いて

いないというのが二、三の例が私の集落でもあ

りますので、これは私たちの集落だけではなく

して、ほかにもあるんじゃないかと思っており

ます。 

 こういうところの一番弱い方々のところに、

行政の手を伸ばしていただけるのが一番安全な

安心まちづくりではないかと思っておりますの

で、市長、述べられております安心・安全を公

約どおり、先ほども市長が就任してから、一人

も死者もないというようなことでありましたの

で、全員の世帯主に配布されるようよろしくお

願いします。 

 それと、これは確認ですけども、前もあった

と思うんですが人の集まるところ、社会福祉協

同事業等、また娯楽施設等のところにもやはり

配布をされると思うんですけども、この配布は

年度内に終わるのか、それをちょっと確認して

みたい。 

○総務課長（中谷大潤）  ２回目の質問にお答

えをいたします。 

 防災ラジオの配布は住民基本台帳に登録され

ている世帯ということで、住民への配布を優先

的に始めておりますが、議員仰せの介護施設や

病院、公民館などの公的な施設に対しても、防
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災情報の迅速かつ確実な伝達から配布の必要性

を認識していますので、住民への配布にめどが

つきましたら施設等への配布を開始したいと考

えております。26年度中には終了できるよう、

配布の委託先と協議いたします。 

○北方貞明議員  ありがとうございます。大変

いい答弁をいただきました。安全・安心なまち

づくりの公約ですから、市長、よろしくお願い

しておきます。 

 次に、トップセールスのほうに入ります。 

 トップセールスは国内を初め外国へ行って、

いろんな方々にお会いして営業力を発揮された

ということですけども、一回で終わるわけでは

ないと思いますよね営業という形は。私が聞く

ところによりますと、私も営業をしておったわ

けなんですけども、市長も若い時分は何か福祉

関係の営業をされたというのをちらっと聞いた

ことはありますけども、営業というのは、一回

で本当に相手さんが納得して、もう100％信用

していただけるとはなかなか営業活動って難し

いと思うんですよね。だけど、市長が外国に行

かれて、そういうふうな形で立派にこなされて

おるちゅうことは、大変びっくりするとともに

感謝申し上げます。 

 そのトップセールスで、外国のセールス活動

は大変だと思いますけども、大変な中で実績と

して数字的にどのような変化があったのか、ま

た実績に対して自己評価をどないされておられ

るか、ちょっとその辺をお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  その前に１点、今、北方

議員のほうで福祉の営業ということであります

けど、福祉関係の営業ではありませんで、ほか

の営業を長くさせていただきました。 

 今ありました、海外へのトップセールスの実

績についてということで、垂水市漁協へお聞き

をいたしました。そうしましたところ平成25年

５月から平成26年４月まではベトナム、香港、

マカオへの取り扱い金額で約370万円で、平成

26年５月から11月末で約380万円程度であるよ

うでございます。あわせまして関係してのシン

ガポールへの輸出も伸びているようであります。

グローバル・オーシャン・ワークスの鰤の輸出

におきましても、現在も取り扱いについては順

調に伸びているとお伺いをしているところであ

ります。 

 平成25年度に行ってまいりました台湾につき

ましては、カンパチだけでコンテナを満杯には

できませんということでありまして、鹿児島県

産の野菜等を取り扱うことでの調整をされてお

られるようで、現在のところ、まだ取引は始ま

っていないということであります。 

 海外へのトップセールスの自己評価でありま

すけれども、両漁協とも素材のいい、本市が誇

れる商品をどうにか販売をしたいという思いが

ありまして、海外への販路を求めておられまし

たので、垂水市長として私にできることでした

らと思い、トップセールスを行ってまいりまし

た。 

 垂水市を代表してセールスを行うことで、行

き先で丁寧な対応をいただいて、あわせて実績

も少しずつ伸びているとお聞きをしております

ので、先人の努力も含めて、まだ種をまいてと

いう段階ではありますけれども、これまでの間

は議会の皆さんの御理解をいただいて、一定の

成果はあっているのではないかなというふうに

思っているところであります。 

○北方貞明議員  わずかながらでも売り上げは

伸びているということですけども、市長、トッ

プセールスで行かれたわけですから、わずかで

も右肩上がりにどんどん上がって行けるように、

先ほども言いましたように１回の交渉でずっと

順調にいくとは思わんとですけども、だから、

やはり今後もそういうトップセールスの交渉事

とか、積極的にやっていただきたいと思ってい

るんですけども。 

 そして、外国に行かれてその後、その外国の
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方と今後の折衝、あるいは営業活動をどのよう

なことでされたか、外国の方々と話をするには

どうしてもそこの中には言葉が、電話で話すに

しても通訳さんがいるんではないかと思うんで

すけども、そういうようなことももう既にやら

れているのか、２回目の帰ってきてからの先方

さんとの交渉事はどのようになっているのか、

その辺をちょっとお伺いをいたします。まあ、

それから聞きます。 

○市長（尾脇雅弥）  今申し上げたような経緯

でありまして、北方議員がおっしゃるとおり営

業というのは長いスパンが必要であります。１

回目より２回目、２回目より３回目ということ

で成果につながっていくんだろうと思います。 

 私自身、若い時分に飛び込みの営業もしてお

ったことがありまして、こういうことがござい

ました。１回目行きますと、名刺を持っていき

ますと、「はい、はい尾脇さんね、わかりまし

た」と、２回目行くと「うん、わかったよ」と

「もういいよ」、で、３回行くと「あんたしつ

こいね。」と言われまして、４回、５回行くと

「あなた頑張るね」という評価に変わります。

そういうものだと思いますので、人と人が取引

をするわけですから、まだ１回あるいは２回お

会いした方がほとんどですけれども、やはり一

期一会という気持ちで、税金も使いながら行か

せていただいておりますので、その辺のところ

はそういう意味で大事にしてきたつもりであり

ます。 

 その中で、やっぱり一つ現地に行ってよかっ

たなあと思うことは、東南アジア関係に行きま

すと、やっぱりカンパチというのはあるんです

ね。ただ、うちの海の桜勘というほどのクオリ

ティがないわけです。最初、取引に行くときは

カンパチはうちもあるよと、いいよというよう

な感じなんですが、サンプル商品を持っていっ

ていただいて食べていただきますと、その日の

夜に電話がきたり、これはおいしいと、こんな

おいしいのは食べたことがないということで、

その場で何十万かの契約が決まったとかっての

話も伺っておりますので、そういった意味では、

しっかりと足を運ぶこと、回数を重ねることっ

ていうのは大事だと思いますので、先ほど申し

上げました国内は少子高齢化で、胃袋が小さく

なっておりますので、個々に対しての景気がよ

くなっても、なかなか大きな回復というのは望

みにくいと思いますので。 

 ただ、一方で世界は70億を超えて90億に迫ろ

うとしておりますから、アジアの成長を初め世

界の成長を見込んで、そこの部分に垂水の食の

宝を売り込んでいくというようなことに努めた

いと、これからも継続して頑張っていきたいと

いうふうに思っております。 

○北方貞明議員  確かに営業は大変な仕事だと

思っております。だけど、さっき２年目で伸び

たからと自己評価をされていますけども、確か

に今は、今度の質問では何回も相手方と交渉を

重ねていかなければ伸びないんだと、それは本

当だと僕も思っています。まあ、これからもそ

ういう気持ちでトップセールスの営業活動をし

ていただければ、大変ありがたく思っておりま

す。 

 そして、先ほどから当選の暁にはという、同

僚議員の質問等もありましたけども、その２期

目、市長になられた場合は26年がどのような予

定行動を考えておられますか。 

 これで終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  まずは、任期をしっかり

と頑張ってまいりたいということがございます。

そして、これから再選を目指して一所懸命努力

して、もしそのような環境が整うとしましたら、

これまでは垂水市単独でのＰＲ活動ということ

でありましたけれども、県あるいは国との連携

ということが必要なことだというふうに思って

おります。 

 安倍総理がよくおっしゃるのは、１次産業の
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質を１兆円産業を目指すということを言ってお

られると伺います。その中で、特に農林関係を

中心に約4,700億円だと、１兆円までにはかな

りまだまだ頑張らなきゃいけない中での一つの

大きな目安というのは水産だという話をされま

すので、うちは鰤、カンパチで国内の約18％の

マーケットを持っておりますので、それをしっ

かり６次産業化していくということが、いろん

な雇用も含め、若い後継者のいろんな支えにも

なっていくと思いますので、県あるいは国、あ

るいは漁協関係としっかりと連携をしながら、

伸びしろのあるところへ販路を広げていくとい

うのが基本的な考え方だというふうに認識をし

ております。 

○北方貞明議員  ありがとうございました。引

き続き２期目に当選されたら垂水のために大い

にトップセールスをお願いしておきます。 

 サイクリングステーションのことのレンタル

のことをお伺いいたします。 

 先ほど課長が27年度から試行に入るとおっし

ゃいました。それで28年度、確実に前に進むと

いうふうに僕は判断いたしました。まず、27年

度すぐにするということは予算を伴いますけど、

何台ぐらいまで予定されておるのか、試行です

からそう多くはされないとは思いますけど、も

しそういう台数的な考え方があれば教えてくだ

さい。 

 数年前からは、錦江町、南大隅町ではこの事

業をしておるわけなんですけども、私の町から

もうかなり何年も前に進んでいるような気がし

ます。また、この垂水市がここまで完成してか

ら２年ほど経過しておると思うんですよね。私

はここに写真で持っているんですけども、平成

24年10月の写真なんですけども、それからもう

２年経っていますよね。これに既にこういうの

を立派なのができているわけですよね、24年の

10月11日撮影と書いてありますから。 

 この２年間、物すごい空白があるわけなんで

すけども、その事業に取り組みを遅れた最大の

理由は何だったんだろうか、これは反省材料と

して私も聞きたいんですけど、最初の目的であ

るこのレンタルのこの施設ができてから、２年

の空白があった最大の理由は何だったのか、財

政だったのか、それとも連携体制ができていな

かったのか。 

 今、ここにそのときの課長がおられますけど

も、前向きに取り組んでいく、最初の目的に対

して取り組んでいくちゅうてからこれだけがた

っているわけですが、その遅れた理由は、わか

れば教えてください。今後の私たちの参考にい

たしますので。 

○水産商工観光課長（山口親志）  遅れた理由

は予算的な部分でもありません。果たしてあそ

こに、タクシーもありますし、それからフェ

リーとの調整もありますし、そのあたりをしっ

かり調整をしていかなかった部分もあります。 

 ですから、今回は、もう３回目、４回目の質

問をいただきまして、しっかりと協議をしてい

かないといけないということで、タクシー協会

とも業者とも協議をしてまいりました。一番は

予算を入れたときの成果が、果たしてどれだけ

あるだろうかという不安はあったと思います。 

 ですから、今回は27年度はしっかり試行的に

行っていきたいということで、前進しましたの

で、そのあたりは問題は解決されるかわかりま

せんが、試行的にやってまいりたいと思います。

ただ、若干の調整がたくさんあったことは遅れ

た理由にはなりませんが、そのような調整があ

ったことは確かでありますので、御了解いただ

きたいと思います。 

○北方貞明議員  ありがとうございます。まだ、

しつこいようですけども、錦江町、南大隅町の

例をちょっと述べさせていただきますけども、

南大隅町ではもう数年前からこれを実施してお

るわけです。 

 そして今年度は、私が聞いたところによりま
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すと、県の事業の地域振興事業の元気交付金で、

もう既に200万程度の予算を組んで、40台を購

入して、４カ所に配備するということですね。

その自転車の車種も、子供用、それでお母さん

方がよくいうママチャリ、そういう自転車やス

ポーツタイプの自転車、そして電動自転車これ

は約10万円ほどするらしいですけど、そういう

のを購入されておると聞いております。そして

４カ所のステーションに乗り捨ても可、そして

指定管理者制度をして、１時間有料で貸し出し

も既にされている、されていたか、どっちかと

いうとそういうことです。 

 そういうことで、今さっきも言いましたよう

に、このようにしてもう既に予算化して、そう

いうふうに実施されておるところもあります。

そして、今後の計画としては自転車でヘッド

ホーンで聞けるガイド案内もすると、そういう

計画をされているらしいです。 

 我が垂水は、まだ全然前に進んでいませんけ

ども、もう既にこういう先行をしておる自治体

もありますから、我が垂水も来年度は試行的に

ということですけども、もうどんどん我が垂水

を売り込むためにも、観光課長、力を入れてい

ただければありがたいと思います。その意気込

みだけを一つ。 

○水産商工観光課長（山口親志）  南大隅と錦

江町のレンタル事業を参考にしていただきまし

て、議員から情報をいただきまして両町に聞い

てみました。10年前に４町でなんぐう地区観光

連絡協議会を発足されまして、合併により南大

隅と錦江町の２町で協議会を継続されているよ

うであります。 

 その協議会で、レンタサイクル事業を実施さ

れておりまして、先ほど指摘のとおり平成25年

度の地域振興推進事業によりまして自転車30台、

それからヘルメット等を購入されまして、平成

26年度で同事業で自転車を10台購入されて、40

台購入されていらっしゃるようで、現在はまだ

うちと一緒で、試行的に取り組んでおられまし

て、いろんなコースのマップづくりに取り組ん

でいらっしゃるようです。 

 内容的にもいろいろ聞いてみました。４カ所

のネッピー館、ホテル佐多岬、トロピカルガー

デン神川、花瀬でんしろう館に無償で貸してお

りまして、管理受付貸し出しをお願いしまして、

料金については１時間、100円となっておりま

して、先ほど言われましたとおり乗り捨てても

構わないと。予約制ではなく、随時自転車があ

る場合、貸し出しているというようなことで、

27年度実施に向けて運用や規約の検討を、今行

っているということであります。 

 このあたりの問題も、いろいろ担当レベルで

は協議をさせていただいております。垂水市も

試行的に実施する場合は、非常に参考になる問

題点もありますので、そのあたりは情報提供を

議員からいただきましたので、両町とも情報を

共有してみたいと思います。 

 それで、垂水市の考えでありますが、垂水市

の内容については垂水市観光協会に、管理、受

付、貸し出し等をお願いを、貸し出しを行って

いただき、予約制としまして申し込みがあった

場合貸し出しを行っていこうと思っております。 

 ここで、観光のサイクリングコースとして一

番重要になりますので、サイクリングコースを

今後検討してまいりますが、御協力する中でい

ただきました、森の駅垂水コースとか、それか

ら道の駅たるみずコースとか、それから歴史め

ぐりコースとかこのようなコースを幾らか検討

をしましてマップづくりに、まずマップづくり

の中で観光を入れながらマップづくりをつくっ

てみたいと思います。 

 あとは、自転車の保険等が内容はたくさんお

聞きしておりますので、やはり貸し出す場合は

ＴＳマークも必要となり、それから管理者安全

整備士に点検をしていただきまして、異常のな

い自転車に添付して云々とかいろんな問題もあ
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りますが、そのあたりは若干の経費も必要とな

ります。自転車が今、森の駅に数台ありますの

で、そのあたりの活用も考え、自転車も坂道等

もありますので、電動自転車等の購入も考えな

いといけないと思います。あと保険料のことと

か、管理料のこととかさまざまありますが、先

ほども申し上げましたとおり27年度は試行的に

実施してまいりたいと思いますので、さまざま

な方とも協議をしながらいいレンタサイクル事

業が実施できると思っておりますので、頑張っ

てまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○北方貞明議員  課長の前向きな答弁、ありが

とうございました。垂水の観光宣伝に役立つよ

うに、そういう制度を27年度はしっかりと実施

していただければありがたいと思っております。

頑張ってください。 

 それから、生活保護の自立に関してですけど

も、県下でも我が垂水は1.0％ということで、

県下でも下から６番目、そういうことを伺いま

した。生活保護を受けるのは悪いということで

はないんです。必要な方には当然与えんにゃい

けんわけですから、そういう形で、この景気の

低迷の中、こういう人が発生しておりますけど

も、まだ皆さん働く意欲はあるわけですから、

環境づくりを役所のほうでもしていただければ

大変いいんではないかと思っております。 

 そういうことで、役所の方々も御存じと思い

ますけども、日置市で国の制度によりまして、

日置市がモデル地区ちゅうことで、生活保護の

自立支援というような制度を日置市が取り組ん

でおります。そういう中で、引きこもりやそう

いう方々も積極的に行政のほうから呼びかけて、

体験的な農作業なんかをされておるようなふう

です。 

 そういう中で、強制は役所はしないけども、

週に２回程度の農作業なんかをして、だんだん、

だんだん働く意欲が湧いてきて、四、五人の方

が新しく就職が決まったということもこの新聞

記事に載っております。そういうふうにして、

役所が中心になりやはり自立できるように取り

組んでいただければいいなと思っています。こ

れは、もうこれで終わります。 

 「愛の一円塔」の現状ですけども、私は９月

の委員会で執行部に聞いたわけなんですけども、

そのときの対応が物すごく早かったです。もう

あくる日には、もう業者を呼んで見積もりをさ

れたということで、もうすぐ撤去になるのかな、

あるいは化粧直しをするのかなと思っておりま

したけども、いまだかつて変わらず現状のまま

でなっております。 

 そして、この「愛の一円塔」は50年ほど前に

垂水小学校の児童が、何か作文でそういう福祉

的な、テーマは私も知りませんけども、作文で

コンクールで入賞して、ああいう「愛の一円

塔」が建ったということであると。というのは、

そのお姉さんが、私に教えてくれたんですけど

も、うちの弟が書いた作文が入選して、あそこ

に立ったんだよと、そのときは新聞記事にもな

っておったんだよということを教えていただき

ました。そういうことで、９月議会で「こうい

うことでありますよ」と言うたら、早速、先ほ

どびっくりするほど行動されたんですけど、い

まだかつてそのままちゅうことで。 

 それと、一番私が残念に思ったのは、先ほど

も一回目の質問で言いましたように、市民の善

意が届いていない、社会福祉協議会あるいはそ

の福祉関係のほうに、というのは四、五年もそ

の扉を開けていない、そこに問題があるんじゃ

ないかな。そういう福祉を携わっている事業所、

余りにも市民の善意をおろそかにしておると、

それが残念であって、まあ、こういうのをして

おるんですけど、その辺の担当の機関はどのよ

うに言われていますか。ちょっとお伺いします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  「愛の一円塔」

についてでございますが、先ほど議員のほうも
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おっしゃったように50年ぐらい前だというふう

な話でありますが、これについては社協にも照

会をしまして、また私共も調査をいたしました

けれども、昭和34年から39年の間のようであり

ますが、資料が残っておらずちょっと不明とい

うことでございました。 

 それから四、五年鍵が開けていないというよ

うなことで、市民の善意をそのままないがしろ

にしてきたんではないかという御質問でござい

ますが、「愛の一円塔」の管理は社協でござい

まして、独立した法人としての社協の考えもあ

ってのことと思いますけれども、本件について

社協に照会をいたしましたところ、利用されて

いないと判断して開けなかったというふうに聞

いておりますが、社協の正確な意図がなかなか

お伝えしきれないところもありますが、いうよ

うなことだと伺っております。 

○北方貞明議員  社協も考えないちゅうのは、

今の課長も認識されておりますけども、「愛 

の一円塔」が利用されていないという社協のい

うことは、私はちょっと納得いかないんですけ

ども、ここで社協の方はいらっしゃいませんの

で、愚痴を言うたところで仕方ないですけども。 

 そういうようなことで市民の利用されていな

いと断言できない言葉ですよ、ちょっと謹んで

もらいたいなと私は思っております。これで質

問を終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、８番持留良一議員

の質問を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  お疲れさまです。それでは早

速質問に入っていきたいというふうに思います。 

 最初の質問は、市長の公約の総括であります。 

 公約３に「高齢者等ができる限り住み慣れた

地域で自立し、社会参加しながら、尊厳をもっ

て安心して暮らしていける地域社会の実現」と

いうことで、地域包括ケアシステムの構築に取

り組んでおられます。 

 以前にも言いましたように、内容自体は今後

の高齢化、独居、老老世帯、認知症、高齢者労

働の中で、国や自治体が取り組むべき重要な

テーマでもあります。しかし、政府が実際に実

現をさせようとしている地域包括ケアは、自

助・互助の考え方を基本に、医療費・介護給付

費をできるだけ削り込むことが可能な､「脱施

設」､「在宅偏重型」のシステムとして策定さ

れているのではないでしょうか。 

 それは、介護保険制度の見直しにそのことが

示されています。介護予防等で自助努力を促す

仕組みになっていて、国の社会保障制度改革プ

ログラムには、公助・共助の言葉さえなくなり

ました。また、高齢化の進展、貧困、社会的孤

立の被害のもとで、地域の自助・互助の機能そ

のものが弱体化し、住みなれた地域で暮らし続

けることが、困難になっているにもかかわらず

逆に自立・自助を押しつけるのでは、「地域崩

壊ケア」というべき事態をもたらしかねません。 

 高齢者、住民本位の地域包括ケアは、医療・

介護・社会保障の充実があってこそ実現するも

のと考えます。病気や老いによる衰えは、個人

の努力だけでは解決できません。だからこそ、

誰もが安心して医療や介護などを受けることが

できるように、自治体でも社会福祉施設等が整

備されてきた経緯があります。本市は安心して

医療や介護などを受けることができるようにな

っているのか、多くの点で疑問があります。高

齢者対策で問題はないか、まず、お聞きをした

いと思います。 

 １点目は、安心して暮らしていける社会とは

どういうことか。２点目は、高齢者の生活実態

の認識と施策はどうであったのか。また、政策

では自己責任が土台であり、公的責任が曖昧で

はないかと考えますが、見解を伺います。 

 次に、民生委員の活動支援について質問いた

します。 

 １点目は、民生委員法が昨年改正されました
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が、影響について伺います。改正は厚生労働大

臣の定める基準に基づく定数の条例委員、委員

推薦会の資格・定数の廃止などが盛り込まれて

います。全国民生委員・児童委員連合会から、

全国制度の見直しは行わないようにと要請もあ

ったようです。このような中で民生委員改正法

による影響は、自治体への影響は問題ないのか

伺います。 

 ２点目は、調査活動費の見直しが、時代の変

化の中で必要と考えます。御存じのとおり民生

委員・児童委員は高齢者の孤立防止や児童虐待

防止など、地域住民と福祉を結ぶ重要な役割を

果たしています。このような活動を支えるのに

経済的な問題は避けて通れない現実に来ている

と思います。 

 委員の方からも他自治体と比べても低いし、

経済的な負担も多いと訴えもあります。民生委

員・児童委員の活動をさらに充実させ、魅力あ

るものにしていくためには、対策が必要な時期

にきているのではないでしょうか。 

 そこで、以前の見直しの時期はいつごろだっ

たのか。見直しの理由は何だったのかを伺いま

す。さらに、現活動費の他市町村との関係で本

市の状況はどうなっているか伺います。委員か

らは社会情勢の変化の中で自己負担が増えてい

る、経済的負担が大変等の声もありますが、見

直しの具体的な考えはあるのか伺います。 

 次に、議案第91号垂水市道の駅指定管理者制

度の指定について質問をいたします。 

 最初に、１点目は、資格要件の内容、特に、

営業所のあり方、営業停止等についてどのよう

に調査されたのか伺います。２点目は、選定基

準、審査基準について伺います。その中で、総

務省は平成22年10月の総務省への通知への理解

と対応について伺います。内容は安全性の確保

と労働条件の適正な配慮等に留意することにな

っています。背景としては、企業参入によって

利益が優先され、施設の安全性の低下や雇用の

不安定化、労働者への低賃金化が問題になって

いたことでした。そこで、雇用と労働条件の適

切な配慮はどうなのか。また、経費の縮減が図

られて人件費をどのように見ているのか伺いま

す。 

 次に、納付金の問題について質問いたします。 

 そもそも納付金については本市が問題にする

性格のものではないと考えます。さきの通知か

ら雇用と労働条件の適切な配慮を考えるならば、

利益はこの点での優先した対策が図られるべき

だというふうに考えます。そのことを指定管理

者も重視すべきだというふうに思います。 

 指定管理者制度では、労働者は有期雇用で不

安定であり、専門性の継続ができにくいものに

なっています。この点の対策について以前、帯

広市を参考にその対策も提案いたしました。そ

こで、本市の考え方について改めて伺います。

さらに、検証の必要性があるのか見解を伺いま

す。 

 次に、子育て支援対策について伺います。 

 先般、子育て中のお母さんたちと、子育て支

援等についての懇談会を開きました。その中で

２つの対策が求められました。特徴的だったの

は、これらの問題が定住問題と不可分であると

いうことでした。それは定住で働く場所の問題

もありますが、安心して子育てができる環境が

一層求められているということです。 

 １点目は、小児化対策の考え方です。懇談の

中で専門の小児科がないことで子供の命への不

安から、少しでも環境が整っている地域へ転居

している人たちも少なくないという問題提起も

ありました。この問題は、簡単ではありません

が、現状と展望という点では、一定の方向を現

段階で明らかにしていくことが市民への責任か

らも大切だと考えます。そこで、これらの問題

について改めて市長の見解を求めます。 

 ２点目は、公園等の充実（運動公園の広場）

の問題であります。都市公園にはそれぞれに役
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割があります。良好な環境の場、市民の憩いの

場、活動の場等であり、地域の活性化のために

は、欠かすことのできない施設です。 

 特に、運動公園は垂水市にとってこれらを満

たしてくれる役割を持っています。しかし、子

育て中のお母さんたちにとっては、公園の機能

や役割について不安があるようであります。先

般、施設など公園を改めて見学してきましたが、

お母さんたちの要望も理解できたところでした。

改善や対策が必要と考えますが、そこで現状の

認識と今後の取り組みについて伺います。 

 最後の質問は、簡易水道統合問題についての

質問であります。 

 過疎地域の水道普及に大きな役割を果たして

きた簡易水道が大きく変わろうとしています。

その背景には国による簡易水道への補助は、統

合推進と高料金対策に限定するとした厚労省の

補助制度の見直しがあります。要は既存の簡易

水道は統合して上水道化し、その国の補助金や

一般会計から繰り入れ依存から脱却しろという

ものであり、簡易水道として残るものは一部に

限定されるというものです。 

 国民の重要なライフラインである水道事業に

対する責任を後退させるものと言わざるを得ま

せん。統合計画は2016年度までに水道会計を一

つに統合し、上水道化し、原則、同一料金にす

ることが求められています。 

 そこで１点目として、住民の利益に反するも

のはないか、上水道の負担増など、問題とされ

たことについてどうなっているか伺います。ま

た、改めて住民への説明の必要性はないのか伺

いたいと思います。また、統合計画を提出して

も厚労省は変更を認めていますが、変更は現状

の問題からないのか伺います。 

 ２点目は、災害対策から井戸の利活用の整備

がされていますが、今これらの観点から小規模

分散型の独自水源の重要性が指摘をされていま

す。それぞれの水源を守っていく必要性がある

と考えますが、見解を伺いたいと思います。 

 以上で、質問を終わりますが、不十分なとこ

については再質問をさせていただきたいと思い

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の市長公約にお

ける高齢者対策についての総括はとの御質問に

お答えをいたします。 

 高齢者が安心して暮らしていける社会づくり

は、大変範囲が広い問題で一概には申し上げら

れませんが、御質問は低所得者の高齢者が住み

慣れた地域で生活できる社会を実現するための、

生活実態に即した施策ができたのかという質問

であろうかと思います。生活実態把握の一つの

手段として、高齢者実態調査及び生活圏域ニー

ズ調査があり、平成25年11月に行っております

が、この中で経済的な暮らし向きについての質

問があり、一般高齢者の６割、若年者５割近く

が家計にゆとりがないと回答しており、一般高

齢者の２割強、若年者の５割近くの人が老後の

蓄えや生活費で将来への不安を感じておられま

す。 

 次に、在宅要介護者の利用状況についての問

いで、８割近くの人が必要なサービスを全て利

用していると回答されておられますが、４％の

方が経済的理由で制限していると回答しておら

れます。なお、現在の困りごととして身体の機

能低下を５割強の人が、経済的負担を１割強の

人が困ったこととして挙げておられます。 

 本年度と前回の調査を比較いたしますと、一

般高齢者の経済的なゆとり感は３割の方が改善

したと回答され、必要なサービスを全て利用し

ている方も７割から８割の改善が見られ、経済

的理由により利用制限も20％から４％に軽減を

し、大幅な改善が見られております。また、平

成26年度市民満足度調査結果におきましても、

高齢者保健福祉の推進では、総体順位が４位か

ら３位へと一定の成果が見られております。 

 公的責任を果たしているかということですが、
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本市の高齢者対策におきましては、介護を必要

とする前に、そうならないようさまざまな健康

増進事業に取り組むことで果たしていきたいと

思います。また、介護が必要となった方で、経

済的な理由などでサービスが受けられない場合

は、その都度ケース会議を開催し対応している

ところでございます。 

 しかしながら、在宅要介護者のうち６割強の

方が年金収入のみであり、介護保険料の国保料

などの負担感は当然あると思われますが、介護

サービスの財源は、現在65歳以上の１号被保険

者が21％を負担することになっておりますが、

低所得者対策として非課税世帯は５割軽減され

ており、実質10％ほどの負担となっております。

独自軽減した場合、40歳から65歳の２号被保険

者、国・県・垂水市のいずれかが軽減分を負担

しなくてはならなくなり、最終的に垂水市が負

担をするとした場合、都会と比べて収入の乏し

い地方の自治体としては対応が難しいところで

ございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  民生委員の活動

の支援についての御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の民生委員法改正の影響について

でございますが、まず、１点目の定数条例委任

についてですが、民生委員の定数はこれまで国

の基準に従い、県の告示により定めていました

が、民生委員法の一部改正に伴い、民生委員定

数は厚労大臣の定める基準を参酌して、市町村

の区域ごとに都道府県の条例で定めることにな

りました。 

 これにより、鹿児島県では県の民生委員の定

数条例の制定に向けた検討を行い、条例（案）

を作成し、去る10月14日付で（仮称）鹿児島県

民生委員定数条例、これの制定に伴う意見聴取

についての文書が垂水市に送付されてきました。

この内容については、今回条例で定める民生委

員の定数は、次の理由により平成25年12月１日

の一斉改選時に決定をしたとおりとするという

ことで、理由として民生委員の定数は従来から

３年ごとに行う一斉改選時に見直しており、ま

た全ての民生委員の任期もそれに合わせている

こと。 

 、それから理由の２番目としまして、前会の

定数決定時から定数見直しが必要な情勢の変化

がないということでございます。なお、民生委

員の定数は今後も一斉改選時に見直しを行うこ

ととされ、この結果、垂水市の定数（案）は現

状の民生委員55名、主任児童委員３名の計58名

と同数であることが示されました。これを受け

て、垂水市民生委員協議会役員会にお諮りした

ところ、現状の定員と変更がなく、また、次期

改選時に見直しを行うことから了承するとの結

論を得ております。よって、定数に関しては本

市には影響はございません。 

 次に、委員推薦会の資格についてでございま

すが、以前の民生委員推薦会の委員の資格及び

資格ごとの定数が廃止されることとなり、地域

の実情を踏まえて地方自治体がその基準を定め

ることとなりました。垂水市としては、これま

で民生委員法第８条第２項を準用し、７つの分

野からの委員を選任をしていたところでござい

ます。 

 このたびの法改正により、委員は当該市町村

の区域の事情に通ずるもののうちから、市町村

長が委嘱するとなりましたが、この法改正への

対応について全国の状況を見ますと、これまで

の７分野での推薦委員の体制で十分な審査が行

え、地域の実情を反映できるものとの考えから、

現行のままで運用する自治体が多く、本市とし

ても同じような見解であります。よって、本件

に関しても本市には影響はないと考えておりま

す。 

 次に、調査活動費の見直しについてでござい

ますが、現在、垂水市では民生委員に対し、交

付税措置されている５万8,200円に、市独自分

の1,800円を加算した月あたり5,000円、年間で
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６万円が活動費として支給をされております。

御質問の以前の見直しの時期、見直しの理由に

ついてはさかのぼり調査をいたしましたが、こ

れについては判明をいたしませんでした。 

 次に、現活動費の他市町ほかの関係で本市の

状況についてでございますが、これについては

現在県に照会中で、まだ回答がきていないとこ

ろでありますが、本日の新聞報道を見ますと、

昨日の県議会の答弁では、市町村上乗せ分を加

えると平成26年度県の年間平均額は１人当たり

約９万4,000円で、最も高い市町村は21万4,200

円、最も安い市町村は５万8,200円となってい

るようでございます。 

 次に、委員から見直しの声があるが、見直し

の具体的な考えはあるのかについてでございま

すが、まず、決算委員会の指摘につきまして活

動費はどうなのか、待遇改善を望むというのが

ありました。これを受けまして垂水市民生委員

協議会役員会にお諮りしたところ、総論として

複雑化、多様化する課題への対応に伴う活動量

が増加し、経済的な負担も増えていることから

増額することを望むとの意見をいただいており

ます。 

 本市としましても、民生委員の方々の地域福

祉の担い手としての役割は十分に認識をしてお

り、積極的に支援していくべきであると考えて

おりますので、今後、本市の財政状況等を勘案

し、検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  持留議員の

議案第91号垂水市道の駅交流施設の指定管理者

の指定についての質問にお答えいたします。 

 まず、資格要件の調査についてでありますが、

今回、指定管理者として提案しております芙蓉

商事については、垂水営業所の開設を平成23年

10月１日になされており、垂水市内のホテル、

銀行及び垂水市の「森の駅たるみず」の活性化

施設等の清掃業務をされており、平成26年６月

10日に法務局に垂水支店の登記がなされており

ます。営業停止等の調査も行っておりまして、

税の滞納等もありませんでしたことから、募集

要綱の資格要件については問題はありませんで

した。もちろん申請時に資格要件の確認も取っ

ております。 

 次に、選定及び審査の際、本市にとって重要

であります雇用の継続、地元雇用については、

今回は選定委員会で事前に共通の質問事項を設

定し、３社のプレゼンテーションのときに共通

の質問をし、各社に質疑をしていただきました。

その結果は点数に反映されていると思います。

しかしながら、労働条件への配慮については、

今後も引き続き指定管理者と十分に協議してい

かなければならないと思っております。 

 最後に、利益いわゆる納付金の考え方であり

ますが、３年前の指定管理者からのプレゼンで

提案があり、市に決算時に純利益の70％の納付

金を納めていただいておりますが、前回もです

が、今回も募集時に指定管理料はゼロ円の記載

をしており、納付金が指定管理の最重要事項で

あるとの認識ではありません。審査項目には市

民の平等利用、市民の声が反映される管理施設

設置の目的の達成、事業計画に沿った管理、環

境に配慮して経緯などがあり、総合的に審査し

ております。あくまでも指定管理者候補のプレ

ゼンの審査項目の一つであると思っております。 

 納付金を最重要視いたしますと、雇用や経費

等が縮減対象になる恐れがあり、本来垂水市が

建設をいたしました施設を民間の力で運営して

いただくことが重要であると思っております。

したがいまして、審査員によります審査項目の

納付金の提案金額の比較は、本来の配点の半分

以下に点数を抑えております。平成27年度には

道の駅たるみず開設10周年を迎えますことから、

納付金としていただきました基金については、

施設の整備、改良に充てていく予定であります。 

 以上であります。 
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○保健福祉課長（篠原輝義）  子育て支援対策

の小児科対策の考え方についてでございますが、

議員の御指摘のとおり市内に小児科専門の医療

機関があれば、人口減少の観点からもその対策

として有効と思われるということで、また、こ

れまでも市民満足度調査等により、保護者の不

安を解消するためにも、その必要性は十分認識

しているところではありますが、現状から申し

上げまして市内への小児科開設等につきまして

非常に厳しい状況でございます。 

 まず、県の医師の現状について少しお話をさ

せていただきますと、平成24年の県全体の医師

数は4,227人であり、平成22年と比較して92人

増加をしております。医師の増加率は全国平均

より約１ポイント低く推移しており、人口10万

人当たりの医師数は全国平均より12.3人多い

250.3人となっております。 

 しかしながら、これを二次医療圏ごとに見ま

すと鹿児島医療圏を除き、いずれも全国平均を

下回っており、最大の鹿児島医療圏と最小の曽

於医療圏では3.5倍、肝付医療圏では1.9倍の格

差を生じ、医師の偏在化が進んでおります。小

児科に関しましても、全国の医師総数は若干の

増加傾向にありますが、小児人口１万人当たり

の県平均は、全国平均を下回り7.6人となって

おり、最大の鹿児島医療圏と最小の曽於医療圏

では3.4倍、肝付医療圏では2.1倍の格差が生じ、

医師不足は依然として深刻な状況となっており

ます。 

 ちなみに平成24年12月現在でございますが、

県の小児科医の総数は176人、これに対しまし

て鹿児島医療圏が99人、肝付医療圏が11人、曽

於医療圏が３人となっております。 

 県としましても医師確保策としまして、医師

就学資金貸与制度の実施や県外在住医師の県内

医療機関への斡旋や、女性医師の復職支援を行

うためドクターバンク鹿児島を運営し、地域医

療の確保に努めているところでございますが、

厳しい状況が続いているようでございます。 

 本市でも、これまで垂水中央病院につきまし

ては、小児科等の開設について要望はいたして

まいりましたが、医師不足や運営費等の問題に

より新規開設は困難な状況にございます。また、

開業医につきましても、新たに進出される小児

科専門の医療機関等の情報等はなく、誘致にも

厳しいものがございます。 

 このような現状の中で市としましては、他市

とも足並みを合せ、県市長会、九州市長会へ要

望し、全国市長会を通じ国に対し地域医療保健

の充実強化を図るため、医師不足が深刻な特定

診療科や救急医療においては医師、看護師等の

計画的な育成、確保及び定着が図られるよう、

実効ある施策及び十分な財政措置を講じること、

また産科・小児科医の集約化、重点化に当たっ

ては、拠点病院である公的病院に適切な配慮を

行うことなどを提言しており、今後も引き続き

県市長会等で要望してまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○土木課長（宮迫章二）  子育て支援対策の公

園等の充実（運動公園の広場）の認識と今後の

取り組みはについてお答えいたします。 

 この子育て支援に対する公園については、堀

内議員も平成26年第１回の定例会で「親子で楽

しめる公園」について御質問されております。

そのときにもお答えしておりますが、土木課が

所管しております公園は、都市公園が13カ所、

その他公園が５カ所の合計18カ所を管理してお

りますが、公園の遊具につきましては、子育て

世代に対するアンケート結果から、幼児が遊べ

る遊具がないので設置してほしいとの要望がご

ざいましたので、子育て支援対策としまして、

安全面も考慮しながら必要な公園に設置するな

ど、今後検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 また、垂水中央運動公園でございますが、平
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成26年度は運動公園施設長寿命化策定業務を委

託しており、現在、遊具を含めた各施設の劣化

状況の調査を実施しておりまして、その内容に

応じまして補修工事での対応になるのか、新し

い遊具に取りかえになるのか、事業採択基準に

照らして計画書を作成しているところでござい

ます。この計画は平成32年の国民体育大会の開

催も控えておりますことから、運動公園全体の

改修を都市公園事業でできないか、県や関係課

とも協議しながら進めているところでございま

す。 

 また、運動公園内の遊具につきましては、整

備前に子育て世代のお母様方の御意見も取り入

れながら、十分に反映できるよう関係団体とも

協議をしまして、計画してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○水道課長（塚田光春）  まず、簡易水道統合

計画の主な内容と統合による問題と、その対策

についてお答えいたします。 

 午前中、川越議員に答弁した内容と一部重複

する部分があるかと思いますので、御了承いた

だくようお願いたします。簡易水道事業は、一

般的に経営基盤が脆弱であるため、地域住民に

対するサービス水準の向上等を図る観点から、

地域の実情に応じ、上水道への統合を推進し、

経営基盤の強化や経営体制の確立を図っていく

ことが課題となっております。 

 このような状況を踏まえ、厚生労働省は簡易

水道に対する支援制度を維持しつつ、簡易水道

の統合を重点的に促進するために、補助制度の

見直しを行い平成19年６月に簡易水道等施設整

備費国庫補助金交付要項及び同取り扱い要領を

一部改正し、簡易水道事業等を平成28年度末ま

でに上水道事業へ統合する簡易水道統合計画を

策定し、厚生労働省の承認を得れば、平成28年

度末までの簡易水道等の整備は国庫補助を受け

られるようになっております。このような中で、

本市には公営の簡易水道が２地区、集落の水道

組合が運営している集落水道が22地区ございま

す。 

 そこで、今後の統合計画でございますが、集

落水道を簡易水道として整備した場合、公的水

道料金が義務化されることから、住民の理解が

得られないことと、莫大な事業費がかかること、

今後の整備後の運営で一般会計からの多額の繰

り出しが必要なこととを総合的に検討しました

結果、現在、市が公営で管理している牛根境地

区と段・小谷地区の２地区を上水道へ統合する

ように統合計画を策定し、厚生労働省へ提出し

たところでございます。 

 しかしながら、今後、配水管等の耐震化整備

を推進しなければなりませんので、両地区を統

合した場合、上水道への負担が大きく統合と同

時に赤字が発生し、水道料金の値上げにつなが

り、上水道利用者の理解が得られないことから、

今回の統合は段・小谷地区の１地区のみの統合

とし、牛根境地区におきましては、次の段階で

の統合を検討するようにしております。 

 次に、利用者や住民への説明はとの質問です

が、今回、小谷・段地区を上水道へ統合した場

合、水質的にも地下水のため同じ水質で、水道

料金についても簡易水道と上水道は同一料金で

住民負担も変わらないし、しかも統合のための

工事期間中も断水はしないことから、地域住民

への現地説明は必要ないかと思います。ただし、

振興会長への文書による通知や、広報紙ホーム

ページで簡易水道事業から上水道事業へ変わる

ことについて、事前に周知するように考えてお

ります。 

 次に、小谷地区にあった水源を今後どのよう

に守っていくかとの質問でございますが、井戸

は通常２本あり交互運転するのが望ましいので

すが、小谷地区の場合、国の農政サイドの補助

のため井戸が１本しかなく、これまでも、この

井戸が枯れたり、井戸のそれら部分の地層が崩
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壊すると、即断水につながるために心配してお

りましたが、今回、上水道との統合によりまし

て、浦川内上集落の上水道の配水管を小谷地区

浄水場の受水槽までつなぐようにしております

ので、この問題は解消されます。 

 つきましては、今後この井戸は不要になるわ

けですが、非常用にこの井戸を取っておくとな

ると、最低１週間に１回程度は取水ポンプによ

りくみ上げをしないと、ストレーナに詰りを生

じ使用不可能になってしまします。よって、取

水ポンプを１週間に１回程度動かすとなると動

力費や人件費等の経費がかかることから、井戸

は今回の工事で廃止するように考えております。 

 しかし、小谷・段地区の住民にとりましては、

今後の水源となる上水道からの配水管等が壊れ

ても、小谷地区受水槽から段の配水池へ送水し、

一旦、配水池に貯めますので小谷・段地区での

１日当たりの使用量を考えた場合、配水池に72

トンの水がありますので、電気がもし停電をし

ても６日程度は断水しないことになります。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  それでは一問一答でお願いし

たいと思います。 

 まず、高齢者対策なんですけども、私たちが

老後を暮していくためには、安心して暮らして

いくそのものの制度というのは、やっぱり社会

保障制度に頼らざるを得ないという部分はどう

しても出てくると思うんです。そして、その問

題の中で一番大きな問題は経済的な問題だろう

と思うんです。 

 私たちの、この前全世帯に配ったアンケート

もとらさせていただいて、回答があって今まと

めているところなんですけども、市政に望むと

いうことで、「やや満足している」が37％、そ

れから「不満がある」が42％とこんな形で、い

わば拮抗している状況があります。そういう中

で、市政に望むということがあるんですけども、

この中でやっぱり第一番目は働く場の確保の問

題が出てきています。やはりこれは重要な課題

だろうと思います。これは定住対策との兼ね合

いでも含めて非常にそのあたりのニーズが高い

のかなと思います。 

 ２点目は、個々に高齢者対策の充実というの

が出てきているんです。やはり個々のアンケー

トのこの声にあらわれるように、やっぱり皆さ

んは今後の高齢者生活の中で、どれだけ不安を

抱えているかということはよくわかると思いま

す。それを一方で裏づける問題として介護保険

制度についても声を求めているんですが、この

中で、特に保険料の減免、それから在宅介護の

充実、特養老人ホームの施設の増設というのが

やはり出てきているんですね。ここの部分とい

うのはやっぱり重要な私たちが高齢者対策、安

心して老後が暮らせるという中で、非常に重要

な視点をこのアンケートはあらわしてくれてい

るというふうに思うんです。 

 地域包括ケアシステム、これも当然必要な構

築に今後つながっていくとは思いますけども、

しかしそれを利用するという点では、先ほど言

いましたとおり、医療・介護・保健・福祉のこ

の社会保障の充実がないと、やはりその地域包

括ケアの構築があったとしても、それを利用し

たりするということは非常に困難が伴う問題だ

と思うんです。それをやっぱり利用していくた

めには、それらに必要な施策がなければこの包

括ケアも機能していかないという点が出てくる

だろうというふうに思います。 

 そういう中で、私が先ほど市長が言っていた、

またこの間一貫して追求してきたのが、そうい

う点での減免制度だとか、そういうところの充

実をということだったんです。確かに市長は回

答として対応が難しいと言われました。しかし、

一方では国保とか、それから介護でも確かに減

免制度があるんですよね。猶予制度はあるんで

すけども、市長、この減免猶予制度、この条例

であるんですけども、これをどのように理解さ
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れていますか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、高齢者対策というこ

とで、非常に財政的なものが課題があるという

ふうなお話をされました。必要に応じてその減

免というのはあるわけですけれども、一方で、

財源確保という大きな課題がありますので、そ

こは必要に応じてはやっぱり減免というのは重

要なことだと思いますけれども、その辺の中身

を判断することは非常に大事だと思いますので、

そのように考えているところであります。 

○持留良一議員  財源の問題を言われましたけ

ど、社会保障制度は互いに助け合いながらとい

う部分と、やはりその中で一定程度、市の財源

的な問題で対応するという部分もあろうかとい

うふうに思いまが、やっぱりこの制度そのもの

というのは、やはり人たちを救済する措置とし

て この減免制度が、猶予制度があるわけです

ね。でなければ、こういうことをわざわざ条例

に盛り込む必要は全くなかったわけですね。 

 だからそこのところで考えて、今度は国保を

どう見るかと、国保の方を見ますと、「市長に

おいて特に減免を必要とするもの」と１項目は

入っているんです。介護はこれがありません。

国保にはこの部分が「その他市長において特別

に減免を必要と認めるもの」と、私は経済的・

恒久的な低所得者問題というのは非常に重要な

課題になっているということを言いました。 

 私が参加している後期高齢者の議会があるん

ですけども、この中で特にびっくりしたのは、

滞納者が非常にふえてきていると、12年度が

2,380人、13年度が2,921人とこんなふうにふえ

てきています。これは当然保険料が引き上がっ

たこともあります。 

 その中で大きな問題は滞納処分の執行停止、

もう取れるところはないという形で、もう執行

停止が21人と、県下ですけどもあります。これ

だけ非常に高齢者をめぐっては負担増が生活を

脅かす。根底から覆すような状況があると。 

 その中で、最低でもその部分を何とか救済で

きないかということで、こういう独自の市の条

例の中で減免制度も出てきておるわけです。だ

からそのことを考えたときに、私はこの国保と

介護はちょっとその部分がちゃんと統一性が図

られていないんじゃないかと、当然介護にそれ

があってもおかしくない問題だというふうに思

うんですけども、この点がやはり重要な高齢者

が安心して暮らす社会という点では役割を果た

すわけなんですけども、その点について市長の

見解を求めます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  この保険料等の

減免につきましては、持留議員が以前にも質問

をされましたけれども、今回の介護保険制度の

改正は、認知症政策の推進や介護予防の充実に

より、健康寿命の延伸を図り、介護保険制度の

持続可能性を確保することとなっているわけで

ございます。 

 また、一方では低所得者対策としまして、低

所得者の高齢者の保険料の軽減を強化すると。

負担軽減を図るというふうになっております。

先ほど市長が申しましたように、本市がさらに

独自に軽減を行うことになりますと、以前、持

留議員示されました他県の町の例をとりまして

試算をいたしますと、相当な財政負担が伴うと

いうことになりまして、また他の所得階層の人

たちにも、さらに負担が大きくなっていくもの

でありまして、大変現段階では非常に厳しいも

のというふうに考えているところでございます。 

 また、この介護保険料の減免につきましては、

平成13年の全国介護保険の担当課長会議におき

まして、厚生労働省が保険料の減免のための３

原則を示しておりまして、この中で保険料の一

律減免が適当でない理由としまして、介護保険

制度においては保険料を所得に応じた５段階設

定や６段階設定とすることなどによりまして、

所得の低い方への必要な配慮を行っていくとこ

ろであると。こうした方法以外で、さらに一定
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の収入以下について収入のみに着目して一律に

減免措置を講じることは、正確な負担能力を個

別具体的に判断しながら減免を行うことになり

ますと不公平であると。 

 高齢者の保険料は高齢者の方にも助け合いに

加わっていただくために支払っていただている

ものでありまして、それをさらに減免し、その

分を定められた負担割合を超えて他に転嫁する

ことは助け合いの精神を否定することになると

の見解を出しているところでありまして、先ほ

ど申し上げましたように、今回の介護保険制度

の改正でも低所得者対策を行っているというと

ころでございます。 

○持留良一議員  私の趣旨とちょっと違った回

答でしたよね。私はなぜこういう制度が設けら

れているのかということを求めたはずでありま

す。 

 以前、国保税の減免等の緩和ということで本

市も取り組まれて、その中で減免規則の改正が

あるんですけども、生活保護基準の1.15未満で

あって、生活保護規定による保護を受けている

者という形で、実態に合った形でこういう部分

も市税及び国保税については改正もされている

ということなんです。なおかつ、社会保障制度、

さまざま今いろいろ言われましたけども、そう

いうものを一つ整理して、こういう減免制度が

あるわけなんですよね。そうすると、そういう

ことを言うんだったら最初から、じゃ、つくら

なきゃいいじゃないかと、何でこんな減免制度

いう制度をつくっているのかということが問題

だろうと思うんです。そのために、やはり現状

の生活にさまざまな問題があって、だからこそ

国保税と市税については、そういう緩和策もと

ったという背景もあるんです。私は、そこのと

ころを重視をしているんです。だからこそ統一

をしたほうがいいんじゃないかと、その他、市

長が認めるものも介護保険料にちゃんと追加す

べきじゃないかということを言ったんです。な

おかつ、やっぱり恒久的な生活困窮者について

は、それなりの対策、対応が必要ではないかと

いうことを求めたんです。 

 全国でも、国保の一部負担金等の問題につい

ても低所得者判定基準というのがあって、約

111自治体が設けています。そんな形で救済措

置をとっているんです。もし今のような形でこ

の問題が整理されていくならば、私はやはり垂

水だけは何となく奇異な感じに映ってしまうと、

この中で高齢者が安心して暮らしていけるとい

う部分が本当にこのことを実現できるのかとい

うのは、非常に不安であります。そのことを私

は指摘しているし、まだこのことについては、

また議論する場があるかと思いますので、そこ

の場に移していきたいというふうに思います。 

 次に、民生委員の問題なんですけれども、先

ほど法改正によるさまざまな問題もありました。

それから増額の意見もあり、検討をしていくと

いうことで、午前中、その検討というのはどう

なんだということがありましたけど、私はこの

状況の中で、いつ書いたかも十分にそのことが

残っていないという中で現状を考えたときに、

やはり本市がどれだけ不利かというのは、先ほ

どの課長の数字でも明らかだったと思うんです。

そういう中で、委員の方々もやはりもっと充実

した活動をしていきたいということを求められ

ています。そのやっぱり土台というのは、経済

的なそれを支え、保障、活動費の増額が当然だ

ろうと思うんです。 

 鹿児島市が制度の見直しをやったのが1997年

です。それ以降、全くやっていないわけですよ

ね。今回、いろいろ外部監査委員の問題の指摘

によって、妥当性がどうなのかという議論にな

っているようですけども、私はこの問題という

のは、この時期に及んで検討というレベルでは

ないだろうと、やはり具体的に来年度からこの

予算についてはしっかりやっていくと、骨格予

算であろうとこの問題についてはやっていくん



－99－ 

だと、そういう人たちの意見に答えていくんだ

と、そして民生委員の活動をしっかり保障して

いくんだということが大事だと思うんですが、

市長、今、課長のいろいろな数字の報告も受け

られて、この問題についてどのように検討、考

えられますか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどから、さまざまな

議員の方々によります、さまざまな要望等もあ

ります。先ほどから申し上げておりますけども、

それぞれ重要なことだと思っております。 

 この民生委員の方々の現状、先ほど数字もあ

りましたけれども、その辺の活動費を考えます

と、まだ改善をしなければいけない状況である

ということは理解をいたします。ただし、やっ

ぱり財源というのをどうやって確保していくか

ということがありますから、その辺のところは

担当課を初め、協議をして、どういう方向でや

っていくのかというのは検討したいというふう

に思います。 

○持留良一議員  そうなってくると、私たちは

何のためにここで議論をするのかというのがあ

ると思うんです。というのは、私たちは、この

問題を提起しています、皆さんに。財源問題が

どうのこうのって、やっぱり今、予算編成の、

骨格予算ですけれども、そういう途上にありま

す。しかしながら、財源がどうのこうの、来年

の問題がどうのこうのという中において、この

問題もやっぱりそのあたりのことも踏まえた形

で、ここに回答を持ってこないと、いわゆる私

たちが質問するそのものが問われてくるわけで

す。であるならば、検討とかそういういろいろ

じゃなくて、やっぱりこれはきちっと財源を確

保しながらやっていくと、そのことが民生委員

さんのそういう意見にも応えられて、民生委員

の活動にも寄与していくんだという部分が担保

されるわけです。 

 現状のままだと、この問題というのは１歩も

前進しないんです。このことを私は問うている

わけなんです。再度、市長に見解を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど答弁したとおりで

ありますけれども、財源をどう確保するか、こ

れがやっぱり大事なことだと思いますから、よ

くその辺は協議して、検討したいと思います。 

○持留良一議員  もう何遍やっても同じことの

繰り返しになるでしょうから、そのことを信頼

していきたいというふうに思います。 

 じゃ、３番目の問題点に入っていきたいとい

うふうに思います。 

 先ほど、資格要件等についてはクリアしてい

くということで、私自身も安心したところであ

ります。 

 それから、選定基準、審査基準、ここのとこ

ろが重要だと思うんですが、先ほど、経費の縮

減が図られ、人件費をどのように見るのかとい

うことが回答としてなかったように思えるんで

すけども、いわゆるこれイコール人件費の削減

と、人件費も削減していくと、そのことによっ

て施設の運営を図っていくということがその土

台にあるのか、それとも、これとは全然関係な

い形なのかということで、再度この点について

確認しておきたいと思いますが。 

○水産商工観光課長（山口親志）  １年間の経

営、25年度の売り上げの指針は出しております

ので、その中で人件費が幾らということは審査

の中では出ておりません。月給幾らでとか、そ

こまでは入っておりませんので、今の雇用体系、

雇用者をいらっしゃる方をまず確保していただ

き、それから賃金についてはその中で決めてい

ただくということですので、人件費が全体の割

合の幾らとか、それから月給、日給幾らとかい

う、そこまでの審査の中で踏み込んだ申請は出

ておりません。 

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、地元

雇用それから継続雇用、このことは重視してい

ただくように考え方をお聞きしましたので、そ

こあたりは基本には置いておりますが、人件費
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としてのトータルの数字的な部分は今回、審査

項目の中でお聞きしておりませんでした。 

○持留良一議員  私たちが今回この審査に当た

って、非常にそういうものを議論するというの

が、資料と情報というんですか、そういうのが

なかなかなくて、側面的な形で、こういう募集

要項等を広げながら、この点はどうだったんだ

ろうかとか、いろいろ考えざるを得ないわけな

んですけども、そういう中で大事な問題は、こ

の働く人たちがどれだけきちっと保障されてい

くのかというのが、この施設のサービス向上、

なおかつ継続的に専門性を発揮していく、そう

いうのをきちっと守っていく重要な役割をここ

が担うだろうなというふうに思うんです。 

 そういう意味で、先ほど言いましたとおり、

この総務省の通知をいろいろ話をしたんですけ

れども、ここの問題というのは、やはりその公

共施設がワーキングプアを出してはいけないと、

そういうことによってきちっとある意味でモデ

ルになるような形になるように、そういう考え

方も含めて、ここに、そのときは総務省の大臣

はどなたかちょっと忘れましたけども、片山総

務大臣ですね、そのときやっぱり現状を見て、

事故が多かったりとか、なおかつ非常に低賃金

で雇用されていると、これでは単純に指定管理

者制度がツールとしてしか使われていないと、

結果的に事業が利益を上げると、そういうツー

ルとしか使っていないということで、この通知

が出てきた背景があるわけなんです。 

 そうなったときに、やはりそこで働く人たち

がどれだけ意欲を持って働けるかというのは、

非常に困難はあると思うんです。さっき言った

とおり、有期雇用期間という３年ごとの見直し

がありますから、その点について、やはり重要

な課題があろうと思うんですけども、そこで以

前、その当時は企画課との議論をしたんですけ

れども、帯広市が指定管理業務による留意事項

というのを、こういうのを出して、さまざまな、

これは強制力はないんですけども、最低賃金と

か含めてそれぞれの職種に応じて賃金を決めて

いると、それから人件費、それからあと社会保

障の法定労働時間とか、こういう雇用状況につ

いてもきちっと提案をしているんです、それを

守っていくと。 

 そして、新しく今度変わったのは、この留意

事項の調査が出てきたんです、このことによっ

て追跡ができると。果たして、その責任を果た

しているかどうかという、こんな形で、見えな

い部分について、やっぱり行政がその役割をし

て、働く人たちがやはりそういう低賃金で働く

んじゃなくて、やっぱりそこで職員の皆さんが

希望を持って働くような環境づくりをしていく

必要があるということで、そういう対策をとっ

ているわけなんです。 

 非常にそういう点では、ある意味モデルにな

るような取り組みだというふうに思いますが、

この点については、実際上のされている課長、

もしくはやっぱり副市長がいいのかなというふ

うに思うんですが、副市長のほうにもこれは示

してありますので、ぜひ見ていただきたいとい

うことと、もう一つは選定委員のこの選定基準、

審査基準の選定委員の問題があるんです。これ

らを見ていくために今、会計関係で、公認会計

士だったか税理士だったですか、その人が入っ

てくるということでこれは改善されたんですけ

れども、私は社会保険労務士もきちっとこの中

に入れて、こういう問題をきちっと専門的な立

場から見ていくという観点からも、このことが

非常に重要だというふうに思うんですが、この

点についてお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

 また、納付金の問題なんですけども、先ほど、

今後の市の考え方を示されたというふうに思う

んですが、やはりこの部分がこのままで、非常

に、本市と道の駅の指定管理者の問題について

は重要な役割みたいだったんですけれども、や
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っぱりこういうことによって、働く人たちへの

還元という部分が非常に困難になっている部分

もあるのではないかなというふうな状況があり

ます。というのは、実体上、給与体系も我々は

わかりません。そして退職金だとか、それから

一時金だとかというのも全くわかりません。し

かし、やっぱりそういうところ、先ほど言いま

した経費縮減イコール人件費というのはないの

かというのは、やっぱりそういうところの関係

からも、この問題というのは非常に重要な問題

であるんで、やっぱりこういうことをきちっと

整理していく必要がある、そのための担保とし

て、こういう留意事項に似たような形で対応し

ていく、そのことが必要じゃないかと思います

し、社会保険労務士の選定委員の新たなやっぱ

り組み入れということも重要だと思うんですが、

この点について、今まで取り組んできた中から

の総括という関係も含めて、以上の点について

御回答をお願いしたいと思います。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、委員

については今、御提案いただきまして、組織を

つかさどっている委員については条例規則に基

づきまして今回しておりまして、その中に労務

士を入れておりませんでしたので、今回のメン

バーの中には入っておりません。御提案いただ

きましたので、今、言われましたそのあたりの

関係は労務士が専門でありますので、次回の委

員メンバーの中には検討を入れさせていただき

たいと思います。 

 それから、雇用と地元雇用、まず雇用の継続、

それから地元雇用ということを一番継続してい

ただきました。人件費についてももうちょっと

踏み込めばよかったんですが、プレゼンを受け

たのが３社です。３社の中から、どの会社が一

番いいかということで委員に点数をつけていた

だきまして、今回、議案として提案しておりま

す。その中で、今、言われましたそのようなこ

とは、決定を見た場合は、しっかりとそのあた

りは指定管理者と協議をしていかなければなら

ないということで、人件費の削減にしても、そ

れから給料の最低限の確保にしても、当然その

あたりは協議をしていく予定でありますし、今

も御提案いただきました帯広市のこれは参考に

しながら、組織を点検する部分にすごくいい資

料ですので、しっかりとそのあたりは点検し、

いい方向で指定管理を行っていきたいと思って

おります。 

○持留良一議員  時間もないんで、あと重要な

点があったんですけど、それはまた次の最後の

議会で取り上げてみたいと思います。 

 それから、公園の問題です。これが今現状の

運動公園の実態であります。もうこれは鎖が壊

れています。こういう中で、この危険とかいう

分も表示していなかったんですけども、非常に

危ない状況がこの中にあるのかなというふうに

思います。これは、もう土木課では見ていただ

いたのかなと思っているんで、それでもやっぱ

りすごい危ない状況があって、全体的に施設が

老朽化しているということがよくわかります。 

 一方、これはお母さんたちが求めて、理想の

公園という形で、鹿屋にある公園です。ひまわ

り公園ですけども、御存じかなと。（「どこあ

るの」と呼ぶ者あり）ユニクロの近くにある、

ヤマダ電機とユニクロの間の公園です。芝生が

張ってあって遊具もいっぱいあるんですが、安

心してこういうところで子育てをできる環境を

整えてほしいということがあります。そういう

ことで、先ほど重要な点は課長が回答されまし

たので、この中で言われた、そのお母さん方た

ちと協議して、この問題については参加をいた

だきながら一緒に計画を練っていくという方向

で、ぜひこの問題は取り組んでいただきたいな

というふうに思います。そういうことで、確認

をしていきたいと。 

 あと、簡易水道の問題ですけれども、最後の

問題で、水源をどのように守っていくのかとい
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うことで、私は水源保護条例だとか、それから

水質保護条例、これが必要じゃないかというふ

うに思うんですが、簡単に課長の見解を聞いて、

終わりにしたいというふうに思います。 

 以上で質問を終わります。 

○水道課長（塚田光春）  ただいまの質問は、

きょうの朝、ちょっとお伺いしましたので、明

確な答弁はできませんので御了承願いたいと思

います。簡単にちょっと言いますけれども、本

市の水源は上水道及び簡易水道において、河川

の表流水３カ所、それから深井戸４カ所で、井

戸数が７本ございます。そこで、水の環境保全

ということですけれども、昨年定めました垂水

市環境基本条例において……。 

○議長（森 正勝）  時間を超えていますので、

速やかに終了願います。 

○水道課長（塚田光春）  はい。 

 水環境の保全として第13条に、市は、河川及

び地下水等における水環境の適正な保全に努め

るとともに、水質に対する汚濁の負荷の低減の

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとす

るとなっています。 

 なお、この環境基本条例をもとにしまして、

現在、生活環境課のほうで環境基本計画を作成

中ですので、この環境基本計画を参考にしなが

ら、今後、本市の水源、水質を守るための取り

組みをしてまいりたいというふうに思います。 

○持留良一議員  終わります。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 

 ４時20分から再開します。 

     午後４時８分休憩 

 

     午後４時20分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番堀内貴志議員の質問を許可します。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  今回の一般質問は８番目でし

たから２日目になると思い、ゆっくり構えてい

ましたが、先輩議員の的確な質問が順調に進み、

１日目の最後になりました。きょうの質問は、

垂水の新しい風として４年目、15回目の一般質

問になりますが、関係各課の皆様におかれまし

ては本日も積極的な御答弁をよろしくお願いい

たします。 

 さて、２年前に政権奪取した安倍政治は、先

月21日に衆議院の突然の解散により、今月２日

に公示、14日に投開票されます。論点はアベノ

ミクスの是非、人口減と地方創生、原発エネル

ギー、消費税と社会保障など多岐にわたります

が、日本経済の危機に瀕していた２年前に比べ

て強い経済を取り戻したのは紛れもない事実で

す。２年前、民主党、野田総理が衆議院を解散

したときに、私はこの一般質問の機会に、日本

再生をどの党に託すのか、有権者に問われるの

は、人気とりの言動や政策、一時的なムードに

流されることのないように、実績のあるしっか

りとした党と候補者を選んでほしいと訴え、結

果として安倍政権が発足しました。この２年間

の実績を見ると、そのときの国民の選択は、紛

れもなく間違っていなかったと言えると思いま

す。（「そうだ、そうだ」と呼ぶ者あり）経済

再生と財政再建そして地方創生、ようやく動き

出した経済の好循環をとめないためにも、今回

の衆議院選挙において、引き続き実績のあるし

っかりとした党と候補者を選んでほしいと思い

ます。（「そうだ」と呼ぶ者あり）有権者の皆

様には必ず投票に行っていただきたいというこ

と、そして選挙管理委員会を所管する市民相談

サービス課長に、市民が政治に参加するシステ

ムづくり、いわゆる投票率がアップする取り組

みをしっかりと行ってもらいたいということを

お願いしまして、本日の質問に入らせていただ

きます。 

 まず、大きな項目の１つ目は、１期４年の市

長の実績についてです。市長の１期４年の実績
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などにつきましては、本日の川越議員の質問な

どで理解いたしましたが、その中で３点に絞っ

て質問させてもらいます。 

 まず１つ目が、広報・情報発信に対する考え

方と効果についてです。最近、市外の人と話を

するときに、垂水市って元気あるよね、頑張っ

ているよねなどと、お褒めの言葉をもらいます。

このことに関して、自分なりに考えてみました。

これは広報面で垂水市の情報発信の方法が変わ

ってきた、いわゆる充実してきたからではない

かと思います。毎月発行される広報誌たるみず

が変わり、テレビや新聞などにも取り上げられ

る機会が多くなってきました。マスメディアの

影響というのは非常に大きいものがありまして、

特に市外の人から見ると、テレビや新聞などで

取り上げられることで話題になるのではないか

と思います。垂水市は元気がある、頑張ってい

るねなどとお褒めの言葉をいただくのは、こう

した情報発信のやり方がうまく機能しているか

らだと思います。このことは、ひとえに市長の

情報発信に対するリーダーシップのあらわれだ

と思います。そこで、市長在任中の４年間のテ

レビ報道や新聞記事などの宣伝効果を検証する

上において、金額に換算するとしたら一体どれ

くらいの効果があったのか、具体的な金額で示

せないものかお尋ねします。 

 ２つ目は、財政指標等の推移についてお聞き

します。市長は、平成23年１月に市長に就任さ

れました。私の資料では市長就任時の平成22年

度ですが、垂水市の借金である地方債残高は約

103億円であり、基金残高は約14億円でありま

す。市長は４年前の選挙のときに、行財政改革

断行の継続を公約の一つと掲げられていますが、

この４年間でどのように改善されたのか、その

推移の状況について教えてください。 

 ３つ目は、ふるさと納税の現状について質問

をいたします。全国的に、ふるさと納税につい

ては各自治体において工夫を凝らし、さまざま

な取り組みを行っています。本市においても昨

年度から制度改正に取り組まれたことにより、

寄附件数、寄附金額ともに増加しているとお聞

きしていますが、まずは、その最新の情報につ

いて教えてください。 

 大きな２つ目は、「第30回国民文化祭・かご

しま2015」に向けた垂水市の取り組みについて

お聞きします。来年度、鹿児島県で、「第30回

国民文化祭・かごしま2015」が開催されること

に伴い、県内各自治体でさまざまなイベントを

計画し、垂水市においても、「和田英作・和田

香苗記念全国絵画コンクール」､「たるみずふ

れあいフェスタ2015」､「大隅歴史街道」の3つ

の主催事業を企画しています。また、主催事業

以外にも、よさこい祭りを取り込んだ「第14回

ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎたるみず」な

ど、幾つかのイベントも予定されています。 

 過去に国民文化祭を開催した県の実績では県

内外から多くの来客が訪れ、県全体で200から

400億円に上る経済波及効果が見込まれると言

われており、鹿児島県でその国民文化祭が開催

されるということは、垂水市にとってもまちが

いなく潤う千載一遇のチャンスであると思いま

す。いかに１人でも多くの方に垂水市に来ても

らい、お金を使ってもらう、その結果、経済波

及効果に結びつけるということが大きな課題に

なってくるのではないかと思います。 

 そこで、まずは、本市で開催される事業の内

容とその目的についてお尋ねします。現在、垂

水市では、第30回国民文化祭垂水市実行委員会

を中心に詳細な事業計画の打ち合わせと広報活

動がされているようです。しかしながら、まだ

国民文化祭の趣旨や目的など、市民に浸透して

いないように思います。市民が国民文化祭の趣

旨や目的などについて理解しないことには、こ

の効果は半減もしくは全く得られないことにな

るものと思います。市民に対する認知度を高め、

市を挙げて取り組む機運上昇の方策についてど
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のようにお考えかお尋ねします。また垂水市に、

より多くの経済波及効果を得るためにはどのよ

うなことが必要になってくるのかお尋ねします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  初めに、情報発信関

係の取り組みについて御説明いたします。 

 尾脇市長が就任しましてから、広報力、情報

発信力強化の指示がありましたので、ホーム

ページを含む情報発信媒体の一元化や、他課と

の連携強化を図り、効果的な広報行政を行うた

めに広報担当職員を増員するなど、広報体制を

充実させました。この結果、情報発信件数は、

平成23年度は1,114件だったものが、平成25年

度には1,323件、平成26年度は７カ月で929件あ

り、３月までには1,400件を超える見込みでご

ざいます。 

 また、お尋ねの新聞記事等の宣伝効果につい

て金額で示せないかとのことでございますが、

１件当たりの単価を算出し、新聞やテレビへの

掲載件数を掛け合わせたもので試算しましたと

ころ、新聞とテレビを合わせまして４年間で１

億6,000万円余りという結果となりました。特

出すべき点として、メディアに取り上げていた

だいている件数が年々増加している点が上げら

れます。特に新聞掲載については、就任当初の

平成23年は92件でしたが、平成24年は103件、

平成25年は244件、本年度は10月末現在で既に

266件と大幅に伸びている状況でございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  財政指標等の推移に

ついての御質問にお答えします。 

 本市においては市民の皆様や市議会の御理解

をいただきながら、市長就任年度である平成22

年度を初年度とする５カ年計画の第２次財政改

革プログラムに基づき、健全な財政運営の適正

化に取り組んでまいりました。その財政指標等

の推移について御説明いたします。 

 まず、経済収支比率ですが、財政構造の弾力

性を示すもので、平成25年度決算で90.5％とな

っておりますが目標値は95.4％であり、平成22

年度以降、毎年度目標を達成しております。 

 次に、実質公債費率ですが、借入金の返済額

等から資金繰りの危険度を見る比率を示すもの

で、平成25年度決算で11.9％であり目標値は

14.8％で、これも平成22年度以降、毎年度目標

を達成しております。 

 次に、将来負担比率ですが、借り入れ残額か

ら将来財政への負担割合を示すもので、平成25

年度決算で37.6％であり、平成22年度の93.3％

と比較しますと55.7％改善してきており、これ

も平成22年度以降、毎年度改善してきておりま

す。 

 次に、借金である地方債残高ですが、平成25

年度末で約93億6,000万円余りでございます。

市長就任時の平成22年度末の残高は約103億円

ですので、９億4,000万円ほど減らしてきてお

ります。 

 次に、基金残高ですが、基金全体で平成25年

度末で約25億3,000万円余りでございます。平

成22年度末の残高は約14億円ですので、11億

1,000万円ほどふえております。そのうち財政

調整基金残高につきましては平成25年度末で約

13億8,000万円であり、平成22年度末の残高は

約10億円ですので、３億8,000万円ほどふえて

おります。また平成23年度から新庁舎建設を主

な目的として市有施設整備基金を造成し、これ

まで約6億円を積んできております。 

 主な財政指標等の推移について御説明をいた

しましたが、第２次財政改革プログラムの目標

値は現時点で達成または改善してきております。

また市債につきましても９億4,000万円ほど減

らし、基金を11億1,000万円ほど積んできてお

ります。 

 以上、市長就任後のこれまでの財政状況は厳

格な財政改革に取り組んだ結果、大きく改善さ

れてきております。 
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 以上でございます。 

○企画課長（角野 毅）  本市のふるさと納税

の現状についてお答えいたします。 

 最近メディア等で取り上げられ、認知度が一

気に高まったふるさと納税でございますが、本

市におきましても寄附者の数、または、それか

ら金額についても年々増加傾向となっておりま

す。 

 寄附の実績につきましては、平成24年度が寄

附者総数280名、寄附金額746万4,953円、平成

25年度が409名、1,136万3,603円となっており

ます。本年度の状況につきましては、11月末現

在で既に516名、1,697万5,000円となっており、

昨年度同時期と比較いたしますと寄附者数が

2.31倍、寄附金額が2.92倍と大幅に増加してい

るところでございます。 

 本市では１万円以上の寄附者の方に対しまし

て、本来のふるさと納税の趣旨を守りつつ、寄

附のお礼と地場産業の振興を目的に、お礼の特

産品をお送りしておりますが、寄附者数の増加

と他自治体との差別化を目的といたしまして、

本年度の１月から寄附金額に応じて選択できる

特産品の数をふやしております。また、本年７

月には100万円以上の寄附者に対しまして、美

湯豚２頭分の豚肉や、特別性の八千代伝の３升

甕壺など盛り込んだ豪華特産品を設定いたしま

して、また、年内に１万円以上の寄附を下さっ

た方全ての方を対象といたしまして、再抽選で

きる抽選で５名の方々に森伊蔵が当たるダブル

チャンス抽選を実施するとしたところでござい

ます。 

 これらの取り組みの結果、大幅な寄附者数、

寄附金額の増加につながっているところでござ

います。 

○社会教育課長（森山博之）  堀内議員の「第

30回国民文化祭・かごしま2015」に向けた垂水

市の取り組みについて、本市で開催される当該

事業の内容とその目的についてお答えいたしま

す。 

 国民文化祭は来年10月31日から11月15日まで

16日間開催され、全国各地からアマチュアを中

心とした文化団体や愛好家が集まり、各種文化

活動の成果を発表、共演、交流する日本最大の

文化の祭典でございます。 

 鹿児島県では、文化維新は黒潮に乗ってを

テーマに、南方より生まれた本県の文化芸術の

すばらしさを再認識するとともに、さまざまな

文化芸術に触れ合う機会を提供することを目的

とし、県内で100を超えるイベントが計画され

ております。 

 本市は３つの主催事業と、現在３つの応援事

業を計画しております。 

 まず１つ目は、和田英作・和田香苗記念全国

絵画コンクールでございます。郷土が生んだ洋

画会の偉人、和田英作と、弟、香苗の功績を全

国に発信するとともに、日本の山河を描こう！

をテーマに、県内の幼稚園・保育園児と、全国

の高校生を除く18歳以上の一般から絵画作品を

公募し、審査、展示を行います。また、特別企

画といたしまして、本県出身の俳優で画家であ

ります榎木孝明氏を招聘し、パネルディスカッ

ションを開催することとしております。 

 ２つ目は、大隅歴史街道でございます。歴史

番組などで有名な歴史作家、加来耕三先生を、

記念講演会を初め垂水市を拠点に肝属地区２市

４町を訪れる歴史の旅を企画しております。 

 ３つ目は、たるみずふれあいフェスタ2015の

開催に合わせまして、食のトークショーを実施

いたします。武田鉄矢氏率います海援隊による

トークショーで、本市のカンパチ、ブリなど、

おいしい食材など食文化を全国に向けて情報発

信したいと考えております。 

 また、応援事業につきましては、第39回垂水

市民文化祭や、海上自衛隊によります瀬戸口藤

吉翁を偲ぶ演奏会、第14回ＹＯＳＡＫＯＩ九州

中国祭りｉｎたるみずを計画しております。 
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 これらの事業は、当事者を含め、市内はもと

より県内外から多くの集客を見込むことができ、

文化の向上と垂水市を全国にアピールできる絶

好の機会となり、経済波及効果も大きいことか

ら全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、市民に対する認知度を高め、市

を挙げて取り組む機運上昇の方策についてお答

えをいたします。 

 我が国最大の文化の祭典、国民文化祭は、全

国から多くの来場者と、県全体においては300

億の経済効果が見込まれるとされております。

本市にとりましても、郷土の文化や歴史、観光

や産業を全国に発信できる千載一遇の機会であ

ると考えております。 

 開催に伴い、本市は市町村の中でも県内２番

目の早さで実行委員会を立ち上げ、３つの主催

事業ごとに企画委員会を設け、よりよい企画と

なるよう協議を重ねております。 

 また、広報たるみずでは本年１月号から毎月

１ページを割いて情報コーナーを設けるなど迅

速な取り組みを行い、市民の皆様に情報を発信

しているところでございます。 

 10月19日には他市町村では例のない、企業並

びに商店街、文化団体などを含め、市民向けの

国民文化祭事業説明会を開催いたしました。説

明会では、昨年と今年度開催されました山梨県

や秋田県の取り組みを写真やビデオで紹介した

ところでございます。 

 なお、今年度は11月２日に開催されました、

たるみずふれあいフェスタ2014並びに11月24日

から12月７日までに開催いたしました第２回和

田英作・和田香苗記念絵画コンクールはプレ国

民文化祭と位置づけ、開催をいたしました。 

 応援事業につきましても、９月21日に第１回

たるみずＹＯＳＡＫＯＩ祭りを開催させていた

だき、900名を超える来場者でにぎわいました。

今後も応援事業への積極的な参加を呼びかけて

まいりたいと考えております。 

 なお、国民文化祭の開催に伴い、青少年の健

全育成の観点から、本市独自のボランティアグ

ループ、垂水おもてなし少女・少年隊を結成い

たしました。このおもてなし隊は小学４年生か

ら高校生まで53名で編成され、今後は、おもて

なし班、研究分析班、ＣＭ制作班に分かれて１

年間活動してまいります。 

 こうした取り組みを行うことで市民の皆様へ

の周知を図り、機運の醸成に努めているところ

でございます。 

 続きまして、本市に経済波及効果をもたらす

ためにはどのようなことが必要かについてお答

えをいたします。 

 国民文化祭は市民総参加と位置づけておりま

すことから、市民の皆様がそれぞれの立場から

国民文化祭がどのようなものか理解し、参加し

ていただきたいと考えております。本市が経済

効果を生み出すためには、県内外から１人でも

多くの皆様に御来場いただくことが求められて

おります。そこで、３つの主催事業に、榎木孝

明、海援隊、加来耕三の著名人を招聘するとと

もに、和田英作・和田香苗記念全国絵画コン

クールでは出展者やその家族が一緒に訪れてい

ただけるよう、県内幼稚園・保育園児の作品部

門も設けるなどの工夫や、たるみずふれあいフ

ェスタ2015におきましては食のトークショーな

どを実施することとしております。また、市内

宿泊を伴います大隅歴史街道への参加者や、第

14回よさこい九州中国祭りでは約70チーム、

1,000人を超える踊り子が本市を訪れると伺っ

ております。 

 このような取り組みにより県内外から多くの

来場者が見込まれ、経済効果も期待できること

から、出店者や企業、商店街の皆様には、利益

を生むための企画を考案していただければと考

えております。 

 以上でございます。 
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○堀内貴志議員  一問一答方式でお願いいたし

ます。 

 最初の市長の広報情報発信についての考え方

について質問しましたけれども、１億6,000万

円もの金額に換算すると効果があると、それを

ほぼゼロ円でなし遂げたと、その結果、情報発

信がうまくいって、結果的に多くの人から評価

されていると、そういうふうに私は理解してい

ます。垂水は元気がある、頑張っているねと言

われるのは、多分このことから来ておるのでは

ないかなと思います。それで、市長自身、この

広報のあり方、情報発信に対する思いについて、

まず聞かせていただきたいということ。 

 あと、財政指標等の推移、これについては市

長就任後、厳格な財政改革に取り組んだ結果、

全てにおいて大きく改善されたということです。

この点はすばらしい実績として評価できるもの

ではないかなというふうに思います。この点に

ついては、再度の質問はいたしません。 

 あと、ふるさと納税です。ふるさと納税、税

制制度改革を繰り返しながら、他の自治体がや

っておることに対しておくれをとらないように

一生懸命垂水も取り組んでいる、その結果、成

果が上がっているという実績があります。この

ふるさと納税でいただいた寄附金については、

どのように使われているのか。そして、この納

税について国のほう、先ほど池山議員の質問で

もありましたけれども、地方創生ということで

国が目玉政策の一つにしていますが、その中で

も、ふるさと納税つまりふるさと寄附金制度に

ついても注目が高まっているというような状況

があります。国がふるさと納税について制度拡

大を行うような話を耳にしたことあります。本

市の今後のふるさと納税の取り組みについても

教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  情報発信についてお答え

をいたしたいと思います。 

 私は常々、市政に関する情報の発信は非常に

重要であり、住んでよかったと思えるまちづく

りのため、市政運営のベースとなるものと認識

をしております。このため、３つの大きな考え

方のもと、広報行政を行ってまいりました。１

つ目は、早く正しくわかりやすい情報発信、す

なわち広報力の向上を行うこと。２つ目は、垂

水ファンの拡大のための情報発信を行うこと、

すなわちブランディングの基盤づくりを行うこ

と。３つ目が、よりＰＲ効果の高い広報を行う

こと、すなわちパブリシティーの向上を行うこ

とです。 

 １つ目の広報力の向上ですが、先ほど総務課

長からもありましたが、広報誌の大胆な刷新を

行いました。広報誌は形が変わったことに対し

て最初は賛否両論ありましたが、今では私自身

も本当に自慢できる広報誌として、あらゆる機

会を通して広報誌を配付するなどＰＲ活動に努

めているところでございます。また、ホーム

ページの運用も広報に一元化をし、広報誌では

できない独自性の高い情報発信に努めました。 

 ２つ目ですが、垂水市のブランディング、す

なわち垂水市のファン拡大のため、市外の方々

に垂水の魅力を情報発信するための取り組みを

行いました。平成23年度には、関東や関西で活

躍している本市出身者計24名をたるみず大使に

任命をし、本市のファン拡大のために御尽力い

ただいているところでございます。また、本年

度は本市発の公式イメージキャラクター「たる

たる」を市民の多くの参加のもとで決めていた

だきました。このことから垂水の魅力をさらに

広めていけるブランディングの基盤づくりが行

われたと思っております。 

 ３つ目のパブリシティーの向上ですが、パブ

リシティーとは、広告費をかけずメディア自体

の判断で取り上げてもらう活動のことを言いま

す。先ほど総務課長から細かい説明がありまし

たが、本市の場合、年々新聞等への掲載件数も

多くなり、広報費に換算すると約１億6,000万
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円余りの効果だったという試算がございます。

また、市民の皆様からテレビや新聞等を見て元

気が出た、市外の方々からは垂水頑張っている

ねと声が聞くことが、私も多くなっております。 

 このようなことから、広報・情報発信につい

ては非常にこれまでのところ、職員の頑張り等

も含め、高い成果が出ているのではないかと考

えているところであります。 

 以上でございます。 

○企画課長（角野 毅）  ふるさと納税応援基

金の活用状況及び今後の展開につきましてお答

えをいたします。 

 基金の活用状況につきましては、本市では、

ふるさと応援基金を財源とした事業につきまし

て各課に募集を行います。募集のあった事業に

対しまして、寄附者の意向に沿った事業である

か、また、真に必要な事業であるかについて、

副市長を委員長とした使途選定委員会を設置し、

庁内で十分に審査を行い、認められた事業につ

いて基金の充当を行っております。これまで39

件の事業に2,517万2,482円を活用しており、平

成26年度は、先月の秋の産業祭でお披露目をさ

れましたゆるキャラの作成を行う垂水市イメー

ジアップ事業や、地域振興計画を策定した地区

に対しまして地域づくりを推進するために交付

いたしますまちづくり交付金等、４件の事業を

選定し、459万3,000円を活用する計画でござい

ます。 

 ふるさと納税に係る実績につきましては、毎

年６月に実績をまとめた報告書を作成し、寄附

者全てにお送りするとともに、継続的な寄附の

お願いを行っております。また、市ホームペー

ジや広報誌などにも実績を掲載することで、透

明性の高い基金の運用ができているものと考え

ております。 

 今後の展開につきましては、国においては来

年度より地方創生の一環といたしまして税制控

除の上限額の引き上げ、税額控除を受けるため

の手続の簡素化など、ふるさと納税の制度拡充

が図ろうとされております。これにより寄附者

はさらに増加することが予想されます。本市で

はこの改正を絶好のチャンスと捉え、地場産業

の振興や６次産業化の推進等、本市特産品のＰ

Ｒを行うために地元事業者と連携をして、お礼

の特産品の充実などを図ってまいります。 

 お礼の特産品の見直しにつきましては、ふる

さと納税の本来の趣旨でございます地方の財源

確保のために市で活用できる財源の確保を行い、

寄附者数及び寄附金額をふやし、本市にとって

有効な事業となるよう考慮してまいります。 

 また、関東・関西垂水会などの方々に向けて、

これまで以上にふるさと納税制度の認知と協力

を呼びかけてまいります。 

 今後も、ふるさと納税を通じて本市の魅力を

全国に発信し、１人でも多くの垂水市のファン

を獲得できるよう努めてまいります。 

○議長（森 正勝）  ここで申し上げます。本

日の会議は議事の都合により、あらかじめこれ

を延長します。 

○堀内貴志議員  時間が余り延長にならないよ

うに配慮をするつもりでおります。 

 ３回目の質問ですか。はい。 

 まず、情報発信、今、ゆるキャラ出ました。

それを活用しながら垂水の情報発信については

今後ますます工夫を凝らして、これまで以上の

成果を上げてほしいと思っています。その関係

で今後ゆるキャラというのは大切なポイントの

一つになってくると思います。産業祭でも発表

されました。今、市長の言葉でも、企画課長の

言葉にもありましたけれども、わかる範囲で結

構です。このゆるキャラについては、いつごろ

からどのように使われるのか教えていただけれ

ばと思います。 

 そしてもう１点、ふるさと納税のことについ

ては今の課長の答弁で、実績、今後の取り組み、

十分に理解したつもりです。最後に、市長にこ
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の件についてお聞きします。本市のふるさと納

税のこれまでの実績を踏まえて、自分の評価、

それと市長の思いについてお話ししていただき

たいと思います。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは先に、垂水

市初の公式イメージキャラクター「たるたる」

について申し上げます。 

 まず、このことにつきましては、せんだって

の産業祭で市民の方々を初めとして皆様方に公

表したところでございますので、それに基づき

まして今月中に県内外の業者さんを公募しまし

て立体化のデザインを決める予定にしておりま

す。年明けから制作に入りまして、３月中には

制作できるのではないかと思っております。ま

た、これの発表の段階につきましては、今のと

ころまだ新年度の行事予定と予算の関係等ござ

いまして確定しておりませんので申し上げられ

ないところですが、一番発表しやすいタイミン

グ、場所等を選定して、ゆるキャラ、立体化し

たのを発表できればと考えているところでござ

います。 

○市長（尾脇雅弥）  そうですね、御質問あり

ました総括的に垂水市の発展、先ほどからお話

をしていますけれども、基本は垂水市の発展、

垂水市民の幸福ということで取り組みをさせて

いただきました。本当にその言葉に集約をされ

るわけですけれども、そのために何から始めよ

うかと考えたときに、まずは情報発信というこ

とを考えました。おかげさまで担当職員の頑張

り、また市民の、ほかの職員の協力もいただき

ながら、そのことが少しずつ具現化しているよ

うなふうに思っています。 

 考え方として、こうだからできないではなく

て、どうすればできるかという視点を持って、

まだ足りないところがございますし、きょうも

いろいろ課題、御指摘をいただきましたので、

その辺のところを真摯に受けとめて、しっかり

と精査をして、次回へ向けて一生懸命頑張って

いきたいというふうに思っております。 

○堀内貴志議員  大きな２問目の質問に入りま

す。国民文化祭・かごしま2015に向けた垂水市

の取り組みの２回目の質問をさせていただきま

す。 

 社会教育課長がお話しされましたけれども、

広報面で一生懸命取り組んでおられる、それは

よく理解しておるつもりです。しかしながら、

やはり市民に対する認知度もまだ低いように思

います。いろんな事業も実施されておる。ただ

実施しただけではだめなんです。効果を得るよ

うにしなければならない。効果を得るためには

どのようにしたらいいのか、そこまで考える必

要があるんじゃないのかなと思います。 

 10月19日に企業や商店街、文化団体などに、

国民文化祭の事業説明会を開催されました。そ

の後の効果、あったのかどうなのか、まだ市民

に浸透もされるために、今後この国民文化祭を

浸透させるために予定されている広報面の事業

はあるのか、その点についてお聞きをします。 

 それと、もうまとめて言います。主催事業の

一つに毎年開催されているたるみずふれあいフ

ェスタ2015、いわゆる秋の産業祭、これもあり

ます。私が見る私の受けとめ方です。国民文化

祭は文化の祭典であるので教育委員会の事業で

あるということから、水産商工観光課としての

国民文化祭に対する動きが見えてこないように

私は思います。私の考えを改める上においても

水産課長にお尋ねをします。 

 先ほど、社会教育課長、市内外から多くの来

場者が見込まれて、経済波及効果もあるとの答

弁でございました。もっと文化祭とコラボレー

ション、コラボすることによって観光分野での

情報発信に努めるべきであると考えますけれど

も、課長は国民文化祭の事業に対してどのよう

に考えているのか、課長の見解をお聞きします。 

 それと、この国民文化祭の機会に、垂水市の

観光資源の情報発信や観光振興の推進に、この
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場所絶好の機会だと思います。今後どのような

手段を講じて垂水市を情報発信するのか、この

２点お聞かせください。 

 もう一つ、今度は財政課長にお聞きをいたし

ます。国民文化祭の事業が来年やってきます。

交流人口もふえると思います。来年のその国民

文化祭を成功させるために、既にその事業の中

の団体、一部の団体は市内や県外の祭りにイベ

ントに赴いて多くの観光客を取り込もうとして

います。その出先も福岡だとか大分だとか長崎、

旅費、交通費、自腹で出費して、広報面で大々

的に展開している事業もあります。その事業を

推進する方々は垂水市を何とか盛り上げようと、

何とかして垂水市を元気にしようという考えか

ら一生懸命に取り組まれている。そして垂水市

を情報発信していると、そういうような傾向が

あります。それで財政課長、お聞きしますけれ

ども、これらの団体の事業について知っている

のかいないのか、どこまで知っておられるのか、

その回答を話された上で、垂水市の情報発信、

経済効果などに、垂水市に対して一定の効果を

もたらす事業に対しては、市として経済的な支

援、補助を行う必要があるのではないかと思い

ますが、その点についてどうお考えかをお聞き

します。 

○社会教育課長（森山博之）  堀内議員の２回

目の、取り組みを行った効果と今後の活動につ

いてお答えをいたします。 

 10月19日に開催いたしました事業説明会には

多くの方々に出席をしていただきたく、商工会

や垂水・牛根両漁協を初め、企業並びに飲食店

などを直接訪問し、出会をお願いしたところで

ございます。当日９時からという時間設定や開

催日などの関係もあり、出席いただいた方々は

50名程度でございましたが、参加いただいた

方々の中には独自のプランやぜひ出店したいと

いう声もいただきました。プレ国民文化祭とし

て位置づけました、たるみずふれあいフェスタ

2014におきましては7,000人の来場者の相乗効

果もあり、同日開催いたしました市民文化祭に

も多くの来場者があり、会場でありました文化

会館におきまして国民文化祭広報用のティッシ

ュを配布するなどの取り組みを行ったところで

ございます。 

 次に、第２回和田英作・和田香苗記念絵画コ

ンクールでは573点の作品応募があり、森の駅

たるみず並びに文化会館において展示を行い、

790名の来場者がございました。次年度の開催

に向けて情報発信ができたものと考えておりま

す。 

 そのほか、応援事業と位置づけました第１回

たるみずＹＯＳＡＫＯＩ祭りは７カ所の会場で

開催され、メイン会場であります文化会館前の

広場では500名の来場者があり、全会場合わせ

て900名を超える方々にお越しいただいたとこ

ろであります。 

 また、昨日、市役所、市民館などに開催時期

を記載をいたしました垂れ幕を設置したところ

でございます。 

 こうした活動を展開しておりますが、今後、

市民の皆様への周知の充実を図るために、来年

度にはポスターやチラシなども作成する予定で

ございます。また、このほかＦＭたるみずでの

放送や、今後開催されます諸会議や催し物、さ

らには垂水フェリー乗り場での広報ティッシュ

の配布に加え、おもてなし隊ＣＭ制作班により

ますＰＲ活動などに努め、市内はもとより県内

外に情報発信してまいりたいと考えております。

先ほど入りました情報ですが、国民文化祭を

テーマに作文コンクールが行われ、おもてなし

隊の隊員が最優秀賞を受賞したという報告も受

けております。また、文化グループや地域、学

校には、より詳細な説明を行い、応援事業の参

加を促すとともに、企業や商店街の方々には個

別に内容を詳しく説明するなど、啓発活動に努

めてまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、鹿児

島国民文化祭に対して教育委員会だけの意識で

あるんじゃないかということですが、これは当

然、市長のほうも言っておりますので、垂水市

全体の取り組みだという認識でおりますので、

それは御理解ください。 

 それから、来年開催の鹿児島国民文化祭と主

要事業であります産業祭のコラボについてであ

ります。本年度、ふれあいフェスタ2014、秋の

産業祭においては、地元の方々に御協力をいた

だきまして約7,000人の来場者があり、地元の

野菜、肉、魚、加工品、お弁当などの出店をお

願いいたしまして、昨年度より盛大に開催させ

ていただきました。 

 開催に当たり、実行委員会の中で、先ほども

申し上げましたとおり国民文化祭担当者から来

年度の産業祭においては主催事業として取り組

みのため、２日間開催してほしいとの依頼も受

けておりますので、２日間開催のために当然の

ことながら出店者に理解、協力をいただきまし

て、大きな産業祭にする予定でおります。 

 場所としましても、食品の取り扱い上、キラ

ラドームを中心とし、両漁協などの催し物につ

いては、規模においては周辺に店頭を建ててい

きたいと思っております。 

 来年のことですので、まだ、催し、出店等に

ついては実行委員会等で協議しておりませんが、

鹿児島開催の国民文化祭でありますことから垂

水市を挙げて対応、実施していくことは、産業

祭の対応だけではなく当然みんなで協力してい

かなければならないと思っております。垂水市

を訪れていただく方々、訪れてもらうような観

光地等の情報発信も、通常の観光と合わせてこ

の時期の観光をどのように発信して、また訪れ

ていただくか、当然、担当課と協議をしてまい

って盛大な国民文化祭を開催していきたいとい

うふうに思っております。 

○財政課長（野妻正美）  よさこい祭りが国文

祭のプレイベント事業としまして文化会館ほか

で先日ありまして、大変盛況であったというこ

とは聞いております。また国文祭では多くの

チームが本市に来られるということで、経済効

果が期待できるものと考えております。 

 経済面での支援ですが、国民文化祭につきま

しては財政課長としましても重要な事業という

認識はありますが、市を挙げての取り組みも必

要だと考えております。財政支援につきまして

は詳細な取り組み内容等を関係課と十分協議し、

判断してまいります。 

○堀内貴志議員  はい、ありがとうございます。

水産商工観光課も一生懸命やっていることを理

解できました。大変ありがとうございます。 

 それで、３点ほど要望という形でお願いして

おきたいなと思います。 

 まず今、社会教育課、水産商工観光課、財政

課、質問しましたけれども、観光課長もお話あ

りました。これについては垂水市を挙げてやら

なければいけない事業、そしてこの機会に多く

の人を垂水市に来ていただいて、そして経済を

潤わすそんな事業にしていただきたい、ほかの

課がやっておるんじゃなくて、ほかの課長も全

員このことを理解していただいて、一生懸命い

い知恵を出して成功させるようにお願いしてい

ただきたいなというふうに思います。そして垂

水市に来ていただいた方々に満足していただい

て、そしてまた垂水市に来ようと思うそんなす

ばらしい情報発信ができるようにしていただき

たいということです。 

 そして最後、財政課長、経済的には厳しいと

いうことをおっしゃいました。どうか行政にで

きることをしっかりと考えていただいて、積極

的に前向きに検討していただきたいということ

を要望しておきたいと思います。 

 最後になりますけど、市長、この国民文化祭

をどう思われるのか、その点だけお話をお願い
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します。 

○市長（尾脇雅弥）  国民文化祭についてとい

うことでしたけれども、先ほど水産商工観光課

長のほうからありましたけれども、職員は少な

い人員の中で一生懸命頑張ってくれています。

水産商工も特に土日もなく頑張ってくれている

ことも、私のほうから、まずは申し伝えたいと

思います。 

 ただ、一方で国民文化祭というのは今度は第

30回ということで、伊藤知事の見解ですと、大

体県下全域で300億ぐらいの経済効果が見込ま

れるということでありますので、しっかりと

我々も主催事業、共済事業に取り組んで、そう

いう方向で進めていきたいと思っています。 

 皆さん方が自費をもっていろんなところで垂

水のＰＲに頑張っていただいているというのは

十分わかっておりますので、その中で何ができ

るのかということは、財政担当等も含めて検討

をしてまいりたいと思います。 

 国民文化祭はそういうような形で国体と並ぶ、

あるいは経済効果においては国体を上回るイベ

ントだというふうに聞いておりますので、何を

もって成功かと言いますと、事業がしっかりと

していることと、交流人口がいっぱい来ていた

だくこと、そして経済効果ということでありま

すから、全てがうまく行くように垂水市を挙げ

て頑張っていきたいというふうに考えていると

ころであります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  この国民文化祭、先ほどから

言いますけれども、市内外から多くの客が訪れ

るということは、市民の方々にはもうける絶好

の機会であるということです。この国民文化祭

の機会を通じて垂水市が活力を取り戻してほし

いということを期待して、私の本日の質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  本日は、以上で終了しま

す。御苦労さまでした。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日は、これにて散会し

ます。 

     午後５時10分散会 
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平成26年12月10日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。 

   △一般質問 

○議長（森 正勝）  本日の議事日程は、きの

うに引き続き一般質問であります。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、７番田平輝也議員の質問を許可しま

す。 

   ［田平輝也議員登壇］ 

○田平輝也議員  皆さん、おはようございます。 

 いよいよことしも残り少なくなり、そして本

格的な冬になってきたようです。今後は桜島の

降灰が垂水方面により多く来る季節となります

が、農水産物への被害のないことを願っており

ます。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問をさしていた

だきます。また、同僚議員と重複するところも

あるかと思いますが、御了承ください。 

 まず、観光施設の現状についてでありますが、

人口が減少する私どもの垂水市にとりましては、

観光開発は観光客数の増加や雇用を含めて大変

重要な政策であると思います。 

 本市の道の駅、千本イチョウ、猿ヶ城渓谷、

そして大野原の高峠つつじ公園などに市外から

観光客が多く来られておられます。特に牛根の

道の駅たるみずは、開設以来年間を通して多く

の観光客が訪れられていると思います。 

 そこで伺いますが、道の駅たるみず、千本イ

チョウなどにどれぐらいの来客数があったのか。

ここ数年間の推移をまずお聞かせください。 

 次に、猿ヶ城渓谷の開発と整備内容について

お聞きします。 

 猿ヶ城渓谷は、県下でも有数のすばらしい渓

谷美を誇る本市の観光拠点の一つであると考え

ます。道の駅たるみずは、年間数十万の観光客

が来られる施設として定着しているのに比べて、

新しく発足した森の駅たるみずは、どのような

状況なのか、当初の計画どおり推移しているの

かを伺います。 

 これまでも地元の池之上議員も、また私も委

員会などの中で質問をしてまいりました。まず、

国、県、市、民間別のこれまでの開発内容と今

後の開発計画や本年度の稼働率、各年度ごとの

収支状況や来客数の状況についてお伺いいたし

ます。 

 次に、雇用対策でございますが、以前の地域

雇用創出推進事業によって、雇用が本市に発生

したことは本当にすばらしい事業だったと思っ

ております。 

 しかし、今でも仕事をしたいとハローワーク

に行っても、なかなか厳しいとの声を、特に中

高年の方々からよくお聞きいたします。 

 今後もこれらの事業を続けて、雇用の改善に

なればと考えます。国も雇用の改善をいろいろ

言われておりますが、本市も雇用対策はまだま

だ大事であります。地域雇用創出事業などでこ

れまでにどのような成果があったのか、それに

よってどのような新規の企業や、そして雇用が

どのように改善されたのかを、それらの推移を

お伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（山口親志）  おはようご

ざいます。田平議員の観光の各施設の来客数の

推移について、まずお答えいたします。 

 平成23年度から平成25年度の３年間の推移を

1,000人単位の四捨五入の数字でお答えいたし

ます。 

 まず、道の駅たるみずの来館者数であります

が、平成23年度が74万5,000人、平成24年度が
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74万7,000人、平成25年度が76万4,000人であり、

開設時の平成17年度から平均をとりますと、80

万4,000人であります。 

 次に、千本イチョウでありますが、千本イチ

ョウの祭りは24年度から開設をしております、

祭りを行っておりますので、24年度からお答え

させていただきます。24年度と25年度で５万

7,000人の、短期間でありますが、５万7,000人

の来客者があります。 

 次に、高峠公園の来客数は、毎年平均１万人

の来客数であるようであります。 

 次に、猿ヶ城渓谷、森の駅たるみずの開発運

営についての質問にお答えさせていただきます。 

 猿ヶ城渓谷については、指摘のとおり、長年

にわたり県内外から夏のキャンプ、渓流遊び、

冬の登山等の中心となっておりますことから、

平成22年４月に現在の森の駅たるみずを開設し、

観光拠点の整備を行っております。 

 行うに当たり、森の駅たるみずのバンガロー

整備等は市で行いましたが、園内の会議室や加

工施設のあります活性化施設は、国の事業であ

ります当時の中山間事業のＫＡＭ整備事業で整

備し、建設していただいております。また、登

山やトレッキング等のための山道や鉄山つり橋

の整備も行っております。 

 県の事業におきましては、魅力ある観光地づ

くり事業で、旧キャンプ場までの遊歩道や公園

整備を行っていただき、各バンガローには温泉

を導入するための２分の１事業の協力をいただ

いております。 

 今後は、財宝のラドン温泉施設が開設されま

したので、川沿いを森の駅たるみずまで延ばす

遊歩道の整備を行っていただき、バンガローの

手前の河川をウオーターフロント事業で整備し

ていただく予定であり、旧キャンプ場跡地を整

地し、公園整備を行っていただく計画もありま

す。県からもこの地区への多くの事業の導入の

実施計画をいただいているところであります。 

 森の駅たるみずの宿泊者の稼働率については、

開設当時が4,300人程度でしたが、平成24年度、

25年度は5,000人を超えております。本年度は

夏場の台風、大雨等の影響で5,000人を下回る

のではないかと思っているところであります。

３月、５月、７月が多く、８月にはバンガロー

は満杯状態であります。やはり冬場の利用が少

ないようであります。 

 次に、収支についてでありますが、平成24年

度が歳入の使用料としまして1,346万円で、歳

出合計が1,604万円で、約250万円を一般会計か

ら繰り入れております。 

 平成25年度は、歳入の使用料としまして

1,520万円で、歳出合計で2,889万円であります

が、２分の１事業のコテージへの温泉導入施設

事業を行いました工事請負費を差し引きますと、

約1,331万1,000円であります。約190万円の黒

字のようでありますが、これは国の起業支援型

事業の導入に伴いまして、８月から雇用してお

ります賃金をそちらのほうにかえましたことか

ら、賃金が不要になったためであると考えてお

ります。 

 次に、田平議員の雇用対策についてお答えい

たします。 

 緊急雇用創出事業としまして、平成21年度か

ら平成25年度までの５年間で53事業を実施し、

延べ147人の雇用があり、現在は垂水市漁協、

牛根漁協、大隅森林組合垂水支所におきまして、

９人の方々が継続して雇用されており、水産加

工品の品質管理や出荷体制の強化、販売促進な

どの生産性の向上を初め、観光地周辺の環境整

備や維持管理に取り組んでいただいております。 

 平成25年度から平成26年度にかけて実施しま

した起業支援型地域雇用創造事業では、創業か

ら10年以内の新規企業と従来からの企業におい

て、新分野に進出された市内企業を対象に、県

内でも鹿児島市に次いで多い13事業者が主に農

林水産物等の加工品の開発や販売拡大などの６



－116－ 

次産業化の推進による雇用の確保と安定に取り

組んでいただき、延べ37人の失業者の新規雇用

があり、事業終了後の現在では、22人が正規雇

用され、６人が契約社員として雇用の継続を行

っていただいております。 

 情勢の厳しい地方におきまして、事業終了後

も半数以上の正規職員として雇用いただいてお

ります企業の皆様の努力に感謝を申し上げたい

と思っているところであります。 

 以上であります。 

○田平輝也議員  それでは、一問一答でござい

ます。お願いします。 

 本市の観光施設の現状でございます。先ほど

道の駅、そして千本イチョウ、それと高峠公園、

観光来客数の推移をお聞きいたしました。道の

駅が年間80万人ぐらい、千本イチョウが５万五、

六千でしたかね、とのことでございました。 

 道の駅につきましては、今まで芙蓉商事と薩

摩おごじょ、２社の合同の指定管理の体制で運

営されておられ、今後は1社の指定管理の議案

が提出されておりますので、経過などについて

お聞きする予定でございましたけども、昨日、

持留議員が内容などについて質問がありました

ので、省略させていただきます。 

 しかしながら、本市の観光としての重要な施

設でありますので、今後もしっかりとした運営

を行っていただきたいと、そういうふうに思っ

ております。 

 また、千本イチョウに行かれた、鹿屋の方だ

ったんですが、すばらしいところであったと。

しかし、時期がいつだったかわかりませんけど

も、寒くてお茶を飲む休憩場所の小屋があれば

なあとか、また、トイレのことなどを言われて

おりましたが、これらについては何か今後計画

などがあるのか、お伺いいたします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  田平議員の

千本イチョウにおける施設の状況、計画につい

てお答えいたします。 

 御存じのとおり、中馬様御夫婦で長年かけて

植樹されましたイチョウ園を、鹿児島県の景観

大賞の第１号に認定していただきましてから、

短期間のお祭りに先ほども報告いたしましたと

おり、多くの観光客が本市を訪れていただいて

おります。 

 鹿児島県の魅力ある観光地づくり事業で、駐

車場を平成23年度から整備をしていただきまし

て、平成24年度から千本イチョウ祭りを開催し

ております。 

 まず、トイレでありますが、平成24年度から

の祭りからも、駐車場の近くに設置させていた

だいて、園主と協議させていただきましたが、

園主のほうから景観を損ねるとのことで、橋の

下のバスの旋回場所に仮設トイレを設置してお

りましたが、本年度から御指摘のとおり、臨時

駐車場とバスの旋回場所とあわせまして、本年

度高齢者等の対策としまして、園主と協議し、

駐車場の近くに仮設トイレを設置させていただ

きました。 

 休憩場所については、山手のイチョウ園を本

年度魅力ある観光地づくり事業で、園内の道路

を整備し、頂上に休憩場所としましてベンチを

設置しておりますが、議員が質問にあります休

憩所に関しましては、まだまだ不足しておりま

して、園主と協議していかなければなりません

が、そのような意見があったことで、園主とま

た協議をしていきまして、訪れる方々の寒さ対

策、それから休憩場所でゆっくりされる、その

ような対策は今後、園主と協議をしてまいりた

いと思っております。 

 以上であります。 

○田平輝也議員  ありがとうございます。ぜひ

検討していただきたいと思います。 

 本市は観光施設と今しまして、道の駅たるみ

ず、千本イチョウ、そして高峠つつじ公園、そ

して猿ヶ城森の駅、すばらしい場所、そして何

よりも交通の利便性など、まだまだ発展する材
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料は多くあると思っております。 

 しかしながら、現在、観光客が訪れられても、

道の駅たるみずは別としまして、それらが本市

が計画しております経済効果につながっている

のかなあと私は思っております。 

 そこでまず、道の駅たるみずの浴槽や足湯な

どに使用するボイラーを木材チップに現在使用

されておられますが、それによっての効果をま

ずお聞かせください。 

 あわせて、以前、起業支援事業で観光バスを

垂水から佐多岬などに走らせておられまして、

私自身も集落の方々が一緒に行って大変好評で

あったわけですが、今後の垂水市、肝属、大隅

の観光を含めて、観光施策を何か考えておられ

るのか、お伺いいたします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、３回

目の道の駅たるみずの木質チップボイラーの効

果についての質問にお答えさせていただきます。 

 道の駅たるみずに導入しました木質チップボ

イラーの運用状況については、これまで全面灯

油ボイラーの稼働時からしますと、夏場のピー

ク時では灯油使用料が７割ほど削減されており

ますが、木質チップボイラーも併用して燃焼さ

せておることから、チップ代を換算しますと、

昨年度の燃料費の比較で平均５％程度で削減で

きている状況であります。 

 まだまだ削減の効果がもうちょっと出るかと

思っていたんですが、出ておりません。このあ

たりは木質チップが近隣からの生産、それから

運搬されるようであれば、まだ本来の目的であ

りますコストの削減は見込まれると思っており

ますので、そのあたりは十分また検討してまい

ります。 

 また、温泉施設と温泉室全体を循環システム

に改修することで、さらなるコストの削減がで

きていると思いますので、27年度からこの検討

には入ってまいりたいと思っております。 

 次に、観光振興、いわゆる入り込み客数の増

加に伴う経済効果でありますが、数字的な効果

はここで報告できませんが、入り込み客数の増

加は当然経済効果につながっていると思ってお

ります。 

 そこで、本市の観光振興としましては、春夏

秋冬の四季の観光、教育旅行、スポーツ合宿な

どさまざまな素材を発信する努力をいたしまし

て、入り込み客数の増加につなげるとともに、

大隅全体での観光、例えば歴史をつなぐ観光、

焼酎などをつなぐ観光など、広域の連携での協

議も現在行っているところであります。 

 質問にありました起業支援型事業によります

無料観光バス事業の反響は、非常に大きいもの

がありました。そのためにも、観光素材の整備、

経済活動のできる商店街の整備が重要でありま

して、広域での取り組みの中で経済活動時に負

けない整備もしていかなければならないと思っ

ております。 

 また、平成27年度は新たに取り組んでおりま

す錦江湾奥の４市で歴史を中心にした観光振興

のため、各市からバスを乗り入れて食事までと

っていただく事業を計画、展開しております。 

 このような形で県や広域の観光、報道を活用

し、県の事業も利用しながら観光素材の整備を

行ってまいっていかなければならないと思って

いるところであります。 

 以上であります。 

○田平輝也議員  いろいろすばらしい計画で、

ぜひ実行していただきたいと思っております。 

 ４回目になりますので、観光事業は本市にと

りましては本当に大事な事業であると思ってお

ります。昨日、同僚議員も来年度の国民文化祭

のことを質問されておられました。今後も本市

に来られた方々が、満足される体制づくりをさ

らに御尽力願いたいと思っております。 

 次に、猿ヶ城森の駅たるみずについてですが、

これまで実施された事業と今後計画されている

事業について、先ほどお聞きしました。今後も



－118－ 

いろいろ計画もあるようですが、猿ヶ城の森の

駅たるみずに来られる方は、日帰りの方々がほ

とんどのようだと、宿泊ももちろんありますけ

ども、本市にとって経済効果は日帰り、効果は

ないのかなあと思っております。 

 理由の一番の観光収入の大きな柱であります、

まず飲食と宿泊の伸びが期待できないのではと

思っております。私も以前、数名して行きまし

たが、同行者の人が食堂はないのかといろいろ

聞かれたことがあります。森の駅は開設当時か

ら食べる食堂などがないとの苦情もあったかと

思いますが、これらについての認識をどのよう

にお考えなのか、お聞かせください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  森の駅たる

みずでの食事の提供については、開設当時から

言われていたことであります。補助事業で整備、

建設しました活性化施設での食事の提供につい

ては、県や九州農政局と２年前から協議をして

おりました。 

 森の駅、活性化施設の会計検査院じゃないん

ですが、施設の有効利用で目的外の利用も必要

でないかという会計検査院の話があったことを

お聞きしまして、早速２年前から協議をしてお

りまして、九州農政局のほうから県を通じまし

て、本年度５月、ようやく食事をとっていいと

いう許可をいただきました。 

 ただ、その条件の中に本来の目的であります

研修施設であることを逸脱しない範囲でという

条件がつきまして、和室とロビーでの飲食の食

事の提供の許可はいただきました。 

 しかしながら、条件としまして出ております

条件を考えたときに、研修を中心に考えた場合、

研修と食事とどのような形で食事の提供ができ

るのか。また、食事の提供をどこの業者にして

もらうのか。まだ５月に許可がありましたけど、

まだ整理をしている段階、整理をしておりませ

ん。 

 質問にありました食事の提供の要望について

は、そういうことから２年前からも協議をしな

がら行っていることもありますので、十分に森

の駅たるみずで食事の提供を行っていきたい、

行っていくという認識については、経済効果が

十分あると思いますので、そのあたりは十分理

解して、今後計画を進めていかなければならな

いと思っているところであります。 

○田平輝也議員  ５月にやっと許可がおりたと

いうことを初めて知りました。猿ヶ城の森の駅

たるみずは、今後、本市の観光ルートにとって

大事な観光地になるところであります。 

 経営の安定を考えれば、どこの市町村もです

けど、市の直営では運営も厳しいかなあと考え

ます。経営の安定を図るために、民間への委託

などが大事ではないかと考えております。季節

によっては、来客した人が１日を楽しく過ごす

ように、また、先ほども言いましたが、交流人

口の増加、そして経済効果を図るべきではない

かと思っております。 

 観光地として観光客のために飲食の食堂など

の設置はどこもありますし、大事なことであり

ます。施設の中が厳しいのであれば、近くにそ

れらのために民間企業などと早急に協議をすべ

きではないかと思いますが、何かそのような要

望などないものか、あればお聞かせください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  猿ヶ城開発

のために森の駅たるみず等の民間からの要望に

ついての御質問でありますので、お答えします。 

 確かに森の駅たるみずは、開設当時から、最

終的には民間への委託及び指定管理の考えであ

ることは、現在も変わっておりません。 

 ただ、今後の県の事業の導入の関係や現在雇

用しております雇用の体系、それから情報発信

などを考慮しまして、現在、まだ指定管理等に

取り組んでいないところであります。 

 現在、先ほどからあります食事の提供等を含

めまして、民間からの指定管理の要望書が現在

上がってまいっているところであります。 
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 以上であります。 

○田平輝也議員  ４回目に入ります。民間から

もそういう要望があるということのようです。

私は、以前に委員会の中で、何回も言いますけ

ども、猿ヶ城の森の駅たるみずも民間に委託す

ればとお聞きしたことがあります。 

 森の駅たるみずの収支については、当初から

いろいろ議員の方々も意見がありました。市の

直営でなく、道の駅たるみずのように民間委託

をされたほうが経営もうまくいくと考えており

ます。 

 森の駅に行っても食事をするところもない、

またせっかくいろいろな事業で整備されても、

交流人口をふやす経済効果を出すためには、レ

ストランの整備やますますの宿泊の増が必要だ

と思います。 

 そして、猿ヶ城のすばらしいあの水を利用し

た、これは私のあれですけど、そうめん流しや

ニジマスの釣り堀などができれば、家族そろっ

て子供たちも楽しく過ごすことができる、そし

てまた、客もますますふえるのではないかと考

えます。 

 指宿の唐船峡や錦江町の神之川ですか、各地

の、私、神之川にことし夏に東京の方を連れて

そうめん流し行きましたけども、本当に、ああ

こんなところにもお客が多いんだなあというこ

とでびっくりいたしました。 

 それらのためには、民間との協議を視野に入

れながら運営されるべきだと思いますが、市長

の考えをお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  田平議員の森の駅周辺含

めて民間への委託の考えはないかというふうな

御質問だと思いますけれども、先ほどから担当

課長が申し上げているとおりでありますし、今

お話をいただきました食事の提供などにつきま

しては、旧キャンプ場で地域の方々、そうめん

流しをされて非常ににぎわっていたということ

があるということも理解をしております。 

 御提案ありました食事の提供なども含めての

要望でありますけれども、まずは、先ほど課長

が申し上げました活性化施設が国の事業であり

ますこと、補助対象機関や公共性などを考慮し

た上で、民間委託及び指定管理した場合のメリ

ット、デメリットを整理をしなければいけない

というふうには思っております。 

 その上で、エリアの活性化のためには、御提

案いただきました民間のノウハウをどうやって

活用していくのかということは、非常に大切な

視点だというふうに思っておりますので、そう

いう方面から新たな全体としての魅力的なオプ

ション、夏場のキャンプというのはもう本当に

満杯ぐらいありますけれども、ほかのシーズン、

あるいは子供たち、今申し上げました食の提案

とか、総合的に１年を通じてさらに魅力的な場

所になるようにということで、今幾つか民間の

投資もございますが、さらに連携を深めていい

場所にしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○田平輝也議員  いろいろと今後も観光客が多

く来るようにひとついろいろと検討をしていた

だきたいと思います。 

 次に、雇用の対策についてですけれども、今

国においても、地方の創生、雇用対策を強く言

われております。そして都会では景気が改善さ

れてきたと、いろいろ報道などで聞きますけど

も、地方ではまだまだではと考えております。 

 地域雇用創出事業などのような事業の継続は

地方にとっては大変大事なことでありますが、

これもどうなっちゃうかわかりませんけど、今

後の見通しはどうなのか。 

 本市において今後、どのような企業支援や雇

用対策を考えておられるのか。来年度何か新し

い企業進出や雇用の予定などの要望や計画があ

れば、お聞かせください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  まず、先ほ

ど御紹介しました事業について、取り組まれた
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企業の方々から、本当にありがたい、100％の

ありがたい事業であるという感謝もいただいて

おります。 

 一方で、これまで取り組みました雇用創出事

業が１年で完了する事業であるため、新規雇用

者の人材育成と商品開発にめどが立ち、販売等

に力を注ごうというやさきに事業が終了するた

め、思ったような収益の向上につながらず、雇

用が継続できないなどの制度改善へ向けた要望

も同じように寄せられている現状であります。 

 また、残念なことに雇用創出事業と起業支援

型事業も、いずれも平成26年度をもって事業が

終了することとなっております。 

 先般、地方創出に向けて政策の検討に当たり、

地方の現状とニーズの把握を行う一環としまし

て、地方創生に関する労働行政への要望につい

てということで、９月中旬に鹿屋公共職業安定

所長の訪問を受けた際、雇用創出事業の継続と

１事業者が複数年にわたって事業が実施できる

制度改正について、要望も行ったところでござ

います。 

 本年度の取り組みにより、企業におきまして

は、新たな加工商品等が開発されたことにより、

収益増加の方向性も定まり、それによる雇用の

安定も見込まれると思いますので、一層の雇用

の確保のためにも、官民一体となって販路拡大

による収益の向上について、連携して取り組ん

でまいりたいと思っております。 

 また、一つ例でありますが、垂水市の特性で

あります降灰を利用した事業において、新たな

取り組みを考えておられます県外の事業者から、

いろいろ要望もありまして、垂水で工場という

お話もいただいておりますので、状況や確認を

訪問をいただいていろいろ相談を受けていると

ころであります。 

 このあたりも雇用対策のために根気強く対応

を継続してまいりまして、この県外の事業者が

垂水に工場を建設してくれるよう、よい結果を

出せるように努力してまいっていきたいと思い

ます。 

 そういったことで、雇用に関しては小さなと

ころからではありますが、継続をしながら雇用

に対して事業を進めていきたいと思っていると

ころであります。 

○田平輝也議員  ぜひ継続に向けていただきた

いと思っております。 

 先ほども言いましたけども、国は今、盛んに

地方の再生を言われております。これまで地域

雇用創出事業によって取り組んでこられた企業

を含めて、垂水市の既存の特産品を初め、新た

にそういう事業で開発された農水産物の加工品

などの販路拡大を支援していくことが、企業に

とってもまた雇用の安定につながっていくので

はないかと思っております。 

 継続に向けて、これらの今後の取り組みにつ

いて、どのような対策を考えていらっしゃるの

か、お聞かせください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  田平議員の

販売のための企業の支援についてお答えさせて

いただきます。 

 事業を導入いたしました事業所からも、雇用

のためにはまず収益を上げることが一番だと、

収益を上げるためには、この事業で開発をしま

した商品の販売をという希望もいろいろ来てお

りますので、取り組みについて御報告をさして

いただいて、回答とさしていただきます。 

 まず、一番身近なところでは、まず簡単なと

ころから取り組みについて申し上げます。 

 本年７月から観光協会の主催によりまして、

市役所玄関前において、毎月第１週、第３週の

水曜日に市内業者が製造加工する商品を販売し、

商店に直接行けない、出向けない高齢者の方々

にも大変好評をいただいておりまして、回を追

うごとに来場者もふえ、売り上げもふえており、

出店者の方々も楽しみにされて、やる気を出さ

れております。 
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 この取り組みについては、市民の方々を初め、

市の職員に垂水市内でどのような商品が製造販

売されているのかも知ってもらい、さまざまな

ところに出向いた際に役立ててもらえるように

と考えたのが一つのきっかけでございます。 

 また、お中元やお歳暮の時期には、職員にチ

ラシや価格掲示板で購入依頼をして、販売もし

ております。 

 また、事業で新たに開発された商品で、特に

味つけされた加工品等が、企画課長が昨日申し

上げました、ふるさと納税のお礼の特産品とし

て複数採用されることとなりましたので、これ

によりまして、また認知度も高まり、企業とし

ても収益の増加につながると期待をしていると

ころであります。 

 毎年度、関東と関西でふるさと会が開催され

ますが、懇親会の席上で新商品の紹介をさせて

いただいたり、お土産袋に商品チラシを入れさ

せていただくなど、認知度向上のため取り組ん

でまいっております。 

 先月11月には、鹿児島市の城山観光ホテルに

おきまして、鹿児島市からは加工業者、垂水市

を含めた周辺自治体からは農林水産業者の約50

社が参加しまして、お互いの商品を改良して新

商品を開発するなどの商談会に垂水から５業者

が参加し、商品に対しましてもさまざまな意見

やアドバイスをいただいて、販路拡大につなが

るよい連携ができたなあと感じている商談会で

ありました。 

 これからもあらゆる機会を通じて業者の方々

が丹精込めて開発、製造され、販売される商品

を、垂水市の特産品としてＰＲし、認知度を高

めてまいり、業者の方々、企業の方々の収益の

増加につながるように支援してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 以上であります。 

○田平輝也議員  要望といたしまして、いろい

ろ努力されていること、非常に感謝いたします。 

 以前のようなまた、いろいろの事業を積極的

に活用されて、本市のさらなる企業支援や雇用

対策を積極的に取り組んでいかれることを要望

いたしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（森 正勝）  次に、15番篠原炳則議員

の質問を許可します。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  おはようございます。 

 きのうは執行部の皆さんは、大変お褒めをい

ただいて、きょうは気持ちよく出勤されたのじ

ゃなかろうかと考えております。 

 私もこの議会中は特に正面玄関から入るよう

にしておりますけれども、たったわずかなプラ

ンターでも気持ちがいいものでございます。 

 きのういろんな方の御質問を聞いておりまし

て感じたことは、市長部局は市長を中心に、教

育委員会は教育長を中心に頑張っていらっしゃ

いますけれども、当たり前のことでございまし

て、別に私としては褒めるようなことじゃない

なあと考えております。（笑声） 

 教育委員会も本当、学校の施設整備、それか

ら学力向上一生懸命頑張っていらっしゃいます。

そういうことを思いますけれども、別に給料を

もらっていらっしゃるわけですから、今後も頑

張っていただきたいと思います。特に市長部局

の皆さんにおかれましては、行政は最大のサー

ビス業と言われておりますので、よろしくお願

いをいたしまして、質問に入らしていただきま

す。 

 ６次産業化推進のためのリスクの軽減、解消

への支援についてを市長にお尋ねをいたします。 

 近年、国を初め、県におきましても農林水産

物の付加価値を高める手法としまして、原材の

６次産業化につながる農林水産商工連携を推進

をしております。 

 しかしながら、御存じのように大崎町におき
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まして、野菜の生産加工の会社が負債総額12億

円を抱えて事業停止、破産開始決定を受けまし

た。 

 この経緯に至ったさまざまな起因はあると考

えられますけれども、市長はかねてから６次産

業化を全面的に推進をされておりますが、一番

いいのは事業展開時点でのリスクの軽減、解消

だと私は思っております。 

 実際はそう思うようにはいかないと思います

けれども、市長は事業展開に当たってのリスク

の軽減、解消を市としてどのようなアドバイス、

支援を持って経営体、事業者の方々のお手伝い

をなされていくのか、答弁をいただきたいと思

います。 

 これは、市長の考えがしっかり述べられるこ

とによって、推進の決意にもなると思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、植樹祭についてお尋ねをいたし

ます。 

 諸般報告にもありましたが、平成26年度のお

おすみ植樹祭が垂水小学校体育館ほかで開催を

されました。私も招待をいただきましたので、

出席をさせていただきましたが、とても盛大で

立派な植樹祭であったと思っております。 

 そのような中、式典の中で市長を初め来賓の

方々が森林整備や環境緑化の重要性、森は海の

恋人であると述べたりされておりましたが、そ

の際にふと思ったのでございますけれども、高

峠の太陽光発電はどうだったのか。公園内、公

園周辺でもあり、多大なお金をかけて植樹祭も

実施されてまいりました。この場所は森は海の

恋人じゃなかったんだろうかと自問するところ

でございます。 

 そういうことで、表現は当たらないかもわか

りませんけれども、何とかなんとっと、そんな

こというようなことでいいのかと私は思ってお

ります。総体的な視点の中で、行政は進めてい

かないといけないのではないかと思っておりま

す。市長の思い、あなたの考えを含めてお答え

をいただきたいと思います。 

 民泊について、交流人口増加のため、中学校、

高校生の教育旅行における実績が伸びているか

と思いますけれども、スタートから本年度まで

の実績はどのようになっているのか、お尋ねを

いたします。 

 それから、消防行政についてでございますけ

れども、きのう消防出初め式の御案内をいただ

きましたけれども、消防出初め式の開催場所に

ついてと、柊原地区だけじゃないかと思います

けれども、サイレンの吹鳴に時間の誤差がある

というようなことで、市内の状況はどうなのか、

修正方法はどうなさっているかをお尋ねいたし

まして、１回目の質問とさしていただきます。 

○市長（尾脇雅弥）  おはようございます。篠

原議員の６次産業化の推進についての御質問に

お答えをいたします。 

 議員御存じのとおり、本市は食料基地と言わ

れる鹿児島県の中でも、カンパチ、ブリの養殖

業が盛んで、日本有数の出荷量を誇る産地でも

あります。 

 しかしながら、近年の魚価の低迷や燃料、餌

代の高騰により、経営状況が厳しい状況にあり

ます。 

 さらに国民の魚離れや魚価の乱高下による消

費の減退傾向の中で、国内のマーケットの拡充

は難しい状況にあることから、漁協や水産会社

による海外に向けた市場の開拓が行われており、

これまで生産オンリーであった水産業者の中に

は、加工商品をみずからつくり販売する、６次

化に向けた動きも見られるようであります。 

 そのような中、本市でも今年度、３業者が６

次化事業を進められました。この３業者の方々

におかれましては、カンパチ、ブリの市場動向

調査や国外への輸出、さらに新商品開発への意

欲が旺盛であり、今までつくり育てる漁業のみ

に頼るのではなくて、将来を見据えた新たな事
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業に積極的に取り組んでおられます。 

 しかしながら、６次化における課題等もある

ようで、特に国、県などの補助等がなければ業

者単独での６次化の推進はなかなか難しい現状

であります。 

 今後、リスクの解消ということでありますけ

れども、６次化を進める中、商品等のバッティ

ング等もありますが、意欲ある業者に対してし

っかりとリスク等も含めて協議を、担当課を中

心に行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 植樹祭に関しましては、担当課長から御説明

をさせます。 

○農林課長（池松 烈）  篠原議員の植樹祭に

つきましてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 議員におかれましては、御多忙の中、お越し

いただいておりましたが、まずはさきの11月22

日に垂水小学校体育館及び垂水市中ノ平さくら

公園におきまして、市内外から400名の皆様に

お越しいただきまして開催されました、平成26

年度おおすみ植樹祭の概略につきまして、報告

させていただきます。 

 この植樹祭につきましては、森林整備や環境

緑化の重要性について、広く地域の皆様に理解

していただくとともに、みどりの基金や森林ボ

ランティア活動など、緑づくりへの自発的な参

加を呼びかけ、森林と人とが共生する緑豊かな

郷土づくりを推進することを目的に、大隅管内

を輪番制で毎年度実施されておりまして、昨年

度の大崎町に続きまして、今年度は本市の開催

となったところでございます。 

 式典としましては、森林・林業功労者、緑化

功労者等の表彰を初めとしました各種褒賞の授

与、来賓によります祝辞、緑のメッセージの披

露、緑の少年団の紹介、植樹祭スローガン採択、

そして記念植樹を実施したところでございます。 

 また、この記念植樹につきましては、面積を

5,500平方メートル有します垂水市中ノ平さく

ら公園で、かごしまみどりの基金の代表を初め

大隅管内の市町長、選出の県議会議員の方々ほ

かによります代表植樹、桜28本、緑の少年団を

初め各種団体出席者ほかによります一般植樹、

桜125本、アジサイ132本、合計で285本を植樹

していただいたところでございます。 

 式典終了後には体育館におきまして、お昼の

弁当を皆様に召し上がっていただきましたが、

近年にないたくさんの出席者であった、盛大な

式典であった、印象に残るいい式典であったな

ど、身に余るお言葉をいただいたところでござ

います。 

 この植樹祭におきまして、御出席いただきま

した皆様には、森林の持つ多面的な機能、木材

の生産ばかりではなく、その生育過程での国土

の保全や水源の涵養、大気の浄化や二酸化炭素

の吸収、騒音の防止など、私たちの暮らしを守

るさまざまな働き、生物多様性を保全する働き

など、再認識、あるいは新たに学んでいただい

たのではと考えるところでございます。 

 これを機会に、森林整備や環境緑化の重要性

につきまして、広く市民の皆様に理解していた

だくことにつながっていけばと考えるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  民泊の実績

についてお答えさせていただきます。 

 平成22年度に民泊と餌やり体験をセットにし

た学校が１校の99人と、餌やり体験のみの学校

が４校の543人でスタートしまして、平成23年

度は民泊が６校の860人、餌やり体験が５校の

1,014人、平成24年度は民泊が５校の797人、餌

やり体験が11校の1,243人、平成25年度は民泊

が17校の2,353人、餌やり体験が14校の2,215人、

本年度は民泊が14校の2,167人で、餌やり体験

が４校の563人となっております。 

 また、あわせまして、インドネシアと台湾の
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海外の生徒が５校の128人で、餌やり体験等も

行っております。 

 平成22年度から今までの累計といたしまして、

学校数が民泊で48校の6,405人、餌やり体験は

61校の8,712人となっております。 

 あわせまして、今回受け入れ家庭からは議会

の皆様の御理解いただきまして、26年度早期支

払いのための貸付金を予算化していただきまし

て、受け入れ家庭の方々からは感謝の声があわ

せまして届いていることを回答させていただき

たいと思います。 

 以上であります。 

○消防長（迫田八州夕起）  篠原議員の消防出

初め式開催場所についてお答えいたします。 

 26年まで開催場所として使用していました垂

水中央中学校と垂水小学校が整備され、車両の

乗り入れができなくなり、使用できないために

ＪＡルミエールやすらぎ館駐車場を出発し、式

典を市運動公園で行います。 

 続きまして、サイレン吹鳴の件についてお答

えします。 

 これまで協和地区、大野地区、水之上地区、

柊原地区で誤差が生じています。誤差が生じた

時点で地域住民や消防団員から連絡があります。

柊原地区については、消防団員が修正していま

すが、その他の地区については職員が出向し、

修正しています。 

 なお、タイマーが修理不能になった場合には、

今後、誤差の生じにくい電波時計に交換してい

く予定でございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  ６次化についてですけども、

御説明をいただきましたが、リスクの軽減とい

たして、企業等が６次化を取り組むに当たり、

さまざまなリスクがあると考えますが、どのよ

うなリスクの解消をされているのかをお尋ねい

たします。 

 まず、リスクの解消の中でも、補助金の関係、

６次化に向けた補助金の助成金額が大きな問題

であると考えますが、現在、垂水市で何業者が

６次化を進めているのか、また、話を聞くとこ

ろによると、ほとんどの業者が補助事業での対

応であると聞いておりますけれども、市の補助

負担はないのか。 

 もちろん重点施策の一つでありますし、６次

化産業に対して市長の思いが強いと思いますの

で、補助対象事業者、それに対して市の持ち出

し分はあると思いますけれども、内訳がわかっ

ておれば教えていただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  市の補助金はということ

でございます。 

 議員が今御紹介いただいたとおり、私の政策

的な大きな中心の部分でございますことから、

今回の６次化事業に対して市の補助金をつけれ

ばどうだろうかというのは、もう考え方の一つ

であると思います。 

 しかし、私自身、今行財政改革が進む中で、

基本はできるだけ手出しは少ない形で県や国の

力をいただけるようなものがあれば、それを優

先をして取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。 

 ただ、そういった中で、水産が幾つかスター

トしているわけですけれども、水産に限らず、

農業の分野とかいろんな部分でこの６次化とい

うことは必要だと思います。 

 垂水という名前が示すとおり、食は宝、これ

いっぱいあるわけですね。ただそれを生産だけ

で終わらずに、加工してもうかる仕組みをつく

って、国内マーケットは縮小傾向でありますか

ら、もちろん国内の販路拡大もやっていきます

けれども、伸び代のあるアジアやアメリカを中

心に販路を広げていくという視点が大事だと思

いますので、そのことに対して、新たな市の補

助関係というのは、今後の中でさらに御提案い

ただきましたので、検討も深めていきたいとい

うふうに考えております。（「業者は」と呼ぶ
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者あり）済いません、業者は今３社ございます。 

○篠原炮則議員  できれば農林課、水産観光商

工課長の答弁がいただきたかったんですけれど

も、答弁したいですか。それじゃよろしくお願

いします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  ３社の事業

の内訳をそれでは御報告をさせていただきたい

と思います。 

 まず、さと丸についてでありますが、さと丸

水産については、総務省で国の補助事業の約２

分の１で、補助金が2,400万、自費が2,600万、

これは加工商品開発の機械導入をされておりま

す。 

 次に、森山水産ですが、農林水産省のハード

事業で加工場及び機械購入ということで、２億

5,000万円の国の補助事業なんですが、設計や

らいろんな機械等の補助は対象にはなりません

ので、２億5,000万の２分の１じゃないんです

が、約２億の２分の１で9,300万補助事業をい

ただいております。 

 あわせまして、企画のほうから、これは企業

支援で企業と立地協定を結んでおりますことか

ら、企画のほうからの2,060万円が補助金とし

て執行する予定です。 

 もう一つ小浜水産でありますが、これは大型

のカンパチの商品開発ということで、これは県

の補助事業で２分の１で、カンパチの加工をさ

れておりまして、補助金で169万5,000円、自費

で169万5,000円の２分の１事業になっておりま

す。 

 以上３社が、６次化に向けて25年度から26年

度に対応された内訳と３業者の分であります。 

○農林課長（池松 烈）  農林課関係の６次化

産業に進出をされている企業についてでござい

ますが、御存じのとおり、株式会社財宝さん、

それから大隅ミートさんにつきましては、今年

度、本社のほうの東側のほうに店舗部分を増設

されまして、本格的に６次化のほうの推進をし

ていただいているところでございます。 

 また、浜平のほうではいんげんポタージュ

スープ等のほう、たるみず畑さんのほうで航空

会社等との提携等を結んで頑張っていただいて

いるところでございます。 

 それと、６次産業化に大変農家の方々も興味

をお持ちいただきまして、いろいろと問い合わ

せはございますが、また道の駅等で試験販売等

されているのが、農林関係におきましては実情

でございますので、今後もまた希望されている

ところにはいろいろとお手伝いができるような

体制をしっかりと整えていきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。（「農林も３社」と呼ぶ

者あり） 

○篠原炮則議員  それじゃ、市長にお尋ねをい

たしますけれども、特に水産関係の３社は、補

助事業対象者の会社じゃないかと思いますけれ

ども、６次化を強く進めるのであれば、補助対

象事業者に全て市の補助金も出すべきであると

考えますが、それと補助をいただかなくて自前

でやっている会社もあるとお聞きするわけです

けれど、自前の会社が何社ぐらいあるのか、教

えていただけたらありがたいと思います。 

 それから、市長にもう一つお尋ねしますけれ

ども、今の生産加工、流通販売というような６

次産業ということで一生懸命進められていらっ

しゃるんですけれども、今、今度は逆に、逆６

次化というような体系かできているようでござ

いますけれども、この逆６次化の取り組みを教

えていただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  まず、１点目の補助金を

出すべきではないかということは、全くその視

点というのは大事だと思います。１回目の答弁

に重複するところもありますけれども、これま

でそういった形で国県の補助の部分を優先でと

いうことでしたけれども、今後、具体個別にな

ってきますと、その辺のところも必要になって
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くるかと思いますので、担当課と、あるいは財

政とよく協議をして前向きに検討をしたいと思

います。 

 詳細な中身は担当からまたお答えさせますけ

れども、１点、反問権というか、お尋ねしたい、

逆６次化というのは意味がちょっとよくわから

なかったものですから教えてください。 

○議長（森 正勝）  どうぞいいですよ。逆６

次化について。 

○篠原炮則議員  今、もう、これは質問じゃな

くて説明ですね。 

○議長（森 正勝）  はい、説明。 

○篠原炮則議員  今、市が取り組んでいるのが、

６次化なんですよね、逆６次化ちゅうのは、そ

の反対、加工販売、そういう会社が１次産業に

参入して、ひいてはまた今度はそれが６次産業

に帰ってくると、最初は加工、そういう会社が

出てきているそうでございます。そういうこと

です。 

 それじゃ次に、副市長はこれについて何か御

意見ございませんか。 

○議長（森 正勝）  副市長ですか。 

○篠原炮則議員  副市長。 

○市長（尾脇雅弥）  逆６次化でまだお答えし

ていない。 

○議長（森 正勝）  市長を先に。 

○市長（尾脇雅弥）  済いません、逆６次化と

いうのはもう非常に大事な視点だと思います。

いろんなものの辞書を調べると、６次化という

のは生産者がみずから加工して販売までという

ことなんですけども、私が申し上げる６次化は、

ある面、篠原議員の提案の逆６次化に近い部分

もありまして、そういう加工販売としっかりと

ドッキングをしていくということでありますの

で、おっしゃるような視点がないと、なかなか

一番私自身も営業とかの仕事をしておりました

けれども、一番難しいのは、営業、販路拡大だ

ったりマネジメントだったりしますので、その

部分をより強化すると、あるいは連携するとい

う視点は絶対大事なことだと思いますので、そ

の御意見も参考にして進めていきたいというふ

うに思います。 

○副市長（松下 正）  今逆６次化の話があり

ましたけど、私が少し記憶はあるのは、大手の

スーパーとかコンビニ、そういうところが最近

農産物の輸出とか、農産物の加工をして、それ

を販路に乗せるとかいうような手法を使ってい

るというのは認識をしております。 

 今、そういうような動きがありますので、そ

ういうふうな情報もまた入れた上で対応、検討

したいと考えております。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  ぜひ逆６次化、生産のほうに

も参入していただくというようなことも考えて

いただきたいと思います。 

 次に、植樹祭の２回目に入りますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、せっかく九電さ

んの御協力をいただいて、17年と18年ですかね、

植樹祭が行われました。そこで、実りの森とか、

飛鳥の森とか、花木の森とか、昆虫の森とか、

ブロックごとに分けて私は行ったわけですけれ

ど、これを太陽光発電に変えられたわけですが、

このころは何とか、もっと今の森は海の恋人と

いう気持ちがあれば、もっと大事にしていただ

きたかったなあと考えております。 

 そしてまた、たしか６月の現地調査の折に議

会のほうで行った高峠に、この植樹祭の場所で

すね、当時の市長さん、議長さん、または森林

組合長さん、いろんな関係者が特別な記念樹を

されて、標柱というんですか、あれ、垂水市長

水迫順一と、あの標柱というのもそこあたりな

いですよね。あんなにええかげんちゅうんです

か、記念に建てた標柱ですよ、それがないとい

うことはちょっと行政としても業者が捨てたの

かどうなのかわかりませんけれども、もっと大

事にしていただきたいなあと考えております。 
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 高峠の植樹祭についての御意見をお尋ねをい

たします。 

○市長（尾脇雅弥）  今篠原議員が御指摘があ

った高峠の状況というのは、そのとおりである

というふうに思っております。 

 前回、植樹祭のときに私も森は海の恋人とい

う言葉を使った記憶があります。ほかにもお一

人使われたと記憶しておりますけれども、それ

はやっぱりしっかりと森林が育つことによって

海への恵みをもたらすという意味合いでありま

すので、そういう視点においては今の御指摘は

そのとおりだと思います。 

 ただ高峠のことに限って申し上げますと、高

峠自体を今後どうしていくのかという視点の中

で、経済的な視点だけではございませんけれど

も、今まで維持管理に数百万かかっていて、今

後どうするのかと、あるいはジャパンファーム

さんがございますので、鳥インフルエンザのリ

スク、今もいろいろ出水のあたりでありますけ

れども、そういったものとの共存共栄の中で、

先ほど議員もお話をいただきました総体的な視

点の中で、今の判断ということを決断をしたわ

けでございます。 

 大きな事業でありましたので、私なりにいろ

いろ議会の皆さんに報告をして御相談をしなが

らやってきたつもりでございますけれども、じ

ゃあ、今御指摘のあった部分が全然ないのかと

いうことになれば、御指摘の部分というのはあ

るというふうに思っておりますので、そのこと

に関しては率直におわびを申し上げたいと思い

ます。 

 ただ、今そういう方向でしっかりと前向きに

事が動いておりますので、今いただいた御指摘

も踏まえてしっかりと、ほかの部分の森林整備

を踏まえて、しっかりと対応してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○篠原炮則議員  いろいろと考えがあろうかと

思いますけれども、やっぱり先輩方がなされた

事業、先人がなされた事業、大事にしていただ

きたいと考えております。 

 そのようなことで、市長からいろいろ御答弁

がございましたけれども、副市長、申しわけご

ざいませんが、副市長として総体的な視点から

あり方の進め方を幾つか例を挙げて、あればで

すね、例が。（「今の森林整備に関して」と呼

ぶ者あり）そうです。 

○副市長（松下 正）  植樹祭、森林整備に関

しての総体的な御質問でございます。 

 私も実は十数年前に県の緑化推進室のほうに

勤務をしておりました。この植樹祭、あと緑の

少年団、みどりの基金、担当をしておりました。

毎年４月の２９日に県民の森で開催されます森

の感謝祭等には毎年、今でも出席をしておりま

すし、森林ボランティアのほうにも登録をして

おります。 

 確かに森について、先ほど森は海の恋人とい

うような話もございました。もともとの起源と

いうのは、これたしか北海道の岬とか、屋久島

とか、そういうところはもう森が豊かなとこに

ついては海も豊かであるというような観点から、

今回植樹祭についても漁協の皆さんにも参加を

していただきましたし、非常にこの取り組みに

ついてありがたいなというふうに考えておりま

す。 

 それともう１点、今以前から森林について余

りねがしなかったんですけれども、先般、志布

志港に行きましたら、木材が多数積まれており

まして、韓国とか中国向けの輸出が伸びている

と、今まで雇用についても非常に幾ら育てても

伸びなかったというのが、伸びてきているとい

うことは大変ありがたいなというふうに感謝を

しております。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  ありがとうございました。副

市長も緑化推進室におられたいうことですから、

できれば太陽光発電が進出するとき、ちょっと
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考えていただいたら助かったなあと考える次第

でございます。 

 民泊についてをお尋ねをいたします、２回目。 

 教育旅行の実績をお聞きいたしましたけれど

も、どんどん実績が上がっているようでござい

ます。受け入れ家庭の方々の生きがいでありま

すし、経済対策につながると思いますので、頑

張っていただきたいと思います。 

 そこでお聞きしますが、私は、他市の方々と

話す機会がございまして、生徒の教育旅行では

なく、一般の方々の農家民宿、漁家民宿の取り

組みを検討されているよとお聞きしております。

一般の方々の宿泊については、非常に難しく面

倒くさいとのことですけれども、どのよう手続

を行うのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。一般の受け入れを行うことで、交流人口が

ますます増加するのではないかと考えておりま

す。よろしくお願いします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  今篠原議員

が質問にありました農家漁家、一般の方々の民

宿・民泊についてですが、私も広域の教育旅行

の会議でその他の協議の中で、一般の方の今言

われました農家漁家民泊・民宿の取り扱いにつ

いてということで、広域の中でも他市でも、生

徒の教育旅行も含めて、そちらのほうの対応も

していきたいというような意向があるというこ

とはお聞きしております。 

 そこで今回、民宿、一般の方の民宿・民泊に

ついて質問をいただきましたので、少し旅館法

やらいろんなところで今回質問の趣旨で勉強さ

せていただきましたので、少しそれを御報告さ

せていただきたいと思います。 

 宿泊施設については、旅館業法の第２条に規

定された旅館業で、施設の構造や設備によって

ホテル営業、旅館営業、それから今議員が言わ

れました民宿・民泊については、簡易宿所営業、

それから下宿営業と４つに分類されているよう

であります。 

 民宿・民泊の一般の方の民宿・民泊について

は、簡易宿所営業ということで、宿泊する場所

を多人数で共用する構造並びに設備を主とする

施設を設けて、宿泊者を受け入れて宿泊料を受

けて、人を宿泊させる営業であるようでありま

す。 

 この簡易宿所については、鹿児島県知事へ旅

館業営業許可書を申請しまして、許可を受けま

すが、添付書類としましては図面や見取り図、

消防法上の防火安全性に関する適合通知書、そ

れから、建築基準法上の建築物の検査証済み書

なども必要となります。 

 本市でありますと、大隅地域振興局保健福祉

環境部衛生、それから環境課環境係が窓口にな

っているようであります。 

 なお、民宿を開業するには旅館業法の簡易宿

所か、旅館の営業許可を受ける必要があります

が、簡易宿所については、客室の延べ床面積が

33平米以上ないと営業許可が受けられないとの

ことになっているようであります。 

 先ほど言われました一般の農家民泊の漁家民

泊については、これは農林漁業体験民宿業とい

うことで営む場合に限りまして、客室床面積が

33平米以下未満であっても許可が受けられると

いうことになっております。ですから、農林漁

業体験民宿業とあわせまして、先ほど言いまし

た一般の民宿だけを捉える場合は、この33平米

が以上と未満の対応になると思います。 

 漁業体験、農林滞在型の民宿に関しては、農

作業の体験の指導や農産物の加工、それから調

理の体験の指導等を行うことで、簡単に申し上

げますと、田植えや稲刈り、芋掘り、果実、野

菜等の収穫、手打ちそば等の体験をしてもらう

ということになっております。 

 その中で、農家の場合は農地の面積がそこに

必要になってくるんじゃないかと思っておりま

す。このような形で33平米以上のここで民宿に

するか、農家漁家の民宿にするかが変わってく
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ると思います。 

 ですから、先ほども申し上げましたとおり、

鹿児島県知事への申請でありますので、必要が

あれば今回少し、このことに関して少し質問に

際して勉強させていただきましたので、問い合

わせがありましたら、私の水産商工観光課のほ

うでも対応ができるかと思います。 

 そのあたりで難しいということもありますが、

旅館業法に入ってくるとそのあたりは厳しいで

すが、農家民泊、漁家民泊、漁家民宿、農家民

宿に関しては、33平米以下というそのあたりの

ことで少し緩和されているようでありますので、

相談等の対応はできるかと思っているところで

あります。 

 以上であります。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。 

 そういう市民の中から民泊イコール民宿をや

ってみたいという方がいらっしゃいましたら、

よろしく御指導のほうのお願いをいたします。 

 ３回目ですけれども、市長にお尋ねをいたし

ます。 

 交流人口の増加が10年前と比較されて、３倍

から４倍にふえているというお話をよく聞くわ

けですけれども、10年前といいますと、まだ道

の駅たるみずも森の駅たるみずも千本イチョウ

も教育旅行もなかった時期でございます。歴代

の市長の、前市長の観光施設に対する基盤整備

がなされていたおかげだと私は考えております。 

 そこで、観光振興と交流人口増を言われるの

であれば、２期目が大変重要なことだと私は思

いますけれども、２期目といいますと、来月、

市長選挙があるわけですけれども、２期目を市

民から負託されましたら、どのような考えをお

持ちなのか、お答えをお願いいたします。 

 それと、経済効果ですけれども、経済効果聞

くつもりじゃなかったんですけれども、きのう

の答弁の中で、テレビ放送や新聞記事等の宣伝

効果を検証すると金額にして１億6,000万ほど

の効果があったというような答弁がございまし

たので、恐らくこういう10年間の交流人口の経

済効果も計算がなされているんじゃなかろうか

と思いますので、こっちもあわせて御答弁をお

願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  今の数字的なものに関し

ては、突然の御質問ですから担当で少し整理を

してお答えをしたいと思いますけれども、私の

ほうで観光振興の部分に関してどう考えるかと

いうことでありましたので、まずはそのことに

ついてお答えをしたいと思います。 

 私は、就任のときに継続と挑戦ということで

手を挙げさせていただきました。継続の意味合

いというのは、前市長の住んでよかったと思え

るまちづくりの志をしっかりと継続をしていく

という中で、今篠原議員おっしゃったとおり、

前市長、特に観光には力を入れておられます。

道の駅もそうでありますし、森の駅もそうであ

りますので、その基盤があって今があるという

のは全くそのとおりだと思います。 

 約十数年前に単独で垂水は行くという中で、

ちょうど道の駅ももうそろそろ10年ということ

でありますので、そういった拠点施設が時間の

経過とともにしっかりと根づいて、情報発信が

できて今があるんだというふうに思いますので、

きのうもどなたかの質問にお答えをしたと思い

ますけれども、最終的には定住人口の増という

のが目的なんですけども、前段として多くの

方々に垂水にお越しをいただくということが非

常に大事だというふうに思います。 

 よく伊藤知事もおっしゃるんですけれども、

経済効果としては国内の方々が20人来られたと

きに、定住人口１人に相当するんですよという

お話をされます。また海外の方々になりますと、

７人程度で７人の経済効果があるということを

おっしゃいます。 

 今多くの方々が来ていただくようになりまし

たので、そのことはやっぱり経済効果につなげ
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ていくというのが非常に大事だというふうに思

いますので、いただいた今の御意見を参考にし

て、さらにどういうふうにして進めていくかと

いうことをまた今後、前向きに進めていきたい

というふうに思っております。 

○水産商工観光課長（山口親志）  経済効果の

数字についてであります。申しわけありません。

民泊の数字しかここに持ち合わせないんですが、

その報告でよろしいでしょうか。（「はい、も

うよろしいです」と呼ぶ者あり）はい。 

○篠原炮則議員  数字はやっぱり大変だと思う

んですよね。総務課長の答弁で、テレビ報道や

新聞記事等の宣伝効果を１億6,000万ほどであ

ると答弁をなされました。 

 であれば、内訳もわかっていると思うわけで

すよね。あともって内訳を教えていただきたい

と思います。 

 この交流人口の中で、経済効果は目に見えな

いと思うんですよ。経済効果が幾らに数字でな

るかということであれば、税収が１％でも上が

ればちょっと経済効果があったんじゃなかろう

かなと私は思います。 

 そういうことで、きのういろいろと国民文化

祭の話やらございましたけれども、鹿児島県で、

300億ぐらいの効果があるんじゃなかろかとい

う市長のお話もございました。そういう中で、

少しでも垂水市にそういう効果が波及するよう

にお互い努力していただきたいと考えておりま

す。 

 それと、消防の２回目をお尋ねをいたします。 

 この新聞記事なんですけれども、ことしの９

月26日に掲載されておりましたので、お尋ねを

いたします。 

 26年10月31日に出された消防力の整備指針及

び消防水利の基準の改正の中で、東日本大震災

によって地震による揺れや津波による浸水で、

消防庁舎等に大きな被害が発生をいたしました。 

 その機能の維持が困難となった消防本部等が

あったことから、今回、消防本部及び署所に、

地震及び風水害時において災害応急対策拠点と

しての機能を発揮するため、十分な耐震性に加

えて、浸水に耐え得るよう整備することが明記

されているとありました。 

 このようなことから、当市の消防庁舎につき

ましては、災害応急対策拠点としての機能を発

揮するため、十分な耐震性に加えて浸水に耐え

得る消防庁舎の建設計画を策定されていらっし

ゃるのか、市長にお尋ねをいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  本市の消防庁舎は、老朽

化というのが著しくて、耐震性にも問題がある

ということは承知をしております。市民の安

心・安全を守る観点から、防災の拠点となる消

防庁舎の整備は大変大事なことでございます。 

 現在、新たな本庁舎建設の検討をさせており

ますけれども、消防庁舎についてもあわせて検

討するように指示をしているところでございま

す。 

○篠原炮則議員  ３回目ですけれども、また、

いろいろ書いてあるわけですけど、大規模な地

震及び風水害の発生により消防庁舎等の災害応

急対策拠点としての機能の維持が困難になった

場合に、他の署所、公共施設等を活用して当該

機能を確保する計画をあらかじめ策定しておき

なさいということですけれども、地震なりいろ

いろな災害があった場合、行政棟を含め消防庁

舎壊れたとき、仮に、かわりの場所を決めてお

きなさいという意味だと思いますけれども、そ

ういう市長としては、垂水市で一番丈夫なとこ

はどこかという考えでいいと思いますけれども、

もし行政棟、消防庁舎が被災した場合、どこを

かわりの場所として対処されるのか、考えてい

らっしゃいましたらお答えを願います。 

○市長（尾脇雅弥）  今ありました26年の10月

の31日にそのような形で発令あったばかりです

ので、明確にどこというふうには考えておりま

せんけれども、今あったように災害はいつどう
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いったときに来るかわかりませんので、その辺

のところも含めて早急に対応したいというふう

に考えております。 

○篠原炮則議員  よろしくお願いいたします。 

 最後、１回目の質問で消防長が、サイレンの

おくれがあったりするときは、電波時計に変え

るというような御答弁をいただきましたけれど

も、私もちょっといろいろメーカーなんか調べ

ましたけれども、大体定価で１個８万5,000円

ぐらいです。ちょっと値切れば１万ぐらいは値

切れるんじゃないかと思いますんで、市長、や

っぱり年次的に中央とか新城、柊原とかいうふ

うな辺に年次的に計画を立てて、誤差がないよ

うに、また誤差があれば消防本部に電話が来る

そうですので、ぜひそこら辺を検討をしていた

だきたいと思います。 

 きょう私は、最後に何を言いたいかといいま

すと、先ほども申し上げましたとおり、先輩方、

先人の方々が取り組まれたことを大事にしてい

ただきたいと。 

 私は、国政選挙のために森山先生の事務所に

行くわけですけれども、今回ももう２回行きま

したけれども、友達を連れてですね、森山先生

の事務所は、いつも選挙のたびに故山中先生、

故二階堂先生、故橋口先生の写真が掲げてござ

います。 

 これも新聞記事なんですが、今やることは先

輩がまいた種に水をやり、肥料をやって育てる

ことなんだと、だから先輩たちがやったことを

もっと大事にしなさいということだと私は理解

しております。 

 そういう意味で、市長、４年間の間に失った

ものも結構あるんですよね。前に進んだことも

あろうかと思いますけれども、まず朝市がなく

なった、それから民間ですけれども、ライダー

ハウスがなくなった、それから先ほどから申し

上げましたとおり高峠のグラウンド、駐車場、

植樹祭がなされた場所、こういうものは先輩方

が一生懸命知恵を絞り、金を出し、育てた結晶

だと思うんですよね。ぜひそういうことをお考

えになって、もしやない、２期目がございまし

たら頑張っていただきたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。

次は11時20分から再開します。 

     午前11時７分休憩 

 

     午前11時20分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 14番徳留邦治議員の質問を許可します。 

   ［徳留邦治議員登壇］ 

○徳留邦治議員  皆さん、おはようございます。 

 議長の許可を得ましたので、さきの質問通告

に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、市道高野線について、市道と認定され

ましてから、その後の整備状況はどうなってい

るのか。また、市内の市道の路線は何キロメー

トルに及ぶのか。その中で整備されていない市

道はどれくらいあるのか、まず、お尋ねいたし

ます。 

 次に、滞納者について、滞納者の状況を詳し

くお願いをいたします。 

 現在、どれぐらいの滞納者がいるのか、奨学

金、水道代、市民税、国保税、個人・法人税、

固定資産税、軽自動車等についてお願いをいた

します。 

 その中で、滞納者について徴収はどうなって

いるのか。この点についても、各課の対応をお

願いいたします。 

 最後に、職員のモラルについて、新聞報道が

なされて、ちょうど９月の議会だったと思うん

ですが、その後の執行部の対応、市長の認識等

はどう考えておられるのか、お尋ねいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  高野線のこれまでの
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整備状況についてお答えいたします。 

 まず、平成21年度に地域活性化経済危機対策

臨時交付金事業で、高野線を高野２号線との交

点から終点側へ約700メーター舗装工事を実施

しております。 

 平成22年度は、高野集落内を通る高野２号線

の延長170メートルを、平成21年度繰越事業の

地域活性化きめ細かな臨時交付金事業で舗装工

事を実施しております。 

 平成23年度は、市単独工事費で高野２号線延

長175メーターの舗装工事と、平成22年度繰越

事業の地域活性化きめ細かな臨時交付金事業で

高野線延長60メーターの急勾配の箇所のコンク

リート舗装工事を実施しております。 

 平成24年度は、単独工事費で高野２号線延長

350メーターの舗装工事を、平成25年度は、社

会資本整備総合交付金事業で高野２号線延長

257メーターの舗装工事を実施しており、高野

線との交点まで完了したところでございます。 

 したがいまして、高野地区の工事はわずかず

つではございますが、年次的に施工は実施して

いるところでございます。 

 今年度は、社会資本整備総合交付金事業の採

択要件に合わなかったため、実施できませんで

したが、通行に支障のある箇所につきましては、

今後も実施していきたいと思っております。 

 市内にある市道の延長についてお答えいたし

ます。 

 市道認定を受けている１級市道が６路線、２

級市道が９路線、その他市道が353路線ござい

まして、合計368路線で全体延長が222キロメー

トルでありまして、土木課で管理をしておりま

すが、未整備区間の延長についてはちょっと今

のところはそれを持ち合わせていません。 

 以上でございます。 

○税務課長（前木場強也）  徳留議員の市税等

についての御質問にお答えいたします。 

 今年度当初の市税等の滞納者数と滞納額につ

きまして、税目ごとにお答えいたします。 

 個人市民税が526人、2,383件、3,855万6,466

円、法人市民税が13事業所、21件、133万7,900

円、固定資産税が729人、6,770件、7,483万

6,504円、軽自動車税が304人、703件、433万

1,890円、国民健康保険税が511人、5,785件、

１億565万9,961円となっております。 

 なお、税目が重複している滞納者もいますの

で、実質の滞納者数は1,555人となっておりま

す。 

 続きまして、徴収率につきましては、11月末

現在の滞納繰越分の徴収率につきましては、個

人市民税が27.17％、法人市民税が4.28％、固

定資産税が20.46％、軽自動車税が17.20％、合

計で22.33％となっております。 

 また、国民健康保険税につきましては、今年

度の徴収率は17.09％でございます。 

 以上です。 

○水道課長（塚田光春）  水道料金の滞納状況

でございますが、市税と違って水道料金の場合、

５年間で債権放棄できる条例を平成22年12月に

制定していることから、平成20年度分は平成25

年度決算で不納欠損にしておりますので、11月

末現在の滞納額について、平成21年度から会計

別、年度別に述べたいと思います。 

 まず、上水道の平成21年度は、17名の55件で

11万8,189円、平成22年度は、17名の62件で10

万3,755円、平成23年度は、５名の11件で１万

7,591円、平成24年度は、３名の12件で3万479

円、平成25年度は、11名の26件で５万1,245円

の滞納となっています。 

 次に、簡易水道でございますが、平成21年度

については、全て徴収済みで、平成22年度は、

１名の１件で640円、平成23年度は、２名の６

件で１万924円、平成24年度は、２名の６件で

3,370円の滞納額で、平成25年度については、

全て徴収済みでございます。 

 次に、徴収率でございますが、水道事業会計
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ごとに各年度別の徴収率でお答えいたします。 

 まず、上水道の平成21年度は99.96％、平成

22年度は99.97％、平成23年度は99.99％、平成

24年度は99.99％、平成25年度は99.98％でござ

います。 

 次に、簡易水道でございますが、平成21年度

は100％、平成22年度は99.99％、平成23年度は

99.91％、平成24年度は99.97％、平成25年度は

100％でございます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（牧 浩寿）  御質問の奨学金

の滞納状況についてでございますが、平成26年

度当初は26人で522万6,500円の滞納がございま

した。このうち11月末まで113万5,000円の返還

があり、滞納額は409万1,500円となっておりま

す。 

 滞納者26人のうち６人は完納しておりますこ

とから、現時点での滞納者は20人となっており

ます。 

 続きまして、奨学金の徴収率についてでござ

いますが、平成23年度15.4％、平成24年度

17.4％、平成25年度21.7％となっており、徐々

に徴収率は上がってきております。また、本年

度につきましては、11月末現在で21.7％となっ

ており、昨年度よりは徴収率は上がる見込みで

ございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  徳留議員の職員のモラル

あるいは指導についての御質問にお答えをいた

します。 

 昨今、少子高齢化、地方分権が進む中、これ

からの自治体職員は高いモラルを持ち、また、

高いレベルの知識や能力を持つことを必要とさ

れておりますことから、本市では、平成20年12

月に垂水市職員人材育成基本方針を策定をして、

垂水市が求める職員像を示すとともに、人材育

成に関する施策の基本的方向性を示して、方針

に基づき全庁的に人材育成に取り組んでおりま

す。 

 目指すべき職員像といたしましては、公務員

の理念である職員は全体の奉仕者であることを

自覚をし、新たな垂水市づくりへの意欲と能力

を持ち、市民から信頼される職員になることを

行動の指針とし、公務員倫理を遵守し、市民の

不信を招くような行為を防止し、もって公務員

に対する信頼の確保に努めることだと思います。 

 職員に対しましては、誠実に職務を遂行する

のみでなく、環境の変化に対応し、常に市民の

置かれている状況を的確に把握し、さまざまな

課題に果敢に取り組んで市民の負託に応えられ

る職員になることを目標に、市民の視点で考え、

ともに協働する職員、問題意識を持ち創造と改

革に挑戦する職員、経営感覚とプロ意識を持ち

主体的に行動する職員を目指すよう指導をして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○徳留邦治議員  一問一答式で行きますので、

よろしくお願いいたします。 

 市道高野線については、最初間伐作業道路が

早いということで、間伐作業道路で開通を見て、

その後編入するということでしたので、前市長

の水迫市長時代、市道に編入させてもらったわ

けです。 

 その間に輝北の町長の有留さんでしたかね、

それから福山町長時代の豊平町長などから、整

備がなされていないのは垂水のほうだけですの

で、何とか整備をしてくれるように議会でも取

り上げてくれということで、再三この高野市道

については何回か質問でもやってきて、ようや

く水迫市政のときに市道となって編入されたわ

けなんですが、そのときの中で、市長が年次的

に整備をしていく、金額も示されて、これ何百

万という単位の中で年次計画をしていくという

ことだったんですが、その中で年々財政的にも

厳しくなってきたのか、工事の延長が短くなっ

たり、工事価格が低くなったりして、なかなか
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進まない現状ではないかと思って今回質問した

わけなんですが、今後のまだ整備計画の見通し

として今後はどうされていくのか、ここではっ

きりとした整備計画を示してほしいと思うんで

すよ。 

 でないと、水迫市政のときにちょっといろい

ろ取り決めもして、そういう方向で進むという

ことも了解していたんですが、課長がかわった

り、市長がかわったり、なかなかその継続がな

されていない。もう１回最初から言わないとい

けないのかというようなふうに考えましたもの

ですから、この場で今後の計画等をおぼしめし

いただきたいと思います。 

○土木課長（宮迫章二）  まず、先ほどの市内

の市道の未整備延長でございますが、12キロで

ございまして、全体の5.4％が未舗装部分が12

キロ残っているということです。 

 続きまして、高野線の今後の計画ということ

でございましたが、先ほど整備の状況について

はお答えいたしましたが、まず、この高野線の

全体延長が6,250メーターで、そのうち先ほど

言われましたように、基幹作業道で整備した延

長が約2,940メーターございます。そのうち終

点付近の約440メーターが鹿児島大学の演習林

になっております。 

 この基幹作業道内の整備の状況でございます

が、特に勾配のきつかった約180メーターにつ

いては、当時の整備工事の中でコンクリート舗

装を実施しております。その後、平成21年度に

勾配の急な箇所をアスファルト舗装で約700

メーター、平成23年度は演習林内の特に勾配の

急な箇所をコンクリート舗装で約60メーターを

実施しておりまして、合計この作業道内の940

メーターが舗装済みとなっております。残りが

約2,000メートルぐらい残っているようでござ

います。 

 今年度は、高野振興会長や養鶏農家の方々か

らも高野線と高野２号線の交点から国道側へ延

長約800メーターでございますが、高野線の砂

利道部分の舗装工事をすれば、集落内を通らな

くて済むようになり、集落に迷惑がかからなく

なると、安心して生産活動ができるようになる

と要望が出されておりますので、今後は単独工

事や各種の交付金事業が対象にならないか、ま

た、関係課とも協議をしながら検討していかな

ければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○徳留邦治議員  大体今後の整備計画もわかり

ましたんですけど、１年途切れた経過がどんな

理由で交付金がなされなかった、補助金がなか

ったということで整備がなされなかったという

ことなんですが、その中で市の単独事業などを

もってしても、私はしてもよかったんじゃない

かと思うんですよ。 

 なぜかというと、雨が降るたびにあの道路は

通れなくなる、その都度補修をしなければなら

ない。そういうことがないように、ちゃんと市

道編入のときにその整備計画までなされたわけ

なんですから、引き継ぎがしっかりなされてい

なかったのかなと、私個人としてはそう思って

いるわけなんですが、今後の見通しとして未舗

装が約２キロですかね、金額にして大体2,000

万ぐらいですかね、早急な今後整備を私は要望

するわけなんですけど、金がない金がないとい

う毎年のごとく聞くわけなんですけど、そうい

うことだったら整備計画なんかには当てはまら

ないと思うんです。しっかりとした整備計画を

立てていく必要がある。 

 その中でも、削減できるところは財政的にも

削減をする。何ぼ昔は、測量にしても図面を書

くにしても、職員が自分たちでやっていたんで

すよ。今は設計委託はほとんど多いと思うんで

すね。 

 だから、そういう職員、技術者の育成、私も

久しぶりに去年からこの土木事業をちょっと日

雇い労務者で行きまして、いろんなことがわか
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ってきます。おおこれぐらいで検査も通っとか、

これぐらいまでかと、昔から比べたら技術力も

相当落ちています。 

 だから、今度も、これは余談ですけど、検査

の方法も変えなければいけない、管理の仕方も

変えていく、そういうところもやっぱり勉強さ

せていかないと、私は前回も言いましたけど、

職員の研修、何度も若い人をどんどん研修にも

やらないと、市のマイナスになっていく。 

 余談もたくさん言ってもしようはないですけ

ど、しっかりとした今後整備をしていくんだと、

その引き継ぎもなされていくような体制をしっ

かりととってほしい。そして未舗装の2,000

メーター、今後一括でされるのか。また、その

ような余裕があるのか、大体何年をめどに完成

させるつもりなのか、そこらまでちょっとでき

たら御回答をお願いいたします。 

○土木課長（宮迫章二）  今、残り2,000メー

ターにつきましては、特に計画は今のとこあり

ません。今までやっていたきめ細かとか、単独

分については、これは単独工事で自分たちで測

量して、出されたんですけど、やはり社会資本

整備交付金になれば、国の補助をもらいますの

で、県の審査とかあって、なかなか審査が通ら

ないところもございますので、そういった交付

金を利用する場合には、ちゃんと委託をして設

計をせんにゃいかんというふうに思っておりま

す。 

 今のところ、今後の交付金の状況を見まして

対応していきたいと思っておりますので、今の

ところは計画はないところでございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○徳留邦治議員  計画はないということですが、

非常に残念で土木課長の鋭意努力が足りないの

かなあと、補助金事業ばかりのせるんじゃなく

ても、市民のニーズに合った即応えられる……

（発言する者あり）土木へ言ってもだめだとい

うことが（笑声）後ろから聞こえてきますけど、

（発言する者あり）市長に振れということもあ

りますけど、もうそこまでしなくていいでしょ

うけど、今セクハラも大変はやっています。 

 最初の取り決めが水迫市長とのそういうこと

は約束はなされて、編入されたわけなんですよ。

その前市長のその計画の中で、やっぱり補助金

がなければできないというようなふうじゃちょ

っと私もこのまま引っ込むわけには（笑声）

（発言する者あり）市の単独でも少しでも、一

くわでも整備をしていくんだという、そういう

やっぱり気持ちが欲しい。 

 昔はよく一くわの言葉もたくさん使って済ま

したような気もしますけど、やっぱりやる意思、

意識を持って今後は単独でも少しでも、わずか

でもやるんだという整備計画を立てて、しっか

りした高野線に仕上げてもらいたい。 

 でないと、やっぱ輝北の町長とか、福山町長、

もう今合併して鹿屋市と霧島市になっています

けど、その当時、観光の起点からもあそこを通

るんだといういろんな構想もありまして、整備

がおくれているんだということを指摘されてい

ますので、やっぱり市外の市長の言う言葉にも、

ここらでもう終止符を打ったほうがいいんじゃ

ないかと。でないと、私は言われたことはいつ

までも頭の中に残って、早うせんにゃいかん、

早うせんにゃいかんということが残っています。 

 そいうことを少しでも、私も一人の市民とし

て、ニーズに応えていただきたい。その点につ

いて、課長の新たな決意を一言。（発言する者

あり）（「市長の出番」と呼ぶ者あり）（発言

する者あり） 

○土木課長（宮迫章二）  先ほどからお答えし

ているところなんですが、確かにこの作業道は

終点付近が演習林内の道路を通るということで、

以前交渉に行ったときに、なかなか舗装ができ

ないということで、許可が出なかったという記

憶がございます。 

 そこら辺も含めまして、また鹿大の演習林と
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も協議をしながらしていかないといけないと思

っておりますので、単独工事を含めまして検討

をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  議員からの御指名はあり

ませんけれども、お答えをさせていただきたい

と思います。 

 現状につきましては、担当課長が申し上げた

ようなことであります。 

 ただ、徳留議員のほうから前市長、あるいは

近隣の町長さんとの話し合いの中で、こういう

経緯があったんだというお話も伺いました。そ

うだったというふうに思います。 

 その中で、現状のいろんな課題があることは

御理解をいただいたと思いますので、いつまで

にということは明確に申し上げられませんけれ

ども、いろんな財政の状況やらいろいろなもの

も含めて、地域の方々のニーズということもあ

ろうかと思いますので、一歩ずつでも、一くわ

でもという気持ちで頑張っていきたいというふ

うに思います。 

○徳留邦治議員  市長、土木課長にはさらなる

努力でよろしくお願いいたしたいと思います。

そしてまた、要望として土木課長ももう１回市

道高野線の検査、まあ検査じゃないんだけど、

まあ見学なんかを、現場を踏んでよく検討して

いただきたいということで、市道高野線につい

ては質問を終わります。 

 次に、滞納者について。 

 近年、ことしに入ってから、この滞納者の

方々の相談ちゅうか、苦情といいましょうか、

非常にたくさん来ています。ことしから滞納者

の状況の中で、徴収率も上がっている、アップ

している中で非常に厳しくなったのは事実だと

思うんですが、取り方についていろんな苦言が

なされているようであります。 

 でまた、今後どのような方法として、各この

滞納をなくなるように進めていくのか、市民の

苦情等を聞かれているのか、まず、この点をお

尋ねをいたしたいと思います。 

○税務課長（前木場強也）  徳留議員の２回目

の御質問にお答えいたします。 

 確かに昨年度から滞納処分についての強化を

しております。それにつきましても、当然市民

の方から苦情とか当然あります。 

 しかしながら、差し押さえを含むとか滞納処

分の強化、具体的には、催告書発送後に納付が

ないとか、もしくは納税相談もないという方々

に対しては、税法上にのっとって財産調査をし、

差し押さえを実行すると。それとまた、当然悪

質な滞納者に対しましては、家宅捜索をするな

どの取り組みも今後進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  税務課長の今の答弁があった

わけなんですけど、滞納額として全体でどれぐ

らいの金額になるのか。ちょっとこれは時間が

かかってもいいから、各今、奨学金とか、水道

代、いろいろ滞納があります。全体的に何億ぐ

らいになるのか、ちょっと聞けば、各担当に聞

けばわかることだろうと思いますけど。 

 それと、消滅時効という言葉と時効と滞納処

分執行停止、これはちょっとこの意味をちょっ

ともう１回お知らせください。 

○税務課長（前木場強也）  滞納額につきまし

ては、１回目の答弁でちょっとお伝えしたとこ

ろなんですが、それぞれ個人市民税が3,855万

6,466円（「総額に換算して」と呼ぶ者あり）

総額でいいですか。総額につきましては、市税

が市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車

税を含めまして１億1,906万2,760円、それと国

保税につきましては１億565万9,961円です。 

 それと滞納処分の執行停止、消滅時効につき

まして御説明いたします。 

 滞納処分の執行停止とは、差し押さえなどの

滞納処分の執行を停止するというもので、その
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要件としましては、滞納処分をすることができ

る財産がないとき、滞納処分をすることによっ

て、その生活を著しく窮迫させるおそれがある

とき、また、その所在及び滞納処分をすること

ができる財産がともに不明であるときとされて

おります。 

 ただし、その状態に該当しなくなった場合は、

執行停止の取り消しを行い、滞納処分を行わな

ければならないというふうにされております。 

 地方税における消滅時効とは、不納欠損処分

のことでございます。地方税法第15条の７第４

項では、滞納処分の執行停止が３年間継続した

場合は、納入する義務は消滅する。また、同条

第５項では、徴収することができないことが明

らかであるときは、納入する義務を直ちに消滅

させることができるというものでございます。 

 また、地方税法第18条第１項では、「地方税

の徴収権は、法定納付期限の翌日から起算して

５年間行使しないことによって、時効により消

滅する。」とされております。 

 ただし、一部納付、差し押さえや納付誓約書

の提出などで時効は中断され、さらに５年間延

長されるということになっております。 

 25年度は、地方税法第15条の７第４項及び第

５項による処分を145件、366万4,480円、地方

税法第18条第１項により1,317件、1,001万

9,907円の不納欠損処分を行っております。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  今後、また執行停止、今後ど

うなっていくのか、人数的に、それと消滅時効

もどうなっていくのか、ふえる傾向にあるのか

なあという、その点をお伺いします。 

○税務課長（前木場強也）  執行停止、それと

消滅時効につきましては、その都度ふえていく、

減っていくというのはそのときの判断というか、

件数によるかと思いますので、徐々に滞納処分

が、滞納額が減っていくということであれば、

自然と減っていくというふうに考えております。 

○徳留邦治議員  だから、今後はどの傾向にあ

る、そこまではわからない。 

○税務課長（前木場強也）  ですから、滞納額

は年々減っておりますので、ですから当然その

件数とか、その処分の金額につきましても、減

っていく傾向になるかと思います。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  ありがとうございます。 

 次に、滞納の徴収については。 

○議長（森 正勝）  もう４回、４回目は終わ

りましたので、すいません。 

○徳留邦治議員  徴収は徴収で４回じゃないの、

滞納は滞納、題目に対して４回。（発言する者

あり） 

○議長（森 正勝）  じゃ、徴収について質問

してください。 

○徳留邦治議員  私が確認したらこれでいいん

だということだったから、後で聞こうかと思っ

ておったんですけど。 

 今回、単刀直入に言いまして、事業主へ差し

押さえ文の手続がなされていますね。何の事前

通知もなく、事業主へぱっと送られてきて、給

料の差し押さえ、そして計算の仕方方法がちょ

っと書いてあります。これが法的に妥当なのか、

お尋ねをするのと、ほいでまた、徴収分をまた

わざわざ市役所に持ってくる、その交通費、日

数、無償でされるのか。そして、またバイト等

アルバイトの、職員は給料の差し押さえもある

でしょうけど、バイトの方もおられます。そう

いう方もまた差し押さえが、会社の事業主の差

し押さえができるのか、その点をちょっとお尋

ねいたします。 

○税務課長（前木場強也）  給料の差し押さえ

することで、事業者の負担がふえているのでは

ないかという御質問でございますが、税法上で

は債権である給料を差し押さえることは認めら

れておりますので、従業員とかアルバイトの方

につきましても、差し押さえは行っております。 
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 事業者の事務負担がふえることは承知してお

りますので、差し押さえに関しましては事務担

当者の方に相談の上、御協力をお願いしている

という状況でございます。 

 ただし、金融機関へ振り込みをする際は、手

数料は事業者の負担ではなくて、全て市で負担

しております。 

 そのほかにも、特別徴収といたしまして市県

民税を給料から差し引く事務もしていただいて

おりますので、事業者の方の事務負担がふえる

ことになりますが、税負担の公平性、また滞納

者の納税意識の向上という観点からも、事業者

の御協力をお願いしていることを御理解してい

ただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  突然に通知をやるんじゃなく

て、私の言いたいのは、何で事前にこういう方

法でしますという通知がなされなかったのか。

突然に来たら事業主としても、不愉快な思いを

します。 

 それと、毎月少しずつの支払いはしてるんだ

けど、なかなか徴収額に達するのは何年先にな

るかわからないと、毎月出して支払っているこ

との証明は出されないのか、また、出されなか

ったから聞いてるんだけど、出すことはできな

かったのか、その２点ちょっとお願いします。 

○税務課長（前木場強也）  今の御質問ですが、

結局、通常徴収の猶予というのは、税法上１年

間、それとあと最長で延びて２年間というふう

になりますので、以前につきましては、徴収方

法として、少額の納付の分割という形も認めて

おったことがあったというふうに思っておりま

す。 

 しかしながら、税額が大きくなりますと、や

っぱり２年間で納めるということはなかなか不

可能になりますので、その点につきましても、

滞納者の方と相談をして話をしたりしておりま

す。 

 それと、それぞれの滞納者の事情によります

けど、当然分割納付をしていたという方につき

ましても、突然納付がなかったり、少額になっ

たりということがあれば、納付誓約につきまし

てもちょっと履行しなかったということもあり

ますので、当然差し押さえをするという形にな

っております。 

 それとあと、突然差し押さえというふうなこ

とがあるかということでありますが、滞納者、

納税者の方につきましては、催告書にもその旨

記載しておりますし、それと催告書というのを

その後通知をいたしますが、その文面にも滞納

処分を差し押さえするというふうな文言も入っ

ておりますので、ですから、突然というわけで

はないというふうに認識しております。 

 それとあと、もう１件何でしたっけ、（「事

前通知、事業主へのこういう」と呼ぶ者あり）

ですから、事業主に突然の通知という形になる

んですが、これにつきましては差し押さえをす

るということになれば、いろいろ事前にちょっ

と、預貯金もそうなんですけど、事前に抜いた

りという形もありますので、差し押さえという

のはやっぱり突然と、それとあと捜索というの

も突然しないと効果がないということになりま

すので、事前に通知はいたしません。 

 以上でございます。 

○徳留邦治議員  日本の秘密高官みたいなこと

になっていますけど、税の徴収については、確

かにことしからといったほうがいいかな、厳し

くなっている。 

 ただ、私はモラルの問題として、ただ、これ

を差し押さえてくださいというような形じゃな

くて、こういうふうでしますからと一言あって

もいいんじゃないかと、突然の通知で事業主も

びっくりしているような状況なんですから。 

 それと、差し押さえ差し押さえって言います

けど、実際に垂水市で差し押さえが何件なされ

たのか、ほいで差し押さえられた物件はどうな
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っているのか。今後ともそういうことがふえて

いくと、強制的にやるんだと、税の徴収率を上

げるために、滞納者のですね、やっぱり市民に

もそういうことを知らしめる必要がある。市報、

いろんな手法を使ってＰＲしていかないと。 

 ことし、私も市議28年、ことしほどこういう

税の徴収方法について相談があったのは、非常

に多く市民のニーズがといいますか、苦言とい

いますか、初めてであります。 

 だから、やり方に対しても、徴収のやり方に

対しても問題があるんじゃないかなあというの

がひっかかったものですから、質問この場でし

たわけなんです。 

 その余談はいいんですけど、差し押さえは何

件あったか、わかりますか。わかったらその点

と、その差し押さえ物件は主にどういうのがあ

ったのか、その後、差し押さえ物件はどうなっ

たのか、よろしくお願いいたします。 

○税務課長（前木場強也）  差し押さえた物品

に関しての御質問ですが、26年度の差し押さえ

件数は給与が49件、所得税還付金が７件、生命

保険が189件、預貯金が129件、売掛金などその

他14件、土地などの不動産が14件、捜索による

動産が29件となっております。 

 捜索による動産は、昨年度分を含め現在は電

動芝刈り機とか、あとバッグなど87点の在庫が

ございます。 

 数値に関しましては、ＤＶＤやコミック本な

どは数点から十数点をまとめて１点と計算して

おりますので、６月議会での一般質問の答弁で

の数字と相違しておりますが、これにつきまし

ては御了承いただきたいと思います。 

 差し押さえた物品につきましては、公売会に

出品し、換金しております。ことしの９月には

宮崎県高鍋町で行われた九州合同公売会に27点

出品し、20点を換金しております。また、来年

１月に行われる県の公売会、長崎県大村市で行

われる九州合同公売会に出品する予定にしてお

ります。 

 なお、県内は公売会の開催回数はこの県の１

回というふうになっておりますので、なかなか

公売することができませんので、九州の合同公

売会のほうに出品しているというふうな状況で

す。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  ありがとうございます。 

 次に、最後になりますけど、職員のモラルに

ついて、今、市長からいろいろと答弁がありま

したけど、ちょうど９月議会の最中に、９月17

日、18日、新聞報道がなされました、いいこと

と悪いことがですね。今後こういうケースがよ

く聞かれます。 

 これは個々の個人の問題でしょうけども、公

務員としてのしっかりとしたモラルを持って、

また臨時の職員が女の子が特にやめられるケー

スが多い、そこまで言えばどういうことだろう

ということはおわかりだろうと思います。 

 今後、しっかりとした職員、モラルの持てる

職員を育てるために、市長の権限を最大限に生

かして、いろんな講習等も研修等も職員を派遣

してやったりして、私は育てていかなければな

らないだろうと考えておりますが、市長は他市

に誇れる職員をつくるために、どのように考え

ておられるのか、その点について一言お願いい

たします。 

○市長（尾脇雅弥）  常々お話をしていること

でありますけれども、定員適正化計画という背

景の中で、この10年間で50名を減らしていくと

いう絶対的な背景の中で、職員の数は減ってお

りますし、地方分権の流れの中で仕事の量はふ

えております。 

 また、御案内のとおり、南北に長い垂水市で

ございますので、両支所あるいは分権上人口か

らすると、非常にマネジメントしづらい垂水市

であるということも言えると思います。 

 一方で、それが本市の魅力でもあるというふ
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うに考えているわけでありますけれども、そう

いった状況の中で、一人一人の職員というのは、

本当に昼夜を問わず、場合によっては土日も出

勤をして頑張ってくれているというのが全体的

な状況だということは御理解をいただけること

と思います。 

 ただ、235名、40名前後職員あるいは臨時職

員がいらっしゃる中で、個々のいろんな事情で

いろんなケースがあったりすることは事実でご

ざいますし、そういったことがないようにとい

うふうに努めてはおりますけれども、そういう

ケースもございます。 

 その上でいろんな意味での指導、教育、ある

いは研修という御提案であります。それはもう

非常に大事なことだというふうに思います。 

 最終的に市の運営の中で、市役所の職員とい

うのが果たす役割というのは大変大きいです。

今申し上げたように、これまでに比べると大き

な負担がある中で、足りないところもあるかと

思いますけれども、その辺のところをいろんな

専門的な知識、研修を実践をすることによって

カバーをしていくというようなことが必要だと

思いますので、そういった部分にも予算を組ん

でしっかりと指導してまいりたいというふうに

思っております。 

○徳留邦治議員  ありがとうございます。 

 副市長として、職員の今後、今までそういう

事例があってからいろいろと要望も入って、指

導もなされてきたと思うんですけど、どういう

ふうな対策を練ってこられたのか。 

○副市長（松下 正）  私が取り組んでおりま

すことについて申し上げます。 

 毎月２回月初めと月の中、中間日において、

課長会議が定期的に開催されております。課長

会議の冒頭において、私のほうから管理職には

挨拶をしておりますが、昨年からいろいろあっ

たということで、昨年の11月から毎回レジュメ

を作成の上、その時々の時宜に応じたテーマを

決めて、各課長に対して説明するとともに、全

職員に対して回覧するようお願いしております。 

 その具体的な内容の一部について少し紹介さ

せていただきます。 

 まず、交通事故・交通違反の防止、飲酒運転

の禁止、管理職及び職員の自己啓発、パワハラ、

セクハラの防止、市民に対しての接遇の改善、

個人情報保護の徹底、年末年始の厳正な服務規

律の確保、不祥事への対策、緊急事態の際の危

機管理体制の確保、地方公務員法に基づく職務

上の義務の確保などでございます。 

 特に強くお願いしておりますことは、真面目

に職務に精励する圧倒的多数の職員が、積み上

げてきた市民からの信頼が、一職員のささいな

不祥事で一瞬にして崩れ去る事態があってはな

らないこと、モラルを確保するためには日常の

仕事の中で異変に気づくことが大切であり、そ

のためには職場内のコミュニケーションを密に

して、職場全体で予防することが重要であると

訓示しております。 

 このように綱紀の粛清、倫理の保持などのさ

まざまな事案に対して、その時々の時宜に応じ

て毎月のように管理職には直接お願いし、そし

て管理職に対しては、課内会議等を通じて職員

に対してモラルの確保を徹底するよう指示して

おります。 

 今後とも継続して各職員の自覚、認識を促す

取り組みを続け、市民の信頼を得続けるために

最善の努力を傾注してまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○徳留邦治議員  ありがとうございます。 

 今副市長がおっしゃったとおり、確かに市民

の信頼に応えるためにしっかりとしたモラルの

ある職員を育ててもらいたいと思います。もう

これは要望です。それに市長もまた一生懸命頑

張っておられるようですので、今後とも期待し

たいと思います。 
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 これで私の質問を終わります。どうもありが

とうございました。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。

次は１時30分から再開します。 

     午後０時15分休憩 

 

     午後１時31分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 16番川畑三郎議員の質問を許可します。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  11月21日の突然と思われる衆

議院の解散から、12月２日公示、師走の選挙と

なりました。与野党それぞれの政権公約を抱え

て論戦が始まっております。 

 そういった中、12月議会も開会され、昨日、

本日と一般質問が開催されております。今回の

最後の質問者となりますが、皆様方にはお疲れ

さんのところですけれども、おつき合いのほど

よろしくお願いいたします。そしてまた、市長

並びに関係課長の御答弁をよろしくお願いいた

したいと思います。 

 まず最初に、国保財政の現状について、国保

運営は全国各市町村で苦境に立たされておりま

す。垂水市も一般会計から平成24年度に初めて

3,500万円の法定外繰り入れを実施し、25年度

は財源確保のため、平均9.63％の国保税の引き

上げを実施いたしましたが、改善の兆しは一向

に見えず、25年度も9,800万の法定外繰り入れ

が実施されました。 

 垂水市に限ったことでなく、全国の市町村で

実施していると聞きます。この国保の現状認識

と問題意識をどう考えていられるのか、お伺い

いたします。 

 次に、市長の４年間を振り返って質問させて

いただきます。 

 昨日から本日と同僚議員から市長の１期４年

についての質問がありました。それぞれの立場

からの質問で、激励や苦言もありましたが、私

も同僚議員と重複する分もありますが、自分な

りの質問をいたします。 

 ラジオ等でも報告されている千本イチョウを

見るために、県内外からたくさんの観光客が本

市を訪れ、市内全域にあらゆる形で効果があっ

たように感じられ、大変うれしく思います。 

 また、水産についても、昨年に比較して浜値

が回復したことから、今年度は水産業も少し安

堵されているのではないでしょうか。国の借り

かえ資金を今後実施され、改善計画を完全に予

定どおり実施されれば、垂水市漁協も安定して

くるものと考えます。 

 市長が主な実績の中での６次産業化と観光振

興については、１、水産関連会社との企業立地

協定、２、起業支援事業の導入による雇用の確

保、３、教育旅行の受け入れの増加、４、ス

ポーツ合宿の受け入れ増加、５、観光客入り込

み客の増加、６、道の駅たるみず指定管理の効

果、７、県魅力ある観光地づくり事業の導入、

８、民間企業の誘致兼連携など１期４年の実績

としてうたわれました。 

 また、安心・安全なまちづくり、子育て支援、

高齢者対策、人口減少対策、教育の充実、行財

政改革の断行、地域振興計画の策定推進なども

あります。 

 市長も４年間努力されてこられたと私自身は

思いますが、それぞれの実績もありますが、６

次産業化と観光振興についてお伺いし、１回目

の質問を終わります。 

○市民課長（白木修文）  国保財政の現状につ

いての御質問にお答えします。 

 御承知のとおり、国民健康保険制度は農林水

産業及び自営業者を中心とする制度として、昭

和36年に創設されて以来、我が国の国民皆保険

制度の基礎として、地域医療の確保と地域住民

の健康保持増進や福祉の向上に大きな役割を果

たしています。 
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 しかしながら、国民健康保険は、他の医療保

険等に加入している人を除いた全ての住民を被

保険者としていることから、低所得者の加入者

が多い、年齢構成が高いこと等により医療費水

準が高い、所得に占める保険料が重いといった

構造的な課題を抱えております。 

 特に近年、医療の高度化や高齢化の進展によ

る無職者の割合の増加などで、国民健康保険財

政の構造的な問題は一層深刻さを増してきてお

り、全国の市町村における赤字補痾のための法

定外繰り入れは、平成24年度決算では、５年前

より約1,000億円多い3,500億円余りまで膨れ上

がっております。 

 このような中、平成22年度末で基金を使い切

った本市の国保財政は、平成24年度に初めて一

般会計から3,500万円の法定外繰り入れを実施

しなければならない状況に陥りました。 

 この状況を受け、持続的かつ安定的な国民健

康保険事業の運営を実施していくために、平成

25年度には１人当たり平均9.63％増となる税率

改定も実施しましたが、ふえ続ける医療費に追

いつかず、平成25年度も9,800万円の法定外繰

り入れを行ったところです。 

 平成25年度決算における法定外繰り入れ前の

赤字の要因としましては、歳入面では、前期高

齢者交付金が対前年度比約9,100万円の減とな

ったこと、歳出面では、保険給付費が約4,300

万円の増となったことなどであります。 

 保険給付費は、被保険者の減に伴い、平成23、

24年度は減ってきておりましたが、平成25年度

は１人当たりの医療費が大幅に伸びたために、

３年ぶりの増加となりました。 

 また、現時点における平成26年度決算の見込

みといたしましては、一般被保険者の医療費の

総額は現在、請求が来ている３月診療分から９

月診療分までの７カ月分を前年度と比較すると、

約３％の減と落ちついているものの、歳入のほ

うで前期高齢者交付金が対前年度比１億円以上

の減となるため、歳入歳出差し引きは１億数千

万円の赤字になるものと見込んでおります。 

 増大する医療費の適正化は、保険財政基盤の

安定化の大きな課題でございますが、本市の平

成25年度実績による１人当たりの医療費は、県

平均より約６万円高い、44万1,000円となって

おり、県内43市町村中６番目の高医療自治体に

ランクされております。 

 医療費抑制策として、生活習慣病の早期発見

早期治療を促進するため、平成20年度から実施

している特定健康診査の平成25年度末の本市の

受診率は、ほぼ県平均並みの41.6％となってお

りますが、市の実施計画の目標には達していな

いため、本年度は未受診者の訪問指導やはがき、

電話勧奨など、さらなる受診率の向上対策を実

施しております。 

 そのほか、肝属薬剤師会との連携によるジェ

リック医薬品の推進、医療費やレセプトの分析

を通した医療費適正化対策の推進と普及啓発な

どを行っているところです。 

 一方、歳入においても、国保税の徴収率向上

やその他自主財源の確保などに努めております

が、我が国の医療及び国保制度の持つ構造的な

要因に対しましては、いち保険者としての努力

にも限界もあるものと考えております。 

○市長（尾脇雅弥）  川畑議員の市長の４年間

を振り返って、特に６次産業化と観光振興への

挑戦についての実績について述べなさいという

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 私は、経済政策の柱として６次産業化と観光

振興への挑戦を掲げて１期４年間の間、一生懸

命取り組んでまいりました。 

 まずは、本市にはブリの牛根漁協、カンパチ

の垂水漁協がございます。両漁協合わせて年間

約150億円の生産高がございますけれども、こ

れらの１次産業の宝をしっかりと２次加工して、

もうかる仕組みをつくって国内はもちろんです

けれども、世界へ向かって販路を広げていくこ
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とで、６次化の出口として500億円のマーケッ

トがあるというふうに言われております。 

 その単純に差し引いて350億円を、できるだ

け一生懸命汗を流して頑張った生産者のところ

に少しでも手繰り寄せたいというふうに考えて

おります。そのことを水産業から始めたいとい

うことで、今日まで努力を重ねてまいったつも

りでございます。 

 主な実績について申し上げますと、水産関連

会社などとの企業立地協定がアクアブルー株式

会社様、森山水産様、そして、さと丸水産様

等々になっております。 

 起業支援事業等の導入による雇用の確保にい

たしましては、13事業者、新規雇用33名、継続

雇用28名という実績でございます。 

 次に、もう一つの柱であります観光振興に関

しましては、交流人口の増加を図りたいという

ふうに考えております。国内宿泊客20人で定住

者の経済効果１人に匹敵するというふうに言わ

れております。また、外国人では７人で１人の

経済効果があるというふうに伺っております。 

 若者の雇用を確保するためにも、交流人口の

拡大を図る必要があると感じておりましたこと

から、観光振興に力を入れてまいりました。 

 主な実績について申し上げます。教育旅行の

受け入れの実数に関しましては、平成22年度

543名だったものが、平成25年度には4,580人、

約8.4倍ということでございます。スポーツ合

宿受け入れの数に関しましては、平成22年度が

152人だったものが、平成25年度は817名という

ことで、約5.4倍ということでございます。 

 道の駅指定管理の効果といたしましては、平

成22年度赤字の状況でございましたのが、平成

25年度1,370万円の黒字という結果でございま

す。 

 県の魅力ある観光地づくりの事業への導入と

いうことで、垂水千本イチョウの周辺の景観の

整備、そして垂水潮風街道景観整備、垂水新港、

牛根、海潟等がございます。猿ヶ城周辺景観整

備ということで、さまざまな方の御尽力もいた

だいて、成果を残すことができたのではないか

と考えております。 

 民間企業との連携につきましては、株式会社

財宝様と地域活性化包括連携協定の締結を結ん

で一つ一つ事業が進展をしております。メガ

ソーラーの誘致に関しましては、若干完成がお

くれてはおりますものの、リニューアブル・ジ

ャパンさんとの提携を終えて、進展をしている

ところでございます。 

 これら全ての成果の結集といたしまして、観

光客の入り込み客の推移といたしまして、平成

15年度が約42万人であったものが、平成25年約

121万人ということでございますので、およそ

2.9倍の成果ということが言えるというふうに

思っております。 

 以上、１期４年の主な実績について述べさせ

ていただきましたけれども、このことは、まず

は何といっても、水産商工観光課を中心とした

職員のみんなの頑張りというのが何よりも大き

かったと思います。土日も祝日もいろんなイベ

ント等がございましたので、休む間もなく頑張

っていただいたということが一番でございます

し、議会の皆様方の御理解をいただいて一つ一

つ進めてきたことは、大きかったと思います。 

 そして、先ほどもございましたけれども、先

人からの努力の継続ということにも感謝を申し

上げたいと思います。 

 そして、６次産業化に関しましては、まず、

起業支援事業に挑戦をし、雇用を拡大していた

だきました。牛根漁協、グローバル・オーシャ

ン・ワークス株式会社、さと丸水産の水産加工

会社の皆さんを初め、大隅ミート産業株式会社

様、八千代伝酒造株式会社様など各事業の皆様

の御理解と御尽力のたまものであったと感謝を

しております。 

 また、観光振興に関しましては、垂水市観光
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協会、垂水市ツーリズム推進協議会、垂水市商

工会、垂水市スポーツキャンプ誘致促進実行委

員会の経済同友クラブ、道の駅たるみず、県の

大隅地域振興局、民間企業としての株式会社財

宝様など、全ての皆さんの御理解と御協力のた

まものであったと感謝をしております。 

 以上が主な実績ということになろうかと思い

ます。 

○川畑三郎議員  私は最初一括方式でというこ

とでお願いしておりましたが、済みませんけど、

一問一答方式に変えさせていただきます。 

 まず、国保財政の現状についてということで、

市民課長のほうでいろいろ説明がしていただき

ました。 

 国保財政は、今のどの市町村でも苦しい状況

であるということは、皆さん御承知のとおりで

すけれども、先日の11月29日の南日本新聞に一

部取り上げられておりましたけれども、消費税

が８％から10％になるのが、安倍総理大臣が一

応先延ばしというようなことでありまして、一

般市民には大変ありがたいことだったんでしょ

うけれども、その反面、増税が先送りでいろん

な面で計画が狂ってきたというようなことが載

っておりました。 

 この国保会計においても、増収する部分があ

ったんでしょうということでありましたが、こ

れも先送りということで、まだ今後、この国保

財政も大変厳しい状況が続くのではないかと危

惧されているような新聞報道でした。 

 今は国保財政も市のほうでやっていますけれ

ども、これから都道府県が主体に国保会計を持

つというようなことには決まっているようで、

どういったふうになるかまだ先は見えないわけ

ですけれども、この中で今後の問題で国保制度

基盤強化改革というのがありますけれども、多

くの市町村が多額の一般会計からの法定外繰り

入れを実施している状況の中で、いろいろな問

題に対応するために、国が進めているというよ

うなことのようですけれども、これについて内

容をお聞かせいただきたいと思います。 

○市民課長（白木修文）  国で進められている

国保制度基盤強化改革の内容についての御質問

にお答えします。 

 １回目の御質問でも答弁いたしましたとおり、

国民健康保険制度は低所得者の加入者が多い、

年齢構成が高いこと等により医療費水準が高い、

財政運営の不安定になるリスクの高い小規模保

険者が多いなど、構造的な問題を抱えておりま

す。 

 そのため、他の保険制度にはない高い公費負

担率や前期高齢者の加入割合によって、被用者

保険側から前期高齢者交付金が交付されるなど

の財政的な支援を受けてまいりましたが、平成

24年度決算では赤字補痾のための法定外繰り入

れが全国で3,500億円余り、翌年度の歳入の先

食いである繰り上げ充用額が約1,200億円と大

変厳しい状況になっております。 

 このような状況を踏まえ、国では、平成24年

に社会保障制度改革国民会議を設置し、年金、

医療、介護、消費者対策の社会保障４分野の改

革、いわゆる社会保障と税の一体改革に着手し

ております。 

 国民会議の審議の結果等を踏まえ、平成25年

12月に社会保障改革プログラム法が公布され、

今後、我が国が講ずべき社会保障制度改革の全

体像や進め方が明示されておりますが、その中

で医療制度の改革といたしまして、国保の保険

者運営等のあり方の改革などが取り上げられて

おり、平成27年、通常国会に改革に必要な法律

案の提出を目指すものと規定されております。 

 社会保障改革プログラム法でうたわれている

市町村国保関係の改革の内容は、まず、国民健

康保険に対する財政支援の拡充、次に、財政運

営を初めとして都道府県が担うことを基本に都

道府県と市町村の適切な役割分担について検討、

３つ目が、低所得者に対する保険料軽減措置の
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拡充となっており、これらを具体的に検討する

ために、各関係団体の代表等で構成される国保

基盤強化協議会が平成26年１月に設置され、来

年初めまでに改革案を取りまとめる方向で現在

も協議が続けられております。 

 協議会では、ことし８月に中間整理が取りま

とめられておりますが、まず、財政上の構造問

題では、一体改革で保険者への支援が決まって

いる1,700億円の早期実施と、さらなる追加公

費投入の実現、また、財政安定化基金の創設な

どが検討され、国保の運営問題では財政運営の

都道府県化と市町村の分布金の賦課徴収、また

保険給付資格管理などの役割分担については、

引き続き検討などということが整理されており

ます。 

 このように、方向性としましては、現在、市

町村が運営している国保の財政運営を都道府県

が担うということは決まっております。 

 当初国が描いていた構想では、平成29年度を

めどに改革を実施するとなっておりましたが、

協議会の中間整理でも、財政上の構造問題の解

決が図られることを前提にとのただし書きもあ

りますとおり、国が都道府県に対して行う財政

支援について、双方の考え方にはまだ開きがあ

るようでございます。 

 また、財源に予定されている消費税増税が延

期された影響はどうかというような不透明な部

分も多く残されていますので、改革の内容及び

実施時期がどうなるかなどについては、今後も

国の動向を注視していきたいと考えております。 

○川畑三郎議員  御説明いただきました。あり

がとうございます。丁寧な説明でした。 

 国保財政については、本当苦しい状況ではあ

ります。さっきお知らせしました、25年度の増

で2,500万円の増になったわけですけれども、

しかしながら、9,800万円のまた法定外の繰り

入れをしたというようなことで、大変苦しい状

況は続いているようです。 

 県内の19市では、出水市、いちき串木野市を

残った17市が法定外繰り入れを実施していると

いう状況であるようです。どこも苦しい状況だ

なあと感じているんですけど、これはまた今後、

市長、市民課長一緒になって国保財政に頑張っ

ていただきたいということを要望いたしますけ

れども、最後に、市長にちょっと要望というん

ですか、こういった高度な医療の普及等により

医療費の増大が見込まれていますが、国民皆保

険を支える国民健康保険の将来にわたる安定的

な財政運営のために、今後も適切な措置を本当

に講じていただきたいということをお願いいた

しまして、この件については終わりたいと思い

ます。 

 次に、市長の４年間を振り返ってということ

で、６次産業と観光の振興についてということ

で、市長も実績を、それぞれ自分の実績を上げ

ていただきました。 

 私も一緒に４年間やってきて、最初議員であ

って、我々と同士でありましたけれども、市長

になったと。若い市長だったということで、周

りはみんな議会は年配の先輩の議員だというこ

とで、大変苦労されたんじゃないかと思います。 

 一つに言えば、我々もですけど、やっぱり下

にはなめてかかるというような状況もあって、

私もそうでしたけれども、一部そういう気持ち

もみんな持っていたと思います。 

 しかしながら、４年間を見てみて、市長はこ

の議会でも丁寧に説明されてやってこられたん

じゃないかと思います。腹を立てることなくや

ってこられた。我々、私の性格からすりゃあ、

すぐ頭に来てちょっと言い争いをするようなこ

とがありそうな分でも、我慢して我慢して今の

この４年間やってきたという、ただその部分は

大したもんだと僕は思います、その関係はね。 

 普通では言い争ってしてもいいでしょうけれ

ども、我慢をして我慢して４年間してきたとい

うことは、ひとつ私はそこらは褒めてやりたい
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なと思います。（「そのとおり」と呼ぶ者あ

り）そこはひとつ思っておってください。誰か

何か言ったけど、よくいい話だったのかな。

（発言する者あり）ありがとうございます。 

 いろんな面で、財政状況です。これについて

は昨日、同僚議員の質問で、市長並びに財政課

長の本市の財政状況について、答弁していただ

きました。大変いい御説明を受けましたけれど

も、私はこれで理解いたしたいと思います。 

 財政状況も改善の傾向にあるようです。財政

調整基金も13億8,000万円、そして市有施設整

備基金、これも一応、これは市庁舎をつくるそ

れだけやなくて、市庁舎、市の全体の部分で使

えるというようなことですけども、主力は市の

市庁舎を建てかえるときのお金のもとになると

いうようなことで、これも６億円あるというこ

とで、私はこれも大事なことだと思います。 

 同僚の宮迫議員も、市庁舎つくるために銭た

めよと、その部分には賛同されていらっしゃい

ます。私もいつかはこれは市庁舎も建てかえら

な時期にありますので、その中で一気にこれだ

けをためるんじゃなくて、徐々にやっていって

もらいたいなあと思います。 

 財政調整基金もたまっていますけれども、今

後それなりに取り崩しをしながら使っていくと

いうことも大事ですので、よろしくお願いしま

す。 

 さまざまな観点から、市長の実績及びやり残

したことに質問がきのう、きょうありましたけ

ど、答弁がされております。各種のデータも改

善されており、私は客観的によく、さっき言い

ましたように頑張っていると評価しておる一人

であります。市長に対する見方いろいろありま

すけれども、私はよく頑張っているなあという

議員の一人ですので、一応お話ししておきます。 

 １期目はみんなわからないと思います。種を

まき、水を与えてこられたと思います。私は大

好きな言葉が「継続は力なり」ですね、私の選

挙の言葉に、昔は「垂水を背負っていく男」と

いうことで、若いときはそういうことで頑張っ

ていましたけど、今は「継続は力なり」、僕は

これが大好きで、高校のときから継続は力なり、

頭から離れませんでした。 

 ですから、市長、最初から何もできるはずが

ないんですよ。だから、こつこつと積み重ねを

して実力がつくというのが、これは人間なんで

すから、ひとつ１期目からいろんな面で難儀を

しましたけど、これからが課題があると思いま

す。踏ん張っていってもらいたいと思います。 

 １期目を踏まえて、さらに大きな実を実らし

てほしいと僕は思うんですけれども、これはま

だいろいろな市長選挙もありますので、お互い

に頑張ってやって、両方頑張っていただいてい

けば、なった人が市長として垂水市のために頑

張っていっていただきたいなと思います。 

 市長も再選の意思を示しておられまして、来

月にはいよいよ市民の審判を仰がなければなら

ないときになりました。１期４年を総括して次

期の市政運営について、市長の思いをちょっと

お聞かせいただきたいんですけど、どうでしょ

うか。 

○市長（尾脇雅弥）  ただいま川畑議員から過

分な評価をいただきました。きのうから議員の

皆様方にさまざまな御質問をいただいて、ある

いは叱咤激励をいただきながら、最後の御質問

ということであります。 

 私自身は４年前に覚悟を決めて手を挙げまし

た。川畑議員がおっしゃったように、スタート

時はいろいろ大変なこともありました。私自身

不徳のいたすところでもございましたし、まだ

まだやり残したこと、いっぱいあります。 

 ただ、私なりに精いっぱい頑張ってきたつも

りではございます。何といっても副市長、各課

長初め職員の皆さんが不徳の私を支えていただ

いて、垂水がよくなるようにということで頑張

っていただきました。何より、まずはこのこと
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に感謝申し上げたいと思います。 

 そして、議会の先生方も、先ほど話がありま

した若輩である私に対して、叱咤激励をいただ

きながら是々非々でいろんなことを決めていた

だいたことには、本当に感謝申し上げたいとい

うふうに思います。 

 そして、多くの市民の皆さんの御理解をいた

だきながら、いつも申し上げますけど、これま

で大きな災害やトラブルもなく、比較的順調に

市政運営ができたことは、何よりありがたかっ

たなというふうに思っております。 

 まずは残りの任期をしっかりと頑張っていき

たいと思いますし、これまでの歴史を振り返っ

てみましても、川畑議員がおっしゃったような

ふうに、しっかりと継続をしていくということ

は、大事なことではないかというふうに思いま

す。 

 右も左もわからない中からスタートいたしま

したけれども、これまでの議員時代のいろいろ

国や県あるいは市長になってからさまざまな人

たちにお誘いをいただいて、それなりのパイプ

もできてまいりましたし、やるべきことも見え

ているように思います。 

 しっかりと残りの任期を締めくくって、次、

垂水市民のまた審判を仰がなければいけません

ので、私自身は命がけでしっかりと頑張ってい

くという覚悟は決めておりますので、そのこと

だけ申し上げて答弁とさせていただきたいと思

います。 

○川畑三郎議員  市長の思いをお聞きいたしま

した。ありがとうございました。 

 今後、市民の皆さんにも市長の真摯な思いを

伝えていきゃあ、私は、必ずみんな理解しても

らえるんじゃないかなあと思います。いろいろ

同僚議員からも指摘がありましたが、もしも再

選されました折には、職員の皆さんとの意思疎

通を図るとともに、議員を初め市民の皆さんの

声をよく聞いて、市政運営に臨んでいただきた

いと思います。 

 １月が選挙ですので、選挙に勝利されたらそ

ういうことを思いで行かれると思います。対立

候補もいらっしゃいますので、お互いに相手を

非難することなく、僕は正々堂々と選挙戦を戦

って勝ち抜いていただきたいということをお願

いいたしまして、私の質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  以上で一般質問を終わり

ます。 

 本日の日程は全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  明11日から18日までは、

議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は、19日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後２時１分散会 

 



 

 

 

平 成 ２ ６ 年 第 ４ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 ４ 日  平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ９ 日  

 



－149－ 

本会議第４号（１２月１９日）（金曜） 

  出席議員  １６名 

       １番  川 越 信 男              ９番  北 方 貞 明 

       ２番  堀 内 貴 志             １０番  池 山 節 夫 

       ３番  大 薗 藤 幸             １１番  森   正 勝 

       ４番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ５番  池之上   誠             １３番  宮 迫 泰 倫 

       ６番  堀 添 國 尚             １４番  徳 留 邦 治 

       ７番  田 平 輝 也             １５番  篠 原 炳 則 

       ８番  持 留 良 一             １６番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          農 林 課 長          

   副  市  長  松 下   正          併    任          

   総 務 課 長  中 谷 大 潤          農業委員会          

   企 画 課 長  角 野   毅          事 務 局 長  池 松   烈 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          水 産 商 工          

   税 務 課 長  前木場 強 也          観 光 課 長  山 口 親 志 

   市 民 課 長  白 木 修 文          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   市 民 相 談                   水 道 課 長  塚 田 光 春 

   サービス課長                   会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   併    任                   監査事務局長  保久上 光 昭 

   選挙管理委員会                   消  防  長  迫 田 八州夕起 

   事 務 局 長  北 迫 一 信          教  育  長  長 濱 重 光 

   保健福祉課長  篠 原 輝 義          教育総務課長  川 畑 千 歳 

   生活環境課                   学校教育課長  牧   浩 寿 

   課 長 補 佐  新 屋 光 浩          社会教育課長  森 山 博 之 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  礒 脇 正 道          書    記  田之上   康 

                            書    記  有 馬 英 朗 

 



－150－ 

平成26年12月19日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしたと

おりであります。 

△議案第77号、議案第78号、議案第83号

～議案第91号、議案第93号～議案第

97号、陳情第26号～陳情第28号、請

願第７号 

○議長（森 正勝）  日程第１、議案第77号、

日程第２、議案第78号、日程第３、議案第83号

から日程第11、議案第91号まで及び日程第12、

議案第93号から日程第16、議案第97号までの議

案16件ならびに日程第17、陳情第26号から日程

第19、陳情第28号までの陳情３件及び日程第20、

請願第７号の請願１件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第77号 垂水市消防長及び消防署長の資格

の基準を定める条例 案 

議案第78号 垂水市いじめ問題調査委員会設置

条例 案 

議案第83号 垂水市企業等立地促進条例の一部

を改正する条例 案 

議案第84号 垂水市税条例の一部を改正する条

例 案 

議案第85号 垂水市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 案 

議案第86号 垂水市消防団条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第87号 垂水市手数料条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第88号 垂水市過疎地域自立促進計画の変

更について 

議案第89号 垂水市立医療センター垂水中央病

院の指定管理者の指定について 

議案第90号 垂水市立介護老人保健施設コスモ

ス苑の指定管理者の指定について 

議案第91号 垂水市道の駅交流施設の指定管理

者の指定について 

議案第93号 平成26年度垂水市一般会計補正予

算（第５号） 案 

議案第94号 平成26年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第95号 平成26年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 案 

議案第96号 平成26年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第97号 平成26年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

陳情第26号 手話言語法制定を求める意見書の

提出を求める陳情書 

陳情第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療

費助成の拡充に関する陳情書 

陳情第28号 国民健康保険に対する国庫負担の

見直し・増額を求める意見書提出の陳情

書 

請願第７号 「手話言語条例」の制定を求める

請願書 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  ここで、各委員長の審査

報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長感王寺耕造議員。 

   ［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］ 

○産業厚生委員長（感王寺耕造）  去る11月27

日の本会議において、産業厚生委員会付託とな

りました各案件について、12月12日に委員会を

開き審査いたしましたので、その結果を報告し

ます。 

 最初に、議案第87号垂水市手数料条例の一部

を改正する条例案、議案第89号垂水市立医療セ
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ンター垂水中央病院の指定管理者の指定につい

て、議案第90号垂水市立介護老人保健施設コス

モス苑の指定管理者の指定について及び議案第

91号垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定

については、いずれも原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第93号平成26年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第95号平成26年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第３号）案、議案第96号平

成26年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）案及び議案第97号平成26年度垂水市

水道事業会計補正予算（第２号）案については、

いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、陳情第26号手話言語法制定を求める意

見書の提出を求める陳情書については、採択と

し意見書を提出とすることに意見の一致を見ま

した。 

 次に、陳情第27号ウイルス性肝炎患者に対す

る医療費助成の拡充に関する陳情書については、

採択とし意見書を提出することに意見の一致を

見ました。 

 次に、請願第７号「手話言語条例」の制定を

求める請願書については、紹介議員より請願の

趣旨説明をしていただき審査いたしました。各

委員より、さまざまな質疑があり、意見も出尽

くしたところで挙手により諮ったところ、賛成

多数で採択することに決定しました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、総務文教委員長川

畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る11月27日

の本会議において、総務文教委員会付託となり

ました各案件について、12月15日に委員会を開

き付託案件の審査をいたしましたので、その結

果を報告いたします。 

 最初に、議案第77号垂水市消防長及び消防署

長の資格の基準を定める条例案、議案第78号垂

水市いじめ問題調査委員会設置条例案、議案第

83号垂水市企業等立地促進条例の一部を改正す

る条例案、議案第84号垂水市税条例の一部を改

正する条例案、議案第85号垂水市国民健康保険

条例の一部を改正する条例案、議案第86号垂水

市消防団条例の一部を改正する条例案及び議案

第88号垂水市過疎地域自立促進計画の変更につ

いては、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第93号平成26年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案中の所管費目及び歳入全

款及び議案第94号平成26年度垂水市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）案につきまして

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、陳情第28号国民健康保険に対する国庫

負担の見直し・増額を求める意見書提出の陳情

書は採択することとし、意見書案を提出するこ

とに意見の一致を見ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。堀内議員。 

○堀内貴志議員  産業厚生委員長に質問ですが、

請願第７号「手話言語条例」の制定を求める請

願書についてですけれども、手話を言語として

明確に位置づけて、手話を使う聾唖者の権利を

具体的に保障する手話言語法の制定を、国に求

める声が高まっていることは承知しております。

そのことで、陳情第26号の国に法の整備を求め

ることについては必要ではないかなというふう

に思っております。 

 ただ、請願第７号、条例制定を求める請願書

について、市として、もうちょっと慎重に結論

を出さなければいけないんじゃないかなと思っ

ておりますが、さまざまな意見ということだっ

たんですが、その中で、現在までに全国で幾つ

の自治体が、この条例が制定されているのか、
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いずれはこの条例を制定しなければいけないと

思っております。ただ、国の法律の整備がこれ

からされるもんですから、この整備を待ってか

らつくってもいいのではないかなと思います。 

 垂水市で、国に先駆けてこの条例をつくると

いう、この必要性があるのかないのかというこ

とについて検討がされたのか、その点について、

ちょっと御質問いたしたいと思います。 

○産業厚生委員長（感王寺耕造）  ただいま堀

内議員より質疑がございました。堀内議員の同

様の意見と言いますか、意見書案の部分で、23

号ですか、手話言語法制定を求める意見書案と

いうことで、ただ、おっしゃるとおり、国の整

備がなされていない、そういう部分も、確かに

議論として出ました。 

 陳情については、全国で400の部分が陳情の

部分も採択してるということも説明もございま

したし、あと一つ、紹介議員である持留議員の

ほうからは、前回、手話っていう部分が養護学

校・聾学校の中での公語だということで、そう

いう中で教育をなさっていると。 

 ただ、実際、聾唖者の方々については、手話

がきちっと言葉なんだということの意見もいた

だきました。確かに堀内議員がおっしゃること

も一部委員からは出たんですけども、きちっと

国の法整備がなされてからでも遅くはないんじ

ゃないか、早急すぎるのではないかということ

もあったんですが、出てくる際、先ほど冒頭申

し上げましたとおり、報告いたしましたとおり、

採択の結果、そういう結果になったという次第

でございます。 

 以上です。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。堀内議

員。 

○堀内貴志議員  この条例制定ですけど、私、

きのう調べてみたんです。11月に兵庫県の加東

市で条例が制定されていますが、これで全国で

７つ目なんです。まだ少ないんです。というの

は、国の整備がされてないから、ほかの自治体

は、まだ整備に戸惑っとるんではないかと思い

ます。 

 いずれ条例制定はしなければいけないと思い

ますけれども、垂水市では、まだちょっと早い

んではないかというふうに思います。 

 その点は、いいです。私の意見ということで

しときます。異議ありということで申し上げま

す。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。質疑は

なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 議案第77号、議案第78号、議案第83号から議

案第91号まで及び議案第93号から議案第97号ま

での各議案を、各委員長の報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第77号、議案第78号、議案第83

号から議案第91号まで及び議案第93号から議案

第97号までの各議案は、いずれも各委員長の報

告のとおり決定しました。 

 次に、陳情をお諮りします。 

 陳情第26号から陳情第28号までの陳情３件を、

各委員長の報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第26号から陳情第28号までの陳

情３件は、いずれも採択とすることに決定しま
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した。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第７号を、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議ありますので、請願

第７号は起立により採決をいたします。 

 委員長の報告は採択であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。 

 よって、請願第７号は採択とすることに決定

しました。 

   △意見書案23号～意見書案25号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第21、意見書案第23

号から日程第23、意見書案第25号までの意見書

案３件を一括議題とします。 

 案文を配布しておりますので、朗読を省略い

たします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第23号 「手話言語法」制定を求める

意見書 案 

意見書案第24号 ウイルス性肝炎患者に対する

医療費助成の拡充を求める意見書 案 

意見書案第25号 国民健康保険に対する国庫負

担の増額を求める意見書 案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  お諮りいたします。ただ

いまの意見書案３件については、提出者の説明

を省略したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って、いずれもそのように決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。意見書案第23号から意見書案

第25までの意見書案３件を、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第23号から意見書案第25ま

での意見書案３件は、原案のとおり可決されま

した。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は全

部議了いたしました。 

   △閉  会 

○議長（森 正勝）  これをもちまして、平成

26年第４回垂水市市議会定例会を閉会いたしま

す。 

     午前10時15分閉会 

 



－154－ 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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